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人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
別
稿
で
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
再
定
義
を
行
っ
た
（
1
）

。
筆
者
独
特
の
箇
条
書
き
に
よ
る
定
義
だ
が
、
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、

「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
①
組
織
（
企
業
）
の
存
続
・
発
展
、
業
績
の
持
続
的
向
上
と
い
う
企
業
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
遂
行
す

る
、
②
経
営
資
源
で
あ
る
人
材
に
関
わ
る
諸
活
動
（
人
材
の
確
保
、
評
価
、
育
成
、
動
機
づ
け
、
活
用
、
処
遇
）
で
あ
り
、
③
そ
れ
は
同
時
に

従
業
員
の
多
様
化
す
る
欲
求
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
④
か
つ
社
会
性
が
求
め
ら
れ
る
」。
こ
の
定
義
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
日
の

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
は
、
企
業
目
的
の
達
成
と
い
う
組
織
ニ
ー
ズ
と
併
せ
て
、
従
業
員
の
欲
求
充
足
と
い
う
個
人
ニ
ー
ズ
へ
の
同
時
的

対
応
が
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
組
織
内
自
己
完
結
的
で
な
く
、
社
会
と
の
整
合
性
と
い
う
視
点
も
取
り
入

れ
な
け
れ
ば
有
効
に
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。

論　

説

一
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同
じ
論
文
で
、「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
念
（
2
）

」
の
内
容
と
し
て
、
①
人
間
尊
重
主
義
、
②
能
力
開
発
・
活
用
主
義
、
③
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
、
④
契
約
主
義
、
⑤
個
の
尊
重
、
の
五
つ
を
挙
げ
て
内
容
を
検
討
し
た
（
3
）

。
こ
れ
ら
の
理
念
に
基
づ
く
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
役
割
・
目
的
」
と
し
て
は
、
①
自
立
し
自
律
す
る
職
業
人
の
育
成
、
②
働
き
が
い
の
付
与
、
自
己
実
現
を
図
る
場
の
提
供
、
③
多

様
な
選
択
肢
の
設
定
、
④
キ
ャ
リ
ア
支
援
、
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
⑤
豊
か
な
生
活
の
確
保
、
⑥
生
産
性
の
向
上
、
企
業
業
績
の

持
続
的
向
上
、
企
業
の
成
長
、
の
六
項
目
を
挙
げ
て
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
を
検
討
し
た
（
4
）

。
本
稿
で
は
、
こ
の
役
割
・
目
的
の
う
ち
「
働
き

が
い
の
付
与
、
自
己
実
現
を
図
る
場
の
提
供
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
な
お
、「
働
き
が
い
」
と
「
自
己
実
現
」
に
つ
い
て
の
筆
者

な
り
の
定
義
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
を
結
論
か
ら
言
う
と
、
働
き
が
い
の
高
度
化
し
た
形
態
が
仕
事
に
お
け
る

「
自
己
実
現
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仕
事
に
お
け
る
自
己
実
現
の
概
念
は
働
き
が
い
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
義
に
お
け
る
③
従
業
員
の
欲
求
対
応
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
働
き
が
い
」
の
充
足
に
焦
点
を

当
て
る
わ
け
で
あ
る
。
定
義
に
も
あ
る
よ
う
に
、
今
日
、
従
業
員
の
欲
求
は
多
様
化
し
て
い
る
が
、
職
業
生
活
に
お
け
る
欲
求
は
、
や
は

り
働
き
が
い
が
中
心
に
な
る
し
、
な
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
働
き
が
い
自
体
の
概
念
を
狭
義
の
労
働
、
職
務
遂
行
に

だ
け
限
定
せ
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
や
や
広
く
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
、
ま
ず
、
働
き
が
い
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
定
義
付
け
を
行
い
、「
働
き
や
す
さ
」
と
「
働
き
が
い
」
の
相
互
関
係
を

検
討
し
た
上
で
、
働
き
や
す
さ
の
構
造
を
整
理
す
る
。
次
ぎ
に
、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
い
く
つ
か
の
キ
ー
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
、
働

き
が
い
の
構
造
の
体
系
化
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
働
き
が
い
の
要
件
・
要
素
に
関
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
覧
と
い
う
形
で
示
し
、
働
き
が

い
を
実
現
す
る
具
体
的
な
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
施
策
に
つ
い
て
体
系
的
に
項
目
を
提
示
す
る
。
む
す
び
は
本
論
文
の
ま
と
め
と
今
後

に
残
さ
れ
た
課
題
の
確
認
で
あ
る
。

二
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二　
「
働
き
が
い
」
の
定
義

〝
働
く
こ
と
が
持
つ
意
味
〞
を
大
き
く
捉
え
る
と
、
①
生
活
の
糧
を
得
る
、
②
社
会
と
結
び
つ
く
（
社
会
に
参
加
す
る
、
社
会
に
貢
献
す

る
）、
③
能
力
を
発
揮
し
て
自
己
実
現
を
図
る
（
な
り
た
い
自
分
に
な
る
、
自
分
ら
し
く
働
き
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
）、
に
区
分
さ
れ
る
。
既
に

前
掲
別
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
、
国
際
的
に
み
て
今
の
日
本
は
相
対
的
に
豊
で
あ
り
、
働
く
こ
と
の
意
味
は
か
つ
て
の
生
活

の
糧
を
得
る
こ
と
中
心
か
ら
、
働
き
が
い
、
生
き
が
い
を
求
め
る
こ
と
に
重
点
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
働
く
こ
と
の
意
味
は
①

か
ら
「
②
と
③
」、
と
り
わ
け
③
へ
と
重
点
が
移
行
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
後
述
す
る
定
義
の
よ
う
に
、「
働
き
が
い
」
の
概
念
自
体
は

生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
も
含
め
て
広
く
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
同
論
文
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
企
業
が
組
織
（
職
場
）
と
仕
事
を

通
じ
て
従
業
員
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
直
接
的
に
は
働
き
が
い
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
お
り
、
個
々
の
従
業
員
に
よ
っ
て
は

そ
れ
が
間
接
的
、
結
果
的
に
生
き
が
い
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
て
い
る
（
5
）

。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
企
業

が
直
接
的
に
関
与
可
能
な
「
働
き
が
い
」
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
先
行
研
究
に
「
働
き
が
い
」
自
体
に
関
す
る
定
義
づ
け
の
例
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
筆
者
独
自
に
次
の
よ

う
に
総
括
的
な
定
義
づ
け
を
行
う
こ
と
に
す
る
（
6
）

。
定
義
中
の
「
仕
事
」
に
は
、
静
態
的
な
職
務
自
体
の
ほ
か
、
動
態
的
な
〝
働
く
こ
と
〞

の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。

「
①
働
く
こ
と
に
よ
り
生
活
の
安
定
や
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、

②
仕
事
や
所
属
組
織
が
自
分
の
適
性
や
価
値
観
に
合
っ
て
お
り
、

③
仕
事
や
組
織
を
通
じ
て
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
か
つ
人
間
と
し
て
成
長
で
き
、

三
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④
併
せ
て
働
く
こ
と
に
達
成
感
や
充
実
感
が
生
じ
、

⑤
仕
事
や
所
属
組
織
自
体
に
誇
り
を
持
ち
、

⑥
仕
事
や
所
属
組
織
に
満
足
し
て
い
る
主
観
的
状
態
」。

こ
の
定
義
で
は
、
働
く
こ
と
に
よ
る
生
活
の
安
定
や
社
会
参
加
・
社
会
貢
献
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
自
己
の
適
性
や
価
値
観
と
仕

事
・
組
織
の
適
合
、
仕
事
と
組
織
を
通
じ
た
能
力
発
揮
と
人
間
的
成
長
の
可
能
性
、
達
成
感
や
充
実
感
、
仕
事
と
所
属
組
織
へ
の
誇
り
と

満
足
感
が
働
き
が
い
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
仕
事
自
体
の
満
足
度
の
ほ
か
、
所
属
組
織
（
企
業
）
へ
の
満
足
度
も
含
め
て
と
ら
え
て
い

る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
仕
事
だ
け
で
働
き
が
い
を
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、
仕
事
だ
け
で
な
く
組
織
へ
の
満
足
感
を
併
せ
て
働

き
が
い
を
感
じ
る
人
も
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
所
属
組
織
自
体
あ
る
い
は
組
織
へ
の
所
属
だ
け
で
「
働
き
が
い
」

を
感
じ
る
ケ
ー
ス
は
想
定
し
て
い
な
い
。
働
き
が
い
は
、
あ
く
ま
で
働
く
こ
と
に
関
係
す
る
場
面
、
仕
事
関
係
的
な
状
況
で
生
じ
る
主
観

的
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
働
き
が
い
の
高
度
化
し
た
状
態
と
い
え
る
「
仕
事
に
お
け
る
自
己
実
現
」
を
筆
者
な
り
に
定
義
づ
け
る
と
、「
①
自
分
の
価

値
観
、
適
性
に
あ
っ
た
仕
事
に
従
事
し
、
②
そ
れ
を
通
じ
て
保
有
し
て
い
る
本
来
の
能
力
、
特
性
を
十
分
に
発
揮
し
、
③
し
か
も
そ
の
仕

事
は
創
造
性
的
で
、
か
つ
社
会
的
に
有
用
な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
充
実
感
が
あ
り
、
④
自
分
の
夢
、
ロ
マ
ン
、
ビ
ジ
ョ
ン
を

実
現
し
て
い
る
状
態
」
で
あ
る
。
多
分
に
個
人
の
主
観
的
な
要
素
が
強
い
が
、
組
織
要
素
は
含
め
て
お
ら
ず
、
仕
事
要
素
中
心
で
あ
る
。

働
き
が
い
の
究
極
的
形
態
で
あ
り
、「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
仕
事
に
お
け
る
自
己
実
現
を
働
き
が
い
の
概
念
に

含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

四



人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
（
谷
田
部
）

（
一
五
九
）

三　
「
働
き
や
す
さ
」
の
構
造

1　
「
働
き
が
い
」
と
「
働
き
や
す
さ
」

働
き
が
い
と
似
た
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
言
葉
に
「
働
き
や

す
さ
」
が
あ
る
。
両
者
と
も
従
業
員
の
満
足
感
を
表
現
す
る
言
葉
だ
が
、
働
き
が
い
と

働
き
や
す
さ
の
関
係
は
、
働
き
や
す
さ
を
ベ
ー
ス
あ
る
い
は
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
に

積
極
的
か
つ
前
向
き
な
意
欲
の
状
態
で
あ
る
「
働
き
が
い
」
が
成
り
立
つ
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
（
図
表
1
）。
確
か
に
、
働
き
や
す
い
組
織
（
会
社
、
職
場
）
で
あ
れ
ば
働
き
が
い

が
生
じ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
が
、
働
き
や
す
け
れ
ば
必
ず
働
き
が
い
が
生
ま

れ
る
と
も
限
ら
な
い
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
働
き
や
す
さ
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
と
し
て
、
二
〇
〇
三

年
以
来
毎
年
実
施
さ
れ
、
ラ
ン
キ
ン
グ
が
発
表
さ
れ
て
い
る
「
働
き
や
す
い
会
社
」
調

査
を
見
て
み
よ
う
（
7
）

。
ラ
ン
ク
付
け
る
こ
と
自
体
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
こ
の
調
査
で

は
評
価
項
目
の
設
問
を
四
種
類
の
評
価
側
面
に
分
類
し
て
い
る
。
評
価
側
面
「
人
材
の

採
用
・
育
成
」
の
評
価
項
目
は
、
採
用
活
動
の
ほ
か
、
教
育
・
研
修
、
キ
ャ
リ
ア
開
発

支
援
、
人
事
考
課
制
度
な
ど
。「
多
様
な
人
材
の
活
用
」
は
、
社
内
公
募
な
ど
従
業
員

の
意
思
を
尊
重
す
る
配
置
・
異
動
制
度
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
な
ど
柔
軟
な
勤
務
制
度
、

働 き が い

働 き や す さ

図表 1　働きがいと働きやすさの関係
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経
研
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
六
〇
）

障
害
者
雇
用
、
女
性
活
用
度
に
関
す
る
項
目
。「
職
場
環
境
の
整
備
」
は
、
労
働
時
間
管
理
、
定
年
管
理
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、
福
利
厚

生
な
ど
。「
多
様
な
働
き
方
へ
の
配
慮
」
で
は
、
短
時
間
勤
務
制
度
、
育
児
休
業
制
度
、
介
護
休
業
制
度
な
ど
が
設
問
項
目
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
各
種
制
度
・
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
能
力
開
発
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
を
支
援
し
、
公
正
な
評
価

制
度
を
実
施
し
、
従
業
員
意
思
を
反
映
し
た
異
動
・
配
置
を
行
い
、
柔
軟
な
勤
務
制
度
を
採
り
入
れ
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（D

iversity

＝

多
様
性
）
に
配
慮
し
、
職
場
環
境
の
整
備
に
力
を
入
れ
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（W

ork-L
ife B

alance

＝
Ｗ
Ｌ
Ｂ
。
仕
事
と
生
活
の

調
和
）
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
働
き
や
す
さ
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
抽
象
的
な
表
現
に
な
る
が
、
従
業
員
が
心
に
ゆ
と
り
を
持
ち
、

安
心
し
て
働
け
る
組
織
・
職
場
を
提
供
す
る
施
策
が
、
働
き
や
す
さ
の
要
素
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
と
は
別
に
、「
働
き
が
い
の
あ
る
会
社
」（G

reat P
lace to W

ork®

）
の
ラ
ン
キ
ン
グ
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
米
国
を
中

心
に
世
界
各
国
で
実
施
し
て
い
る
調
査
だ
が
、
日
本
で
も
二
〇
〇
七
年
か
ら
実
施
、
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
8
）

。
こ
の
場
合
も
ラ
ン
ク

付
け
自
体
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
従
業
員
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
評
価
要
素
を
次
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
の
が
同
調
査
の
独
自

性
と
い
え
る
。
な
お
、
信
用
、
尊
敬
、
公
正
に
つ
い
て
は
最
も
重
視
す
る
要
素
で
あ
る
「
信
頼
」（T

rust

）
と
い
う
上
位
概
念
で
括
っ
て

い
る
（
9
）

。
①
信
用
（C

redibility

）：
従
業
員
が
会
社
や
経
営
・
管
理
職
層
を
信
用
し
て
い
る
か

②
尊
敬
（R
espect

）：
会
社
が
従
業
員
を
大
切
な
「
人
」
と
し
て
尊
敬
し
て
い
る
か

③
公
正
（F
airness

）：
適
切
な
評
価
や
処
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
え
こ
ひ
い
き
や
差
別
が
な
い
か

④
誇
り
（P

ride

）：
従
業
員
が
自
分
の
仕
事
や
会
社
が
提
供
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
か

⑤
連
帯
感
（C

am
araderie

）：
自
分
ら
し
く
い
ら
れ
る
か
、
自
分
の
所
属
す
る
組
織
と
仲
間
と
連
帯
が
持
て
る
か
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人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
（
谷
田
部
）

（
一
六
一
）

日
本
に
お
け
る
調
査
実
施
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
各
要
素
ご
と
の
具
体
的
な
設
問
例
を
見
る
と
、
働
き
や
す
さ
と
働
き
が
い
の
両

面
か
ら
設
定
さ
れ
て
お
り
、
働
き
が
い
と
働
き
や
す
さ
を
総
合
し
て
「
働
き
が
い
」
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
10
）

。
前
掲
の
「
働
き
や
す

い
会
社
」
調
査
と
こ
の
「
働
き
が
い
の
あ
る
会
社
」
調
査
を
併
せ
み
る
と
、
働
き
が
い
と
い
い
、
働
き
や
す
さ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
構

成
す
る
要
素
、
概
念
、
施
策
・
制
度
の
違
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
働
き
や
す
さ
の
要
素
が
働
き
が
い
に
直
結

し
、
別
の
人
は
そ
れ
で
は
働
き
が
い
に
つ
な
が
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
項
で
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
働
き
や
す
さ
の
環

境
を
整
え
る
こ
と
が
働
き
が
い
を
生
み
出
す
条
件
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

2　
「
働
き
や
す
さ
」
の
体
系

働
き
が
い
と
働
き
や
す
さ
を
構
成
す
る
要
件
・
要
素
は
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
こ
で
は
働
き
や
す
さ
の
概
念
を
労
働
Ｃ
Ｓ

Ｒ
を
手
が
か
り
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（C

orporate S
ocial R

esponsibility

＝
企
業
の
社
会
的
責
任
（
11
）

）
の
う
ち

従
業
員
の
働
く
こ
と
に
関
連
す
る
領
域
を
指
す
。

厚
生
労
働
省
「
労
働
に
関
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
研
究
会
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
項
目
は
多
岐
に
わ
た
る
。
図
表
2
は
、
同

報
告
書
に
お
け
る
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
大
項
目
と
中
項
目
を
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
省
略
し
た
「
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
と
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
な
ど
も
含
め
る
と
、
狭
義
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域
よ
り
は
広
範
囲
に
及
ぶ
。
逆
に
、
こ
こ
に
は
掲
載

し
て
い
な
い
が
、
実
際
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
で
あ
る
具
体
的
な
選
択
肢
を
見
る
と
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
領
域
は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
（
12
）

。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
同
報
告
書
が
提
示
す
る
よ
う
な
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
項
目
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
す
べ
て
の
項
目
を
満
た
せ

る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
企
業
（
組
織
、
団
体
）
の
「
働
き
や
す
さ
」
の
大
前
提
に
な
る
。
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）

（
一
六
二
）

労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
領
域

で
よ
く
論
じ
ら
れ
る
概
念
の
諸
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
。
ま
ず
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
連
す
る

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（C

om
pliance

＝
法
令
遵
守
）

＝
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の

基
礎
的
な
部
分
を
構
成
す
る
。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
お
い
て
守
る
べ
き
法
令
は
、
憲
法
に
始
ま
り

労
働
関
係
法
令
や
社
会
保
障
関
連
法
令
は
も
ち
ろ

ん
、
民
法
、
会
社
法
さ
ら
に
は
条
約
ま
で
広
範
囲

に
及
ぶ
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
は
単
に
法
令
を

守
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
企
業
倫
理
を
守
る
こ
と
、

広
く
社
会
的
な
ル
ー
ル
を
尊
重
す
る
こ
と
も
含
ま

れ
る
が
、
働
く
こ
と
に
関
連
し
て
社
会
的
に
認
知

さ
れ
た
慣
行
、
慣
習
、
ル
ー
ル
も
数
多
く
あ
る
。

ま
た
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（W

ork-

L
ife B

alance

＝
Ｗ
Ｌ
Ｂ
。
仕
事
と
生
活
の
調
和
＝
職

業
生
活
と
職
業
以
外
の
人
間
生
活
と
の
調
和
）
は
、
人

図表 2　労働ＣＳＲチェック項目（大項目および中項目）

1 ．社内態勢の整備
　① 労働分野におけるコーポレート・ガバナンス（企業統治）　
　② 社内規範の整備　　③ 社内の組織・体制の整備　
　④ 社内規範等の遵守のための取り組み　　⑤ 情報の共有　　⑥ 情報開示
　⑦ ステークホルダー（利害関係者）等への配慮
2 ．労使関係
　① 労働基本権　　② 労使協議　　③ 従業員とのコミュニケーション
3 ．従業員の雇用形態等の状況把握
4．人権、差別禁止
　① 人権の尊重　　② 差別禁止、機会均等
5 ．労働条件
　① 労働時間　　② 休暇　　③ 安全衛生　　④ 人事処遇
6 ．両立支援等
　① 育児支援　　② 介護支援
7 ．能力開発
8．雇用の安定確保および再就職支援
　① 雇用機会の確保　　② 雇用管理の改善　　③ 雇用の維持
　④ 解雇（雇用保障）　　⑤ 再就職支援
9 ．労働分野における社会貢献
　① 企業による社会貢献　　② 従業員の社会貢献の促進
10．その他
　① 従業員満足度　　② 相談への対応

資料出所：厚生労働省「労働に関するＣＳＲ推進研究会報告書」（2008年）。同報
告書に基づき、筆者が若干補足、修正した。なお、サプライチェーン
と労働ＣＳＲ、海外進出時の労働ＣＳＲの項目は省略した。
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ネ
ジ
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ン
ト
と
働
き
が
い
（
谷
田
部
）

（
一
六
三
）

間
ら
し
い
生
き
方
、
働
き
方
の
機
会
を
提
供
す
る
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
い
え
る
。
か
つ
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
と
い
う
概
念
も

用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
Ｗ
Ｌ
Ｂ
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
Ｗ
Ｌ
Ｂ
が
カ
バ
ー
す
る
領
域
も
多
様
で
、

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
官
民
ト
ッ
プ
会
議
」
が
策
定
し
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
憲
章
と
Ｗ
Ｌ
Ｂ
行
動
指
針
で
は
（
13
）

、
そ
の
性
格
か
ら
政
策
レ
ベ
ル
の

施
策
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
個
別
企
業
の
事
例
に
お
け
る
Ｗ
Ｌ
Ｂ
支
援
施
策
は
、
育
児
・
介
護
休
業
制
度
、
看
護
休
暇
制
度
、
長
期
間
労

働
の
改
善
、
短
時
間
勤
務
制
度
、
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
、
テ
レ
ワ
ー
ク
（
在
宅
勤
務
）
な
ど
の
柔
軟
な
勤
務
態
様
、
再
雇
用
制
度
、
経

済
的
支
援
、
情
報
提
供
、
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
な
ど
相
談
窓
口
の
設
置
、
等
々
で
あ
る
（
14
）

。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
で
対
応
で

き
る
部
分
も
あ
る
が
、
労
働
時
間
管
理
も
含
め
た
「
働
き
方
の
見
直
し
」
と
い
う
視
点
が
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（D

iversity

）
の
概
念
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
は
、
旧
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
の
研
究
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
「
多
様
な
人
材
を
活
か
す
戦
略
」
で
あ
る
。
既
存
の
標

準
的
な
価
値
観
や
方
法
論
に
と
ら
わ
れ
ず
、
多
様
な
属
性
（
性
別
、
年
齢
、
国
籍
等
）
や
異
な
る
価
値
観
、
発
想
を
と
り
入
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス

環
境
の
変
化
に
迅
速
・
柔
軟
に
対
応
し
、
企
業
の
成
長
と
個
人
の
幸
せ
を
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
（
15
）

。
人
材
活
用
戦
略
で
も
あ
る

が
、
経
営
戦
略
的
な
側
面
が
強
い
。
具
体
的
な
施
策
を
見
る
と
、
前
述
し
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
施
策
と
か
な
り
重
な
り
合
う
。
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
取
り
組
む
過
程
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
推
進
に
つ
な
が
っ
て
い
る
企
業
事
例
も
少
な
く
な
い
（
16
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
、
そ
の
中
に
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
概
念
を
含
み
、
人

材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
に
し
て
具
体
的
な
制
度
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
Ｅ
Ｓ
（E

m
ployee S

atisfaction

＝
従
業
員

満
足
）
や
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q

uality of W
orking L

ife 

＝
労
働
生
活
の
質
、
労
働
の
人
間
化
）
へ
と
発
展
す
る
こ
と
で
、
働
き
が
い
の
下
部
構
造
を
形

成
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
概
念
図
と
し
て
示
し
た
の
が
図
表
3
で
あ
る
。
実
際
に
は
各
概
念
は
も
っ
と
複
雑
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て

九
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い
る
が
、
同
図
で
は
や
や
単
純
化
し
て
あ
る
。
な
お
、
労

働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
、
法
令
や
企
業
倫
理
等
の
遵
守
つ
ま
り
最
低

限
守
る
べ
き
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
レ
ベ
ル
と
、
そ

れ
を
超
え
て
働
き
や
す
さ
の
醸
成
に
積
極
的
に
取
り
組
む

レ
ベ
ル
と
に
区
分
で
き
る
（
17
）

。
た
だ
、
こ
の
区
分
自
体
相
対

的
で
あ
り
、
境
界
線
も
曖
昧
で
、
図
で
は
明
確
に
示
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｓ
や
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
働
き
や
す
さ
を
構
成

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
働
き
が
い
に
関
連
す
る
部
分

が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
働
き
や
す
さ
の
必
要
条

件
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
も
ち
ろ
ん
十
分
条
件
で
は
な

い
。
し
か
も
労
働
者
個
々
人
に
よ
っ
て
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の

項
目
が
必
ず
し
も
働
き
や
す
さ
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
に
触
れ
た
「
働
き
や

す
い
会
社
」
の
調
査
内
容
、「
働
き
が
い
の
あ
る
会
社
」

調
査
項
目
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
、
さ
ら
に
は

労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
内
容
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
や
ダ
イ
バ
ー

ＥＳ

（従業員満足）

ＱＷＬ

（労働の人間化）

人材マネジメントシステム

労　働　Ｃ　Ｓ　Ｒ

ワーク・ライフ・バランス
ダイバーシティ

労働コンプライアンス

※　実際には、各概念は複雑にオーバーラップしている。

図表 3　働きやすさの体系（働きがいの下部構造）：概念図

一
〇
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（
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シ
テ
ィ
の
施
策
に
つ
い
て
、
全
部
の
項
目
を
満
た
さ
な
い
ま
で
も
、
各
企
業
が
可
能
な
限
り
の
施
策
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
働
き
や
す

さ
の
前
提
条
件
に
な
ろ
う
。
と
く
に
、
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
属
す
る
領
域
、
そ
れ
は
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
や
Ｗ
Ｌ
Ｂ
施
策
で
も
関
連

す
る
が
、
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
労
働
条
件
の
確
保
、
労
働
環
境
の
整
備
は
最
低
の
条
件
に
な
る
。

四　
「
働
き
が
い
」
の
構
造

1　
「
働
き
が
い
」
の
基
盤

⑴　

新
し
い
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q

uality of W
orking Life

＝
労
働
生
活
の
質
、
労
働
の
人
間
化
）

前
掲
図
表
3
の
よ
う
に
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充
足
を
大
枠
と
し
た
「
働
き
や
す
さ
」
は
、
一
つ
の
方
向
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
発
展
す
る
。
つ

ま
り
、
働
き
が
い
の
基
盤
の
一
つ
を
形
成
す
る
の
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
で
あ
る
。
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
、
一
九
六
〇
年
代
〜
七
〇
年
代
に
欧
米
を
中
心
に
そ
し

て
日
本
で
も
議
論
さ
れ
、
実
践
さ
れ
た
概
念
と
運
動
で
あ
る
。
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
概
念
や
定
義
は
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
一
般
的
に
労

働
生
活
の
質
の
向
上
（
運
動
、
施
策
）、
あ
る
い
は
労
働
の
人
間
化
（
運
動
、
施
策
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
小
野
公
一
は
、
働
く
ひ
と

のw
ell-being

（
安
寧
）
を
論
ず
る
文
脈
の
中
で
、
仕
事
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
遂
行
す
る
①
物
理
的
・
生
理
的
環
境
（
作
業
環
境
、

安
全
衛
生
、
労
働
条
件
な
ど
）、
②
社
会
的
環
境
（
人
間
関
係
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
）、
③
心
理
的
環
境
（
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

な
ど
）、
④
社
会
・
経
済
・
政
治
的
要
因
（
意
思
決
定
へ
の
労
働
者
参
加
な
ど
）
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
関
係
す
る
と
い
う
（
18
）

。

先
行
研
究
で
も
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
構
成
す
る
要
因
は
、
職
場
の
人
間
関
係
、
仕
事
の
多
様
性
・
挑
戦
性
、
仕
事
を
通
じ
た
成
長
や
能
力
開
発

の
機
会
、
職
務
遂
行
の
自
律
性
、
公
正
で
十
分
な
賃
金
・
報
酬
、
心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
作
業
環
境
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
、
仕
事
の
社
会
貢
献
度
、
雇
用
保
障
、
経
営
や
業
務
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
、
な
ど
多
様
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
19
）

。
実
際
の
企
業

一
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実
務
で
は
、
例
え
ば
職
務
充
実
、
職
務
再
設
計
、
作
業
方
法
の
改
善
、
作
業
環
境
改
善
、
労
働
時
間
短
縮
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
な
ど

さ
ら
に
具
体
的
な
制
度
・
施
策
が
実
施
さ
れ
た
（
20
）

。
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
項
目
と
重
な
り
合
う
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
前

述
し
た
積
極
的
な
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
レ
ベ
ル
に
関
連
し
て
い
る
。
労
働
生
活
の
質
の
向
上
運
動
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
働
き
や
す
さ
を
も
た
ら
す
基
礎
的
部
分
よ
り
は
、
働
き
が
い
を
醸
成
す
る
要
因
の
部
分
に
近
い
。

最
近
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
の
活
動
目
標
で
あ
る
デ
ィ
ー
セ
ン

ト
・
ワ
ー
ク
（D

ecent w
ork

＝
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
）
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
と
ら
え
方
も
あ
る
（
21
）

。
日
本
政
府
は

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
人
々
が
働
き
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
間
に
抱
く
次
の
よ
う
な
願
望
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
整
理
し
て
い
た
（
22
）

。「
①
働
く
機
会
と
持
続
可
能
な
生
計
に
足
る
収
入
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
②
労
働
三
権
な
ど
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
職

場
で
発
言
が
行
い
や
す
く
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
③
家
庭
生
活
と
職
業
生
活
の
両
立
、
安
全
な
職
場
環
境
、
雇
用
保
険
、
医
療
・
年

金
制
度
な
ど
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
確
保
さ
れ
、
自
己
の
鍛
錬
も
で
き
る
こ
と
、
④
公
正
な
扱
い
、
男
女
平
等
な
扱
い
を
受
け
る
こ

と
」。
こ
れ
を
み
る
と
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
比
べ
て
働
く
こ
と
に
関
し
、
よ
り
根
源
的
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
政
策

レ
ベ
ル
の
取
り
組
み
に
な
じ
む
領
域
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
様
相
で
再
評
価
さ
れ
、
再
登
場
す

べ
き
だ
と
考
え
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
激
に
進
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
が
加
速
度
的
に
高
度
化
し
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
的
業

務
が
増
加
し
、
経
営
管
理
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
化
し
た
現
在
、
過
去
の
内
容
か
ら
進
化
し
た
新
し
い
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
今
日
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
内
包
し
た
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
が
達
成
さ
れ
た
状
態
、
充
足
し
た

状
態
を
新
し
い
Ｑ
Ｗ
Ｌ
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
く
に
、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
要
素
、
制
度
・
施
策
に
注
目
し
た
い
。

一
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人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
（
谷
田
部
）

（
一
六
七
）

⑵　

Ｅ
Ｓ
（Em

ployee Satisfaction

＝
従
業
員
満
足
）

労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充
足
を
大
枠
と
し
た
「
働
き
や
す
さ
」
は
、
図
表
3
に
よ
れ
ば
も
う
一
つ
の
方
向
と
し
て
Ｅ
Ｓ
（
従
業
員
満
足
）
に
発

展
す
る
。
Ｅ
Ｓ
は
、
働
く
こ
と
に
関
連
し
た
従
業
員
の
主
観
的
肯
定
感
で
あ
り
、
働
き
が
い
の
基
盤
を
形
成
す
る
。
従
業
員
満
足
と
一
口

に
い
っ
て
も
、
満
足
の
対
象
は
多
様
で
広
範
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
要
素
に
つ
い
て
、
あ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
が
組
織
改
革
の
前

段
と
し
て
実
施
し
て
い
る
Ｅ
Ｓ
調
査
（
23
）

の
項
目
で
見
て
み

よ
う
（
図
表
4
）。
大
項
目
は
仕
事
、
職
場
、
上
司
、
会

社
風
土
、
処
遇
、
福
利
厚
生
、
経
営
、
そ
れ
に
総
合
満

足
度
で
あ
る
。「
仕
事
」
に
関
し
て
は
、
仕
事
内
容
、

人
材
育
成
、
仕
事
継
続
の
三
小
項
目
、「
会
社
風
土
」

に
つ
い
て
は
会
社
風
土
、
会
社
イ
ン
フ
ラ
、
会
社
風
紀

の
三
小
項
目
、「
処
遇
」
は
、
人
事
評
価
、
給
与
等
、

個
人
目
標
、
労
働
時
間
の
四
小
項
目
が
そ
れ
ぞ
れ
設
定

さ
れ
て
い
る
。
項
目
表
記
か
ら
は
内
容
が
把
握
し
づ
ら

い
の
は
個
人
目
標
満
足
度
で
、
目
標
設
定
の
十
分
な
話

し
合
い
や
目
標
の
進
捗
状
況
を
話
し
合
う
機
会
が
そ
の

内
容
で
あ
る
。
ま
た
、「
福
利
厚
生
」
満
足
度
に
は
勤

務
形
態
の
自
由
度
が
含
ま
れ
て
い
る
。

図表 4　ＥＳ調査の項目例（大項目、小項目）

大項目 小項目

「仕事」満足度 仕事内容満足度
人材育成満足度
仕事継続満足度

「職場」満足度

「上司」満足度

「会社風土」満足度 会社風土満足度
会社インフラ満足度
会社風紀満足度

「処遇」満足度 人事評価満足度
給与等満足度
個人目標満足度
労働時間満足度

「福利厚生」満足度

「経営」満足度

総合満足度

資料出所：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成。
新井みち子「ＥＳ調査とそれに基づく組織改革」
『日本労働研究雑誌』№617（2011年12月号）66
頁所収から、筆者が大項目と小項目を抜粋。
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こ
の
よ
う
に
、
図
表
4
は
仕
事
だ
け
で
な
く
、
会
社
、
職
場
、
処
遇
な
ど
も
Ｅ
Ｓ
（
従
業
員
満
足
）
に
関
連
す
る
対
象
と
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
の
と
ら
え
方
は
図
表
4
の
よ
う
な
枠
組
み
に
限
ら
れ
な
い
が
、
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
妥
当
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
産

業
・
組
織
心
理
学
、
組
織
行
動
論
（
ミ
ク
ロ
組
織
論
）
で
い
う
「
職
務
満
足
感
」
も
、
狭
義
の
職
務
自
体
へ
の
満
足
感
だ
け
で
は
な
く
、

仕
事
を
遂
行
し
て
い
る
過
程
で
感
じ
る
満
足
感
ま
で
拡
大
し
て
捉
え
て
い
る
（
24
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｅ
Ｓ
は
職
務
満
足
に
近
い
概
念
と
い
え

よ
う
が
、
Ｅ
Ｓ
は
職
務
満
足
よ
り
も
会
社
や
職
場
つ
ま
り
組
織
を
対
象
に
す
る
項
目
や
要
素
が
多
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
職
務
満
足
感
よ
り

は
や
や
広
い
概
念
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
Ｅ
Ｓ
に
は
働
き
や
す
さ
の
レ
ベ
ル
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
満
足
度
が
動
機
づ
け
（
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
）
を
介
し
て
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
こ
と
も
多
い
。
前
述
し
た
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
、
制
度
・
施
策
と
そ
の
運
用
自
体
の
面
か
ら
働
き

や
す
さ
と
働
き
が
い
へ
の
発
展
を
み
た
も
の
だ
が
、
Ｅ
Ｓ
は
制
度
・
施
策
と
そ
の
運
用
を
従
業
員
の
満
足
と
い
う
心
理
的
・
認
知
的
側
面

か
ら
、
働
き
や
す
さ
と
働
き
が
い
へ
の
発
展
と
し
て
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
働
き
が
い
の
観
点
か
ら
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
と
Ｅ
Ｓ

は
相
互
規
定
関
係
、
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
。

2　

動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
＝m

otivation
）

⑴　

動
機
づ
け
の
概
念
と
理
論

Ｑ
Ｗ
Ｌ
や
Ｅ
Ｓ
が
働
き
が
い
に
結
び
つ
く
に
は
、
い
く
つ
か
の
媒
介
項
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
、
動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
＝m
otivation

）
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（com

m
itm
ent

）
に
絞
っ
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
（w

ork 

m
otivation

）
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
お
、
日
常
用
語
と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
動
機
づ
け
の
手
段
・
方
法
い
わ
ゆ
る
モ

チ
ベ
ー
タ
ー
を
指
す
場
合
と
、
そ
れ
ら
の
手
段
・
方
法
で
動
機
づ
け
ら
れ
た
状
態
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
、
労
働
意
欲
が
旺
盛
）
を
指
す
場

一
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合
の
二
様
の
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。
学
術
的
な
動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
の
定
義
は
多
様
だ
が
、
本
稿
で
は
「
人
々
が
、
あ
る
要

求
を
満
た
そ
う
と
し
た
り
、
何
か
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
を
目
指
し
て
、
行
動
を
起
こ
し
、
努
力
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
（
25
）

」、

あ
る
い
は
も
っ
と
端
的
に
「
行
動
を
あ
る
一
定
の
方
向
に
発
動
さ
せ
推
進
し
持
続
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
（
26
）

」
と
理
解
し
て
お
く
。
日
常
用
語
と
同

様
に
、
行
動
を
惹
起
す
る
動
因
（
欲
求
）、
誘
因
（
目
標
）
の
存
在
と
、
行
動
が
持
続
、
継
続
し
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
を
包
含
し
て
い
る
。

動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
に
関
す
る
理
論
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
、
大
き
く
は
、
何
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
内

容
理
論
（
欲
求
説
）
と
、
人
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
過
程
理
論
（
選
択
説
）
に
区
分
さ
れ
る
が
、
こ
れ

ら
で
は
括
れ
な
い
多
彩
な
理
論
、
概
念
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
数
存
在
す
る
（
27
）

。
た
だ
し
、「
あ
る
理
論
は
あ
る
条
件
で
し
か
役
に
立
た
な
い

わ
け
で
、
あ
る
一
つ
の
す
ば
ら
し
い
一
般
理
論
で
人
の
動
機
づ
け
を
す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
そ
ん
な
理
論
は
な
い
と
い

う
の
が
現
在
の
と
こ
ろ
定
説
と
な
っ
て
い
る
（
28
）

」
し
、
動
機
づ
け
に
関
連
す
る
諸
要
素
、
諸
要
因
を
す
べ
て
網
羅
す
る
よ
う
な
「
グ
ラ
ン
ド

セ
オ
リ
ー
を
望
む
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
（
29
）

」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
は
、
働

き
が
い
に
結
び
つ
け
る
動
機
づ
け
の
方
策
、
施
策
、
制
度
の
多
様
な
選
択
肢
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

⑵　

外
発
的
動
機
づ
け
と
内
発
的
動
機
づ
け

働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
を
一
つ
の
理
論
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
わ
け
だ
が
、
外
発
的
動
機
づ
け
と
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い

て
は
触
れ
て
お
こ
う
。
組
織
が
与
え
る
、
あ
る
い
は
組
織
か
ら
得
ら
れ
る
報
酬
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
あ
る
。
外
的
報
酬
と
内
的
報

酬
で
あ
る
。
外
的
報
酬
は
、
例
え
ば
金
銭
（
賃
金
）、
昇
進
・
昇
格
、
称
讃
な
ど
、
組
織
や
上
司
、
同
僚
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

内
的
報
酬
は
、
例
え
ば
達
成
感
、
充
実
感
、
有
能
感
、
成
長
感
、
自
己
決
定
感
、
仕
事
自
体
の
興
味
な
ど
、
職
務
遂
行
の
過
程
や
結
果
か

ら
個
人
の
内
部
で
主
観
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
外
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
外
的
報
酬
を
得
た
こ
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と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
外
的
報
酬
と
関
連
す
る
動
機
づ
け
を
「
外
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
。
一
方
、
内
的
報
酬
を

得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
内
的
報
酬
を
得
た
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
内
的
報
酬
と
関
連
す

る
動
機
づ
け
を
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
（
30
）

。

動
機
づ
け
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
内
的
報
酬
に
基
づ
く
内
発
的
動
機
づ
け
が
重
視
さ
れ
、
外
的
報
酬
は
む
し
ろ
動
機
づ
け

に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
う
説
も
あ
る
（
ア
ン
ダ
ー
・
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
（
31
）

）。
た
だ
、
最
近
の
研
究
で
は
、
内
的
報
酬
に
よ
る
内

発
的
動
機
づ
け
を
過
度
に
強
調
す
る
傾
向
に
変
化
が
見
ら
れ
る
（
32
）

。
組
織
に
お
け
る
動
機
づ
け
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
は
外
発
的
動
機
づ
け
が

生
じ
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
、
施
策
を
整
備
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
内
発
的
動
機
づ
け
に
変
化
、
移
行

さ
せ
る
仕
組
み
、
仕
掛
け
が
必
要
に
な
る
（
33
）

。
実
際
に
も
、
最
初
は
外
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
動
が
、
次
第
に
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら

れ
た
行
動
に
変
化
す
る
場
合
は
多
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
労
働
者
・
従
業
員
は
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
の
両
者
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
働

く
の
で
あ
り
、
置
か
れ
た
状
況
と
個
人
の
心
理
状
態
に
よ
っ
て
準
拠
す
る
報
酬
と
そ
の
ウ
エ
イ
ト
は
常
に
変
化
す
る
。
動
機
づ
け
は
複
合

的
で
流
動
的
で
あ
る
と
理
解
し
た
方
が
実
態
に
合
っ
て
い
る
。

な
お
、
内
発
的
動
機
づ
け
に
関
連
す
る
概
念
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（engagem

ent

）
が
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
は

「
質
の
高
い
や
る
気
」
で
あ
り
、「
課
題
に
没
頭
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
心
理
状
態
」
を
指
す
（
34
）

。「
フ
ロ
ー
（
35
）

」
に
近
い
概
念
だ
と
も
い
う
。

フ
ロ
ー
は
、
没
頭
、
没
入
、
没
我
、
忘
我
、
三
昧
、
至
福
と
い
う
あ
る
種
宗
教
的
な
言
葉
で
表
さ
れ
る
が
、
提
唱
者
で
あ
る
チ
ク
セ
ン
ト

ミ
ハ
イ
の
著
作
か
ら
は
「
楽
し
ん
で
い
る
状
態
」「
楽
し
く
思
っ
て
い
る
状
態
」
に
ま
で
広
げ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
エ
ン

ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
い
い
、
フ
ロ
ー
と
い
い
、
仕
事
を
楽
し
み
、
仕
事
に
熱
中
し
て
い
る
の
は
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
は
そ

の
境
地
に
な
か
な
か
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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⑶　

動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策

次
ぎ
に
、
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
従
業
員
の
動
機
づ
け
の
方
法
・

手
段
は
、
①
組
織
上
の
地
位
、
ス
テ
イ
タ
ス
に
よ
る
動
機
づ
け
、
②
賃
金
・
金
銭
的
報
酬
に
よ
る
動
機
づ
け
、
③
上
記
①
②
以
外
の
報
酬

や
労
働
条
件
、
勤
務
条
件
に
よ
る
動
機
づ
け
、
④
評
価
制
度
に
よ
る
動
機
づ
け
、
⑤
能
力
開
発
制
度
に
よ
る
動
機
づ
け
、
⑥
キ
ャ
リ
ア
開

発
・
形
成
支
援
に
よ
る
動
機
づ
け
、
⑦
上
司
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
た
動
機
づ
け
、
⑧
仕
事
そ
の
も
の
に
よ
る
動
機
づ
け
、
に
大
き

く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
枠
組
み
の
中
で
、
さ
ら
に
具
体
的
な
施
策
、
詳
細
な
手
段
を
準
備
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
⑧
仕
事
そ
の
も
の
に
よ
る
動
機
づ
け
は
、
仕
事
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
仕
事
を
通
じ
た
充
実
感
、
仕
事
の
達
成
感
、
仕
事

に
よ
る
成
長
な
ど
が
そ
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
内
的
報
酬
に
よ
る
内
発
的
動
機
づ
け
が
中
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
①
〜
⑦

は
、
直
接
的
に
は
外
的
報
酬
に
よ
る
外
発
的
動
機
づ
け
が
中
心
的
な
内
容
で
あ
る
。
②
賃
金
は
動
機
づ
け
要
因
で
は
な
い
と
い
う
説
（
36
）

や
、

前
述
し
た
よ
う
に
外
的
報
酬
と
く
に
賃
金
が
内
発
的
動
機
づ
け
に
マ
イ
ナ
ス
に
影
響
す
る
（
ア
ン
ダ
ー
・
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
）
と
い
う
考
え

方
が
あ
る
が
、
筆
者
は
賃
金
・
金
銭
的
報
酬
も
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
（
37
）

。

以
下
に
は
仕
事
そ
の
も
の
を
通
じ
た
動
機
づ
け
を
中
心
に
、
具
体
的
な
制
度
・
施
策
で
は
な
く
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
動
機

づ
け
策
に
織
り
込
む
べ
き
要
件
・
要
素
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

①
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
の
確
立
と
明
確
化
：
会
社
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
し
て
従
業
員
に
示
す

②
情
報
の
オ
ー
プ
ン
化
・
共
有
化
：
社
内
外
の
経
営
情
報
を
従
業
員
に
開
示
し
、
共
有
す
る

③
参
加
・
参
画
：
企
業
経
営
、
業
務
活
動
の
意
思
決
定
に
従
業
員
を
参
加
、
参
画
さ
せ
る

④
本
人
の
意
思
尊
重
：
業
務
遂
行
、
配
置
、
働
き
方
な
ど
で
従
業
員
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
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⑤
意
義
あ
る
仕
事
の
付
与
：
役
割
・
職
務
を
明
確
化
し
、
挑
戦
的
な
仕
事
や
企
業
へ
の
貢
献
が
感
じ
ら
れ
る
仕
事
を
与
え
る

⑥
目
標
設
定
：
目
標
管
理
的
手
法
を
導
入
し
、
目
標
の
自
己
設
定
、
業
務
遂
行
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
成
果
の
自
己
評
価
を
行
う

⑦
権
限
の
移
譲
・
付
与
：
企
画
性
の
あ
る
完
結
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の
仕
事
を
与
え
、
業
務
計
画
の
策
定
、
業
務
遂
行
な
ど
に
あ
た
っ

て
大
幅
に
権
限
を
移
譲
、
付
与
す
る

⑧
自
律
性
：
広
範
な
裁
量
権
を
付
与
し
、
企
画
、
計
画
の
段
階
か
ら
実
行
、
統
制
ま
で
の
自
律
的
業
務
管
理
を
行
い
、
自
律
的
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
実
現
す
る

⑨
能
力
の
開
発
と
活
用
：
能
力
が
発
揮
で
き
、
成
長
が
期
待
で
き
実
感
で
き
る
仕
事
を
与
え
、
能
力
開
発
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
機
会
を

提
供
し
、
開
発
し
た
能
力
の
活
用
チ
ャ
ン
ス
を
付
与
す
る

⑩
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
：
仕
事
の
結
果
・
成
果
、
能
力
・
適
性
の
現
状
な
ど
に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る

⑪
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
：
部
下
の
自
律
支
援
型
、
部
下
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
支
援
型
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る

⑫
処
遇
の
公
正
・
公
平
性
：
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
基
準
を
明
確
に
し
て
公
正
、
公
平
に
処
遇
す
る

3　

組
織
と
「
働
き
が
い
」

⑴　

組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（com

m
itm
ent

）
の
対
象
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
い
え
ば
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
、
職
務
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。
職
務
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
職
務
関
与
に
近
い
概
念
で
、
仕
事
そ
の
も
の
を
通
じ
た
動
機
づ

け
に
つ
な
が
る
。
そ
こ
で
本
項
で
は
、
組
織
へ
の
一
体
感
、
愛
着
、
帰
属
意
識
な
ど
、
組
織
に
対
す
る
個
人
の
心
理
的
な
状
態
を
表
す
組

一
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織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（organizational com

m
itm
ent

）
を
取
り
上
げ
る
（
38
）

。

組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て
も
多
様
な
理
論
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
三
要
素
モ
デ
ル
で
は
、
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
を
①
情
緒
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
②
継
続
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
③
規
範
的
コ
メ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
三
構
成
要
素
に
分
類
す
る
。
情
緒

的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
組
織
へ
の
愛
着
、
同
一
視
、
忠
誠
心
を
内
容
と
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。
継
続
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、

退
出
に
伴
う
逸
失
利
益
の
大
き
さ
か
ら
組
織
に
止
ま
る
こ
と
を
指
し
、
功
利
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
も
呼
ば
れ
る
。
規
範
的
コ
メ
ッ
ト
メ

ン
ト
は
、
組
織
に
は
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
だ
と
い
う
信
念
、
義
務
感
あ
る
い
は
恩
義
に
由
来
す
る
態
度
と
行
動
で
あ
る
。

実
際
の
組
織
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
た
だ
一
つ
の
要
素
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
情
緒
的
、
功
利
的
、
規
範
的
の
各
要
素
が
総
合
的

に
関
係
し
て
く
る
。
職
業
生
活
の
プ
ロ
セ
ス
、
段
階
に
よ
っ
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
要
素
や
ウ
エ
イ
ト
は
異
な
る
。
年
齢
、
勤
続
年
数
、
役
職
、

世
帯
形
成
と
い
っ
た
個
人
の
属
性
も
影
響
す
る
。
そ
も
そ
も
成
員
が
組
織
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
例
え

ば
親
和
性
な
の
か
、
経
済
的
側
面
な
の
か
、
安
定
性
な
の
か
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
と
強
弱
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
組
織
内

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
タ
イ
ル
、
職
場
の
人
間
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
弱

は
規
定
さ
れ
る
。
過
剰
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
組
織
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
も
あ
る
（
39
）

。

⑵　

働
き
が
い
に
つ
な
が
る
組
織

働
き
が
い
に
つ
な
が
る
組
織
を
論
じ
る
場
合
、
組
織
風
土
、
組
織
文
化
な
ど
ソ
フ
ト
面
も
重
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
組
織
構
造
に
つ
い
て

提
案
す
る
。
筆
者
が
年
来
主
張
し
て
い
る
「
フ
ラ
ッ
ト
で
動
態
的
な
組
織
」
に
基
づ
く
「
分
権
化
さ
れ
た
自
律
集
団
」
で
あ
る
（
40
）

。

「
フ
ラ
ッ
ト
で
動
態
的
な
組
織
」
の
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織
と
は
、
階
層
構
造
が
簡
素
で
階
層
数
の
少
な
い
組
織
で
あ
る
。
組
織
の
基
本
的

単
位
は
「
部
」
ま
た
は
「
部
門
」
で
あ
り
、
そ
の
中
を
可
変
的
な
チ
ー
ム
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
単
位
で
編
成
す
る
。
固
定
的
な
「
課
」
は

一
九
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原
則
的
に
は
廃
止
す
る
が
、
例
え
ば
生
産
部
門
な
ど
で
課
制
や
係
制
を
採
っ
た
方
が
よ
い
場
合
は
例
外
的
に
存
続
さ
せ
る
。
組
織
の
フ

ラ
ッ
ト
化
の
主
な
ね
ら
い
は
、
意
思
決
定
の
迅
速
化
、
環
境
変
化
へ
の
俊
敏
な
対
応
で
あ
る
。
組
織
の
指
揮
命
令
系
統
、
意
思
伝
達
の

ル
ー
ト
は
、「
部
長
↓
リ
ー
ダ
ー
↓
メ
ン
バ
ー
」「
部
長
↓
メ
ン
バ
ー
」
と
い
っ
た
短
い
経
路
に
な
る
。
一
方
、
動
態
的
組
織
と
は
反
応
の

早
い
組
織
、
柔
軟
な
組
織
で
あ
る
。
内
外
の
環
境
変
化
を
素
早
く
キ
ャ
ッ
チ
し
、
状
況
に
適
合
さ
せ
て
チ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
を
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
動
性
に
富
ん
だ
組
織
で
あ
る
。
経
営
戦
略
、
事
業
計
画
等
に
よ
っ
て
柔
軟
に
編
成
、
解
散
、
拡
大
、

縮
小
す
る
。
組
織
の
動
態
化
は
組
織
の
フ
ラ
ッ
ト
化
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

「
分
権
化
さ
れ
た
自
律
集
団
」
の
分
権
化
と
は
、
ラ
イ
ン
管
理
職
に
集
中
し
て
い
る
意
思
決
定
に
関
わ
る
権
限
と
責
任
を
、
チ
ー
ム
、

グ
ル
ー
プ
な
ど
の
下
部
組
織
と
業
務
執
行
担
当
者
に
委
譲
し
、
分
散
、
配
分
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
律
集
団
と
は
、
チ
ー
ム
、
グ
ル
ー
プ

と
そ
の
構
成
員
が
主
体
と
な
っ
て
自
律
的
に
業
務
遂
行
で
き
る
組
織
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
自
律
性
は
、
意
思
決
定
を
自
主
的
に
行
え
る

ほ
か
、
自
ら
意
思
決
定
で
き
る
範
囲
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
裁
量
の
余
地
が
大
き
く
、
個
人
の
能
力
の
発
揮
を
自
由
に
行
う

こ
と
が
で
き
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
仕
事
が
で
き
る
体
制
が
、
主
体
性
を
高
め
、
自
律
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
形
成
さ

れ
た
自
律
集
団
こ
そ
が
環
境
変
化
に
機
敏
に
適
応
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
集
団
と
し
て
の
意
欲
を
表
す
モ
ラ
ー
ル
（
士
気
）
が
高
ま

り
、
生
産
性
が
上
昇
し
、
企
業
業
績
に
貢
献
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

五　
「
働
き
が
い
」
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1　
「
働
き
が
い
」
の
要
件

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
そ
の
中
に
含
む
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充
足

二
〇
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を
働
き
や
す
さ
の
近
似
値
と
捉
え
、
Ｑ
Ｗ

Ｌ
と
Ｅ
Ｓ
を
働
き
が
い
の
基
盤
と
位
置
づ

け
、
動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
と
組

織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
働
き
が
い
へ
の
中

間
項
と
す
る
。
さ
ら
に
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
媒
体
と
し
て
、
働
き
が

い
を
実
感
で
き
る
枠
組
み
に
関
し
て
概
念

図
で
示
し
た
の
が
図
表
5
で
あ
る
。
同
図

表
は
、
動
機
づ
け
（
ら
れ
た
状
態
）
と
組

織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
働
き
が
い
（
の

状
態
）
を
も
た
ら
す
、
と
も
見
え
る
。
し

か
し
実
際
に
は
、
動
機
づ
け
、
組
織
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
相
互
規
定
関
係
に
あ

り
、
同
図
表
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
と
Ｅ
Ｓ
も
含
め
た

「
総
体
」
で
働
き
が
い
の
状
態
に
あ
る
こ

人材マネジメントシステム

働きやすさ≒労働ＣＳＲの充足

働きがい（の状態）

動機づけ（られた状態）
（モチベーション）

組織コミットメント

ＥＳ
（従業員満足）

ＱＷＬ
（労働の人間化）

図表 5　働きがいの構造：概念図

二
一
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と
を
表
し
て
い
る
、
と
理
解
し
た
方
が
実
態
に
合
う
。
働
き
が
い
が
あ
る
こ
と
で
逆
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
ま
り
、
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
が
強
ま
る
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
。

働
き
が
い
（
の
状
態
）
と
は
、
前
提
と
な
る
働
き
や
す
さ
の
条
件
を
備
え
た
上
で
、
動
機
づ
け
の
機
会
が
多
く
か
つ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
高
い
状
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
組
織
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
た
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
少

し
具
体
的
に
働
き
が
い
を
感
じ
る
要
件
、
働
き
が
い
の
要
素
を
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
提
示
し
た
の
が
図
表
6
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー

ド
、
と
く
に
働
き
が
い
の
〝
要
件
〞
は
、
実
は
既
に
本
稿
の
随
所
で
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
取
り
上
げ
た
言
葉
や
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に

加
え
て
先
行
研
究
や
各
種
調
査
か
ら
抽
出
し
て
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
働
き
が
い
の
〝
要
素
〞
は
、
類
似
の
要
件
を
括
っ
て
名

付
け
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
要
素
を
①
仕
事
自
体
、
②
仕
事
と
成
長
、
③
自
律
性
と
裁
量
性
、
④
処
遇
制
度
、
⑤
職
場
、
⑥
会

社
・
組
織
の
六
項
目
に
分
類
し
た
。
近
接
す
る
要
素
の
要
件
、
内
容
に
は
若
干
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
ま
た
、
各
要

素
は
い
ず
れ
か
の
項
目
に
あ
え
て
分
類
し
て
い
る
。

同
図
表
の
働
き
が
い
の
要
件
、
要
素
に
は
、
仕
事
自
体
の
価
値
感
や
仕
事
を
通
じ
た
自
己
効
力
感
、
成
長
感
、
仕
事
の
自
律
性
な
ど
に

限
ら
ず
、
前
述
し
た
筆
者
に
よ
る
働
き
が
い
の
定
義
の
よ
う
に
、
会
社
や
職
場
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
組
織
の
要
件
・
要
素
と
人
事
処
遇

制
度
も
含
ま
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
動
機
づ
け
理
論
の
一
つ
に
「
職
務
特
性
モ
デ
ル
」
が
あ
る
。
仕
事
に
お
け
る
技
能
の
多
様
性
、

課
業
の
完
結
性
、
課
業
の
重
要
性
、
自
律
性
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（
仕
事
の
結
果
が
分
か
る
程
度
）、
の
五
つ
を
中
核
的
な
職
務
次
元
と
し
、

そ
れ
が
仕
事
の
有
意
味
感
や
責
任
感
な
ど
の
心
理
状
態
を
通
し
て
、
高
い
内
発
的
動
機
づ
け
や
仕
事
に
対
す
る
満
足
感
を
も
た
ら
す
と
い

う
理
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
業
員
の
成
長
欲
求
の
強
さ
を
媒
介
変
数
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
モ
デ
ル
は
こ
う
し
た
欲
求
を
持
た
な
い

人
に
は
有
効
で
な
い
（
41
）

。
働
き
が
い
の
定
義
や
図
表
7
で
仕
事
以
外
の
要
件
や
要
素
を
挙
げ
た
の
は
、
仕
事
だ
け
で
は
働
き
が
い
を
得
ら
れ

二
二
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図表 6　働きがいの要素・要件

働きがいの要素 働きがいの要件

①
仕
事
自
体

仕事の性格
（仕事内容）

有意味感、社会的価値の存在、変化・多様性、完結性、挑戦
性、創意工夫が可能、創造的な仕事、誇りの持てる仕事、要
求される知識・技能の多様さ、能力が活用できる仕事、楽し
める仕事、興味がわく仕事、企業への貢献が感じられる仕事

社会性 仕事の社会貢献度、仕事による社会参加

②
仕
事
と
成
長

仕事・組織との適合 適応感、個人適性との一致、個人価値観との一致、好きな仕
事

仕事の成果 達成感、充実感、有能感、自己効力感、自己実現

仕事を通じた成長 能力発揮、成長可能性、成長実感

組織を通じた成長 学習機会、能力開発の機会

キャリア 将来のキャリアイメージ、キャリア発達の可能性、キャリア
開発・形成の機会

③
自
律
性
と
裁
量
性

情報 社内外の経営情報の提供、情報のオープン化・共有化

責任と権限 責任と権限の明確化、権限の委譲、責任と権限の広さ、個人
的責任の実感

意思決定 組織の意思決定への参加・参画、意思決定の範囲

自律性 主体的意思決定、業務目標の自己決定、業務遂行の自己コン
トロール、結果の自己評価、自己責任

裁量性 選択の自由、自己裁量、裁量権の範囲、（業務遂行、配置・異
動、働き方等の）本人意思尊重

④
処
遇
制
度

目標 職場目標の明確化、個人目標の設定、ゴールの明確さ

評価 評価の妥当性、公平な評価、周囲からの評価・承認、表彰・
顕彰、評価のフィードバック

処遇 努力に見合った処遇（賃金、昇進等）、公正で公平な処遇（賃
金、昇進等）

⑤
職
場

職場（同僚） 良好な人間関係、良好なコミュニケーション、成功の承認、
人間としての尊重、チームプレイ、協力・協働関係、ソー
シャル・サポート（社会的支援）

上司 リーダーシップ、上司からの支援、上司からの承認、上司の
信頼感

⑥
会
社
・
組
織

会社 会社の将来性、会社のステイタス、経営ビジョンの明確化、
チャレンジングな企業文化、挑戦意欲旺盛な組織風土

組織への一体感 組織（の理念、スタンス等への）共感、愛着、帰属意識、誇
り、満足感

柔軟な組織 オープンな組織、フラットで動態的な組織、分権化された自
律集団

安定 雇用・就業の安定性、生活の安定

二
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な
い
従
業
員
も
い
る
た
め
で
あ
る
。
仕
事
以
外
の
要
件
・
要
素
も
併
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
が
い
（
の
状
態
）
に
到
達
で
き
る
ケ
ー
ス

を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
然
だ
が
仕
事
を
抜
き
に
し
て
は
本
来
の
働
き
が
い
は
得
ら
れ
な
い
。

2　

働
き
が
い
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

働
き
が
い
の
あ
る
会
社
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
従
業
員
の
認
知
や
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
具
体
的
な
制
度
・
施
策
に
展
開
し
な
け
れ
ば

抽
象
的
で
主
観
的
な
「
良
い
会
社
」
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
図
表
6
に
挙
げ
た
よ
う
な
働
き
が
い
を
醸
成
す
る
要
件
、
要
素
、
要
因
を
人

材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
シ
ス
テ
ム
で
ど
う
受
け
止
め
、
体
系
的
に
組
み
込
ん
で
運
用
す
る
か
が
、
今
日
的
な
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
課
題
で

あ
る
。

し
か
し
、
豊
か
な
時
代
に
多
様
化
し
た
価
値
観
、
労
働
観
を
持
つ
職
業
人
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
よ
う
な
会
社
主
導
型
の
単
一
型
人
材

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
は
対
応
で
き
な
い
。
シ
ャ
イ
ン
は
、
人
間
観
の
仮
説
の
変
遷
を
①
合
理
的
経
済
人
、
②
社
会
人
、
③
自
己
実

現
人
、
④
複
雑
人
と
整
理
し
、
①
〜
③
を
同
時
に
併
せ
持
っ
た
複
雑
人
仮
説
を
現
状
の
到
達
点
と
す
る
（
42
）

。
人
間
性
や
人
間
の
欲
求
に
関
し

て
、
そ
の
複
雑
性
を
前
提
と
す
る
「
複
雑
人
の
仮
説
」
に
立
て
ば
、
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
の
「
常
に
す
べ
て
の
ひ
と
に
有
効
な
た
だ
一

つ
の
正
し
い
管
理
戦
略
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
（
43
）

」
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
制
度
・
施
策
を
実
施
す
れ
ば
す
べ
て
の
従
業
員

が
必
ず
働
き
が
い
を
感
じ
る
、
と
い
う
絶
対
的
な
方
策
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
同
じ
人
で
も
そ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

の
違
い
に
よ
っ
て
働
き
が
い
を
感
じ
る
対
象
や
場
面
、
状
況
は
様
々
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
と
し
て
は
、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
制
度
、
施
策
、
仕
組
み
の
多
様
な
選
択
肢
、
多
彩
な
メ
ニ
ュ
ー
を
準
備
し
て

従
業
員
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
狭
い
意
味
の
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
定
義
の
要
素

二
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図表 7　働きがいの人材マネジメントシステム
※　基本的な人材マネジメントシステムは省略。

領　域 制度・施策

① 人事管理制度 キャリア選択型人事制度（複線型人事制度）、複線型役
職制度（複線型昇進制度、専門職制度、昇格チャレンジ
制度、役職チャレンジ制度（昇進チャレンジ制度）、
キャリア面談制度

② 雇用管理
　　　採用管理 職種別採用、専門契約社員制度

　　　配置・異動 自己申告制度、社内人材公募制度、社内ＦＡ制度、社内
求人・休職制度（社内ハローワーク）、変動ＣＤＰ、社
内ベンチャー制度、勤務地選択制度（限定勤務地制度）

　　　退職管理 選択定年制、転身・独立支援制度

③ 能力開発 自己啓発援助制度、資格取得援助制度、（有給）教育休
暇制度、自己選択型研修、国内外留学制度、トレーニー
制度、コーポレート・ユニバーシティ

④ 評価制度 人事考課制度のオープン化、育成・活用型絶対考課、
フィードバックシステム、目標管理制度、評価面談制度

⑤ 賃金・報酬管理 複線型賃金制度、成果配分制度、ストック・オプション、
報奨制度

⑥ 福利厚生 メンタルヘルス対策、育児・介護支援、カフェテリアプ
ラン

⑦ 労働時間 労働時間の多様化・弾力化、フレックスタイム制、フ
リータイム制、裁量労働制、在宅勤務（テレワーク）、　
育児・介護休業制度、看護・介護休暇制度、リフレッ
シュ休暇制度

⑧ 労使関係 労使協議制、労使共同決定

⑨ 人間関係管理 提案制度、表彰制度、ＥＳ調査、モラールサーベイ

⑩ キャリア支援 キャリア支援部署の設置、キャリア・コンサルタント
（カウンセラー、アドバイザー）の配置、キャリア・カ
ウンセリング、キャリアデザイン研修、キャリア開発研
修、メンター制度、コーチング
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に
織
り
込
ん
だ
よ
う
に
、
組
織
の
あ
り
方
な
ど
も
含
む
広
い
意
味
で
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
な

る
。
企
業
で
導
入
さ
れ
て
い
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
従
業
員
に
働
き
が
い
を
与
え
る
た
め
の
仕
組
み
で

も
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
念
の
具
体
的
な
制
度
的
表
現
形
態
で
あ
る
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
、
働
き
が
い
を
付
与
す

る
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
再
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。

図
表
7
は
、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
①
人
事
管
理
制
度
か
ら
⑩
キ
ャ
リ
ア
支
援
ま
で
一
〇

の
領
域
に
つ
い
て
主
な
制
度
、
施
策
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
と
し
て
企
業
が
通
常
導
入
し
て
い
る

基
礎
的
な
制
度
・
施
策
と
前
述
し
た
組
織
の
あ
り
方
は
省
略
し
て
あ
る
。
筆
者
は
と
く
に
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
た
め
の
人
材
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
と
い
う
視
点
を
重
視
し
た
い
（
44
）

。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
す

る
の
で
あ
る
。
図
表
7
の
各
領
域
に
は
、
従
業
員
の
選
択
性
、
裁
量
性
、
自
律
性
を
重
視
し
た
制
度
・
施
策
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
人

事
管
理
制
度
領
域
の
「
キ
ャ
リ
ア
選
択
型
人
事
制
度
」
が
そ
の
基
本
的
な
理
念
を
表
現
す
る
も
の
で
、
多
様
な
価
値
観
を
持
っ
た
従
業
員

の
意
思
を
尊
重
し
、
希
望
に
配
慮
し
、
多
様
な
働
き
方
を
支
援
す
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基
本
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
下
位
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
よ
り
具
体
的
な
制
度
・
施
策
へ
の
展
開
は
、
人
事
管
理
制
度
領
域
内
の
制
度
・
施
策
の
ほ
か
、
②
雇
用
管
理
か
ら
⑨
人
間
関

係
管
理
ま
で
の
各
領
域
の
制
度
・
施
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
直
接
的
な
⑩
キ
ャ
リ
ア
支
援
が
側
面
か
ら
各
制
度
・
施
策
の

運
用
を
円
滑
化
す
る
。

六　

む
す
び　

│
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

本
稿
で
は
ま
ず
、
働
き
が
い
に
関
し
て
筆
者
な
り
の
再
定
義
を
し
た
。
仕
事
自
体
の
満
足
度
だ
け
で
な
く
、
所
属
組
織
（
企
業
）
へ
の

二
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満
足
度
も
含
め
て
い
る
。
仕
事
だ
け
で
働
き
が
い
を
感
じ
ら
れ
な
い
人
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
ぎ
に
働
き
が
い
と
働
き
や
す
さ
の

比
較
を
行
っ
た
。
あ
く
ま
で
相
対
的
な
違
い
し
か
な
い
が
、
働
き
や
す
さ
を
ベ
ー
ス
に
、
積
極
的
・
前
向
き
な
意
欲
の
状
態
で
あ
る
働
き

が
い
が
成
り
立
つ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
（
図
表
1
）。
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
各
概
念
を
含
む
労
働
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
充
足
を
働
き
や
す
さ
の
近
似
値
と
し
た
（
図
表
2
、
図
表
3
）。
さ
ら
に
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
具
体
的
な
制
度
と
し
て
表

現
さ
れ
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
や
Ｅ
Ｓ
に
発
展
す
る
こ
と
で
働
き
が
い
の
下
部
構
造
を
形
成
す
る
（
図
表
3
、
図
表
4
）

Ｏ
Ｗ
Ｌ
と
Ｅ
Ｓ
が
働
き
が
い
の
基
盤
を
形
成
し
、
動
機
づ
け
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
と
組
織
コ
メ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
そ
れ
に
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
三
者
が
相
互
規
定
関
係
に
あ
る
こ
と
で
働
き
が
い
の
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
図
表
5
）。
こ
の
う
ち
、
動
機
づ
け
に
関

し
て
は
や
や
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
次
い
で
働
き
が
い
の
要
件
・
要
素
を
六
項
目
に
整
理
し
（
図
表
6
）、
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
人
材

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
、
一
〇
領
域
に
体
系
化
し
て
主
な
制
度
・
施
策
を
提
示
し
た
（
図
表
7
）。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
に
関
し
て
、
実
務
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
主
と
し
て
理
論
的
な
側
面
か
ら
考

察
し
た
。
実
際
に
は
い
く
つ
か
の
意
識
調
査
を
参
照
し
た
が
、
集
計
結
果
は
引
用
せ
ず
、
働
き
が
い
の
要
件
・
要
素
の
検
討
に
当
た
っ
て
の

参
考
資
料
に
止
め
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
筆
者
自
身
が
組
織
と
労
働
者
の
双
方
を
対
象
に
、
働
き
が
い
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
み
た
い
。

本
稿
で
論
じ
た
働
き
が
い
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
は
や
り
①
仕
事
そ
の
も
の
を
魅
力
的
に
す
る
こ
と
が
ま
ず

求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
効
果
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
柱
に
な

る
。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
自
体
が
、
本
来
は
働
き
が
い
を
醸
成
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
働
き
が
い
の

要
素
・
要
件
を
組
み
込
め
る
か
が
運
用
の
成
否
を
決
め
る
。
さ
ら
に
、
③
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充
足
や
働
き
が
い
に
つ
な
が
る
組
織
の
構
築
と

運
用
な
ど
の
環
境
整
備
が
、
こ
れ
ら
を
側
面
か
ら
補
強
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、「
仕
事
」「
シ
ス
テ
ム
」「
環
境
」
の
整
備
と
充
実
が
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
働
き
が
い
の
観
点
か
ら
構
築
、
運
用
す

る
三
大
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
、
本
文
で
も
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
の
労
働
者
、
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
し
て
い

る
し
、
仕
事
や
組
織
に
求
め
る
も
の
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
例
え
ば
仕
事
に
高
次
の
欲
求
を
持
た
な
い
従
業
員
に
対
し
て
、
企
業
は
ど
う

対
応
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
組
織
に
対
す
る
欲
求
つ
い
て
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
で
強
い
企
業
文
化
を
好
む
人
が
い
る
一
方
、
親
和
的

な
職
場
風
土
を
好
む
人
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

「
心
理
的
契
約
」
は
組
織
と
従
業
員
が
互
に
抱
く
不
文
律
の
相
互
期
待
で
あ
る
が
、
シ
ャ
イ
ン
に
よ
る
と
動
機
づ
け
や
組
織
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
、
仕
事
の
満
足
感
に
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
（
45
）

。
し
か
し
、
実
証
研
究
で
は
組
織
へ
の
期
待
と
従
業
員
へ
の
期
待
を
、
い
ず
れ
も

従
業
員
側
の
知
覚
だ
け
で
捉
え
て
い
る
（
46
）

。「
組
織
が
従
業
員
に
抱
い
て
い
る
期
待
」
に
関
す
る
従
業
員
の
知
覚
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
的
規

範
や
習
慣
に
関
す
る
認
識
、
会
社
の
風
土
・
文
化
の
知
覚
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
が
、
従
業
員
個
人
の
特
性
と
そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

が
決
定
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
つ
ま
り
極
め
て
主
観
的
な
思
い
込
み
で
組
織
に
対
し
て
各
種
の
期
待
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
期
待
が
外

れ
た
場
合
（
＝
組
織
側
の
「
契
約
不
履
行
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
47
）

）
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
マ
イ
ナ
ス
に
影
響
す
る

と
な
れ
ば
、
企
業
側
も
そ
れ
へ
の
対
応
が
必
要
に
な
る
。

こ
う
し
た
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
性
や
心
理
的
契
約
に
対
す
る
対
応
策
は
、
本
文
で
提
案
し
た
よ
う
に
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
を
働
き
が
い
の
観
点
か
ら
再
構
築
し
、
多
様
な
選
択
肢
を
従
業
員
に
提
供
し
、
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
運
用
を
行
う
こ
と
が
基
本
に
な

る
。
そ
の
上
で
、
従
業
員
の
意
識
調
査
な
ど
を
通
じ
て
満
足
度
と
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
制
度
・
施
策
を
随
時
修
正
し
な
が

ら
、
自
社
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
念
を
徹
底
し
て
い
く
地
道
な
方
法
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は

別
の
機
会
に
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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な
お
、
本
稿
で
は
動
機
づ
け
そ
し
て
働
き
が
い
の
基
と
な
る
報
酬
に
関
し
て
は
、
外
的
報
酬
、
内
的
報
酬
と
も
具
体
的
か
つ
深
く
は
検

討
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
ぎ
に
執
筆
す
る
論
文
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
使
命
」（『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
四
九
頁
│
五
〇
頁
。

（
2
） 

同
上
論
文
五
五
頁
で
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
念
に
つ
い
て
、「
経
営
資
源
と
し
て
の
人
材
を
確
保
、
評
価
、
育
成
、
動
機
づ
け
、
活
用
、

処
遇
す
る
こ
と
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
、
ス
タ
ン
ス
」
と
緩
や
か
に
定
義
づ
け
て
い
る
。
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
企
業
や
そ
の
経
営

ト
ッ
プ
の
人
事
哲
学
、
人
事
ビ
ジ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
〝
志
〞〝
ロ
マ
ン
〞
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
3
） 

同
上
論
文
、
五
六
頁
│
六
二
頁
。

（
4
） 

同
上
論
文
、
六
二
頁
│
六
九
頁
。

（
5
） 

同
上
論
文
、
六
三
頁
。

（
6
） 

筆
者
の
知
る
範
囲
で
働
き
が
い
を
定
義
づ
け
て
い
る
の
は
小
野
公
一
で
あ
る
。
小
野
は
、
働
き
が
い
と
い
う
言
葉
を
明
確
に
定
義
づ
け
て
い
る

文
献
を
ほ
と
ん
ど
目
に
し
な
い
と
し
た
上
で
、
自
身
は
「
働
き
甲
斐
と
は
、
そ
の
人
の
仕
事
生
活
の
中
で
、
職
務
満
足
感
の
重
要
な
構
成
要
因
で
あ

る
能
力
の
十
分
な
発
揮
や
成
長
、
達
成
感
、
充
実
感
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
己
の
人
生
の
肯
定
に
繋
が
る
こ
と
」
と
定

義
づ
け
る
（『
働
く
人
々
のw

ell-being

と
人
的
資
源
管
理
』｟
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
五
頁
）。
筆
者
の
定
義
と
異
な
り
、
所
属
組
織
へ

の
満
足
度
は
直
接
的
な
表
現
あ
る
い
は
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
生
き
が
い
に
も
結
び
つ
く
「
自
己
の
人
生
の
肯
定
に
繋
が
る
」
と
い
う
表

現
が
筆
者
に
は
な
い
要
素
と
し
て
説
得
的
で
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
本
文
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
。
な
お
筆
者
の
こ
の
定
義
は
、
谷
田
部
・
前

掲
論
文
、
六
三
頁
に
お
け
る
暫
定
的
定
義
の
再
定
義
で
あ
る
。

（
7
） 

日
本
経
済
新
聞
社
と
日
経
リ
サ
ー
チ
に
よ
る
調
査
で
あ
る
。
上
場
企
業
を
中
心
に
し
た
大
企
業
対
象
の
調
査
で
、
六
三
項
目
の
設
問
（
制
度
の

有
無
・
取
り
組
み
状
況
）
に
対
す
る
企
業
の
回
答
結
果
に
、
別
途
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
向
け
に
同
一
項
目
で
実
施
し
た
重
視
度
調
査
の
平
均
点
を
掛

け
合
わ
せ
て
点
数
化
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
に
お
け
る
調
査
の
概
要
と
四
評
価
側
面
ご
と
の
設
問
項
目
は
、
日
経
就
職
ナ
ビ
編
集
部
『
日
本
の
優

二
九
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四
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年
九
月
）

（
一
八
四
）

良
企
業
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
ブ
ッ
ク
二
〇
一
三
年
度
版
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
8
） 

米
国
のG

reat P
lace to W

ork®
 Institute

と
い
う
団
体
が
始
め
た
も
の
で
、
現
在
は
世
界
で
四
〇
ヵ
国
以
上
の
団
体
が
実
施
し
、
日
本
で

はG
reat P

lace to W
ork®

 Institute Japan

が
運
営
し
て
い
る
。
日
本
の
運
営
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
調
査
は
従
業
員
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
と
会
社
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
る
。
二
〇
一
二
年
現
在
で
、
従
業
員
ア
ン
ケ
ー
ト
は
五
段
階
評
価
の
選
択
設
問
五
八
問
と
自
由
記
述

式
設
問
二
問
で
あ
り
、
会
社
ア
ン
ケ
ー
ト
は
会
社
概
要
、
人
事
制
度
、
福
利
厚
生
制
度
な
ど
の
基
本
的
情
報
に
関
す
る
質
問
お
よ
そ
二
〇
〇
問
と
、

企
業
文
化
、
会
社
方
針
、
人
材
に
関
す
る
施
策
・
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
式
の
質
問
お
よ
そ
二
〇
問
で
あ
る
。
評
価
ウ
エ
イ
ト
は
従
業
員
ア
ン

ケ
ー
ト
三
分
の
二
、
会
社
ア
ン
ケ
ー
ト
三
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
。

（
9
） 

斉
藤
智
文
『
働
き
が
い
の
あ
る
会
社　

日
本
に
お
け
る
ベ
ス
ト
25
』（
労
務
行
政
、
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
頁
│
二
四
頁
参
照
。
な
お
、
和
田 

彰

『
日
本
で
い
ち
ば
ん
働
き
が
い
の
あ
る
会
社
』（
中
経
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。

（
10
） 

斉
藤
・
同
上
書
、
三
四
頁
参
照
。

（
11
） 

Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
、
経
済
的
側
面
の
ほ
か
社
会
的
側
面
、
環
境
的
側
面
か
ら
も
企
業
活
動
の
責
任
を
捉
え
る
考
え
方
、
取
り
組
み
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
企
業
の
活
動
に
社
会
的
公
正
や
環
境
な
ど
へ
の
配
慮
を
組
み
込
み
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（S

takeholder

＝
企
業
の
利
害
関
係
者
）
に
対
し

て
責
任
あ
る
行
動
を
と
る
と
と
も
に
、
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
＝A

ccountability

）
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
（
厚
生
労
働
省
「
労
働

に
関
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
研
究
会
報
告
書
」（（
二
〇
〇
八
年
））、
二
頁
）。

（
12
） 

厚
生
労
働
省
・
同
上
報
告
書
。
な
お
、
同
報
告
書
で
は
、
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
企
業
事
例
を
次
の
十
一
分
野
に
区
分
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

①
人
材
育
成
、
②
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
、
③
仕
事
と
生
活
の
調
和
、
④
従
業
員
の
社
会
貢
献
、
⑤
男
女
の
均
等
推
進
、
⑥
高
齢
者
雇
用
、
⑦
障
害
者

雇
用
、
⑧
若
年
者
雇
用
、
⑨
安
全
衛
生
、
⑩
従
業
員
の
健
康
、
⑪
社
会
報
告
書
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
レ
ポ
ー
ト
。

（
13
） 

政
労
使
ト
ッ
プ
で
構
成
さ
れ
る
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
官
民
ト
ッ
プ
会
議
」
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
八
日
に
「
仕
事
と
生
活
の
調
和

（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
憲
章
」
と
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
促
進
の
た
め
の
行
動
指
針
」
を
策
定
し
た
。
そ
の
後
の
状
況
変
化
を
踏
ま
え
、

二
〇
一
〇
年
六
月
二
九
日
に
新
た
な
憲
章
と
行
動
指
針
を
合
意
し
て
い
る
（
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

（
14
） 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
・
制
度
し
て
は
、
荒
金
雅
子
（
他
）
編
著
『
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
入
門
』（
ミ

三
〇
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ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
日
本
経
団
連
出
版
編
『
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
事
例
集
』（
日
本
経
団
連
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
小
室

淑
恵
『
改
訂
版 

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス 

考
え
方
と
導
入
方
法
』（
日
本
能
率
協
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）、
佐
藤
博
樹
・
武

石
恵
美
子
『
職
場
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
佐
藤
博
樹
・
武
石
恵
美
子
編
著
『
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
働
き
方
改
革
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
15
） 

日
本
経
営
者
団
体
連
盟
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
・
ル
ー
ル
研
究
会
『
原
点
回
帰
│
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
向
性
│
』

（
二
〇
〇
二
年
）
五
頁
参
照
。

（
16
） 

日
本
経
団
連
出
版
・
前
掲
書
お
よ
び
小
室
・
前
掲
書
参
照
。

（
17
） 

寺
崎
文
勝
『
わ
か
り
や
す
い
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
入
門
│
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
対
応
│
』（
同
文
舘
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

小
野
・
前
掲
書
、
八
八
頁
以
下
。

（
19
） 

同
上
書
、
九
四
頁
以
下
。

（
20
） 

奥
林
康
司
（
他
）『
労
務
管
理
入
門
〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
新
書
、
一
九
九
二
年
）
二
三
二
頁
│
二
三
八
頁
参
照
。

（
21
） 

今
村
寛
治
（
他
）
編
著
『
人
間
ら
し
い
「
働
き
方
」・「
働
か
せ
方
」　

人
事
労
務
管
理
の
今
と
こ
れ
か
ら
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）

二
〇
八
頁
│
二
一
一
頁
参
照
。

（
22
） 

二
〇
一
二
年
六
月
時
点
の
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
な
お
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
現
在
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
に
関

す
る
説
明
文
は
異
な
る
。

（
23
） 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
作
成
。
新
井
み
ち
子
「
Ｅ
Ｓ
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
組
織
改
革
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
№

六
一
七
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
号
）
六
六
頁
所
収
の
表
か
ら
、
筆
者
が
大
項
目
と
小
項
目
を
抜
粋
し
た
。

（
24
） 

小
野
・
前
掲
書
、
同
『〝
ひ
と
〞
の
視
点
か
ら
み
た
人
事
管
理　

働
く
人
々
の
満
足
感
と
ゆ
た
か
な
社
会
を
め
ざ
し
て
』（
白
桃
書
房
、
一
九
九
七

年
）、
同
『
職
務
満
足
感
と
生
活
満
足
感
』　
（
白
桃
書
房
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
25
） 

小
野
・
前
掲
『
働
く
人
々
のw

ell-being

と
人
的
資
源
管
理
』、
一
二
頁
。

（
26
） 

林　

伸
二
『
組
織
心
理
学
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
五
頁
。

三
一
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（
27
） 

動
機
づ
け
理
論
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
鹿
毛
雅
治
編
『
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
学
ぶ
12
の
理
論
』（
金
剛
出
版
、
二
〇
一
二

年
）、
田
中
堅
一
郎
編
『
産
業
・
組
織
心
理
学
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
【
改
訂
三
版
】』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
藤
田
英
樹
『
コ
ア
・
テ

キ
ス
ト　

ミ
ク
ロ
組
織
論
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
開
本
浩
矢
編
著
『
入
門　

組
織
行
動
論
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
村
敏
子
編

『
現
代
ミ
ク
ロ
組
織
論　

そ
の
発
展
と
課
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）、
上
淵　

寿
編
著
『
動
機
づ
け
研
究
の
最
前
線
』（
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
四

年
）、
上
田　

泰
『
組
織
行
動
研
究
の
展
開
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
『
組
織
の
人
間
行
動
』（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
五
年
）、
田
尾
雅

夫
『
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
同
『
組
織
の
心
理
学
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）、
宮
本
美

沙
子
・
奈
須
正
裕
編
『
達
成
動
機
の
理
論
と
展
開　

続
・
達
成
動
機
の
心
理
学
』（
金
子
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
坂
下
昭
宣
『
組
織
行
動
研
究
』（
白

桃
書
房
、
一
九
八
五
年
）。

（
28
） 

冨
岡　

昭
『
組
織
と
人
間
の
行
動
﹇
第
三
版
﹈』（
白
桃
書
房
、
一
九
九
九
年
）
一
二
〇
頁
。

（
29
） 

上
淵
編
著
・
前
掲
書
、
二
七
頁
。

（
30
） 

外
発
的
動
機
づ
け
と
内
発
的
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
、
注（
27
）の
文
献
参
照
。

（
31
） 

例
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ
、
安
藤
延
男
・
石
田
梅
男
訳
『
内
発
的
動
機
づ
け
│
実
験
社
会
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
誠
信
書
房
、

一
九
八
〇
年
）、
同
・
石
田
梅
男
訳
『
自
己
決
定
の
心
理
学
│
内
発
的
動
機
づ
け
の
鍵
概
念
を
め
ぐ
っ
て
』（
誠
信
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
エ
ド
ワ
ー

ド
・
Ｌ
・
デ
シ
／
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ス
ト
、
桜
井
茂
男
監
訳
『
人
を
伸
ば
す
力　

内
発
と
自
律
の
す
す
め
』（
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
参
照
。

　
　

な
お
、
外
的
報
酬
と
動
機
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
「
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
関
す
る
論
文
で
改
め
て
考
察
す
る
。

（
32
） 

鹿
毛
編
・
前
掲
書
、
三
九
頁
│
四
一
頁
、
開
本
浩
矢
『
研
究
開
発
の
組
織
行
動　

研
究
開
発
技
術
者
の
業
績
を
い
か
に
向
上
さ
せ
る
か
』（
中

央
経
済
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
九
頁
・
二
一
一
頁
、
高
橋　

潔
「
や
る
気
を
高
め
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
戦
略
」『
働
き
が
い
の
あ
る
職
場
作
り

事
例
集
』（
日
本
経
団
連
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
頁
│
二
〇
頁
参
照
。

（
33
） 

古
川
久
敬
『
組
織
心
理
学　

組
織
を
知
り
活
躍
す
る
人
の
た
め
に
』（
培
風
館
、
二
〇
一
一
年
）
四
九
頁
│
六
八
頁
。

（
34
） 

鹿
毛
編
・
前
掲
書
、
二
九
頁
│
三
二
頁
。

（
35
） 

ミ
ハ
イ
・
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ
、
今
村
浩
明
訳
『
フ
ロ
ー
体
験　

喜
び
の
現
象
学
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
年
）。 三

二
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（
36
） 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
、
北
野
利
信
訳
『
仕
事
と
人
間
性
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
八
年
）。

（
37
） 

賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
「
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
関
す
る
論
文
で
改
め
て
考
察
す
る
。

（
38
） 
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
高
木
浩
人
『
組
織
の
心
理
的
側
面
│
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
探
求
│
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、

鈴
木
竜
太
『
組
織
と
個
人
│
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
と
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
変
化
│
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）、
松
原
敏
浩
・
渡
辺
直
登
・
城

戸
康
彰
編
『
経
営
組
織
心
理
学
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
開
本
編
著
・
前
掲
書
、
二
村
編
・
前
掲
書
な
ど
参
照
。

（
39
） 

二
村
編
・
同
上
書
、
一
一
六
頁
│
一
一
七
頁
。

（
40
） 

谷
田
部
光
一
「
専
門
・
プ
ロ
人
材
の
育
成
と
活
用
」（『
政
経
研
究
』
第
四
五
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
│
五
二
頁
参
照
。

（
41
） 

開
本
編
著
・
前
掲
書
、
二
五
頁
│
二
七
頁
。
小
野
・
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

（
42
） 

エ
ド
ガ
ー
・
Ｈ
・
シ
ャ
イ
ン
（S

chein

）、
松
井
賚
夫
訳
『
組
織
心
理
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
五
五
頁
以
下
。

　
　

な
お
、
渡
辺 

峻
に
よ
る
と
、
今
日
の
職
業
人
は
、
職
業
生
活
（W

ork L
ife

）、
家
庭
生
活
（F

am
ily L

ife

）、
社
会
生
活
（S

ocial L
ife

）、
自

分
生
活
（Individual L

ife

）
の
四
つ
の
生
活
（L

ife

）
＝
4
Ｌ
を
充
実
す
る
こ
と
に
動
機
付
け
ら
れ
て
意
思
決
定
し
、
行
動
す
る
自
立
的
な
存
在

で
あ
る
と
い
う
（
谷
田
部
光
一
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
専
門
・
プ
ロ
人
材
」『
日
本
法
学
』
第
七
六
巻
第
2
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
二
頁
│

二
二
八
頁
参
照
）。
渡
辺
は
こ
の
4
Ｌ
の
充
実
を
求
め
る
職
業
人
を
「
社
会
化
し
た
自
己
実
現
人
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
筆
者
の
理
解
で
は
シ
ャ
イ

ン
の
い
う
複
雑
人
に
近
い
概
念
で
あ
る
。

（
43
） 

シ
ャ
イ
ン
・
同
上
書
、
一
〇
四
頁
。

（
44
） 

小
野
公
一
『
働
く
人
々
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
生
き
が
い
│
看
護
師
と
会
社
員
デ
ー
タ
に
よ
る
モ
デ
ル
構
築
の
試
み
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
〇

年
）
は
、
実
証
研
究
の
結
果
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
や
キ
ャ
リ
ア
満
足
は
働
き
が
い
や
生
き
が
い
に
結
び
つ
く
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
45
） 

シ
ャ
イ
ン
・
前
掲
書
、
二
四
頁
│
二
八
頁
、
一
一
〇
頁
│
一
一
三
頁
。

（
46
） 

服
部
泰
宏
『
日
本
企
業
の
心
理
的
契
約　

組
織
と
従
業
員
の
見
え
ざ
る
約
束
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

（
47
） 

同
上
書
。

三
三





南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
一
八
九
）

南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）

浦　
　

野　
　

起　
　

央

二　

南
シ
ナ
海
の
領
土
支
配

一
．
中
国
の
領
土

中
国
は
、
中
華
思
想
の
一
統
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
南
海
地
域
を
歴
史
的
に
中
国
領
土
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、「
古
来
、
自
国
領
土
」

と
い
う
表
現
に
み
る
よ
う
に
、
中
華
思
想
の
領
土
観
念
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
超
安
定
シ
ス
テ
ム
下
の
中
国
文
明
の
生
命
力
＝
黄
帝
以
来
の

国
家
の
連
続
性
＝
諸
子
百
家
の
文
化
的
優
越
が
漢
民
族
の
生
存
を
支
え
る
と
い
う
思
想
で
、
中
華
世
界
は
、
中
央
と
周
辺
の
狄
夷
と
か
ら

な
る
、
そ
れ
は
、
以
下
の
四
層
構
造
、
つ
ま
り
、
中
原
の
統
治
│
異
民
族
の
覊
縻
（
き
び
）
政
策
／
彼
ら
同
士
の
牽
制
に
よ
る
組
み
込
み

（
正
州
＝
本
土
化
）
│
朝
貢
国
（
藩
部
の
冊
封
体
制
）
│
以
上
の
王
化
思
想
に
な
い
狄
夷
の
制
圧
と
い
う
図
式
で
、
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
そ
の
版
図
は
天
下
の
一
部
で
あ
っ
て
、
実
効
的
支
配
地
域
と
し
て
の
版
図
が
区
切
ら
れ
た
支
配
空
間
と
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ

三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
〇
）

て
現
実
の
物
理
的
境
界
が
明
確
に
さ
れ
、
こ
こ
に
領
土
支
配
が
成
立
し
、
管
轄
線
の
境
界
が
設
定
さ
れ
、
歴
史
や
統
治
の
実
績
が
か
か
る

版
図
の
根
拠
を
形
成
し
、
軍
事
力
の
支
配
を
も
っ
て
そ
の
版
図
が
維
持
さ
れ
、
そ
れ
は
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
領
土
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
は
、
一
九
三
三
年
フ
ラ
ン
ス
が
南
沙
群
島
の
九
つ
の
島
嶼
に
侵
攻
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
九
三
五
年
中
国
は
、
水
陸
地
図
審
査
委
員
会
が
一
九
三
五
年
四
月
出
版
の
『
中
國
南
海
島
嶼
圖
』
で
、
最
南
端
を
北
緯
四
度
す
る
南
海

諸
島
の
主
権
を
宣
言
し
た
。

そ
の
南
沙
群
島
は
、
一
九
四
六
年
八
月
広
東
政
府
が
東
沙
・
西
沙
・
南
沙
群
島
を
接
収
し
、
一
二
月
ま
で
に
旧
日
本
領
土
の
南
海
諸
島

を
接
収
し
た
。
一
九
四
七
年
一
月
内
政
部
は
東
沙
群
島
、
西
沙
群
島
、
中
沙
群
島
、
及
び
南
沙
群
島
の
四
つ
か
ら
な
る
南
海
諸
島
の
名
称

を
公
表
す
る
こ
と
で
、
南
海
諸
島
に
対
す
る
主
権
を
行
使
し
、「
南
海
諸
島
の
最
南
端
は
曽
母
灘
で
あ
る
」
と
広
東
省
政
府
は
確
認
し
た
。

そ
れ
を
一
九
四
九
年
六
月
新
中
国
は
、
海
南
特
別
行
政
区
と
し
た
。
同
年
九
月
永
興
島
の
中
国
軍
は
台
湾
へ
引
き
揚
げ
、
一
九
五
〇
年
五

月
中
国
人
民
解
放
軍
が
永
興
島
に
上
陸
し
た
、
日
本
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
平
和
条
約
及
び
日
華
平
和
条
約
で
、
新
南
群
島
及
び

西
沙
群
島
の
支
配
権
を
喪
失
し
た
。
そ
こ
で
は
、
現
状
復
帰
の
原
則
が
適
用
さ
れ
つ
つ
も
、
中
国
領
土
と
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
パ
ラ
セ
ル
（
西
沙
）
群
島
は
ベ
ト
ナ
ム
領
土
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
パ
ラ
セ
ル
群
島
イ
ツ
ア
バ

（
長
島
）
を
占
領
し
た
。
こ
れ
は
、
同
四
六
年
九
月
南
沙
群
島
・
西
沙
群
島
へ
の
中
国
軍
駐
留
に
抗
議
し
た
も
の
で
、
翌
四
七
年
四
月
パ

ラ
セ
ル
群
島
パ
ス
ツ
ル
（
珊
瑚
）
島
を
占
領
し
た
。
一
二
月
中
国
軍
は
長
島
（
大
平
島
）
を
回
復
し
た
。

そ
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
四
五
年　

一
二
月　

中
国
、
西
沙
群
島
林
島
接
収
。

一
九
四
六
年　
　

八
月　

中
国
広
東
政
府
、
東
沙
・
西
沙
・
南
沙
群
島
接
収
、
九
月
中
国
軍
、
進
駐
。

三
六



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
一
九
一
）

　
　
　
　
　
　

一
〇
月　

フ
ラ
ン
ス
、
パ
ラ
セ
ル
群
島
占
領
。

一
九
四
七
年　
　

一
月　

中
国
内
政
部
、
東
沙
群
島
、
西
沙
群
島
、
中
沙
群
島
、
及
び
南
沙
群
島
の
南
海
諸
島
名
称
公
表
。

　
　
　
　
　
　
　

一
月　

フ
ラ
ン
ス
、
西
沙
群
島
へ
の
中
国
軍
駐
留
に
抗
議
、
パ
ラ
セ
ル
群
島
パ
ス
ツ
ル
島
占
領
。

　
　
　
　
　
　

一
二
月　

中
国
、
長
島
を
大
平
島
と
改
称
。

一
九
四
九
年　
　

六
月　

新
中
国
、
西
沙
・
南
沙
群
島
を
海
南
特
別
行
政
区
編
入
。

一
九
五
一
年　
　

八
月　

 
周
恩
来
中
国
外
交
部
長
、
西
沙
群
島
、
南
威
島
の
あ
る
南
沙
群
島
及
び
中
沙
群
島
、
東
沙
群
島
は
す
べ
て
中

国
領
土
と
表
明
。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
平
和
条
約
調
印
。

一
九
五
二
年　
　

四
月　

日
華
平
和
条
約
調
印
。

一
九
五
六
年　
　

五
月　

中
国
、
南
海
諸
島
主
権
確
認
。

一
九
五
八
年　
　

九
月　

中
国
、
一
二
海
里
主
権
の
領
海
声
明
で
南
海
諸
島
の
領
有
権
確
認
。

一
九
七
六
年　
　

二
月　

中
国
、
西
沙
群
島
に
海
軍
基
地
建
設
。

一
九
七
九
年　
　

八
月　

中
国
、
西
沙
群
島
を
飛
行
禁
止
区
域
に
設
定
。

一
九
八
〇
年　

一
二
月　

中
国
文
書
「
南
沙
・
西
沙
諸
島
の
中
国
領
土
の
文
献
的
研
究
」。

南
海
諸
島
の
中
国
領
土
確
認
は
、
一
九
四
七
年
四
月
内
政
部
と
国
防
部
・
外
交
部
・
海
軍
総
司
令
部
な
ど
関
係
部
門
が
領
土
を
線
を

も
っ
て
画
定
す
る
作
業
に
着
手
し
、
そ
こ
で
は
、
以
下
の
三
点
が
確
認
さ
れ
た
。
⑴
南
海
領
土
は
曽
母
灘
を
最
南
端
と
し
、
こ
の
原
則
は

抗
戦
前
と
変
わ
り
な
い
。
⑵
西
沙
・
南
沙
群
島
の
主
権
を
公
布
し
、
海
軍
は
島
嶼
へ
の
進
駐
に
入
る
。
⑶
住
民
の
保
護
は
広
東
政
府
が
保

三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
二
）

持
す
る
。
か
く
て
、
一
二
月
中
華
民
国
内
政
部
地
域
局
が
「
南
海
諸
島
新
旧
名
称
対
照
表
」
及
び
「
南
海
諸
島
位
置
圖
」
を
公
布
し
、
南

海
諸
島
領
土
は
一
一
段
の
Ｕ
字
線
を
も
っ
て
図
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
三
年
以
後
、
そ
れ
は
、
新
中
国
地
図
で
は
、
一
一
段
線
が

八
段
線
と
言
い
替
え
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
以
降
、
南
海
の
九
つ
の
破
線
は
断
続
線
と
し
て
、
以
下
の
法
的
解
釈
が
な
さ
れ
た
（
1
）

。

第
一
．
そ
れ
は
島
嶼
帰
属
の
線
と
す
る
。
線
内
の
島
嶼
及
び
周
辺
地
域
は
中
国
に
属
し
、
中
国
は
こ
れ
を
管
轄
し
、
統
制
す
る
。

第
二
．
そ
れ
は
歴
史
的
な
権
利
の
範
囲
と
す
る
。
線
内
の
島
・
礁
・
浅
瀬
・
砂
洲
は
中
国
領
土
で
、
内
水
以
外
の
海
域
は
排
他
的
経
済

水
域
及
び
大
陸
棚
で
あ
る
。
海
域
は
、
法
的
に
は
、
排
他
的
経
済
水
域
に
相
当
し
、
他
国
に
よ
る
航
行
、
上
空
通
過
、
海
底
ケ
ー
ブ

ル
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
の
三
つ
の
活
動
の
自
由
は
確
保
さ
れ
る
。

第
三
．
そ
れ
は
歴
史
的
水
域
線
と
す
る
。
中
国
は
、
線
内
の
島
・
礁
・
浅
瀬
・
砂
洲
は
中
国
に
属
す
る
の
み
な
ら
ず
、
線
内
の
す
べ
て

の
海
域
は
中
国
の
歴
史
的
な
水
域
で
、
当
該
水
域
に
お
い
て
は
、
外
国
船
は
許
可
な
し
に
航
行
し
通
過
で
き
な
い
。

第
四
．
そ
れ
は
伝
統
的
な
疆
界
線
（
国
境
線
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
線
内
の
島
・
礁
・
浅
瀬
・
砂
洲
は
中
国
に
属
し
、
線
外
の
区
域

は
公
海
又
は
他
国
に
属
す
る
。
こ
の
線
は
、
断
続
し
た
国
境
線
を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
線
内
は
中
国
領
、
線
外
は
隣
国
領
あ

る
い
は
公
海
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
線
は
、
中
国
と
隣
国
の
中
間
線
、
あ
る
い
は
境
界
を
表
示
し
て
い
る
。

中
国
の
学
者
は
、
九
段
線
の
法
的
地
位
に
対
す
る
認
識
は
完
全
に
整
合
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
は
決
し
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
も
の
の
、
九
段
線
は
中
国
の
歴
史
的
発
展
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
近
代
以
来
の
中
国
人
民
の
認
識
を
反
映
し
た
も
の
で
、
Ｕ
字
線
は
断

絶
国
境
線
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
断
続
線
に
よ
る
中
国
の
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
権
利
は
、
五
〇
年
前
、
国
連
海
洋
法
条
約
の

成
立
前
に
形
成
さ
れ
、
公
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
新
し
い
海
洋
法
制
度
の
確
立
は
、
一
国
の
伝
統
的
権
利
を
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
排
他
的
経
済
地
帯
及
び
大
陸
棚
の
海
洋
に
関
す
る
権
益
に
対
す
る
主
張
又
は
歴
史
的
権
利
を
否
定
す
る
こ
と

三
八
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（出所）　中国地 出版社編制『海南省地 』北京、中国地 出版社、1988年。
（注） 　この南海地図はＵ字図をそのまま継承したもので、断続線図であり、

で囲まれところがＵ字図を形成する。

図 2　南海諸島Ｕ字図
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は
で
き
な
い
。

以
上
の
理
解
は
、
台
湾
も
支
持
し
て
い
る
（
3
）

。
但
し
、
研
究
者
の
間
で
は
、
そ
の
九

条
断
絶
線
を
め
ぐ
り
議
論
が
提
起
さ
れ
た
（
4
）

。

二
．
台
湾
の
領
土

国
民
政
府
が
日
本
か
ら
継
承
し
た
南
海
諸
島
は
、
新
中
国
に
移
管
さ
れ
た
。
他
方
、

台
湾
は
、
一
九
五
五
年
六
月
南
沙
群
島
の
主
権
を
主
張
し
、
翌
五
六
年
六
月
フ
ィ
リ

ピ
ン
が
空
白
に
乗
じ
て
占
拠
し
て
い
た
大
平
島
に
軍
事
進
駐
し
、
南
沙
諸
島
を
実
効

的
に
支
配
し
た
。
そ
こ
で
は
、
中
国
と
台
湾
の
交
戦
は
起
き
て
い
な
い
。
一
九
九
五

年
以
降
、
中
国
と
台
湾
は
気
象
研
究
を
共
同
し
て
実
施
し
て
い
る
（
3
）

。

一
九
九
二
年
一
二
月
台
湾
の
南
海
政
策
綱
領
は
、「
南
海
の
歴
史
的
水
域
境
界
海

域
は
わ
が
国
の
管
轄
海
域
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
海
域
巡
視
整
備
の
建
設
、
係
争

問
題
の
平
和
的
解
決
な
ど
を
図
る
と
あ
る
。
そ
の
海
域
は
、
一
九
四
七
年
の
Ｕ
段
線

で
構
成
さ
れ
る
。
但
し
、
台
湾
の
南
沙
群
島
の
支
配
は
、
大
平
島
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、
大
平
島
は
高
尾
市
棋
津
区
中
興
里
で
、
高
尾
港
か
ら
一
六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
位
置
に
あ
る
（
5
）

。

二
〇
〇
六
年
一
月
蔡
明
憲
台
湾
国
防
部
長
は
、
台
湾
か
ら
二
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
し
か
な
い
大
平
島
の
飛
行
場
建
設
は
、
台
湾
海
峡
に
お
け
る
縦
深
選
択
の
拡
大
で

表 3　中国が占有している南沙群島の主要島嶼・珊瑚礁
中国名 ヨーロッパ語名 備考
渚碧岩 スビ・リーフ
南薫礁 ガベン・リーフス 1892年軍隊駐留
赤爪礁 ジョンソン・リーフ 1988年 3月軍事視察施設設置
永暑礁 フィレー・クロス・リーフ 1987年11月海洋施設建設着手
東門礁 フーカス・リーフ
華陽礁 クアールテロン・リーフス
美済礁 ミスチーフ・リーフ 1995年 2月軍事施設の存在確認
五方礁 ジャクソン・アトール 1995年 3月フィリピン軍上陸、施設・標識破壊
仁愛礁 セカンド・トーマス・ショール
信義礁 ファースト・トーマス・ショール
仙俄礁 アリシア・アンイー・リーフ
半月礁 ハーフ・ムーン・ショール 1995年 3月フィリピン軍上陸、施設・標識破壊

四
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あ
る
、
と
発
言
し
た
（
6
）

。
か
く
て
、
南
海
政
策
綱
領
に
従
い
、
太
平
島
の
滑
走
路
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
竣
工
さ
れ
、
翌
〇
八
年
一
月
台
湾

空
軍
の
Ｃ
│
一
三
〇
輸
送
機
が
着
陸
し
、
同
日
台
湾
に
帰
還
し
た
。
二
〇
〇
八
年
二
月
陳
水
扁
総
統
は
、
大
平
島
を
訪
問
し
、
南
シ
ナ
海

に
お
け
る
行
動
指
針
と
な
る
、
以
下
の
四
点
南
沙
提
案
を
行
っ
た
（
7
）

。

一
．
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
行
動
宣
言
の
精
神
及
び
原
則
を
受
け
入
れ
る
。

二
．
南
シ
ナ
海
の
開
発
は
、
環
境
生
態
の
保
持
・
育
成
を
優
先
す
る
。

三
．
国
際
的
な
生
態
学
者
及
び
環
境
保
護
団
体
を
招
請
し
て
、
定
期
的
に
東
沙
環
礁
・
太
平
島
・
中
洲
礁
の
研
究
・
調
査
を
行
う
。

四
．
微
妙
な
主
権
問
題
で
南
シ
ナ
海
地
域
協
力
の
疎
外
が
生
じ
る
こ
と
を
回
避
し
、
民
間
団
体
と
し
て
南
海
研
究
中
心
を
設
置
し
、

定
期
的
に
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
ト
ラ
ッ
ク
二
に
よ
る
接
触
を
深
め
る
。

台
湾
政
府
の
対
外
文
件
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
五
五
年　
　

六
月　

南
沙
群
島
の
主
権
確
認
。

一
九
五
六
年　
　

六
月　

大
平
島
の
実
効
的
支
配
。

一
九
五
七
年　
　

五
月　

米
国
、
南
沙
群
島
の
三
島
上
陸
、
台
湾
の
同
意
で
レ
ー
ダ
ー
基
地
建
設
。

一
九
六
〇
年　

一
〇
月　

大
平
島
に
気
象
台
建
設
。

一
九
六
一
年　
　

七
月　

西
沙
群
島
の
主
権
声
明
。

一
九
九
二
年　

一
二
月　

南
海
政
策
綱
領
作
成
。

二
〇
〇
〇
年　
　

一
月　

海
巡
署
設
立
、
大
平
島
管
轄
。

二
〇
〇
八
年　
　

二
月　

四
点
南
沙
提
案
。

四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
一
九
六
）

三
．
ベ
ト
ナ
ム
の
領
土

ベ
ト
ナ
ム
は
、
南
海
諸
島
を
自
国
領
土
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
王
国
ベ
ト
ナ
ム
の
歴
史
的
な
往
来
、
生
活
圏
に
あ
り
、
南
ベ
ト

ナ
ム
は
こ
の
事
実
を
フ
ラ
ン
ス
統
治
の
継
承
と
し
て
確
認
し
て
お
り
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
解
放
で
北
ベ
ト
ナ
ム
が
南
海
の
南
ベ
ト
ナ
ム
占
有

地
域
を
占
領
し
た
。
統
一
ベ
ト
ナ
ム
が
こ
の
支
配
を
継
承
し
、
一
九
七
七
年
三
月
チ
ュ
オ
ン
サ
（
南
沙
）
群
島
を
ド
ン
ナ
イ
省
に
編
入
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
支
配
を
認
め
て
お
ら
ず
、
一
九
七
四
年
西
沙
交
戦
事
件
と
な
っ
た
。

一
七
七
六
年
の
黍
貴
惇
『
撫
邊
雑
録
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ホ
ア
ン
サ
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
の
地
理
、
資
源
、
及
び
阮
氏
に
よ
る
両
群
島

の
開
発
の
様
子
か
ら
、
つ
ま
り
、
外
国
船
が
嵐
に
遭
遇
す
る
と
、
広
義
府
平
山
県
安
永
村
に
近
い
岩
礁
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
救
済
に
七
〇

名
男
子
の
黄
沙
隊
が
赴
く
一
方
、
黄
沙
隊
は
タ
イ
マ
イ
、
海
龜
な
ど
の
海
産
物
を
管
理
し
た
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
南
海
は
も
と
も
と
ベ

ト
ナ
ム
の
生
活
と
支
配
の
域
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
八
三
六
年
の
『
大
南
寔
録
』
に
は
、
そ
の
第
五
二
巻
に
、
嘉
隆
帝
が
、「
一
八
一
六
年
に
、
水
軍
と
黄
沙
隊
を
派
遣
し
、
船

で
黄
沙
を
渡
っ
て
水
路
を
調
査
し
た
」、
ま
た
第
一
五
四
巻
に
、
一
八
三
五
年
夏
「
広
義
に
属
す
る
黄
沙
に
神
祠
を
建
て
る
」
な
ど
の
記

述
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
に
進
出
し
、
一
八
八
七
年
六
月
フ
ラ
ン
ス
・
中
国
国
境
画
定
協
定
は
、
海
中
島
嶼
は
中
国
領
と
確
認
さ
れ
た

が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
三
三
年
七
月
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
諸
島
を
占
領
し
、
そ
の
旨
、
告
示
し
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
サ
イ
ゴ
ン
植
民
地
議

会
は
、
こ
の
南
沙
群
島
を
コ
ー
チ
シ
ナ
（
南
圻
）
に
組
み
込
み
、
一
二
月
バ
リ
ア
省
に
行
政
編
入
し
た
。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
れ
ら
南
沙
・
西
沙
群
島
が
日
本
の
統
治
と
な
っ
て
以
後
、
日
本
の
敗
戦
で
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
南
沙
群

島
に
軍
事
上
陸
を
果
た
し
た
が
、
そ
れ
は
、
戦
前
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
シ
ナ
支
配
の
回
復
と
し
て
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
一

四
二
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と
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略
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完
）（
浦
野
）

（
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九
七
）

月
フ
ラ
ン
ス
軍
・
ベ
ト
ナ
ム
軍
は
西
沙
群
島
林
島
（
ウ
ッ
デ
ィ
島
）
に
上
陸
し
、
中
国
軍
を
撃
退
し
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
統
治
は
、

一
九
五
六
年
に
南
ベ
ト
ナ
ム
に
引
き
継
が
れ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
承
認
に
よ
る
燐
酸
塩
の
生
産
活
動
も
始
ま
り
、
一
九
六
三
年
五
月
南
ベ
ト
ナ

ム
は
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
六
島
嶼
に
主
権
碑
を
建
立
し
、
ホ
ア
ン
サ
群
島
の
統
治
は
文
民
統
治
か
ら
軍
人
支
配
は
移
行
し
た
、
そ
し
て
、

一
九
七
〇
年
代
に
移
り
、
石
油
資
源
の
開
発
が
主
題
と
な
っ
た
（
8
）

。

こ
う
し
た
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
対
外
文
件
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
九
五
七
年　
　

一
月　

西
沙
群
島
で
中
国
漁
船
に
発
砲
事
件
。

一
九
七
〇
年　

一
二
月　

石
油
探
査
法
制
定
。

一
九
七
二
年　

一
二
月　

五
〇
海
里
漁
業
水
域
決
定
。

一
九
七
三
年　
　

七
月　

メ
コ
ン
・
デ
ル
タ
沖
合
區
で
第
一
次
国
際
入
札
、
一
九
七
五
年
五
月
第
二
次
入
札
。

　
　
　
　
　
　
　

七
月　

 

南
ベ
ト
ナ
ム
軍
、
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
ナ
ム
イ
ェ
ッ
ト
島
（
鴻

島
）
占
領
、
九
月
本
土
フ
ォ
ク
ツ
ィ
省
に
編

入
。

一
九
七
四
年　
　

一
月　

ホ
ア
ン
サ
群
島
で
南
ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
漁
船
の
妨
害
工
作
で
ホ
ア
ン
サ
群
島
の
防
衛
宣
言
。

　
　
　
　
　
　
　

一
月　

西
沙
群
島
交
戦
事
件
、
中
国
軍
に
よ
る
制
圧
で
自
衛
発
動
、
南
ベ
ト
ナ
ム
は
主
権
侵
害
と
主
張
。

　
　
　
　
　
　
　

二
月　

南
海
諸
島
の
主
権
声
明
。

　
　
　
　
　
　
　

五
月　

領
海
法
公
布
、
一
二
海
里
適
用
。

　
　
　
　
　
　
　

六
月　

大
陸
棚
覚
書
作
成
。

　
　
　
　
　
　
　

八
月
〜
九
月　

米
系
石
油
会
社
シ
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
、
メ
コ
ン
流
域
域
で
掘
削
着
手
。

四
三
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二
年
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月
）

（
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九
八
）

一
九
七
五
年　
　

二
月　

チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
基
地
建
設
。

一
九
七
四
年
六
月
の
南
ベ
ト
ナ
ム
大
陸
棚
覚
書
は
、
五
月
の
一
二
海
里
適
用
を
受
け
て
、「
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
の
大
陸
棚
に
立
ち
入
る

他
の
い
ず
れ
の
国
の
認
め
た
い
か
な
る
特
権
も
無
効
で
あ
る
」
と
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
本
土
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
内
戦
が
最
終
局
面
に
移
り
つ
つ
あ
り
、
一
九
七
四
年
五
月
南
ベ
ト
ナ
ム
は
領
海
一
二
海
里
宣
言
を
発

し
た
の
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
臨
時
革
命
政
府
は
直
ち
に
無
効
声
明
を
発
し
、
九
月
の
石
油
開
発
の
着
手
に
対
し
て
も
、
臨
時
革
命
政
府
は
無

効
声
明
を
発
し
た
。
一
九
七
五
年
四
月
サ
イ
ゴ
ン
の
解
放
で
ベ
ト
ナ
ム
人
民
解
放
軍
が
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
に
上
陸
し
た
。
六
月
南
ベ
ト
ナ

ム
は
ハ
ノ
イ
時
間
へ
移
行
し
、
八
月
臨
時
革
命
政
府
は
、
米
系
石
油
会
社
と
南
ベ
ト
ナ
ム
・
サ
イ
ゴ
ン
政
権
の
取
決
め
無
効
を
宣
言
し
、

同
社
と
の
交
渉
に
入
り
、
一
二
月
同
社
は
開
発
再
開
と
発
表
し
た
。

こ
の
新
局
面
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
統
一
政
府
の
対
外
措
置
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
九
七
五
年　
　

四
月
八
日　

グ
ア
ン
ド
イ
・
ニ
ャ
ン
ザ
ン
、「
ホ
ア
ン
サ
・
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
地
図
」
掲
載
。

一
九
七
六
年　
　

一
月　

ト
ン
・
ド
ク
・
タ
ン
・
ベ
ト
ナ
ム
大
統
領
、
ベ
ト
ナ
ム
の
陸
・
海
・
空
国
境
防
衛
を
強
調
。

　
　
　
　
　
　
　

三
月　

チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
を
ド
ン
ナ
イ
省
編
入
。

一
九
七
七
年　
　

五
月　

領
海
・
接
続
水
域
・
排
他
的
経
済
水
域
・
大
陸
棚
に
関
す
る
声
明
。

　
　
　
　
　
　
　

六
月　

ホ
ア
ン
サ
群
島
で
軍
事
演
習
。

一
九
七
九
年　
　

二
月　
「
ホ
ア
ン
サ
・
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
主
権
ベ
ト
ナ
ム
覚
書
」。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

 

外
交
白
書
「
チ
ュ
オ
ン
サ
・
ホ
ア
ン
サ
群
島
の
ベ
ト
ナ
ム
主
権
白
書
」、
一
九
八
〇
年
一
月
中
国
、
拒
否
、

二
月
ベ
ト
ナ
ム
、
反
論
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南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
一
九
九
）

一
九
八
〇
年　
　

一
月　

ベ
ト
ナ
ム
海
域
の
外
国
船
規
制
令
公
布
。

一
九
八
二
年　

一
一
月　

領
海
基
線
に
関
す
る
声
明
。

一
九
八
四
年　
　

六
月　

領
空
に
関
す
る
閣
僚
会
議
規
則
制
定
。

一
九
七
九
年
九
月
の
ベ
ト
ナ
ム
外
交
白
書
「
チ
ュ
オ
ン
サ
・
ホ
ア
ン
サ
群
島
の
ベ
ト
ナ
ム
主
権
白
書
」
は
、
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。

「
ホ
ア
ン
サ
と
チ
ュ
オ
ン
サ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
東
方
に
あ
る
、
主
に
珊
瑚
礁
と
砂
洲
か
ら
な
る
二
つ
の
群
島
で
、
以
前
は
、
黄
沙
、

大
長
沙
、
又
は
萬
里
長
沙
と
総
称
さ
れ
て
い
た
。
両
群
島
の
島
嶼
は
、
み
な
、
非
常
に
小
さ
い
が
、
戦
略
的
価
値
と
経
済
的
重
要
性
は

極
め
て
大
き
い
。

ホ
ア
ン
サ
群
島
は
、
北
部
碗
の
湾
口
の
外
に
位
置
し
、
ダ
ナ
ン
か
ら
一
二
〇
海
里
で
あ
る
。
…
…

チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
は
、
東
海
の
南
に
拡
が
っ
て
、
カ
ム
ラ
ン
湾
か
ら
二
五
〇
海
里
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
…
…

古
来
、
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
及
び
ホ
ア
ン
サ
群
島
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
領
土
で
あ
っ
た
。
各
王
朝
を
通
じ
、
以
前
の
ベ
ト
ナ
ム
封
建
国
家

が
、
歴
史
上
は
じ
め
て
、
国
家
と
し
て
両
群
島
を
占
有
し
、
主
権
を
行
使
し
、
開
発
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
両
群
島
は
、

そ
れ
よ
り
以
前
は
、
い
か
な
る
国
の
行
政
区
画
に
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
占
有
は
事
実
で
あ
り
、
国
際
法
及
び

国
際
慣
行
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
各
政
権
は
、
こ
れ
ら
群
島
を
大
陸
部
諸
省
に
属
す
る
行
政
管
轄
の
も
と
に
お
い
て

き
た
。
…
…
ベ
ト
ナ
ム
人
民
は
、
自
ら
の
両
群
島
に
対
す
る
主
権
を
証
明
す
る
の
に
十
分
な
法
的
根
拠
、
歴
史
的
根
拠
、
及
び
事
実
を

有
し
て
い
る
。
欧
米
の
航
海
者
、
地
理
家
、
宣
教
師
も
、
何
世
紀
も
前
か
ら
、
こ
の
事
実
を
認
め
て
き
た
。」

一
九
八
二
年
八
月
ベ
ト
ナ
ム
の
基
線
声
明
は
、
付
図
を
も
っ
て
明
確
に
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
南
海
基
線
は
、
一
九
七
七
年
五
月
の
領

海
宣
言
に
従
う
と
し
て
い
る
。

四
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表 4　ベトナムが占有している主な島嶼・珊瑚礁

ベトナム名 中国名 ヨーロッパ語名 備考

ダオ・ソング・ツ・テイ 南子島 サウス・ウェスト・ケイ

シン・トン・コング 奈羅礁 サウス・リーフ

安達礁 エルダド・リーフ

ダオ・ロン 大現礁 ディスカバリー・グレート・リーフ

ダ・ノー 小現礁 ディスカバリー・スモール・リーフ

コ・リン 鬼喊礁 コリンズ・リーフ

ダ・ラト 日積礁 ラッド・リーフ

バオ・シア・トン 景宏島 シン・コウン島

ティエン・ヌー 無礁 テネント・リーフ

ダオ・ファン・ビン 畢生礁 ピアーン・リーフ

ダイ・トク・タン 六門礁 アリソン・リーフ

ダ・ドン 東礁 イースト・ロンドン・リーフ

ヌイ・タイ 舶蘭礁 ペトレイ・ケイ

ベイ・サオ・ビン 蓬勃堡 ボンベイ・ショール

ダオ・トロング・サ 南威島 スプラトリー島

ダオ・アン・バン 安波沙洲 アムボイ・ケイ 1984年 6月仮説滑走路

建設、1995年灯台建設

バイ・ト・チン 萬安灘 バングアード・バンク

立威堡 ロンドン・セントラル・リーフ

ダ・ヌイ・レイ 南華礁 コルンウァールス・サウス・リーフ

ダオ・ティ 西礁 ウェスト・ロンドン・リーフ

ダオ・トラングサ・ドン 中礁 セントラル・リーフ

康樂礁 カムンジャリス・リーフ

泛愛暗沙 ファンシー・ウオェック・ショール

ダオ・ソン・カ 敦謙沙洲 サンデー・ケイ

ビンニューエン 費信島 ワラツ島 1977年 4月飛行場建設

（注）　ベトナム名の空欄は、中国名からは確認できない。
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南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
〇
一
）

四
．
マ
レ
ー
シ
ア
の
領
土

マ
レ
ー
シ
ア
は
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ヤ
ン
ラ
ヤ
ン
（
弾
丸
礁
）
占
領
し
、
一
九
七
六
年
以
降
、

ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
で
の
石
油
探
査
に
着
手
し
、
一
九
七
六
年
九
月
中
国
領
海
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
石
油
・
ガ
ス
鉱
区
が
重
複
し
て
い
る
こ

と
を
認
め
た
。
一
九
七
九
年
一
二
月
ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ク
サ
マ
ナ
（
司
令
礁
）
な
ど
ツ
ル
シ
ブ
（
南
沙
）
群
島
を
掲
載
し
た
マ
レ
ー
シ
ア
地
図

が
刊
行
さ
れ
た
（
7
）

。
そ
し
て
一
九
七
九
年
以
降
、
ス
プ
ラ

ト
リ
ー
群
島
一
二
島
嶼
の
主
権
を
主
張
し
て
お
り
、
そ

の
実
効
的
管
理
に
入
っ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
こ

れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
マ
レ
ー
シ
ア
支
配
は
、

一
九
九
一
年
五
月
ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ヤ
ン
ラ
ヤ
ン
で
の
リ

ゾ
ー
ト
・
ホ
テ
ル
の
完
成
で
、
観
光
に
よ
る
国
際
認
知

が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
と
と
と
も
に
漁
業
開
発
と
と
も
に

石
油
開
発
が
着
手
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

マ
レ
ー
シ
ア
地
図
で
判
明
し
た
、
南
海
に
お
い
て
他

国
領
土
と
対
立
し
て
い
る
島
嶼
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
の
対
外
文
件
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

（出所） 　J. R.V. Prescott, The Maritime Political 
Boundaries of the World, London: Methuen, 1986.

（注） 　─はマレーシアの主張する領海基線で、－　－　－
が領海基線となっている。─・─はマレーシアの主張
する大陸棚の範囲で、……は中間線を示している。
△2はツルシブ・タヤンラヤンである。

図 3　マレーシアの主張するセレベス海域境界
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一
九
六
六
年　
　

七
月　

大
陸
棚
法
制
定
。

一
九
六
九
年　

一
〇
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
大
陸
棚
協
定
調
印
。

一
九
七
四
年　

一
〇
月　

 

ツ
ル
シ
ブ
群
島
ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ヤ
ン
（
弾
丸
礁
）
占

領
、
一
九
七
九
年
一
二
月
マ
レ
ー
シ
ア
地
図
に
明
記
、

一
九
八
〇
年
四
月
海
軍
監
視
所
設
置
。

一
九
七
七
年　
　
　
　
　

ツ
ル
シ
ブ
群
島
で
油
田
調
査
。

一
九
七
九
年　
　

一
月　

ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
一
二
島
嶼
の
主
権
を
主
張
。

　
　
　
　
　
　

一
〇
月　

マ
レ
ー
シ
ア
・
タ
イ
領
海
画
定
条
約
調
印
。

一
九
八
〇
年　
　

四
月　

排
他
的
経
済
地
帯
の
声
明
。

一
九
八
二
年　
　

二
月　

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
、
領
海
・
領
水
相
互
利

用
協
定
調
印
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
南
海
を
「
平
和
・
中
立

の
海
」（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
と
提
唱
。

一
九
八
四
年　

一
二
月　

排
他
的
経
済
水
域
法
公
布
。

一
九
八
八
年　
　

四
月　

マ
レ
ー
シ
ア
領
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
漁
船
拿
捕
。

一
九
九
一
年　
　

五
月　

ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ヤ
ン
ラ
ヤ
ン
に
リ
ゾ
ー
ト
施
設
建
設
。

一
九
九
二
年　
　

五
月　

 

マ
レ
ー
シ
ア
国
王
、
ツ
ル
シ
ブ
・
ラ
ヤ
ン
ラ
ヤ
ン
訪
問
、

一
九
九
三
年
観
光
地
化

表 5　マレーシア地図に表記のツルンブ群島
対立島嶼 マレー語名 ヨーロッパ語名 中国名

中国及びフィリピン
との対立島嶼

ツルンブ・ラクサマナ
ツルンブ・モンタナニ
ツルンブ・ベニンジャウ
ツルンブ・ウビ

コマンドル・リーフ
マレープレス・リーフ
インペスティゲーター・リーフ
アルダシール・リーフ

司令礁
南海礁
楡亜礁
光星仔礁

中国及びベトナムと
の対立島嶼

ツルンブ・ラヤ
ツルンブ・ペナフ
ツルンブ・ラヤンラヤン
ツルンブ・セマング・バクトベサール

ダルカス・リーフ
バルケ・カナダ・リーフ
スワロー・リーフ
ロイヤル・カルトッテ・リーフ

光星礁
柏礁
弾丸礁
皇路礁

中国及びブルネイと
の対立島嶼

ツルンブ・セラマン・バラトケシル エユサ・リーフ 南通礁

中国との対立島嶼 グラスゴー・ショール
グロスターブレー・カース
ノース・イースト・ショール

南樂暗沙
破浪礁
校尉暗沙

（注） 　アルダスター・バンク（安波礁）、えりか・リーフ（簸真礁）ハマレーシ
アふぁ占有しているも、状況は不明である。

四
八



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
〇
三
）

一
九
九
九
年　
　

六
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
沙
群
島
で
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
建
設
工
事
に
抗
議
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
拒
否
。

マ
レ
ー
シ
ア
は
、
一
九
六
六
年
大
陸
棚
法
で
、
南
沙
群
島
の
八
万
平
方
キ
ロ
の
地
域
、
サ
ウ
ス
ル
コ
ニ
シ
ア
・
シ
ョ
ー
ル
（
南
康
暗
沙
）、

ヘ
ラ
ル
ド
・
リ
ー
フ
（
海
寧
礁
）、
ノ
ー
ス
ル
コ
ニ
シ
ア
・
シ
ョ
ー
ル
（
北
康
暗
沙
）、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ョ
ー
ル
（
曽
母
暗
沙
）
が
マ
レ
ー

シ
ア
開
発
区
に
入
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
サ
ウ
ス
ル
コ
ニ
シ
ア
・
シ
ョ
ー
ル
と
ノ
ー
ス
ル
コ
ニ
シ
ア
・
シ
ョ
ー
ル
で
資
源
調
査
が
着
手
さ

れ
、
翌
七
一
年
三
月
ヘ
ラ
ル
ド
・
リ
ー
フ
ィ
と
リ
ッ
ト
モ
ン
ド
・
リ
ー
フ
（
潭
門
礁
）
で
資
源
探
査
に
入
り
、
さ
ら
に
一
九
七
二
年
に

ム
ー
デ
ィ
・
リ
ー
フ
（
康
西
暗
沙
）
で
、
一
九
七
三
年
に
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
・
シ
ョ
ー
ル
（
盟
誼
暗
沙
）
で
資
源
調
査
を
進
め
た
。
こ
の
資

源
調
査
は
一
九
七
五
年
一
〇
月
ま
で
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ョ
ー
ル
で
も
成
功
し
、
こ
れ
と
と
も
に
一
九
七
四
年
一
〇
月
以
降
、
ツ
ル
ン

ブ
・
ラ
ヤ
ン
ラ
ヤ
ン
の
占
領
と
な
っ
た
。

一
九
八
〇
年
四
月
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
排
他
的
経
済
地
帯
の
声
明
で
、
漁
業
資
源
に
対
す
る
排
他
的
権
利
の
享
受
を
確
認
し
、
一
九
八
四

年
一
二
月
排
他
的
経
済
水
域
法
で
、
石
油
開
発
の
遂
行
及
び
そ
の
責
任
と
と
も
に
、
排
他
的
経
済
地
帯
に
お
け
る
防
衛
責
任
の
行
使
を
明

記
し
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
は
、
マ
レ
ー
半
島
と
サ
バ
・
サ
ラ
ワ
ク
と
が
南
シ
ナ
海
を
介
し
て
領
土
の
分
離
を
来
し
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
南
沙
群
島
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
領
海
を
接
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
マ
レ
ー
住
民
は
、
南
海
の
周
辺
地
帯
を
生
活
圏

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
大
陸
棚
交
渉
に
成
功
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
群
島
理
論
の
施
行
で
、

一
九
八
二
年
二
月
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
領
海
・
領
空
に
お
い
て
マ
レ
ー
シ
ア
人
に
対
し
伝
統
的
に
通
航
と
通
信
の
権
利

を
認
め
る
と
し
た
領
海
・
領
空
協
定
が
成
立
し
、
そ
こ
で
は
、
南
海
を
「
平
和
・
中
立
の
海
」（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
と
改
め
る
べ
き
と
合
意
さ

れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
コ
モ
ド
ア
支
配
を
支
持
し
て
い
る
。

四
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こ
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
共
同
利
用
空
間
の
維
持
の
精
神
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
ド
ー
ナ
ツ
・
フ
ォ
ミ
ュ
ー
ラ
の
モ
デ
ル

を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
非
公
式
協
議
で
提
案
し
た
文
脈
に
あ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
「
平
和
・
中
立
の
海
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

五
．
先
占
の
論
理

│
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
領
土

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
そ
の
防
衛
空
間
戦
略
か
ら
、
一
九
四
八
年
先
占
の
論
理
を
貫
徹
す
べ
く
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
イ
ツ
ア
バ
島
（
大
平
島
）

に
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
洋
研
究
所
長
ト
マ
ス
・
ク
ロ
マ
が
個
人
的
に
上
陸
し
、
政
府
は
そ
の
移
民
計
画
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、

一
九
五
六
年
三
月
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
を
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
の
発
見
と
し
て
確
認
し
、
五
月
フ
リ
ー
ダ
ム
・
ラ
ン
ド
の
存
在
が
宣
言
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
こ
は
、
大
平
島
で
、
台
湾
が
支
配
を
回
復
し
て
お
り
、
先
占
の
論
理
を
も
っ
て
す
る
そ
の
支
配
は
成
立
し
て
い
な
い
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
る
混
乱
で
、
さ
ら
に
、
そ
の
占
領
を
拡
大
し
、
そ
の
支
配
を
既
成
事
実
と
化
し
た
。
そ
の
強
行

占
領
は
、
一
九
七
三
年
一
月
歴
史
的
領
土
と
い
い
か
え
ら
れ
る
も
、
か
か
る
事
実
は
な
い
。
そ
こ
で
、
一
九
七
八
年
六
月
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群

島
主
権
宣
言
が
発
せ
ら
れ
、
こ
の
自
称
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
の
要
衝
パ
ラ
ワ
ン
島
で
は
、
飛
行
場
建
設
が
進
め
ら
れ
、
パ
ラ
ワ
ン
島
の
防
衛

態
勢
が
強
化
さ
れ
た
。

そ
の
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
の
支
配
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
陸
棚
及
び
経
済
的
排
他
地
帯
の
適
用
に
あ
っ
て
、
問
題
は
な
い
と
い
う
の
が
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
立
場
で
あ
る
（
11
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
対
外
措
置
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
四
六
年　
　

七
月　

ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
を
国
防
範
囲
に
編
入
。

一
九
四
八
年　
　
　
　
　

フ
ィ
リ
ピ
ン
海
洋
研
究
所
長
ト
マ
ス
・
ク
ロ
マ
、
南
沙
群
島
イ
ツ
ア
バ
島
（
大
平
島
）
探
険
。

一
九
四
九
年　
　

四
月　

 

南
沙
群
島
移
民
計
画
を
検
討
、
海
軍
将
校
の
イ
ツ
ア
バ
派
遣
を
決
議
、
こ
れ
に
対
し
、
中
国
は
、
フ
ィ
リ
ピ

五
〇



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
〇
五
）

ン
に
南
沙
群
島
は
中
国
領
土
と
通
告
。

一
九
五
〇
年　
　

五
月
一
七
日　

キ
リ
ノ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
、
南
沙
群
島
占
領
を
検
討
中
と
発
言
、
中
国
が
抗
議
。

一
九
五
五
年　

一
〇
月　

群
島
水
域
論
を
展
開
。

一
九
五
六
年　
　

三
月　

ク
ロ
マ
、
南
沙
諸
島
探
険
、
パ
ラ
ワ
ン
沖
の
無
人
島
を
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
と
命
名
、
五
月
領
有
宣
言
。

　
　
　
　
　
　
　

七
月　

ク
ロ
マ
、
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
チ
ツ
島
を
首
都
に
フ
リ
ー
ダ
ム
・
ラ
ン
ド
樹
立
。

一
九
七
二
年　
　

四
月　

カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
を
パ
ラ
ワ
ン
省
編
入
、
一
九
七
八
年
六
月
正
式
宣
言
。

一
九
七
三
年　
　

一
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
歴
史
水
域
と
し
て
確
認
。

一
九
七
六
年　
　

三
月　

七
つ
の
島
嶼
占
領
公
表
、
リ
ー
ド
・
バ
ン
ク
で
石
油
探
査
、
一
九
七
九
年
二
月
生
産
開
始
。

一
九
七
八
年　
　

六
月　

カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
主
権
宣
言
、
及
び
二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
宣
言
。

一
九
五
五
年
三
月
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
南
海
諸
島
の
囲
い
込
み
の
過
程
で
、
群
島
水
域
論
を
提
起
し
た
。
そ
の
群
島
水
域
概
念
は
、
国
際

法
上
、
最
初
の
提
起
で
あ
り
、
そ
の
国
際
連
合
あ
て
口
上
書
は
、
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
た
。

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
に
属
す
る
相
異
な
る
諸
島
間
及
び
諸
島
を
結
ぶ
す
べ
て
の
水
域
は
、
そ
の
幅
員
又
は
範
囲
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
排
他
的
主
権
に
従
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
陸
地
領
土
の
必
要
な
付
属
物
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
家
水
域
又
は
内
水

と
し
て
不
可
分
の
一
部
を
構
成
す
る
。
そ
の
外
の
水
域
は
、
す
べ
て
、
一
八
九
八
年
一
二
月
一
〇
日
パ
リ
条
約
、
一
九
〇
〇
年
一
一
月

七
日
米
国
・
ス
ペ
イ
ン
・
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、
一
九
三
〇
年
一
月
二
日
英
国
・
米
国
条
約
、
及
び
一
九
三
二
年
七
月
六
日
英
国
・
米
国

条
約
、
並
び
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
連
邦
法
第
六
節
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
た
線
内
に
含
ま
れ
る
。」

以
上
の
宣
言
は
、
当
時
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
の
一
部
併
合
と
は
直
接
関
係
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
論
理
は
の
ち
パ
ラ

五
一



政
経
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六
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ワ
ン
州
へ
の
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
の
併
合
に
お
い
て
、
国
際
法
的
適
用
の
基
礎
と
さ
れ
た
。

翌
五
六
年
三
月
ク
ロ
マ
は
、
イ
ツ
ア
バ
（
大
平
島
）
に
上
陸
し
、
四
月
同
地
は
フ
リ
ー
ダ
ム
・
ラ
ン
ド
に
属
す
る
と
宣
言
し
、
五
月
ク

ロ
マ
は
、
カ
ル
ロ
ス
・
ガ
ル
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
相
あ
て
書
簡
で
、
こ
の
カ
ラ
ヤ
ー
ン
諸
島
に
対
す
る
先
占
に
よ
る
合
法
的
な
領
有
に

つ
き
確
認
し
通
告
し
た
。
ガ
ル
シ
ア
は
、
同
島
は
無
主
地
で
あ
る
と
認
め
、
領
有
支
持
を
表
明
し
た
。
五
月
台
湾
は
、
こ
の
島
嶼
は
中
華

民
国
領
土
で
あ
る
と
抗
議
声
明
を
発
し
、
六
月
台
湾
は
イ
ツ
ア
バ
に
立
威
部
隊
を
派
遣
し
て
、
同
島
を
占
領
し
た
。
再
び
六
月
ク
ロ
マ
が

同
島
に
上
陸
し
、
中
華
民
国
旗
を
持
ち
去
り
、
七
月
チ
ツ
島
（
中
業
島
）
に
フ
リ
ー
ダ
ム
政
府
の
首
都
を
設
立
し
た
こ
と
で
、
七
月
台
湾

は
威
遠
部
隊
を
派
遣
し
、
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
〇
月
台
湾
軍
は
ク
ロ
マ
船
を
臨
検
し
た
。
以
来
、
台
湾
は
、
大
平
島
を
実
効
的

に
支
配
し
て
い
る
。

一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
本
土
の
パ
ラ
ワ
ン
島
の
基
地
が
強
化
さ
れ
、
一
九
七
八
年
三
月
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
は
、
南
沙
群
島
の
大
平
島
周
辺
の

七
つ
の
島
嶼
を
占
領
し
、
翌
七
九
年
二
月
マ
ル
コ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
は
カ
ラ
ヤ
ン
群
島
主
権
宣
言
を
発
し
、
こ
の
島
嶼
を
パ
ラ
ワ

ン
州
に
併
合
し
て
、
こ
れ
に
従
う
二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
宣
言
を
発
し
た
。
そ
の
宣
言
は
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
領
土
管
轄
の
一
部
で
あ
る
こ

と
に
宣
言
及
び
行
政
管
理
規
定
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
以
下
の
範
囲
に
位
置
す
る
南
シ
ナ
海
の
一
部
島
嶼
及
び
砂
州
は
、
そ
の
近
接
性
の
ゆ
え
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
安
全
保
障
上
及
び
経
済

上
の
生
存
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
よ
り
、

カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
は
、

北
緯
七
度
四
〇
分
、
東
経
一
一
六
度
〇
〇
分
の
地
点
か
ら
南
に
北
緯
七
度
四
〇
分
の
緯
度
線
に
沿
っ
て
、
東
経
一
一
二
度
一
〇
分
の

経
度
線
と
の
交
差
点
ま
で
を
結
び
、
…
…
そ
こ
か
ら
南
東
方
面
へ
北
緯
七
度
四
〇
分
、
東
経
一
一
六
度
〇
〇
分
の
起
点
ま
で
を
結
ぶ
範

五
二



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
〇
七
）

囲
に
あ
っ
て
、

前
記
の
区
域
の
多
く
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
陸
棚
の
一
部
で
あ
る
が
故
に
、

こ
れ
ら
区
域
は
、
法
律
上
、
い
か
な
る
国
家
に
も
属
さ
な
い
ば
か
り
か
、
歴
史
的
根
拠
、
不
可
分
の
必
要
性
、
及
び
国
際
法
に
従
っ

て
確
立
さ
れ
た
実
効
的
な
占
領
及
び
支
配
に
よ
っ
て
、
今
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
権
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
属
す
る
と
見
做
さ
れ
、

他
国
は
、
こ
の
区
域
の
一
部
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
主
張
は
、
放
置
に
よ
り
効
力
を
失
い
、
法
的
、
歴
史
的
、
及
び

公
正
な
根
拠
に
基
づ
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
張
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
故
に
、
…
…

第
一
条　

海
底
、
底
土
、
大
陸
棚
限
界
、
及
び
上
空
を
含
む
、
以
下
の
境
界
内
の
地
域
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
権
下
に
あ
り
、
そ
れ

に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

北
緯
七
度
四
〇
分
、
東
経
一
一
六
度
〇
〇
分
の
地
点
…
…
の
こ
の
区
域
は
、
こ
こ
に
、
パ
ラ
ワ
ン
省
の
別
個
に
分
立
し
た
地
方
自
治

体
と
し
て
設
置
さ
れ
、「
カ
ラ
ヤ
ー
ン
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。

第
二
条　

通
常
の
定
例
選
挙
に
先
だ
ち
、
及
び
第
一
〇
八
一
号
布
告
に
定
め
る
非
常
時
の
期
間
を
通
じ
、
及
び
法
律
に
よ
り
事
前
に

定
め
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
の
区
域
の
行
政
及
び
支
配
は
、
国
防
相
又
は
大
統
領
が
任
命
し
た
文
民
政
府
、
又
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
軍
の
同

等
の
高
官
に
付
与
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
…
…
」

し
た
が
っ
て
、
こ
の
カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
地
域
は
現
在
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
実
効
的
支
配
に
あ
る
。

六
．
分
割
支
配
と
対
立

南
ベ
ト
ナ
ム
の
南
海
進
出
で
、
一
九
五
七
年
以
降
、
ホ
ア
ン
サ
（
西
沙
）
群
島
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
よ
る
中
国
漁
船
の
拿
捕
が
続
い
た
。

一
九
七
四
年
一
月
中
国
軍
と
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
に
よ
る
西
沙
群
島
で
の
交
戦
事
件
と
な
っ
た
。
南
ベ
ト
ナ
ム
は
、
先
占
と
歴
史
性
を
根
拠
と

五
三
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し
て
、
そ
の
主
権
支
配
を
確
認
し
、
そ
の
南
海
支
配
は
、
北
ベ
ト
ナ
ム
の
支
配
の
継
承

を
経
て
統
一
ベ
ト
ナ
ム
へ
移
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
中
国
は
一
九
七
七
年
六
月
、
ベ
ト
ナ

ム
が
一
九
七
五
年
の
統
一
ベ
ト
ナ
ム
以
前
に
お
け
る
立
場
に
戻
る
よ
う
要
求
し
、
七
月

中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
援
助
は
停
止
さ
れ
、
一
九
七
九
年
二
月
中
越
戦
争
と
な
っ
た
。
同
年

七
月
中
国
は
、
西
沙
群
島
を
飛
行
禁
止
地
域
に
設
定
し
た
。

そ
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
九
五
七
年　
　

一
月　

 

南
ベ
ト
ナ
ム
、
西
沙
群
島
甘
泉
（
ロ
バ
ー
ト
）
島
で
給
水

中
の
中
国
漁
船
へ
の
発
砲
事
件
。

一
九
五
九
年　
　

二
月　

南
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
、
中
国
漁
船
二
隻
拿
捕
。

　
　
　
　
　
　
　

三
月　

 

南
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
に
対
し
ホ
ア
ン
サ
群
島
は
ベ
ト
ナ
ム

領
土
と
通
告
、
台
湾
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
西
沙
群
島
は

中
国
領
土
と
通
告
。

一
九
七
三
年　
　

三
月　

南
ベ
ト
ナ
ム
、
ホ
ア
ン
サ
群
島
で
中
国
漁
船
三
隻
拿
捕
。

一
九
七
四
年　
　

一
月　

中
国
、
南
沙
群
島
の
フ
ォ
ク
ト
ゥ
イ
省
管
轄
を
非
難
。

　
　
　
　
　
　
　

一
月
一
六
日　

 

南
ベ
ト
ナ
ム
軍
、
甘
泉
島
で
五
星
紅
旗
砲
撃
、
続

く
南
ベ
ト
ナ
ム
攻
撃
で
、
二
〇
日
中
国
空
軍
の
反

撃
で
西
沙
群
島
の
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
壊
滅
、
中
国
は

表 6　フィリピンが占有している南沙群島の主な島嶼・珊瑚礁

ヨーロッパ語名 中国名 備考
ノース・イースト・ケイ 北子島 1974年 3 月灯台設置
フラット島 費信島
ナンサン島 馬歓島
チツ島 中業島
ロアイタ島 南輪島
ｒ－ド・バンク 礼樂灘 1996年 1 月スウェーデン財団と探査秘密

協定調印
ラム・ケイアム・ケイ 楊信沙洲
ウェスト・ヨーク島 西月島
（注） 　フィリピンが占有していたコモド・リーフ（司令礁）は、1980年11月マ

レーシアが占領した。

五
四



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
〇
九
）

西
沙
群
島
全
域
を
支
配
。

　
　
　
　
　
　
　

一
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
西
沙
群
島
は
中
国
領
土
と
確
認
。

一
九
七
五
年　
　

二
月　

中
国
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
よ
る
一
連
の
南
海
諸
島
上
陸
事
件
を
非
難
。

　
　
　
　
　
　
　

二
月　

 

南
ベ
ト
ナ
ム
、
外
交
白
書
「
黄
沙
（
パ
ラ
セ
ル
）
群
島
及
び
長
沙
（
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
）
群
島
に
対
す
る
外
交
白
書
」。

一
九
七
七
年
〜
一
九
七
八
年　

中
国
、
五
次
に
わ
た
る
南
海
測
量
。

一
九
七
七
年　
　

六
月　

中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
援
助
停
止
。

一
九
七
八
年　

一
二
月　

中
国
、
南
海
諸
島
の
主
権
声
明
。

一
九
七
九
年　
　

四
月　

中
国
、
西
沙
群
島
及
び
南
沙
群
島
の
主
権
声
明
。

　
　
　
　
　
　
　

四
月
二
四
日　

ク
ア
ン
ド
イ
・
ニ
ャ
ン
ザ
ン
論
説
「
祖
国
の
領
海
を
守
ろ
う
」。

　
　
　
　
　
　
　

五
月
一
五
日　

人
民
日
報
記
事
「
西
沙
群
島
と
南
沙
群
島
の
争
い
の
由
来
」。

　
　
　
　
　
　
　

八
月　

ベ
ト
ナ
ム
、
ホ
ア
ン
サ
群
島
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
主
権
声
明
。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

ベ
ト
ナ
ム
外
交
白
書
「
ホ
ア
ン
サ
群
島
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
主
権
」。

　
　
　
　
　
　

一
一
月　

 

中
国
政
府
文
書
「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
南
沙
群
島
及
び
西
沙
群
島
を
中
国
領
土
と
し
て
承
認
し
た
二
、
三
の
文

献
的
証
拠
」。

一
九
八
〇
年　
　

一
月　

中
国
外
交
部
文
書
「
西
沙
・
南
沙
群
島
に
対
す
る
中
国
の
主
権
は
論
争
の
余
地
な
し
」。

　
　
　
　
　
　
　

二
月　

北
ベ
ト
ナ
ム
、
ホ
ア
ン
サ
・
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
主
権
声
明
。

一
九
八
七
年　
　

四
月　

中
国
、
南
海
諸
島
の
主
権
声
明
。

五
五
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一
九
八
八
年　
　

三
月　

中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
、
南
沙
群
島
赤
爪
礁
で
衝
突
。

南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
統
一
ベ
ト
ナ
ム
へ
移
行
し
た
局
面
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
て
ベ
ト
ナ
ム
は
南
海
諸
島
に
対
す
る
主
権
の
行
使
及
び
主

張
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
も
、
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
間
で
の
主
権
論
争
は
続
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
見
解
を
、

以
下
、
摘
記
し
て
お
く
。

一
九
七
九
年
九
月
ベ
ト
ナ
ム
外
交
白
書
「
ホ
ア
ン
サ
群
島
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
の
主
権
」

「
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ア
ン
サ
群
島
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
に
対
す
る
主
権
は
争
う
余
地
が
な
い
。…
…
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
当
局
者
は
、

こ
れ
ら
両
群
島
は
中
華
人
民
共
和
国
の
も
の
で
あ
る
と
要
求
し
て
き
た
。
一
九
七
四
年
、
…
…
当
時
、
グ
エ
ン
・
バ
ン
・
チ
ュ
ー
政
権

が
管
理
し
て
い
た
ホ
ア
ン
サ
群
島
に
侵
入
し
、
こ
れ
を
占
拠
し
た
。
こ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
と
領
土
保
全
を
粗
暴
に
も
侵
犯
し
、

踏
み
に
じ
る
…
…
北
京
当
局
者
の
あ
か
ら
さ
ま
な
侵
略
行
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
海
を
一
歩
一
歩
支
配
し
、
こ
れ
を
独
占
し
、
ラ
オ

ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
同
様
に
ベ
ト
ナ
ム
を
も
衰
弱
さ
せ
て
、
こ
れ
を
併
呑
し
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
踏
み
台
に
し
よ
う
と
す
る
北
京
の
全

般
的
陰
謀
の
一
環
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
侵
略
行
動
を
糊
塗
す
る
た
め
に
、
北
京
当
局
者
は
、
ホ
ア
ン
サ
群
島
及
び
チ
ュ
オ
ン
サ
群

島
が
中
国
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
多
く
の
史
料
を
デ
ッ
チ
あ
げ
ら
れ
、
ね
じ
ま
げ
ら
れ
て
い
る
。
…
…
」

こ
れ
に
対
す
る
中
国
の
反
論
は
、
一
一
月
の
中
国
政
府
文
書
「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
南
沙
群
島
及
び
西
沙
群
島
を
中
国
領
土
と
し
て
承
認

し
た
二
、
三
の
文
献
的
証
拠
」
で
、
ま
ず
「
一
九
七
四
年
以
後
、
ベ
ト
ナ
ム
当
局
は
、
そ
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
。
地
域
覇
権
と
拡
張
主

義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
積
極
的
に
追
求
し
て
、
そ
の
一
貫
し
た
立
場
に
し
ば
し
ば
矛
盾
し
て
、
中
国
の
西
沙
群
島
及
び
南
沙
群
島
へ
の

領
土
要
求
を
持
ち
出
し
、
そ
し
て
西
沙
群
島
及
び
南
沙
群
島
の
島
嶼
の
一
部
を
占
領
す
る
べ
く
軍
隊
を
送
っ
た
。
…
…
こ
れ
は
、
彼
ら
の

地
域
覇
権
の
い
ま
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
」
に
始
ま
る
。
そ
の
中
国
の
立
場
は
、
以
下
に
要
約
さ
れ
る
。

五
六
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一
九
八
〇
年
一
月
中
国
外
交
部
文
件
「
中
国
の
西
沙
群
島
及
び
南
沙
群
島
に
対
す
る
主
権
は
議
論
の
余
地
が
な
い
」

「
西
沙
群
島
及
び
南
沙
群
島
は
、
中
国
南
海
諸
島
の
二
つ
の
大
き
な
島
群
で
、
…
…
近
代
、
こ
の
二
つ
の
群
島
は
、
外
国
か
ら
不
法
に

侵
略
・
占
領
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
に
属
す
る
歴
史
的
事
実
と
法
理
的
基
礎
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…

紀
元
前
二
世
紀
、
漢
の
武
帝
時
代
、
中
国
人
民
は
、
南
海
で
航
海
を
始
め
、
長
期
に
わ
た
る
航
海
の
実
践
に
よ
っ
て
西
沙
群
島
及
び

南
沙
群
島
を
発
見
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
克
服
し
て
、
続
々
と
両
群
島
に
渡
り
開
発
経
営
に
励
ん
だ
。
三
国
時
代
（
紀
元
二
二
〇
│

二
六
五
年
）
の
史
書
は
、
す
で
に
西
沙
・
南
沙
両
群
島
の
地
形
・
知
性
の
特
徴
を
模
写
し
て
お
り
、
元
代
の
『
島
夷
志
略
』、
明
代
の

『
東
西
洋
考
』、『
順
風
相
送
』、
清
代
の
『
指
南
正
法
』、『
海
国
聞
見
録
』、
及
び
歴
代
漁
民
の
『
更
路
簿
』
な
ど
の
著
作
に
は
、
中
国

人
民
が
昔
か
ら
南
沙
群
島
・
西
沙
群
島
に
渡
っ
た
状
況
、
両
群
島
の
位
置
、
島
礁
の
分
布
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
西
沙
群

島
で
唐
と
宋
の
時
代
の
居
住
遺
跡
や
陶
磁
器
・
鉄
刀
・
鉄
鍋
な
ど
生
活
用
具
、
及
び
明
・
清
時
代
の
居
戸
・
寺
院
・
墳
墓
な
ど
の
歴
史

文
物
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
中
国
人
民
が
少
な
く
と
も
唐
・
宋
以
来
、
両
群
島
で
生
活
し
、
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い

た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

中
国
人
民
の
西
沙
群
島
・
南
沙
群
島
に
お
け
る
開
発
・
経
営
に
伴
い
、
中
国
の
歴
代
政
府
は
、
両
群
島
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
し

て
き
た
。
…
…
」

領
土
の
主
権
的
立
場
は
、
い
ず
れ
の
国
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

南
沙
群
島
海
域
は
、
二
三
〇
以
上
の
島
・
岩
礁
・
浅
瀬
・
砂
州
が
あ
り
、
そ
れ
は
八
二
万
平
方
キ
ロ
に
及
ぶ
。
海
域
の
面
積
は
三
六
〇

万
平
方
キ
ロ
で
、
中
国
は
、
議
論
の
余
地
の
な
い
主
権
地
域
と
し
て
、
一
九
四
七
年
一
二
月
に
一
一
段
の
Ｕ
字
線
を
も
っ
て
描
か
れ
、

一
九
五
三
年
に
こ
の
一
一
段
線
は
九
段
線
と
書
き
変
え
ら
れ
、
断
続
線
と
も
い
わ
れ
、
伝
統
的
帰
属
線
と
し
て
そ
の
法
的
根
拠
を
設
定
し

五
七
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た
。
こ
の
九
段
線
以
内
の
海
域
は
約
二
〇
〇
平
方
キ
ロ
で
、
そ
の
う
ち
係
争
地
域
は
一
五
四
平

方
キ
ロ
と
な
っ
て
お
り
、
係
争
の
な
い
地
域
は
四
四
平
方
キ
ロ
に
過
ぎ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
の
は
、
従
前
、
実
効
的
支
配
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
で
、
そ
の

限
り
利
害
関
係
当
事
国
は
す
べ
て
、
そ
の
南
沙
群
島
の
領
有
権
交
渉
に
か
か
わ
る
権
利
が
あ
る

と
い
う
議
論
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
関
係
六
カ
国
は
、
台
湾
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
で
、
そ
の
う
ち
、
占
領
行
動
に
出

て
い
な
い
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
ブ
ル
ネ
イ
の
み
で
あ
る
。

現
状
は
、
以
下
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

中
国　

六
島
に
軍
事
駐
留
し
、
現
在
、
そ
れ
が
著
し
く
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

台
湾　

大
平
島
に
軍
事
駐
留
し
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム　

二
九
島
嶼
、
一
〇
〇
万
平
方
キ
ロ
を
自
国
領
土
と
し
て
い
る
。

マ
レ
ー
シ
ア　

五
つ
の
島
嶼
、
二
七
万
平
方
キ
ロ
を
支
配
し
、
さ
ら
に
、
一
二
の
島
・
岩

礁
・
浅
瀬
・
砂
州
の
主
権
を
主
張
し
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン　

九
島
嶼
の
四
一
万
平
方
キ
ロ
を
占
領
し
、
五
三
の
島
・
岩
礁
・
浅
瀬
・
砂
州

の
主
権
を
主
張
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
中
国
に
よ
る
と
、
海
上
国
境
線
か
ら
五
万
平
方
キ
ロ
の
と
こ
ろ
ま
で
入

り
込
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
が
、
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。

表 7　南海諸島の占有状況

国名 領有主張島嶼数 占拠島嶼数 駐留軍数
ブルネイ 1 0 0
中国 7 7 900 ～ 1,000
マレーシア 16 5 230 ～ 330
フィリピン 53 9 60 ～ 70
台湾 1 1 500 ～ 700
ベトナム 21 21 900 ～ 1,000

（注） 　フィリピンの民間研究機関Center for Intelligence and National Security 
Studiesが2009年に発表のデータで、マレーシアとフィリピンの理解とは一
致していない。

五
八
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図 4　南沙群島における係争当事者の占領状況（その 1）

（出所）　符駿『南海四沙群島』台北、世紀書局、1981年。
（注）　①台湾、②中国、③ベトナム、④フィリピン、⑤マレーシアの占有地。

（出所） 　Victor Prescott, The South China Sea: Limits of national Claims, 
Kuala Lumpur: Maritime Institute of Malaysia, 1996/ Limits of National 
Claims in the South China Sea, London: Asean Academic Press, 1999, p. 55.

図 5　南沙群島における係争当事者の占領状況（その 2）

五
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ブ
ル
ネ
イ
は
、
南
通
礁
及
び
周
辺
三
万
平
方
キ
ロ
の
主
権
を
主
張
し
て
い
る
。

七
． 
隣
接
国
と
の
関
係

│
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
領
土
と
タ
イ
の
領
土

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
南
海
諸
島
問
題
の
直
接
利
害
関
係
国
で
は
な
い
。
他
方
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
当
事
国
で
あ
り
、

シ
ー
レ
ー
ン
の
関
係
で
ロ
ン
ボ
ク
海
峡
及
び
ス
ン
ダ
海
峡
を
抱
え
て
い
る
。
中
国
の
主
張
す
る
南
海
諸
島
の
領
有
権
と
は
競
合
関
係
に
な

い
。
一
方
、
南
海
諸
島
関
係
国
と
は
、
大
陸
棚
画
定
は
交
渉
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
。
但
し
、
ベ
ト
ナ
ム
は
、
チ
ュ
オ
ン
サ
群
島
領
有
の

立
場
か
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
大
陸
棚
協
定
交
渉
を
希
望
し
て
い
る
が
、
成
功
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
一
九
七
四

年
西
沙
事
件
で
中
国
の
南
海
諸
島
に
対
す
る
主
権
的
立
場
を
公
式
に
支
持
し
て
い
た
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
他
方
、
こ
の
中
立

的
立
場
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
を
主
導
し
、
南
シ
ナ
海
の
潜
在
的
紛
争
の
管
理
に
関
す
る
非
公
式
協
議
の
開
催
に
努

力
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
平
和
・
中
立
宣
言
の
立
場
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
の
共
同
空
間
を
維
持
し
つ
つ
、
一
九
八
二
年
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
提
唱

し
た
、
南
海
を
「
平
和
・
中
立
の
海
」（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
と
す
る
構
想
を
支
持
し
て
い
る
（
12
）

。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
対
外
文
件
及
び
関
連
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
五
七
年　

一
二
月　

群
島
宣
言
、
領
海
一
二
海
里
適
用
。

一
九
六
〇
年　
　

二
月　

群
島
国
家
宣
言
、
群
島
水
域
法
制
定
。

一
九
六
九
年　
　

二
月　

海
洋
の
範
囲
に
関
す
る
声
明
。

　
　
　
　
　
　

一
〇
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
大
陸
棚
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
〇
年　
　

三
月　

マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
ラ
ッ
カ
領
海
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
一
年　

一
二
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
北
部
・
ア
ン
ダ
マ
ン
海
協
定
調
印
。

六
〇



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
一
五
）

　
　
　
　
　
　

一
二
月　

マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
北
部
大
陸
棚
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
三
年　
　

六
月　

大
陸
棚
法
制
定
。

一
九
七
四
年　
　

一
月　

イ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
陸
棚
画
定
協
定
調
印
。

　
　
　
　
　
　
　

八
月　

イ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
大
ニ
コ
バ
ル
島
・
ス
マ
ト
ラ
間
の
大
水
域
大
陸
棚
協
定
調
印
。

一
九
七
五
年　

一
二
月　

タ
イ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
海
底
境
界
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
七
年　
　

一
月　

イ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
及
び
イ
ン
ド
洋
大
陸
棚
協
定
拡
大
協
定
調
印
。

一
九
七
八
年　
　

六
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
・
イ
ン
ド
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
領
海
画
定
協
定
調
印
。

一
九
八
〇
年　
　

三
月　

二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
宣
言
、
九
月
同
宣
言
に
従
う
排
他
的
経
済
水
域
の
外
国
漁
船
の
操
業
条
件
規
則
。

一
九
八
二
年　
　

二
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
領
海
・
領
空
協
定
調
印
。

一
九
八
三
年　
　

九
月　

二
〇
〇
海
里
経
済
水
域
法
制
定
。

一
九
九
〇
年　

一
二
月　

チ
モ
ー
ル
・
ギ
ャ
ッ
プ
条
約
調
印
。

一
九
九
七
年　
　

三
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
経
済
専
管
水
域
画
定
協
定
調
印
。

二
〇
〇
三
年　
　

五
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
マ
レ
ー
シ
ア
反
テ
ロ
協
定
調
印
、
の
ち
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ
イ
が
参
加
。

二
〇
一
一
年　
　

五
月　

中
国
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
協
調
的
な
哨
戒
活
動
を
含
む
、
広
範
な
防
衛
協
力
の
た
め
の
合
同
委
員
会
設
立
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
九
八
八
年
、
一
九
九
二
年
に
続
い
て
、
一
九
九
六
年
九
月
に
第
三
回
軍
事
演
習
を
、
南
沙
群
島
に
接
す
る
ナ
ッ

ツ
島
海
域
で
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
艦
艇
五
〇
隻
、
ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
四
一
機
、
兵
員
一
万
、
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
南
シ
ナ
海
問
題
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
立
場
は
、
二
〇
一
一
年
二
月
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
戦
略
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー

六
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
一
六
）

研
究
員
エ
バ
ン
・
Ａ
・
ラ
ク
ス
マ
ナ
が
、
以
下
の
通
り
、
考
察
し
て
い
る
（
13
）

。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
領
有
権
を
主
張
す
る
沿
岸
国
で
は
な
い
が
、
南
シ
ナ
海
問
題
に
重
大
な
関
心
を
有
し
て
お
り
、
九
段
線
地
図
に
示
さ

れ
る
中
国
の
領
有
権
主
張
が
約
三
〇
〇
島
嶼
群
か
ら
な
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
大
の
天
然
ガ
ス
田
の
バ
ト
ゥ
ナ
諸
島
周
辺
地
域
に
及
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
中
国
の
主
張
に
つ
き
明
確
な
説
明
を
求
め
て
き
た
が
、
今
日
ま
で
、
十
分
な

説
明
を
得
て
い
な
い
。
こ
の
戦
略
的
に
重
要
な
地
域
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
一
九
九
六
年
と
二
〇
〇
八
年
に
大
規
模
な
統
合
演
習
を
実
施
し

た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
、
近
年
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
、
及
び
米
国
と
の
戦
略
的
安
全
保
障
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
を
進
め
て
い
る
そ
の
背
景
に
は
、
中
国
の
主
張
が
あ
る
。

一
方
で
、
中
国
と
の
関
係
は
、
全
般
的
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
指
導
層
に
は
、
特
に
、
中
国
の
急
速

な
軍
事
力
増
強
、
軍
事
に
お
け
る
透
明
性
の
欠
如
、
及
び
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
強
固
な
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
、
依
然
と
し
て
、
対
中
不
信
感

を
根
強
く
し
て
い
る
。
な
か
ん
ず
く
、
南
シ
ナ
海
問
題
は
、
長
期
的
な
国
際
関
係
を
占
う
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
と
な
っ
て
い
る
。

南
シ
ナ
海
問
題
は
、
貿
易
、
漁
業
、
及
び
天
然
資
源
開
発
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
生
命
線
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
北
部
地
域
に
お

い
て
潜
在
的
紛
争
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
外
務
省
は
一
九
九
〇
年
以
来
、
南
シ
ナ
海
問
題
に
関
す
る
ト
ラ
ッ

ク
二
の
非
公
式
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
専
門
家
会
合
を
主
張
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
会
合
を
通
じ
て
、
捜
索
救
難
活
動
や
海
洋
科
学
調
査

な
ど
の
具
体
的
な
活
動
を
話
し
合
っ
て
き
た
。
一
部
専
門
家
は
、
そ
の
交
渉
で
二
〇
〇
二
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
中
国
の
各
行
動
宣
言
の
実

現
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
評
価
し
て
い
る
。

南
シ
ナ
海
問
題
は
、
常
に
域
内
の
会
合
に
お
い
て
最
も
論
議
を
生
む
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
団
結
に

ひ
び
を
入
れ
、
時
に
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
い
う
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
方
式
」
を
危
う
く
し
て
き
た
。
一
九
七
四
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
の

六
二



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
一
七
）

間
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
及
び
ベ
ト
ナ
ム
が
か
か
わ
る
軍
事
紛
争
は
一
七
回
生
じ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
中
国
と
の

二
国
間
交
渉
だ
け
で
な
く
、
関
係
国
す
べ
て
が
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、

議
長
国
と
し
て
各
行
動
宣
言
の
さ
ら
な
る
履
行
を
求
め
、
最
終
的
に
は
、
法
的
拘
束
力
を
も
つ
「
行
動
規
範
」
の
実
現
を
求
め
て
努
力
す

る
以
外
に
選
択
肢
は
持
た
な
い
（
12
）

。

な
お
、
タ
イ
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
接
壌
国
で
、
南
シ
ナ
海
と
は
自
国
の
領
海
が
接
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
領
海
は
、
い
わ
ゆ
る
南
海

領
域
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
南
シ
ナ
海
で
隣
接
し
て
い
る
マ
レ
ー
シ
ア
と
の
領
海
及
び
大
陸
棚
問
題
は
既
に
画
定
さ
れ
て
い
る
。

タ
イ
の
南
シ
ナ
海
及
び
シ
ー
レ
ー
ン
に
関
連
す
る
対
外
文
件
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
五
八
年　
　

九
月　

歴
史
的
バ
ン
コ
ク
湾
に
関
す
る
法
、
タ
イ
湾
の
主
権
設
定
。

一
九
六
六
年　

一
〇
月　

領
海
の
幅
員
画
定
布
告
、
領
海
一
二
海
里
適
用
。

一
九
七
〇
年　
　

六
月　

タ
イ
湾
及
び
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
北
部
の
基
線
布
告
。

一
九
七
一
年　

一
二
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
北
部
・
ア
ン
ダ
マ
ン
海
協
定
調
印
。

　
　
　
　
　
　

一
二
月　

マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
北
部
大
陸
棚
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
三
年　
　

五
月　

タ
イ
湾
の
大
陸
棚
設
定
宣
言
。

一
九
七
五
年　

一
二
月　

タ
イ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
海
底
境
界
画
定
協
定
調
印
。

一
九
七
八
年　
　

六
月　

タ
イ
・
イ
ン
ド
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
領
海
画
定
協
定
調
印
。

　
　
　
　
　
　
　

六
月　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
イ
・
イ
ン
ド
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
領
海
画
定
協
定
調
印
。

一
九
八
一
年　
　

二
月　

排
他
的
経
済
水
域
宣
言
。

六
三
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燕
輝
、
遠
藤
利
恵
訳
「
台
湾
の
南
シ
ナ
海
南
沙
諸
島
大
平
島
に
お
け
る
滑
走
路
建
設
を
め
ぐ
る
論
争
と
そ
の
政
策
的
合
意
」
問
題
と
研
究
、
第

三
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
。

（
8
） John C

. M
arr, R

epu
blic of V

ietn
am

: L
egal an

d
 In

stitu
tion

al A
spects of F

ish
eries D

evelopm
en

t, M
anila: S

outh C
hina S

ea 

F
isheries D

evelopm
ent and C

oordinating P
rogram

m
e, 1974.

六
四



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
一
九
）

T
rau T

ruong T
huy ed., T

h
e S

ou
th

 C
h

in
a S

ea: C
ooperation

 for R
egion

al S
ecu

rity an
d

 D
evelopm

en
t, H
anoi: D

iplom
atic 

A
cadem

y of V
ietnam

, 2009.
（
9
） M

alaysia, Jabatanarah P
em
etaan N

egara, P
eta M

enunjukkan S
em
padan P

erairan dan P
elantar B

enua M
alaysia, K

uala 

L
um
pur: D

itterbitan oleh P
engarah, P

em
etaan N

egara, 1979.

（
10
） A

. S
asekum

ar, M
alaysia, M

anila: S
outh C

hina S
ea F

isheries D
evelopm

ent and C
oordinating P

rogram
m
e, 1980.

M
ark J. V

alencia, M
alaysia an

d
 th

e L
aw

 of th
e S

ea, K
uala L

um
pur: IS

IS
, 1992.

佐
藤
考
一
「
ス
プ
レ
ト
リ
ー
諸
島
問
題
と
マ
レ
ー
シ
ア
」
東
亜
、
一
九
九
九
年
二
月
号
。

（
11
） E

. D
. G
om
ez et al., P

h
ilippin

es, M
anila: S

outh C
hina S

ea F
isheries D

evelopm
ent and C

oordinating P
rogram

m
e, 1980.

A
ileen S

an P
ablo-B

aviera ed., T
h

e S
ou

th
 C

h
in

a S
ea D

ispu
tes: P

h
ilippin

e P
erspectives, Q

uezon C
ity: P

hilippine-C
hina 

D
evelopm

ent R
esource C

enter/ P
hilippine A

ssociation for C
hinese S

tudies, 1992.

U
lises G

ranados, “O
cean F

rontier E
xpansion and the K

alayaan Islands G
roups C

laim
: P
hilippines P

ostw
ar P

ragm
atism

 in 

the S
outh C

hina S
ea, ” In

tern
ation

al R
elation

s of th
e A

sia-P
acifi c, V

ol. 9 N
o. 2, 2009.

（
12
） A

prilani S
oegiarto, Indonesia, M

anila: S
outh C

hina S
ea F

isheries D
evelopm

ent and C
oordinating P

rogram
m
e, 1974.

R
izal S

ukm
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 C
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h
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d
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u
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V
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o. 4, 1991

R
izal S

ukm
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outh C
hina S
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h
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u

arterly, V
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（
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at,. 23, 2011

／「
南
シ
ナ
海
問
題
│
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
関
心
」

海
洋
安
全
保
障
情
報
、
二
〇
一
一
年
二
月
号
。

六
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
〇
）

三　

南
シ
ナ
海
の
管
轄
と
安
全
保
障

一
．
中
国
の
南
海
戦
略

中
国
は
、
一
九
九
二
年
二
月
領
海
及
び
接
続
水
域
法
を
制
定
し
て
、
南
海
諸
島
を
自
国
領
土
と
確
認
し
、
領
海
侵
犯
に
対
処
す
る
と
し

た
。
そ
の
規
定
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

第
一
条　

中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
に
対
す
る
主
権
及
び
接
続
水
域
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
し
、
国
家
の
安
全
渡
海
洋
の
権
益
を
擁

護
す
る
た
め
、
本
法
を
制
定
す
る
。

第
二
条　

…
…
中
華
人
民
共
和
国
の
陸
地
領
土
は
、
中
華
人
民
共
和
国
大
陸
及
び
沿
岸
島
嶼
、
台
湾
、
及
び
釣
魚
島
を
含
む
、
そ
の
付

属
各
島
、
澎
湖
列
島
、
東
沙
群
島
、
西
沙
群
島
、
中
沙
群
島
、
南
沙
群
島
、
並
び
に
そ
の
他
い
っ
さ
い
の
中
華
人
民
共
和
国
に

付
属
す
る
島
嶼
を
含
む
。

　

そ
し
て
「
領
海
基
線
か
ら
陸
地
側
に
向
か
う
水
域
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
内
水
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
第
三
条
で
、「
領
海
幅

は
、
領
海
の
基
線
か
ら
測
定
し
て
一
二
海
里
と
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
規
定
が
盛
ら
れ
た
。

第
七
条　

外
国
潜
水
艦
及
び
そ
の
他
潜
水
船
舶
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
を
通
過
す
る
際
は
、
海
面
上
尾
を
航
行
し
、
か
つ
そ
の
旗

を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条　

外
国
船
舶
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
を
通
過
す
る
場
合
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
法
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
華

人
民
共
和
国
の
平
和
、
安
全
、
及
び
良
好
な
秩
序
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
四
条　

中
華
人
民
共
和
国
の
関
係
主
管
機
関
は
、
外
国
船
舶
が
中
華
人
民
共
和
国
の
法
令
に
違
反
し
た
と
認
め
る
十
分
な
理
由
が

六
六



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
二
一
）

あ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
船
舶
に
対
し
追
跡
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
領
海
法
の
公
布
・
施
行
で
、
同
九
二
年
の
非
公
式
協
議
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
中
国
に
対
し
、
そ
の
適
用
の
意
図
に
つ
き
糺
す

と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
中
国
に
極
め
て
強
い
不
信
感
を
み
せ
た
。
そ
の
結
果
、
武
力
の
不
行
使
と
沿
岸
国
の
自
制
、

航
行
の
安
全
を
謳
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
宣
言
が
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
は
、
南
海
諸
島
で
は
、
領
海
法
に
お
け
る
管
轄

権
の
行
使
を
限
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
六
年
五
月
国
連
海
洋
法
条
約
の
批
准
で
、
中
国
大
陸
か
ら
一
二
海
里
の
領
海
範
囲
、
特
に
西
沙
群
島
の
領
海
範
囲
の

適
用
を
明
確
に
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
中
国
南
海
諸
島
に
対
す
る
九
条
断
絶
線
説
が
提
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

そ
の
一
九
九
六
年
声
明
は
、「
中
華
人
民
共
和
国
は
海
洋
の
向
か
合
う
国
又
は
隣
接
し
た
沿
岸
国
と
の
協
議
を
通
じ
、
国
際
法
に
基
づ

く
公
平
な
原
則
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
洋
管
轄
権
の
範
囲
を
定
め
る
」
と
あ
っ
た
。
但
し
、
南
沙
群
島
及
び
中
沙
群
島
に
関
す
る
基
線

は
も
ら
れ
ず
、
西
沙
群
島
に
関
し
て
、
中
国
本
土
か
ら
独
立
し
た
集
団
と
し
て
、
北
西
端
の
北
礁
、
東
方
の
宣
徳
群
島
、
東
南
東
の
東
島
、

西
南
南
の
波
花
礁
、
西
南
西
の
中
建
島
を
結
ぶ
線
の
地
域
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
群
島
理
論
の
適
用
は
、
ベ
ト
ナ
ム
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
も
反

発
し
た
が
、
そ
の
中
国
の
基
線
適
用
は
実
効
的
支
配
を
確
認
し
て
い
た
。
そ
の
群
島
理
論
は
、
中
国
の
よ
う
な
大
陸
国
家
で
は
そ
の
適
用

が
妥
当
か
ど
う
か
の
議
論
も
提
起
さ
れ
た
（
1
）

。

こ
の
中
国
海
洋
戦
略
は
、
台
湾
戦
略
、
太
平
洋
戦
略
と
と
も
に
、
以
下
の
海
洋
戦
略
の
強
化
に
あ
る
。

①　

中
国
の
海
洋
に
お
け
る
管
理
空
間
の
強
化
・
拡
大
。

②　

東
シ
ナ
海
及
び
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
領
有
権
の
主
張
と
支
配
拡
大
。

③　

シ
ー
レ
ー
ン
に
対
す
る
保
護
能
力
の
拡
大
。

六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
二
）

④　

大
国
と
し
て
の
海
洋
基
地
抑
止
力
の
貫
徹
強
化
。

一
九
九
四
年
五
月
に
南
沙
・
西
沙
諸
島
海
域
で
の
軍
事
展
開
が
始
ま
り
、
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
以
降
、
核
戦
力
の
強
化
と
と
も
に
、
米

国
に
対
抗
し
て
、
南
海
艦
隊
が
中
国
の
支
配
す
る
南
沙
群
島
海
域
に
お
け
る
米
国
軍
事
測
量
船
を
追
跡
し
監
視
す
る
定
期
巡
航
を
遂
行
し

て
い
る
。

こ
れ
に
従
事
す
る
南
海
艦
隊
の
基
地
は
、
海
南
島
の
南
部
、
南
海
諸
島
に
面
し
た
三
亜
で
、
亜
龍
湾
東
岸
に
あ
る
。
そ
の
一
帯
は
、
軍

事
管
理
地
域
で
、
潜
水
艦
の
出
入
り
が
激
し
い
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
三
日
解
放
軍
報
に
南
海
艦
隊
の
潜
水
艦
部
隊
の
訓
練
記
事
が
初

め
て
掲
載
さ
れ
、
魚
雷
発
射
訓
練
の
成
功
が
報
じ
ら
れ
た
。
射
程
距
離
八
、〇
〇
〇
キ
ロ
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
搭
載
の
「
普
」
型
原
子
力
潜

水
艦
巨
浪
二
が
五
隻
、
配
備
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。
南
海
に
面
す
る
山
頂
に
は
、
レ
ー
ダ
ー
基
地
が
あ
る
（
2
）

。

二
〇
一
一
年
一
二
月
中
国
共
産
党
中
央
軍
事
委
員
会
が
起
草
し
た
内
部
資
料
、
南
シ
ナ
海
戦
略
の
要
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
段
階　
「
絶
対
安
全
水
域
」
と
し
て
の
シ
ー
レ
ー
ン
確
保
。

第
二
段
階　

石
油
・
天
然
ガ
ス
の
開
発
。

第
三
段
階　

米
軍
の
影
響
力
排
除
と
南
海
の
聖
域
化
。

要
す
る
に
、
中
国
の
意
図
は
、
南
シ
ナ
海
の
内
海
化
で
あ
り
、
そ
の
認
識
は
、
東
シ
ナ
海
の
第
一
列
島
線
に
お
け
る
東
海
艦
隊
の
支
配

確
立
と
連
関
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
的
に
中
国
固
有
の
海
域
を
回
復
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
崔
天
凱
中
国
外
交
部
副
部

長
が
二
〇
一
〇
年
七
月
、「
一
三
〇
万
平
方
海
里
の
海
の
領
有
権
は
チ
ベ
ッ
ト
、
台
湾
と
同
じ
く
、
北
京
に
属
す
る
」
と
発
言
し
た
と
ワ

シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
が
報
じ
た
記
事
を
引
用
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
大
学
教
授
カ
ー
ラ
イ
ル
・
セ
イ
ヤ
ー
は
、
南
シ
ナ
海
分
析
で
、

「
海
南
島
と
周
辺
地
域
は
中
国
の
核
心
利
益
で
あ
る
」
と
断
定
し
た
（
3
）

。

六
八



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
二
三
）

中
国
海
軍
は
、
以
下
の
三
段
階
を
経
て
、
外
洋
に
海
軍
艦
艇
を
展
開
で
き
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
南
海
海
域
で
は
、
一
九
八
七

年
以
降
、
著
し
い
（
4
）

。

第
一
段
階　

一
九
五
〇
年
代
〜
一
九
六
〇
年
代　

海
軍
の
創
設
、
沿
岸
防
衛
。

第
二
段
階　

一
九
七
〇
年
代
〜
一
九
八
〇
年
代　

近
海
防
衛
。

第
三
段
階　

一
九
九
〇
年
代
〜
現
在　

外
洋
行
動
展
開
。

そ
の
南
海
に
お
け
る
主
要
な
軍
事
演
習
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
八
七
年　
　

五
月
〜
六
月　

南
沙
群
島
海
域
で
軍
事
演
習
。

一
九
八
八
年　
　

八
月　

南
沙
群
島
海
域
で
軍
事
演
習
。

一
九
九
〇
年　

一
〇
月　

中
国
、
西
沙
群
島
海
域
で
軍
事
演
習
。

一
九
九
四
年　
　

五
月　

中
国
、
南
沙
・
西
沙
群
島
海
域
で
軍
事
展
開
。

二
〇
〇
一
年　
　

四
月　

中
国
海
南
島
上
空
で
米
軍
偵
察
機
と
中
国
軍
戦
闘
機
の
接
触
事
件
。

二
〇
〇
六
年　
　
　
　
　

南
海
艦
隊
の
南
沙
群
島
定
期
巡
航
。

二
〇
一
一
年　
　

六
月　

南
海
で
最
大
級
の
軍
事
演
習
、
広
州
高
蘭
港
か
ら
海
巡
三
一
隻
参
加
。

中
国
の
南
海
諸
島
政
策
文
件
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
九
二
年　
　

二
月　

領
海
法
。

一
九
九
六
年　
　

五
月　

 

西
沙
群
島
な
ど
で
領
海
基
線
適
用
実
施
、
外
国
船
に
よ
る
海
洋
の
科
学
的
な
調
査
管
理
に
関
す
る
中
華
人
民

共
和
国
規
則
。

六
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
四
）

二
〇
〇
二
年　
　

五
月　

南
海
地
域
に
漁
業
禁
止
地
域
設
定
。

二
〇
一
一
年　
　

六
月　

南
沙
群
島
の
石
油
探
査
活
動
の
中
止
警
告
。

二
〇
一
一
年　

一
二
月　

中
国
共
産
党
中
央
軍
事
委
員
会
、
南
シ
ナ
海
戦
略
作
成
。

二
〇
一
二
年　
　

六
月　

南
海
の
海
南
省
管
轄
解
除
、
三
沙
市
の
管
轄
と
決
定
、
政
府
庁
舎
は
永
興
島
に
設
置
。

二
〇
一
二
年
六
月
の
決
定
は
、
自
国
領
土
と
し
て
自
治
体
を
設
立
し
、
そ
の
統
治
を
明
確
化
し
た
意
義
が
あ
る
。

二
．
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
中
国
交
渉
／
ベ
ト
ナ
ム
・
中
国
交
渉

南
シ
ナ
海
を
内
海
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
主
導
で
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
南
シ
ナ
海
の
潜
在
的
紛
争
の
管
理

に
関
す
る
関
係
国
非
公
式
協
議
に
取
り
組
み
、
中
国
と
の
あ
い
だ
で
の
協
議
を
追
求
し
て
き
た
。
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
方
策
は
、
ド
ー

ナ
ル
・
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
よ
る
非
軍
事
化
に
あ
っ
た
。
こ
の
会
議
を
通
じ
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
共
通
理
解
と
共
同
行
動
の
基
礎
が
確

立
さ
れ
た
意
義
は
大
き
か
っ
た
。
か
く
て
、
一
九
九
二
年
七
月
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
宣
言
が
採
択
さ
れ
て
、
か
く
て
信
頼
醸
成
の
促
進

が
確
認
さ
れ
、
中
国
と
の
あ
い
だ
で
二
〇
〇
二
年
一
一
月
中
国
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
各
行
動
宣
言
が
調
印
さ
れ
た
。

一
九
七
二
年
南
シ
ナ
海
宣
言
は
、
要
旨
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

1
．
領
海
・
主
権
・
領
有
権
問
題
を
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。

2
．
す
べ
て
の
当
事
国
は
自
制
す
る
。

3
．
直
接
関
係
国
は
、
海
洋
の
航
行
・
通
信
の
安
全
・
そ
の
他
の
協
力
の
可
能
性
を
追
求
す
る
。

4
．
南
海
の
管
理
取
決
め
に
当
た
っ
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
条
約
協
力
条
約
の
精
神
を
適
用
す
る
。

5
．
す
べ
て
の
当
事
国
は
、
こ
の
宣
言
に
盛
り
込
ま
れ
た
精
神
に
賛
同
す
る
。

七
〇



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
二
五
）

二
〇
〇
二
年
各
行
動
宣
言
は
、
以
下
の
原
則
に
あ
っ
た
。

│
国
際
法
の
原
則
を
確
言
す
る
。

│
各
関
係
当
事
国
は
、
信
頼
醸
成
の
方
途
を
と
る
。

│
南
シ
ナ
海
で
の
い
っ
さ
い
の
航
行
の
自
由
を
尊
重
す
る
。

│
平
和
的
な
司
法
的
紛
争
解
決
に
着
手
す
る
。

│
究
極
的
な
平
和
的
な
司
法
的
紛
争
解
決
に
先
立
ち
、
人
道
的
扱
い
の
確
保
、
航
海
の
安
全
な
ど
を
図
る
。

い
よ
い
よ
、
局
面
は
、
当
事
国
間
の
交
渉
と
い
う
実
務
へ
と
移
っ
た
。
資
源
共
同
調
査
に
、
中
国
は
同
意
し
た
。

さ
ら
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
で
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
の
共
同
行
動
を
と
っ
た
。

そ
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年　
　

一
月　

 

南
シ
ナ
海
の
潜
在
的
紛
争
の
管
理
に
関
係
国
非
公
式
協
議
開
催
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
第
六
回
会
議
ま
で
開
催
。

　
　
　
　
　
　
　

八
月　

 

李
鴻
中
国
総
理
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
に
対
し
南
海
諸
島
の
領
有
権
棚
上
げ
を
提
唱
、
ベ
ト

ナ
ム
、
歓
迎
。

一
九
九
二
年　
　

六
月　

 

バ
レ
ン
シ
ア
、
南
シ
ナ
海
の
潜
在
的
紛
争
の
管
理
に
関
係
国
非
公
式
協
議
で
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
条
約
（
草
案
）

提
出
。

　
　
　
　
　
　
　

七
月　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
宣
言
。

二
〇
〇
二
年　

一
一
月　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
、
中
国
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
各
行
動
宣
言
調
印
。

二
〇
〇
四
年　
　

九
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
中
国
、
南
海
の
石
油
・
天
然
ガ
ス
共
同
調
査
で
合
意
。

七
一
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
二
六
）

二
〇
〇
六
年　
　

三
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
、
南
沙
群
島
周
辺
地
域
の
石
油
・
天
然
ガ
ス
共
同
調
査
で
合
意
。

二
〇
〇
九
年　
　

三
月　

米
海
軍
海
洋
調
査
船
事
件
。

関
係
当
事
国
ベ
ト
ナ
ム
は
、
中
国
の
干
渉
を
い
か
に
排
除
す
る
か
を
課
題
と
し
、
資
源
開
発
と
海
洋
防
衛
を
強
化
し
て
き
た
が
、
中

国
と
し
て
も
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
枠
組
み
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
の
存
在
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
交
渉
は
、
一
九
九
二

年
始
ま
り
、
そ
の
交
渉
で
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
ト
ン
キ
ン
（
東
京
）
湾
排
他
的
経
済
水
域
・
大
陸
棚
画
定
協
定
が
成
立
し
、
同
協
定

は
二
〇
〇
四
年
六
月
批
准
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
衡
平
の
分
割
と
共
同
開
発
の
海
洋
秩
序
の
先
例
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
二
〇
一
一
年

一
〇
月
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
は
、
海
洋
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
関
す
る
基
本
原
則
協
定
に
調
印
し
、
境
界
画
定
交
渉
の
た
め
政
府
レ
ベ
ル

で
年
二
回
の
定
期
協
議
、
及
び
特
別
協
議
の
開
催
に
つ
き
、
合
意
し
た
。

但
し
、
こ
の
二
〇
〇
〇
年
協
定
は
、
中
間
線
の
設
定
で
、
ベ
ト
ナ
ム
が
大
き
く
妥
協
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
ト
ン
キ
ン
湾
（
北
部

湾
）
で
は
、
海
南
島
寄
り
近
く
に
海
溝
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
、
中
国
は
ベ
ト
ナ
ム
大
陸
棚
に
大
き
く
進
出
し
た
形
と
な
り
、
国
際
判

例
に
照
ら
し
て
妥
当
で
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
大
陸
棚
に
あ
る
ト
ン
キ
ン
湾
（
北
部
湾
）
は

「
中
国
の
海
」
だ
と
い
う
説
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。

同
協
定
第
一
条
第
二
項
は
、
以
下
の
通
り
、
規
定
し
て
い
る
。

「
こ
の
協
定
の
下
で
、
北
部
湾
は
、
東
は
中
国
雷
州
半
島
及
び
海
南
島
海
岸
よ
り
、
西
は
ベ
ト
ナ
ム
大
陸
海
岸
に
よ
り
、
南
は
中
国
海

南
島

歌
嘴
の
最
突
出
点
、
北
緯
一
八
度
三
〇
分
一
九
秒
、
東
経
一
〇
八
度
四
一
分
七
秒
に
接
し
、
北
緯
一
六
度
五
七
分
四
〇
秒
、
東

経
一
〇
七
度
〇
八
分
四
二
秒
の
地
理
座
標
に
定
め
る
ベ
ト
ナ
ム
海
岸
の
昏
果
島
を
横
断
す
る
半
閉
鎖
湾
で
あ
る
。」

続
い
て
、
第
二
条
で
二
一
点
の
座
標
を
設
定
し
て
分
割
を
画
定
し
、
以
下
の
通
り
、
規
定
し
た
。

七
二



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
二
七
）

図 6　トンキン湾に対する中国とベトナムの要求

（出所） 　Victor Prescott &Clive Schofi eld, The Maritime Political Boundaries 
of the World, Leiden/ Boston: Marrtinus Nijhoff  Publisher, 2005, p. 593.

（注） 　Ａ－Ａは2000年協定の配分線、Ｂ－Ｂはトンキン湾の中間線、縦線は
1887年条約の東経108度03分18秒線。

第
六
条　

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
定
め
る
通
り
北

部
湾
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
、
排
他
的

経
済
地
帯
、
及
び
大
陸
棚
に
対
す
る
主
権
、
主

権
的
権
利
、
及
び
相
互
の
管
轄
権
を
代
表
す
る

も
の
と
す
る
。

第
七
条　

こ
の
協
定
の
第
二
条
に
定
め
る
画
定
線
を
越

え
た
、
い
か
な
る
石
油
又
は
天
然
ガ
ス
の
単
一

地
質
構
造
又
は
い
か
な
る
性
状
の
処
理
も
、
両

締
約
国
は
、
構
造
、
分
野
、
又
は
処
理
に
お
い

て
最
上
に
有
効
と
さ
れ
る
開
発
と
並
ん
で
、
か

か
る
開
発
か
ら
生
じ
る
利
益
の
公
平
な
分
配
が

な
さ
れ
る
方
法
で
、
友
好
的
な
協
議
を
通
じ
て

合
意
に
達
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条　

両
締
約
国
は
、
北
部
湾
の
生
命
体
資
源
の
適

切
な
利
用
及
び
適
切
な
開
発
に
関
し
て
、
そ
し

て
北
部
湾
の
両
国
の
排
他
的
経
済
地
帯
に
お
け

る
生
命
体
資
源
の
保
存
、
運
営
、
及
び
利
用
に

七
三
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（
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八
）

図 7  　2000年トンキン湾排他的経済水域・大陸棚画定中国・ベトナム協定のト
ンキン湾分割

（出所） 　Law of the Sea Information Circular, Losic No, 21, New York: 
Division for Ocean Aff airs and the Law of the Sea Offi  ce of Legal Aff airs, 
United Nations, April 2005,
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完
）（
浦
野
）

（
二
二
九
）

関
す
る
協
力
活
動
に
関
し
て
、
協
議
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

以
後
、
新
し
い
局
面
は
移
っ
た
。

二
〇
〇
四
年　
　

四
月　

ベ
ト
ナ
ム
、
チ
ョ
オ
ン
サ
観
光
ツ
ア
ー
実
施
。

二
〇
〇
五
年　
　

七
月　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
中
国
、
南
シ
ナ
海
紛
争
解
決
に
向
け
た
作
業
部
会
設
置
合
意
。

二
〇
〇
六
年　

一
〇
月　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
中
国
首
脳
会
議
、
二
〇
〇
二
年
中
国
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
南
シ
ナ
海
各
行
動
宣
言
の
履
行
合
意
。

二
〇
〇
七
年　
　

七
月　

南
沙
群
島
で
中
国
艦
艇
と
ベ
ト
ナ
ム
漁
船
銃
撃
事
件
、
両
国
、
北
京
で
協
議
。

二
〇
〇
八
年　
　

一
月　

ト
ン
キ
ン
湾
で
操
業
中
の
中
国
漁
船
に
対
す
る
ベ
ト
ナ
ム
漁
船
発
砲
事
件
。

二
〇
一
一
年　

一
〇
月　

中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
、
海
洋
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
基
本
原
則
協
定
調
印
。

二
〇
〇
四
年
四
月
実
施
の
観
光
ツ
ア
ー
は
非
軍
事
化
に
よ
る
支
配
確
認
の
示
威
で
あ
っ
た
が
、
関
係
国
に
よ
る
支
配
の
恒
久
化
方
策
と

み
た
厳
し
い
非
難
か
ら
、
直
ぐ
に
も
中
止
さ
れ
た
。

二
〇
一
一
年
七
月
中
国
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
行
動
宣
言
の
履
行
に
関
す
る
指
針
に
合
意
し
た
。
中
国
代
表
は
、
対
話
の
継
続
と
協
力
の

強
化
の
た
め
の
好
ま
し
い
出
発
と
な
っ
た
と
総
括
し
た
。
そ
の
指
針
は
、
⑴
行
動
宣
言
調
印
国
は
対
話
と
協
議
を
継
続
す
る
、
⑵
行
動
宣

言
に
規
定
さ
れ
た
活
動
又
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
確
認
す
る
、
⑶
活
動
又
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
は
自
由
意
思
と
す
る
、
を
骨
子
と
し

て
い
た
。

そ
し
て
同
一
一
年
一
〇
月
成
立
し
た
基
本
原
則
六
項
目
は
、
以
下
の
通
り
で
、
そ
の
発
想
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
原
則
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
南
シ
ナ
海
を
ベ
ト
ナ
ム
語
の
東
海
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。

1
．
東
海
は
「
平
和
・
友
好
・
協
力
の
海
」
と
す
る
。

七
五
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（
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〇
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2
．
国
際
法
に
従
う
、
長
期
的
な
解
決
を
目
指
す
。

3
．
交
渉
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
各
行
動
宣
言
に
従
う
。

4
．
ま
ず
過
渡
的
か
つ
暫
定
的
な
措
置
の
協
議
に
入
る
。

5
．
ト
ン
キ
ン
湾
の
境
界
協
定
を
加
速
化
し
、
海
洋
科
学
調
査
を
促
進
す
る
。

6
．
年
二
回
の
定
期
会
談
、
必
要
な
ら
ば
特
別
会
談
を
開
催
す
る
。

但
し
、
そ
の
展
望
は
、
現
実
の
支
配
進
行
と
と
も
に
極
め
て
難
し
い
。
も
っ
と
も
、
大
規
模
な
戦
闘
を
も
っ
て
現
状
が
変
更
す
る
意
図

も
方
策
展
望
も
、
中
国
の
選
択
に
は
な
い
（
5
）

。

二
〇
一
二
年
六
月
中
国
に
対
抗
し
て
米
国
に
接
近
し
て
き
た
ベ
ト
ナ
ム
は
、
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
と
パ
ラ
セ
ル
群
島
の
領
有
権
を
定
め

た
海
洋
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の
三
沙
市
設
立
に
対
抗
し
た
も
の
で
、
大
陸
棚
・
排
他
的
経
済
水
域
を
新
た
に
規
定
し
て
お
り
、

二
〇
一
三
年
一
月
の
施
行
で
そ
の
主
権
と
管
轄
を
明
記
し
、
新
し
い
事
態
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
中
国
は
、
軍
事
拠
点

の
確
立
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

三
．
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
南
シ
ナ
海
領
海
と
安
全
保
障

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
九
八
九
年
三
月
南
シ
ナ
海
決
議
で
、
交
渉
に
よ
る
解
決
へ
と
方
向
を
転
換
し
た
。

こ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
首
脳
は
、
た
び
た
び
中
国
を
訪
問
し
、
外
交
交
渉
を
重
ね
て
き
た
が
、
一
九
九
五
年
二
月
中
国
は
カ
ラ
ヤ
ー

ン
島
ミ
ス
チ
ー
フ
礁
（
美
済
礁
）
に
軍
事
施
設
を
建
設
し
た
。
そ
し
て
八
月
中
国
と
の
間
で
、
八
項
目
の
行
動
基
準
の
原
則
に
合
意
し
た
。

そ
の
要
点
は
、
以
下
に
あ
っ
た
。

│
国
際
法
の
原
則
に
よ
り
双
方
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。

七
六



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
三
一
）

│
海
洋
資
源
の
保
護
、
航
行
の
安
全
な
ど
に
つ
き
、
協
力
の
推
進
に
合
意
す
る
。

│
紛
争
は
直
接
の
関
係
国
に
よ
っ
て
解
決
し
、
南
海
の
自
由
航
行
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

そ
れ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
地
域
協
力
の
枠
組
み
に
よ
ら
ず
、
当
事
者
解
決
の
立
場
を
と
り
、
権
益
の
維
持
と
防
衛
能
力
の
強
化
に
あ
っ

た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
よ
る
非
公
式
協
議
が
続
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
政
策
は
、
同
年

二
月
ミ
ス
チ
ー
フ
礁
事
件
と
一
九
九
五
年
三
月
二
国
間
実
務
交
渉
で
の
決
裂
も
あ
っ
て
、
対
話
か
ら
対
決
へ
の
政
策
転
換
に
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
一
方
で
、
中
国
は
、
一
九
九
八
年
一
一
月
美
済
礁
で
の
工
事
建
設
が
確
認
さ
れ
る
一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
二
〇
〇
五
年
以
降
、

中
国
艦
艇
の
巡
航
拡
大
に
対
応
し
て
防
衛
の
強
化
に
転
化
し
た
。
そ
し
て
、
同
〇
七
年
に
海
洋
安
全
保
障
の
た
めT

he C
om
m
ission on 

M
aritim

e and O
cean A

ff airs
を
創
設
し
た
、
さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
九
月
こ
れ
に
代
え
、
海
域
防
衛
の
た
め
の
新
機
構
、N

ational 

C
oast W

atch S
ystem

を
創
設
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
南
シ
ナ
海
を
西
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
改
称
し
た
。

こ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
安
全
保
障
上
、
米
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
受
け
入
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
立
場
で
あ
る
。

そ
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
八
七
年　
　

一
月　

中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
南
海
主
権
放
棄
を
要
求
。

一
九
八
九
年　
　

三
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
下
院
、
南
シ
ナ
海
平
和
解
決
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
決
議
採
択
。

一
九
九
〇
年　

一
一
月　

カ
ラ
ヤ
ー
ン
群
島
、
防
空
演
習
。

一
九
九
三
年　
　

四
月　

中
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
首
脳
交
渉
、
双
方
は
南
海
問
題
で
対
立
。

一
九
九
五
年　
　

八
月　

中
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
八
項
目
行
動
基
準
の
原
則
の
共
同
声
明
。

一
九
九
七
年　
　

四
月　

中
沙
群
島
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
五
星
紅
旗
引
下
ろ
し
事
件
。

七
七



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
二
）

一
九
九
九
年　
　

七
月　

南
沙
群
島
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
中
国
漁
船
発
砲
事
件
。

二
〇
〇
〇
年　
　

五
月　

エ
ス
ト
ラ
ダ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
、
中
国
訪
問
、
南
海
問
題
の
平
和
解
決
で
合
意
。

二
〇
〇
一
年　
　

一
月　

中
国
漁
船
の
侵
犯
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
発
砲
事
件
。

　
　
　
　
　
　
　

二
月
〜
七
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
米
国
合
同
軍
事
演
習
。

二
〇
〇
四
年　
　

二
月
〜
三
月　

パ
ラ
ワ
ン
沖
で
の
初
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
米
国
合
同
軍
事
演
習
。

二
〇
〇
七
年　
　
　
　
　

フ
ィ
リ
ピ
ン
海
洋
安
全
保
障
を
強
化
。

二
〇
〇
九
年　
　

三
月　

領
海
基
線
法
制
定
。

二
〇
一
〇
年　
　

三
月　

中
国
、
米
国
に
対
し
南
海
諸
島
の
「
核
心
利
益
」
を
公
式
通
告
。

二
〇
一
一
年　
　

二
月
〜
五
月　

中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
支
配
の
島
嶼
で
調
査
活
動
、
杭
の
設
置
。

　
　
　
　
　
　
　

七
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
シ
ナ
海
問
題
の
国
際
海
洋
法
裁
判
所
提
訴
を
提
案
、
中
国
は
拒
否
。

　
　
　
　
　
　
　

八
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
シ
ナ
海
を
西
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
と
改
称
。

　
　
　
　
　
　
　

八
月
〜
九
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
ア
キ
ノ
三
世
、
訪
中
、
海
洋
を
め
ぐ
る
紛
争
の
平
和
解
決
を
確
認
。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
シ
ナ
海
ガ
ス
田
防
衛
の
強
化
。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
国
家
沿
岸
防
衛
機
構
創
設
。

二
〇
一
一
年
八
月
ヘ
リ
テ
ー
ジ
財
団
の
調
書
「
海
洋
防
衛
の
大
義
に
お
け
る
米
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
は
、
米
国

は
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
行
動
を
視
野
に
入
れ
た
海
洋
防
衛
を
二
〇
〇
五
年
以
降
、
進
め
て
お
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
に
米
軍
が

使
用
可
能
な
前
進
拠
点
を
維
持
し
、
米
海
軍
と
空
軍
は
、
パ
ラ
ワ
ン
島
フ
ィ
リ
ピ
ン
空
軍
基
地
の
使
用
を
も
認
め
た
、
述
べ
て
い
る
（
6
）

。

七
八



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
三
三
）

図 8　フィリピンの拡大された領海

（出所） 　Josef R. Morgan & Mark J. Valencia eds., Atlas for Marine Policy in 
Southeast Asian Seas, Honolulu: East-West Environment and Policy 
Institute/ Berkley: Univ. of California Press, 1983, p.50.
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九
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経
研
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
四
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
平
和
研
究
所
ロ
ン
メ
ル
・
バ
ラ
ン
オ
イ
教
授
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
二
四
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ス
タ
ー
の
論
説
「
ス
プ
ラ
ト

リ
ー
に
お
け
る
冷
戦
の
顕
在
化
」
で
、
南
沙
群
島
を
め
ぐ
っ
て
米
中
間
に
冷
戦
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
端
緒
は
二
〇
〇
九
年
三
月

米
調
査
船
イ
ン
ペ
カ
ッ
プ
ル
号
妨
害
事
件
で
あ
っ
た
。
米
国
は
航
行
の
自
由
な
ど
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
国
益
を
明
確
化
し
て
お
り
、
一
方
、

中
国
は
南
シ
ナ
海
を
チ
べ
ッ
ト
と
並
ぶ
核
心
利
益
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
米
国
は
、
域
内
の
同
盟
国
に
対
す
る
軍
事
支
援
を
保
障
し
な
が

ら
、
紛
争
の
平
和
解
決
に
関
与
し
て
い
く
、
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
米
国
の
同
盟
国
と
し
て
、
米
国
の
側
に
立
つ
こ
と

は
自
明
で
、
米
中
冷
戦
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
と
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
代
理
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
覚
悟
が
あ
る
の
か
、
と
も
問
い
か
け
た
（
7
）

。

同
年
七
月
一
日
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
バ
ー
タ
大
学
中
国
研
究
所
の
ノ
ン
・
ホ
ン
ト
ウ
ェ
ン
タ
ン
・
ジ
ア
ン
は
、
論
説
「
南
シ
ナ
海
へ
の
米
国

関
与
の
中
国
パ
ー
セ
プ
シ
ョ
ン
」
で
、
核
心
利
益
（core interest

）、
航
行
の
自
由
、
及
び
南
シ
ナ
海
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
双
方
の
間
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
論
点
は
、
以
下
に
あ
る
（
8
）

。

「
核
心
利
益
」

│
こ
の
用
語
は
中
国
人
は
使
用
し
て
い
な
い
と
し
つ
つ
、「
平
和
的
解
決
が
中
国
の
核
心
利
益
と
す
る
」
中
国
の
公

式
的
立
場
を
、
米
国
や
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
が
曲
解
し
た
と
い
い
、
こ
れ
に
対
応
す
る
米
国
の
対
応
は
「
領
有
権
問
題
の
解
決
は
米
国
の

国
益
で
あ
る
」（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
三
日
ク
リ
ン
ト
ン
米
国
務
長
官
の
ハ
ノ
イ
発
言
）
で
あ
る
。

「
航
行
の
自
由
」

│
中
国
は
、「
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
」
を
米
国
の
「
国
益
」
と
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
に
反
発
し
、
米
国

が
航
行
の
自
由
は
米
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
軍
事
的
優
位
と
政
治
的
影
響
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
て
い
る
。
中
国
の
排
他
的

経
済
地
帯
に
お
け
る
米
調
査
船
妨
害
事
件
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
南
シ
ナ
海
問
題
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

│
中
国
は
、
米
国
の
南
シ
ナ
海
問
題
へ
の
関
与
に
懸
念
を
示
し
て
お
り
、
問
題
の
国
際
化

に
反
対
し
て
き
た
。
中
国
は
、
そ
の
国
際
化
は
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
法
規
で
自
ら
の
規
制
を
縛
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、

八
〇



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
三
五
）

中
国
と
し
て
は
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
米
国
は
、
国
際
化
に
対
す
る
中
国
の
反
対
は
、
国
際
的
な

海
洋
問
題
を
非
国
際
化
す
る
試
み
に
等
し
い
、
と
解
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
南
シ
ナ
海
問
題
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
内
在
し
て
お
り
、
米
国
の
圧
力
論
議
が
展
開
さ
れ
る
一
方
、
主
題
は
そ
の
解
決
を
失
っ
て
し

ま
う
と
い
う
危
機
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

四
．
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
米
国
の
立
場

最
後
に
、
南
シ
ナ
海
問
題
に
対
す
る
米
国
の
立
場
に
つ
い
て
、
要
約
し
て
お
く
。

米
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
通
じ
ベ
ト
ナ
ム
本
土
か
ら
一
〇
〇
海
里
を
作
戦
区
域
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
パ
ラ
セ
ル
群
島
の
領
空
侵

犯
を
日
常
化
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後
は
、
原
則
と
し
て
、
米
国
は
南
海
問
題
に
介
入
し
て
い
な
い
。
一
九
九
五
年
五
月
の
国
務
省
声

明
で
、「
南
シ
ナ
海
の
さ
ま
ざ
ま
島
嶼
・
岩
礁
・
珊
瑚
礁
・
岩
礁
を
め
ぐ
り
対
立
す
る
主
権
要
求
に
対
し
て
は
、
法
的
価
値
の
立
場
に
な

い
」
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
の
米
国
の
期
待
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
南
シ
ナ
海
宣
言
及
び
各
行
動
宣
言
で
活
か
さ
れ
た
。
但
し
、
一
九
五
七

年
五
月
以
降
、
台
湾
の
同
意
で
、
米
国
は
南
沙
群
島
に
レ
ー
ダ
ー
施
設
を
維
持
し
て
き
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
九
月
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
米
国
の
両
海
軍
は
合
同
軍
事
演
習
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
一
九
九
五
年
以
来
、
毎
年
、
限
定
的
に

実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
同
年
の
協
定
で
米
艦
船
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
寄
港
が
可
能
と
な
り
、
米
軍
の
南
シ
ナ
海
域
で
の
補
給
が
開
始
さ
れ
、

二
〇
〇
一
年
三
月
米
空
母
キ
テ
ィ
ヒ
ー
ク
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ギ
海
軍
基
地
に
初
寄
港
し
た
。
な
お
、
米
国
の
偵
察
行
動
は
、

二
〇
〇
一
年
四
月
海
南
島
事
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
続
い
た
。

そ
こ
で
の
米
国
の
基
本
的
立
場
は
、
航
行
の
自
由
の
主
張
に
あ
っ
て
、
南
海
の
領
有
権
紛
争
は
第
三
者
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
中
国
の

軍
事
行
動
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
警
戒
を
深
め
る
よ
う
に
な
り
、
航
行
の
自
由
の
原
則
を
も
っ
て
、
国
際
社
会
で
中
国
を
牽
制
す
る
行
動

八
一
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
六
）

を
と
っ
た
。
そ
の
動
向
は
、
以
下
の
通
り
確
認
で
き
る
。

二
〇
〇
九
年
三
月
海
南
島
沖
合
で
米
海
軍
所
属
の
民
間
海
洋
調
査
船
イ
ン
ペ
カ
ッ
プ
ル
号
に
対
す
る
中
国
艦
艇
、
中
国
海
軍
の
海
上
漁

業
局
及
び
国
家
海
洋
局
の
情
報
収
集
艦
二
隻
に
よ
る
妨
害
事
件
が
起
き
た
。
米
国
は
、
海
洋
法
の
適
法
な
利
用
に
従
っ
て
い
る
と
し
て
い

た
が
、
そ
れ
は
中
国
の
排
他
的
経
済
水
域
で
あ
る
場
合
は
、
沿
岸
国
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
事
前
通
告
の
海
洋
調
査
で
は
な
く

軍
事
調
査
で
あ
る
と
米
国
が
主
張
す
れ
ば
、
沿
岸
国
の
停
止
要
求
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
は
、
沿
岸
当
事
国
の
判
断
に
よ
る
し
か
な
い
（
9
）

。

以
後
、
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
三
月
訪
中
し
た
ス
タ
イ
ン
バ
ー
ク
米
国
務
副
長
官
に
対
し
、
中
国
高
官
は
、
米
艦
船
の
行
動
に
対
し
て

「
南
海
は
中
国
の
核
心
利
益
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
通
告
し
た
。

そ
れ
以
前
、
二
〇
〇
九
年
七
月
米
上
院
外
交
委
員
会
公
聴
会
で
、
ジ
ム
・
ウ
ッ
ブ
議
員
は
、「
米
国
の
み
が
、
中
国
が
も
た
ら
し
つ
つ

あ
る
域
内
の
不
均
衡
を
是
正
で
き
る
実
力
を
備
え
て
い
る
」
と
発
言
し
て
い
た
。

二
〇
一
〇
年
九
月
オ
バ
マ
米
大
統
領
は
、
温
家
宝
中
国
総
理
に
対
し
「
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
」
を
強
調
し
た
。

二
〇
一
一
年
六
月
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
会
議
で
、
梁
光
烈
中
国
国
防
相
が
南
シ
ナ
海
の
全
般
的
状
況
は
安
定
し
て
い
る
」
と
発
言
し
た
が
、

そ
れ
に
対
し
、
ロ
バ
ー
ト
・
ゲ
ー
ツ
米
国
防
長
官
は
、「
今
後
五
年
間
、
米
国
の
影
響
力
は
変
わ
ら
な
い
」
と
発
言
し
て
、
中
国
の
行
動

に
釘
を
刺
し
た
。
同
六
月
米
国
・
中
国
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
協
議
で
、
カ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
米
国
務
次
官
補
は
、
南
シ
ナ
海
の
米
国
の
航

行
の
自
由
を
主
張
し
た
。
同
月
米
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
相
会
談
で
、「
航
行
の
自
由
は
米
国
の
国
益
」
と
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
同
六
月

米
上
院
は
、
南
シ
ナ
海
問
題
で
の
中
国
の
行
動
を
非
難
し
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。

こ
の
文
脈
で
、
米
国
は
、
南
海
諸
国
に
対
す
る
能
力
構
築
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の
米
国
の
活
動
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年　
　

八
月　

米
軍
、
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
と
南
シ
ナ
海
で
合
同
演
習
。

八
二



南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
三
七
）

二
〇
一
一
年　
　

六
月　

 

米
軍
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
軍
と
ス

ル
ー
海
で
合
同
演
習
。

　
　
　
　
　
　
　

七
月　

 

米
軍
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
と
合
同
演

習
。

二
〇
〇
六
年
、
ジ
ョ
ン
ズ
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
の
論
文
「
南

シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
キ
ュ
ー
バ
化
」
で
、
マ
ハ
ン
理
論

を
適
用
す
る
形
で
、
中
国
は
南
シ
ナ
海
を
米
国
に
と
っ
て
の

カ
リ
ブ
海
と
同
様
で
あ
る
と
し
た
（
10
）

。
こ
の
分
析
か
ら
、
そ
れ

は
、
中
国
の
Ａ
2
／
Ａ
Ｄ
（
ア
ク
セ
ス
拒
否
・
海
域
防
衛
戦
略
）

と
把
握
さ
れ
、
太
平
洋
か
ら
南
シ
ナ
海
へ
至
る
第
一
列
島
線

の
拡
大
延
長
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
は
、
米
国
防

総
省
報
告
『
中
国
人
民
解
放
軍
の
軍
事
及
び
安
全
保
障
の
進

展
二
〇
一
一
年
』
で
公
式
に
確
認
さ
れ
た
（
11
）

。

「
中
国
の
Ａ
2
／
Ａ
Ｄ
能
力
は
、
西
大
西
洋
を
含
む
中
国

の
外
縁
部
に
対
す
る
敵
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
し
又
は
規
制

す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
お
り
、
対
艦
弾
道
ミ
サ
イ
ル

（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｍ
）・
潜
水
艦
・
水
上
戦
闘
艦
・
海
上
攻
撃
機
な

図 9　中国のＡ 2 ／ＡＤ能力

（出所） 　Annual Report of Congress: Military and Security Developments 
involving the People Republic of China 2011, Washington,DC: USGPO, 
Aug. 2010.
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
三
八
）

ど
各
種
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
沿
岸
か
ら
一
、〇
〇
〇
海
里
を
超
え
る
海
域
で
敵
の
水
上
戦
闘
艦
に
対
処
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。」

「
中
国
の
Ａ
2
／
Ａ
Ｄ
能
力
を
強
化
す
る
た
め
の
海
空
軍
力
の
行
動
範
囲
の
拡
大
は
、
米
国
に
よ
る
西
太
平
洋
で
の
前
方
展
開
と
パ

ワ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
能
力
に
挑
戦
す
る
構
造
を
作
り
出
し
、
さ
ら
に
は
、
地
域
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
を
不
安
定
に
し
て
い
る
。」

米
国
防
総
省
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
新
た
な
空
海
統
合
構
想
を
、
Ｑ
Ｄ
Ｒ
二
〇
一
〇
で
提
起
し
、「
米
国
の
行
動
の
自
由
に
挑
戦
す
る

高
性
能
の
Ａ
2
／
Ａ
Ｄ
能
力
を
備
え
た
敵
を
打
破
す
る
た
め
に
、
空
・
海
・
地
上
・
宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
空
間
に
わ
た
る
統
合
能
力
を
発
揮

す
る
空
・
海
戦
力
の
運
用
に
つ
き
検
討
し
、
戦
力
計
画
と
し
て
、
以
下
の
点
を
提
起
し
た
。

│
長
距
離
攻
撃
能
力
の
拡
充
、

│
海
面
下
作
戦
対
応
力
の
強
化
（
無
人
潜
水
艦
の
開
発
）、

│ 

前
方
展
開
戦
闘
能
力
及
び
基
地
施
設
の
対
抗
強
靱
性
、
及
び
即
応
態
勢
の
強
化
、

│
宇
宙
ア
ク
セ
ス
及
び
宇
宙
ア
セ
ッ
ト
利
用
の
強
化
、

│
Ｃ
4
Ｉ
Ｓ
Ｒ
対
抗
強
靱
性
の
強
化
、

│
敵
の
セ
ン
サ
ー
及
び
戦
闘
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
、

│
在
外
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
即
応
態
勢
の
強
化
な
ど
。

中
国
が
南
海
の
内
海
化
実
現
へ
と
向
か
う
な
か
、
米
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
、
特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
協
調
を
と
る
一
方
、
中
国
と

の
二
国
間
対
話
を
続
行
し
、
中
国
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
、
及
び
米
国
の
三
角
形
力
学
に
よ
る
対
立
と
協
調
の
戦
略
的
構
図
を
展
開
し
て
い

る
。
二
〇
一
一
年
六
月
一
四
日
米
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
研
究
所
の
オ
ー
ス
チ
ン
日
本
部
長
は
「
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ

ル
」
論
説
で
、「
中
国
は
南
シ
ナ
海
で
自
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
米
国
は
、
現
在
の
安
全
保
障
上
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る

八
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南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
三
九
）

と
と
も
に
、
合
理
的
な
行
動
基
準
を
支
持
行
動
す
る
以
外
に
選
択
は
な
い
、
と
述
べ
た
。
要
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
12
）

。

1
．
北
京
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
中
国
が
領
有
を
主
張
す
る
海
域
の
石
油
探
索
行
動
を
行
わ
な
い
よ
う
、
警
告
す
る
。
五
月

に
中
国
海
軍
艦
船
が
ベ
ト
ナ
ム
地
震
探
査
船
の
探
査
ケ
ー
ブ
ル
を
切
断
し
た
。
国
際
社
会
は
、
中
国
が
領
有
権
紛
争
を
自
ら
満
足
の

い
く
よ
う
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
増
大
す
る
軍
事
力
の
行
使
に
な
ん
ら
躊
躇
し
な
い
こ
と
に
つ
き
、
懸
念
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
中
国
は
、
こ
こ
一
〇
年
間
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
決
意
が
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
試
し
て
き
た
。
ア
ジ
ア
諸
国
と
米
国
は
、
中
国
の

強
ま
る
自
己
に
対
処
す
る
方
策
を
見
出
し
え
な
い
で
い
る
。
少
な
く
と
も
三
つ
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
に
正
し
く
対
処
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
①
近
隣
諸
国
は
、
中
国
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
為
し
て
い
る
。
②
中
国
は
近
隣
諸
国
を
威
嚇
し
て
も
妨
害
し

て
も
咎
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
地
域
が
不
安
定
化
し
、
合
意
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
③
中
国
の
威
嚇
に
対
す
る
ベ

ト
ナ
ム
の
対
応
が
示
す
よ
う
に
、
小
国
は
、
い
つ
も
小
国
が
脅
か
し
に
屈
す
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
。

3
．
中
国
は
、
既
に
イ
ン
ド
・
太
平
洋
地
域
で
軍
拡
競
争
を
拡
大
遂
行
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
米
国
の
立
場
に
立
っ
て
中
国
と

の
均
衡
を
考
え
て
い
る
国
は
な
く
、
将
来
の
国
防
水
準
は
削
減
す
る
し
か
な
い
。

4
．
結
局
、
米
国
は
、
中
国
に
対
す
る
関
与
を
続
け
な
が
ら
、
現
在
の
安
全
保
障
上
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
合

理
的
な
行
動
の
基
準
を
支
持
し
て
い
く
し
か
な
い
。
ア
ジ
ア
大
陸
の
周
辺
地
域
は
大
荒
れ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
中
国
が
大
国
と
し
て

の
尊
厳
を
得
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
要
求
を
抑
え
、
自
制
心
を
持
つ
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
は
、
米
国
の
南
シ
ナ
海
問
題
に
お
け
る
現
下
の
究
極
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

南
シ
ナ
海
問
題
は
、
現
在
、
新
し
い
海
洋
レ
ジ
ー
ム
が
追
求
さ
れ
展
望
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
領
土
管
轄
を
め
ぐ
る
拮
抗
は
、
よ
り
い
っ

そ
う
高
ま
っ
て
い
る
。
中
国
の
南
海
諸
国
へ
の
断
続
説
の
適
用
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
う
し
た
中
国
の
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。
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政
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究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
〇
）

（
1
） 

「
中
国
海
軍
三
亜
核
潜
艦
基
地　

威
脅
南
海
均
勢
」
自
由
時
報
電
子
報
、
二
〇
〇
八
年
五
月
六
日
。

（
2
） 

安
田
淳
「
中
国
の
航
空
管
制
と
安
全
保
障
に
関
す
る
一
試
論

│
南
シ
ナ
海
の
「
三
亜
飛
行
情
報
区
」
を
例
と
し
て
」
国
際
情
勢
、
第
七
七
号
、

二
〇
〇
七
年
。

（
3
） C

arlyle A
. T
hayen, R

ecen
t D

evelopm
en

t in
 th

e S
ou

th
 C

h
in

a S
ea: G

rou
n

d
s for C

au
tiou

s O
ptim

ism
?, R
S
IS
 W
orking 

P
aper, N

o 220, S
. R
ajatnam

 S
chool of International S

tudies 14 D
ec. 2010.

（
4
） 

平
松
茂
雄
「
中
国
海
軍
の
南
シ
ナ
海
進
出
」
上
・
中
・
下
、
国
防
、
一
九
九
一
年
一
二
月
号
、
一
九
九
二
年
一
月
号
、
二
月
号
。
平
松
「
南
沙

群
島
を
め
ぐ
る
中
越
紛
争
と
中
国
海
軍
」、
三
尾
忠
志
編
『
ポ
ス
ト
冷
戦
の
イ
ン
ド
シ
ナ
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
三
年
。

岩
崎
繁
美
「
南
シ
ナ
海
及
び
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
武
力
行
使
等
に
関
す
る
一
考
察
」
防
衛
学
研
究
、
第
一
六
号
、
一
九
九
六
年
。
岩
崎

「
南
シ
ナ
海
及
び
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
武
力
行
使
等
に
関
す
る
一
考
察
」
上
・
下
、
波
涛
、
第
二
三
巻
第
五
号
、
第
六
号
、
一
九
九
八
年
。

佐
藤
考
一
「
南
シ
ナ
海
紛
争
と
中
国
」
海
外
事
情
、
二
〇
一
一
年
四
月
号
。

（
5
） M

ark A
lbert H

oyt, S
in

o̶
V

ietn
am

ese In
terests C

ollid
e in

 th
e S

ou
th

 C
h

in
a S

ea: a C
ase  S

tu
d

y of th
e D

ispu
ted

 P
aracel 

an
d

 S
pratly A

rch
ipelagos, A

nn A
rbor: U

M
I D
issertation S

ervices, 1994.

V
ictor P

rescott, L
im

its of N
ation

al C
laim

s in
 th

e S
ou

th
 C

h
in

a S
ea, L

ondon: A
sean A

cadem
ic P
ress, 1999.

W
u S
hicun &

 Z
ou K

eyuan eds., M
aritim

e S
ecu

rity in
 th

e S
ou

th
 C

h
in

a S
ea: R

egion
al Im

plication
s an

d
 In

tern
ation

al 

C
ooperation

, F
arnham

: A
shgate, 2009.

（
6
） R

enato C
. D
e C
astro &

 W
alter L

ohm
an, U

. S
. P

h
ilippin

es P
artn

ersh
ip in

 th
e C

au
se of M

aritim
e D

efen
se, B

ackgrounder, 

T
he H

eritage F
oundations, A

ugust 8, 2011.

共
同
執
筆
者
の
カ
ス
テ
ロ
教
授
は
ラ
サ
ル
大
学
教
授
で
あ
る
。

（
7
） R
om
m
el B
anlaoi, “E

m
erging C

old W
ar in the S

pratlys, ” T
h

e P
h

ilippin
e S

tar, June 24, 2011.

（
8
） N
ong H

ong &
 W
enran Jiang, “C

hinese P
erceptions of U

.S
. E
ngagem

ent in the S
outh C

hina S
ea, ” W

eb, C
hina B

rief 

V
olum

e: 11 Issue 12, July 1, 2011. 

（
9
） 

下
山
憲
二
「
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
米
国
海
洋
船
に
対
す
る
妨
害
事
件
」
防
衛
法
研
究
、
第
三
三
号
、
二
〇
〇
九
年
。
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南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
）（
浦
野
）

（
二
四
一
）

こ
れ
ら
調
査
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
以
下
を
み
よ
。

田
中
則
夫
「
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
科
学
的
調
査
の
停
止
・
終
了
要
求
」、
奥
脇
直
也
「
排
他
的
経
済
水
域
の
軍
事
調
査
」、
坂
元
茂
樹
「
排
他
的
経
済

水
域
で
の
沿
岸
国
の
同
意
な
き
海
洋
の
科
学
的
調
査

│
政
府
公
船
の
場
合
の
対
応
」、
海
洋
法
制
研
究
会
編
『
快
癒
の
科
学
的
調
査
と
国
際
法
上

の
問
題
点
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
八
年
。

（
10
） Johns H

opkins U
niversity, “C

hina ’s C
aribbean in the C

hina S
eas, ” T

h
e S

ch
ool of A

d
van

ced
 In

tern
ation

al S
tid

ies R
eview

, 

2006.

（
11
） O

ffice of the S
ecretary of D

efense, A
n

n
u

al R
eport of C

on
gress: M

ilitary an
d

 S
ecu

rity D
evelopm

en
ts in

volvin
g th

e 

P
eople R

epu
blic of C

h
in

a 2011, W
ashington,D

C
: U
S
G
P
O
, 2011.

（
12
） M

ichael A
ustin, “T

urbulent W
aters in the S

outh C
hina S

ea, ” T
h

e W
all S

treet Jou
rn

al, June 14, 2011.八
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第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
四
三
）

第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す

│
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
「
傑
作
」

│

秦　
　
　
　
　

郁　
　

彦

第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
小
松
原
第
二
十
三
師
団
長
の
定
義
に
従
え
ば
、
日
本
軍
が
ハ
ル
ハ
河
両
岸
地
区
に
お
け
る
同
時
攻
勢
を
決

意
し
た
一
九
三
九
年
六
月
十
九
日
か
ら
九
月
中
旬
の
停
戦
に
至
る
約
三
か
月
を
指
し
、
そ
の
間
に
次
の
よ
う
な
四
つ
の
ヤ
マ
場
を
く
ぐ
り

抜
け
て
い
る
。

⑴
七
月
三
日
〜
五
日
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
会
戦
」
と
安
岡
戦
車
団
の
戦
闘

⑵
七
月
六
日
か
ら
十
三
日
前
後
に
至
る
ハ
ル
ハ
河
東
（
右
）
岸
地
区
の
攻
防
戦

⑶
七
月
二
十
三
日
〜
二
十
五
日
の
大
砲
兵
戦

⑷
八
月
二
十
日
に
始
ま
り
、
月
末
の
第
二
十
三
師
団
の
壊
滅
に
至
る
ソ
蒙
軍
の
大
攻
勢
（
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ー
コ
フ
攻
勢
）
と
、
失
敗
に
終
っ

八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
四
四
）

た
日
本
軍
の
逆
攻
勢

両
軍
の
間
に
は
多
少
の
感
度
差
が
あ
り
、
ソ
軍
戦
史
で
は
⑶
へ
の
言
及
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ソ
軍
の
砲
撃

ペ
ー
ス
は
前
後
の
時
期
と
さ
し
て
変
ら
ず
、
日
本
軍
の
砲
撃
に
よ
る
損
害
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
八
月
二
十
四
日
か

ら
開
始
さ
れ
た
日
本
軍
の
逆
攻
勢
も
、
ソ
蒙
軍
の
猛
進
撃
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
こ
と
さ
ら
意
識
し
た
形
跡
は
な
い
。

さ
て
既
述
の
⑴
に
ひ
き
つ
づ
く
⑵
は
七
月
三
日
に
ハ
ル
ハ
河
を
渡
河
し
た
第
二
十
三
師
団
が
、
ソ
軍
機
甲
部
隊
と
遭
遇
戦
を
演
じ
た
あ

と
一
本
だ
け
の
軍
橋
で
か
ろ
う
じ
て
右
岸
（
東
岸
）
へ
転
進
し
、
右
岸
の
川
又
地
区
を
固
守
す
る
ソ
蒙
軍
と
の
間
で
展
開
し
た
攻
防
戦
で

あ
る
。

二
日
か
ら
四
日
に
か
け
攻
勢
を
か
け
た
安
岡
戦
車
団
は
戦
車
の
半
数
を
失
な
い
後
退
し
た
が
、
転
進
し
て
き
た
小
林
歩
兵
団
は
疲
労
し

て
は
い
て
も
健
在
だ
っ
た
の
で
、
残
存
戦
車
と
野
砲
13
の
支
援
下
に
西
か
ら
東
へ
歩
26
、
歩
64
、
歩
72
と
並
べ
、
ホ
ル
ス
テ
ン
川
の
南
岸

に
は
歩
71
（
長
野
支
隊
）
を
迂
回
さ
せ
、
川
又
地
区
の
ソ
蒙
軍
陣
地
を
挟
撃
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
左
岸
の
ハ
マ
ル
ダ
バ
高
地
（
標
高
八
〇
四
ｍ
）
周
辺
に
陣
ど
る
ソ
軍
重
砲
隊
は
五
〇
ｍ
以
上
の
比
高
差
を
利
用
し
て
、
眼
下

の
日
本
軍
に
猛
射
を
浴
び
せ
る
。
五
月
末
に
山
県
支
隊
、
七
月
初
頭
に
安
岡
支
隊
が
置
か
れ
た
の
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
再
現
に
な
っ
た
。

対
抗
し
う
る
砲
兵
力
の
乏
し
い
状
況
に
直
面
し
て
小
松
原
が
編
み
出
し
た
の
は
、
歩
兵
の
夜
襲
で
敵
の
縦
深
陣
地
を
ひ
と
つ
ず
つ
突
破
し
、

明
け
方
に
は
敵
砲
火
を
避
け
る
た
め
奪
っ
た
拠

を
捨
て
発
進

ま
で
後
退
す
る
、
し
か
も
こ
の
ピ
ス
ト
ン
的
夜
襲
を
数
日
に
わ
た
り
強

行
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。

そ
の
間
に
ハ
ル
ハ
河
畔
ま
で
迫
り
敵
の
軍
橋
を
破
壊
す
る
か
占
領
し
、
あ
わ
よ
く
ば
対
岸
の
台
地
に
と
り
つ
け
た
ら
、
補
給
を
断
た
れ

九
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る
川
又
の
ソ
軍
は
干
上
る
は
ず
だ
と
期
待
し
た
。

し
か
し
夜
襲
は
日
本
陸
軍
の
お
家
芸
と
は
い
え
、
昼
間
で
も
地

標
定
が
狂
い
が
ち
な
波
状
の
砂
丘
地
帯
を
、
隣
接
部
隊
と
の
連
係
を

保
ち
つ
つ
暗
夜
に
行
動
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
七
月
九
日
に
ノ
ロ
（
七
四
二
）
高
地
に
進
出
し
た
歩
71
が
、
標
定
ミ
ス
で
実
は
そ
の

東
南
方
七
五
八
高
地
と
わ
か
り
改
め
て
ノ
ロ
を
十
四
日
に
占
拠
し
た
の
は
一
例
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
夜
明
け
前
の
後
退
を
想
定
し
て
の
前
進
に
は
、
心
理
的
な
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
実
際
に
猛
進
す
る

隊
も
あ
れ
ば
、
途
中
か
ら
引
き
返
す
指
揮
官
も
い
て
、
戦
力
の
集
中
発
揮
は
困
難
と
な
っ
た
。
守
る
ソ
連
側
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
軍
は

「
昼
間
に
前
進
し
て
も
夜
間
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
ず
」（
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
）
で
あ
る
。

そ
れ
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
師
団
や
関
東
軍
の
上
層
は
、
最
初
か
ら
楽
觀
的
先
入
觀
に
ひ
た
っ
て
い
た
。
総
攻
撃
は
七
月
七
日

の
夜
襲
で
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
日
関
東
軍
は
中
央
部
へ
「
左
岸
に
あ
る
敵
砲
兵
の
妨
害
あ
る
も
、
右
岸
の
敵
を
撃
破
す
る
は
時
間
の
問
題

な
り
（
1
）

」
と
伝
え
、
九
日
に
は
「
今
日
、
明
日
位
の
攻
撃
を
以
て
、
右
岸
を
占
領
し
終
る
べ
く
（
2
）

」
と
予
想
し
、
安
岡
戦
車
団
の
解
組
と
原
駐

地
へ
の
帰
還
命
令
を
内
示
し
て
い
た
（
実
行
は
延
期
さ
れ
た
が
）。

現
場
で
も
八
日
朝
に
は
直
協
偵
察
機
か
ら
右
岸
の
ソ
軍
に
退
却
の
兆
が
あ
る
と
通
報
さ
れ
た
小
林
歩
兵
団
長
は
追
撃
命
令
を
発
す
る
が
、

す
ぐ
に
誤
報
と
判
明
し
取
り
消
し
た
。
皮
肉
に
も
関
東
軍
司
令
官
か
ら
「
七
日
の
夜
襲
及
爾
後
に
於
け
る
追
撃
の
成
功
を
祝
す
」
と
い
う

電
報
ま
で
届
く
が
、
当
の
小
松
原
師
団
長
は
「
八
日
の
夜
襲
成
功
せ
ず
」
と
日
記
に
記
入
し
て
い
る
。
敵
退
却
の
誤
報
に
せ
よ
、
祝
電
の

到
來
と
い
い
、
似
た
よ
う
な
先
例
を
く
り
返
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
一
部
の
部
隊
は
猛
進
し
て
暗
夜
の
白
兵
戦
に
恐
怖
し
た
敵
を
撃
破
、
川
又
地
区
の
敵
拠

を
次
々
に
占
領
す
る
が
、
ソ
軍
の

砲
撃
が
始
ま
る
夜
明
け
に
は
放
棄
し
て
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
歩
64
は
八
日
の
夜
襲
で
河
岸
に
近
い
ミ
ツ
ボ
サ
高
地
を

九
一
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占
領
し
た
の
ち
半
時
間
後
に
は
後
退
、
翌
日
夜
に
再
び
占
領
す
る
が
夜
明
け
前
に
退
去
し
て
い
る
。
さ
ら
に
十
一
日
夜
、
ソ
軍
の
最
重
要

拠

と
な
っ
て
い
た
バ
ル
西
（
七
三
三
）
高
地
を
占
領
、
追
撃
を
つ
づ
け
た
が
十
二
日
午
後
、
山
県
連
隊
長
へ
後
退
命
令
が
届
く
。
同
様

の
師
団
命
令
は
、
全
部
隊
へ
送
ら
れ
て
い
た
。
山
県
は
あ
と
一
日
の
攻
撃
続
行
を
嘆
願
し
た
が
容
れ
ら
れ
ず
、
翌
日
朝
ま
で
に
発
進

へ

戻
っ
た
。

そ
の
間
に
師
団
は
軍
橋
の
爆
破
に
執
念
を
燃
や
し
、
ソ
軍
の
間
隙
を
縫
い
な
が
ら
八
チ
ー
ム
の
爆
破
班
を
潜
行
さ
せ
た
が
橋
を
守
る
歩

兵
や
戦
車
に
阻
ま
れ
、
成
功
し
た
の
は
二
チ
ー
ム
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

七
月
八
日
の
深
夜
二
時
頃
、
敵
中
を
潜
入
し
て
ハ
ル
ハ
河
岸
に
到
達
し
た
歩
72
の
高
山
爆
破
班
（
高
山
正
助
少
尉
、
工
兵
を
含
め
て
約
六
〇

人
）
の
成
功
例
を
見
よ
う
。
高
山
班
は
河
の
中
洲
に
露
営
し
て
い
た
ソ
連
兵
に
推
何
さ
れ
た
の
を
、
片
言
の
ロ
シ
ア
語
で
「
偵
察
の
帰
り

だ
」
と
ご
ま
か
し
、
軍
橋
に
近
づ
い
た
。
高
山
は
爆
破
の
よ
う
す
を
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
（
要
旨
）。

橋
の
た
も
と
に
歩
哨
が
二
人
立
っ
て
い
る
。
手
榴
弾
を
投
げ
つ
け
て
倒
し
、
橋
に
か
け
上
っ
た
。
中
央
よ
り
少
し
先
ま
で
行
き
、
厚

さ
七
、
八
セ
ン
チ
も
あ
る
橋
板
に
携
行
し
た
五
ガ
ロ
ン
か
ん
の
ガ
ソ
リ
ン
を
流
し
、
10
ｍ
お
き
ぐ
ら
い
に
方
形
爆
薬
を
撒
き
、
マ
ッ
チ

で
火
を
つ
け
爆
破
し
た
。
中
洲
の
ソ
兵
が
射
ち
ま
く
っ
て
き
た
が
、
あ
と
は
逃
げ
る
だ
け
。
司
令
部
へ
報
告
に
行
く
と
、
火
柱
が
見
え

た
が
あ
れ
が
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
喜
ん
で
食
べ
か
け
の
ヨ
ウ
カ
ン
を
く
れ
た
り
し
ま
し
た
（
3
）

。

そ
の
頃
、
ソ
軍
工
兵
は
す
で
に
9
本
前
後
の
軍
橋
を
架
け
、
事
件
終
結
時
に
は
28
本
に
達
し
て
い
た
と
さ
れ
（
4
）

る
。
な
か
に
は
水
面
下
40

㎝
に
架
け
た
「
水
中
橋
」
も
あ
り
、
爆
破
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
修
復
し
た
と
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
は
強
調
し
て
い
る
。 九

二
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こ
う
し
て
七
日
に
発
起
し
た
第
二
十
三
師
団
の
力
攻
め
は
十
二
日
の
後
退
命
令
で
休
止
と
な
り
、
や
は
り
苦
境
に
お
ち
い
っ
て
い
た
ソ

連
軍
も
一
息
つ
く
形
に
な
っ
た
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
、
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
シ
ー
シ
キ
ン
、
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
七
日

の
夜
襲
第
一
波
は
不
意
打
ち
だ
っ
た
ら
し
く
、
狙
撃
149
連
隊
と
第
9
装
甲
旅
団
は
大
混
乱
に
お
ち
い
り
、
味
方
撃
ち
さ
え
起
き
た
。

翌
朝
、
日
本
軍
が
前
進
を
中
止
し
た
の
で
態
勢
を
建
て
直
す
が
八
日
午
後
、
レ
ミ
ゾ
フ
狙
149
連
隊
長
は
砲
弾
の
直
撃
を
受
け
て
戦
死
し

た
。
レ
ミ
ゾ
フ
は
ソ
連
邦
英
雄
の
称
号
を
も
ら
い
、
バ
ル
西
高
地
は
レ
ミ
ゾ
フ
高
地
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

急
報
を
受
け
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
部
は
、
直
ち
に
狙
撃
24
連
隊
、
狙
撃
第
5
旅
団
、
さ
ら
に
第
7
装
甲
旅
と
狙
撃
603
連
隊
を
西
岸
か
ら

増
派
す
る
。
603
が
所
属
す
る
狙
撃
第
82
師
団
は
六
月
に
ウ
ラ
ル
軍
管
区
で
編
成
さ
れ
た
ば
か
り
、
ボ
ル
ジ
ア
か
ら
三
〇
〇
㎞
を
徒
歩
で
か

け
つ
け
て
き
た
。
訓
練
不
足
で
兵
士
の
二
割
は
小
銃
を
実
射
し
た
経
験
も
な
し
に
投
入
さ
れ
、
十
日
の
戦
闘
で
は
数
発
撃
ち
こ
ま
れ
る
と

パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
火
器
を
捨
て
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
上
官
へ
の
反
抗
や
自
傷
行
為
も
露
見
し
、
再
訓

練
と
軍
法
会
議
で
取
調
べ
る
た
め
西
岸
へ
戻
さ
れ
た
が
、「
な
ぜ
こ
ん
な
弱
体
師
団
を
投
入
し
た
の
か
」
と
い
う
非
難
の
声
が
あ
が
っ
た

と
い
う
。

十
一
日
夜
に
も
バ
ル
西
高
地
の
爭
奪
戦
で
狙
撃
第
5
旅
団
の
一
部
が
潰
走
し
、
そ
れ
を
食
い
止
め
よ
う
と
「
戦
車
か
ら
は
い
出
し
、
手

榴
弾
を
手
に
し
て
突
撃
を
下
令
し
た
」
ヤ
コ
ブ
レ
フ
戦
車
第
11
旅
団
長
は
「
負
傷
後
絶
命
す
る
ま
で
戦
闘
を
指
導
（
5
）

」（
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
）
し
、

賞
讃
さ
れ
て
ソ
連
邦
英
雄
の
称
号
を
も
ら
う
。

こ
の
攻
防
戦
で
日
本
軍
が
蒙
っ
た
人
的
損
害
は
、
小
松
原
日
記
に
よ
る
と
二
一
二
二
人
（
う
ち
戦
死
五
八
五
）
で
、
投
入
兵
力
の
23
％
と

概
算
さ
れ
て
い
る
。
ソ
軍
の
損
害
も
そ
れ
を
上
ま
わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
折
か
ら
現
地
視
察
に
来
た
ク
ー
リ
ク
国
防
人
民
委
員
代
理
は
、

困
難
な
戦
況
を
見
て
東
岸
部
隊
の
撤
退
を
命
じ
た
が
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
強
硬
な
反
対
意
見
を
ウ
ォ
ロ
シ
ー
ロ
フ
国
防
相
に
送
り
、
ク
ー
リ

九
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ク
は
独
断
で
戦
闘
指
揮
に
介
入
し
た
と
譴
責
さ
れ
た
う
え
、
七
月
十
五
日
付
の
命
令
で
モ
ス
ク
ワ
へ
召
喚
さ
れ
た
と
い
う
（
6
）

。

大
砲
兵
戦
（
Ⅰ
）

七
月
十
二
日
小
松
原
師
団
長
が
指
揮
下
の
全
部
隊
へ
発
し
た
後
退
命
令
は
、
従
前
の
よ
う
な
戦
術
上
の
駆
け
引
き
と
は
性
格
を
異
に
し

て
い
た
。
攻
撃
中
止
は
大
砲
兵
戦
を
決
意
し
た
関
東
軍
司
令
部
か
ら
の
圧
力
に
よ
る
も
の
で
、
小
松
原
自
身
は
「
今
一
歩
の
処
に
て
師
団

の
現
状
維
持
、（
砲
兵
の
）
攻
撃
準
備
の
命
令
に
接
し
…
…
無
念
思
う
べ
し
…
…
大
乘
的
見
地
よ
り
昨
日
の
如
く
命
令
せ
り
」
と
日
記
（
十
三

日
）
に
書
き
と
め
て
い
る
。

砲
兵
団
長
と
し
て
着
任
し
た
内
山
英
太
郎
少
将
や
寺
田
参
謀
と
の
十
一
日
の
協
議
で
も
、
内
山
か
ら
有
力
な
重
砲
部
隊
が
十
九
日
ま
で

に
展
開
す
る
の
で
、
歩
兵
部
隊
は
そ
の
援
護
下
で
進
撃
す
る
た
め
一
時
後
退
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
小
松
原
は
攻
勢
が
成

功
し
つ
つ
あ
る
の
で
夜
襲
を
継
続
し
、
砲
兵
は
來
着
し
だ
い
逐
次
戦
闘
に
加
入
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
申
し
出
た
。
だ
が
寺
田
か
ら
砲
兵
主

体
の
攻
撃
は
植
田
軍
司
令
官
の
強
い
意
向
で
あ
り
、
左
岸
台
上
の
敵
砲
兵
さ
え
撲
滅
で
き
れ
ば
、
右
岸
の
敵
陣
地
は
労
せ
ず
に
撃
滅
で
き

る
だ
ろ
う
と
述
べ
、
内
山
の
主
張
を
支
持
し
た
。

軍
司
令
官
の
名
を
持
ち
出
さ
れ
て
は
、
小
松
原
も
引
き
下
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
十
二
日
に
歩
兵
各
隊
の
後
退
を
指
示
す
る
師

団
命
令
（
前
述
）
の
発
出
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
関
東
軍
が
歩
砲
共
闘
を
望
む
な
ら
七
月
七
日
の
攻
勢
は
延
期
し
て
重
砲
の
到
着
を
待

つ
の
が
常
道
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
野
戦
重
砲
二
個
連
隊
の
満
州
派
遣
は
、
不
拡
大
方
針
を
と
っ
て
い
た
大
本
営
の
発
意
だ
っ
た
。
橋
本
第
一
（
作
戦
）
部
長
と

稲
田
作
戦
課
長
は
と
も
に
砲
兵
科
の
出
身
で
、
関
東
軍
が
連
絡
し
て
き
た
攻
勢
計
画
に
砲
兵
力
が
足
り
な
い
こ
と
や
、
ハ
ル
ハ
西
岸
に
布

九
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陣
し
た
ソ
軍
重
砲
の
脅
威
を
気
に
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
野
重
7
の
一
兵
士
は「
大
本
営
が
こ
こ
の
地
形
を
知
っ
た
ら
戦
闘
を
や
ら
せ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
7
）

」と
臆
測
す
る
が
、両
人
に
は
お
そ
ら
く
現
場
の
比
高
差
は
念
頭
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
六
月
二
十
二
日
に
第
一
部
長
名
で
関
東
軍
参
謀
長
へ
「
貴
軍
の
企
図
せ
ら
る
る
蘇
蒙
軍
膺
懲
に
於
て
は
敵
兵
力
及
第
二
十
三

師
団
の
装
備
に
鑑
み
十
分
な
る
兵
力
特
に
砲
兵
を
使
用
す
る
を
要
す
る
も
の
と
考
え
（
8
）

」
た
結
果
、
内
地
か
ら
野
戦
重
砲
二
個
連
隊
を
派
遣

す
る
と
通
報
し
た
。
早
く
も
二
十
四
日
に
は
上
奏
裁
可
、
動
員
下
令
と
な
り
、
二
十
六
日
に
は
稲
田
作
戦
課
長
が
畑
侍
従
武
官
長
へ
「
ノ

モ
ン
ハ
ン
に
使
用
せ
ら
る
る
公
算
が
多
い
」
と
連
絡
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
関
東
軍
が
中
央
の
「
親
心
」
を
歓
迎
し
た
形
跡
は
な
く
、
七

月
初
頭
の
ハ
ル
ハ
渡
河
作
戦
に
間
に
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
着
意
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

本
件
ば
か
り
で
な
く
関
東
軍
は
八
月
末
に
至
る
ま
で
自
前
の
兵
力
だ
け
で
戦
う
意
気
ご
み
で
、
同
じ
こ
ろ
第
五
師
団
の
増
派
を
打
診
さ

れ
て
も
辞
退
す
る
く
ら
い
だ
っ
た
（
9
）

。
中
央
に
借
り
を
作
り
た
く
な
い
心
理
か
ら
だ
が
、
さ
す
が
に
重
砲
の
増
加
を
辞
退
す
る
勇
気
は
な

か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
あ
た
り
の
対
応
ぶ
り
は
、
旅
順
の
要
塞
攻
め
に
二
十
八
サ
ン
チ
砲
を
送
り
こ
ん
だ
時
の
大
本
営
と
乃
木
第
三
軍
と

の
や
り
と
り
を
連
想
さ
せ
る
。

と
も
あ
れ
野
重
第
一
連
隊
と
同
第
七
連
隊
が
駐
屯
地
の
千
葉
県
国
府
台
を
進
発
し
た
七
月
六
日
、
関
東
軍
は
若
干
の
在
満
砲
兵
部
隊
を

加
え
た
砲
兵
団
を
編
成
し
、
団
長
に
関
東
軍
砲
兵
司
令
官
の
内
山
少
将
を
補
任
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
七
日
に
発
動
を
予
定
し
た
第

二
十
三
師
団
の
夜
襲
攻
勢
計
画
と
す
り
合
わ
せ
る
発
想
が
な
か
っ
た
の
は
、
奇
異
と
し
か
思
え
な
い
。

さ
て
野
戦
重
砲
兵
第
三
旅
団
（
長
は
畑
勇
三
郎
少
将
）
に
編
合
さ
れ
た
野
重
1
と
野
重
7
は
、
鉄
道
│
船
│
満
鉄
線
と
乗
り
継
ぎ
、
ハ
イ

ラ
ル
を
経
て
十
九
日
前
後
に
前
線
へ
展
開
し
た
。

畑
旅
団
長
は
「
当
時
の
最
新
式
自
動
車
（
牽
引
）
砲
兵
と
し
て
稀
少
価
値
の
虎
の
子
扱
い
を
受
け
、
温
存
さ
れ
た
国
軍
最
精
鋭
の
砲

九
五
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兵
」
に
よ
り
「
重
大
な
使
命
感
と
内
心
の
抱
負
を
以
て
敵
砲
兵
を
完
全
殲
滅
（
10
）

」
し
よ
う
と
意
気
ご
ん
で
い
た
。

十
八
日
に
策
定
さ
れ
た
砲
兵
団
の
戦
闘
計
画
に
は
「
攻
撃
第
一
日
に
全
砲
兵
を
も
っ
て
一
挙
に
ソ
軍
の
砲
兵
を
撲
滅
し
」
と
あ
る
が
、

内
山
砲
兵
団
長
が
直
前
の
空
地
打
合
せ
会
議
で
「
二
時
間
く
ら
い
で
目
標
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
（
11
）

」
と
壮
語
す
る
の
を
、
空
中
觀
測
担
当
の

飛
行
士
が
聞
い
て
い
る
。
苦
闘
つ
づ
き
の
小
松
原
ら
師
団
将
兵
の
期
待
感
が
高
揚
し
た
の
も
む
り
は
な
い
。

し
か
し
不
安
材
料
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
畑
司
令
部
か
ら
先
遣
さ
れ
た
岩
田
正
孝
砲
兵
大
尉
は
、
新
京
の
関
東
軍
司
令
部
に
立

ち
よ
っ
た
さ
い
「
予
備
を
ふ
く
め
て
砲
兵
戦
に
用
意
し
て
い
る
砲
弾
は
七
基
数
」
と
聞
き
、「
へ
え
、
そ
れ
だ
け
し
か
な
い
の
か
（
12
）

」
と

が
っ
か
り
し
て
い
る
。

基
数
と
は
砲
一
門
あ
た
り
の
弾
数
で
、
一
基
数
は
七
五
ミ
リ
野
砲
で
一
〇
〇
発
、
十
五
セ
ン
チ
榴
弾
砲
で
五
〇
発
、
十
五
セ
ン
チ
加カ
ノ
ン農

砲
だ
と
三
〇
発
だ
が
、
連
射
す
る
と
一
時
間
足
ら
ず
で
撃
ち
つ
く
す
量
に
す
ぎ
な
い
。
最
終
的
に
関
東
軍
が
供
給
し
た
の
は
内
地
か
ら
の

携
行
分
を
あ
わ
せ
一
会
戦
分
の
五
基
数
で
、
砲
兵
団
は
そ
れ
を
初
日
に
二
基
数
、
第
二
、
第
三
日
に
各
一
・
五
基
数
と
割
り
ふ
っ
た
。

第
一
次
大
戦
後
、
先
進
国
の
砲
兵
は
目
標
の
面
積
当
り
に
つ
ぎ
こ
む
鉄
量
（
ト
ン
表
示
）
で
必
要
量
を
算
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

と
く
に
ソ
連
陸
軍
は
「
近
代
戦
の
主
要
構
成
要
素
は
火
力
で
あ
り
…
…
そ
の
成
否
は
物
的
準
備
の
適
否
に
左
右
さ
れ
る
。
指
揮
官
及
び
幕

僚
の
最
大
の
責
務
は
、
常
に
十
分
な
兵
器
資
材
を
整
備
前
送
す
る
こ
と
に
あ
る
（
13
）

」（
一
九
三
六
年
の
赤
軍
野
外
教
令
）
と
い
う
火
力
万
能
主
義

を
高
唱
し
、
一
斉
砲
撃
の
標
準
弾
量
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
軍
を
上
ま
わ
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
歩
兵
を
「
軍
の
主
兵
」
と
位
置
づ
け
、
白
兵
戦
術
を
信
奉
し
た
日
本
陸
軍
は
支
那
事
変
の
連
勝
で
そ
の
確
信
を
深
め
た
。

必
ら
ず
し
も
砲
兵
を
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
三
九
年
三
月
の
南
昌
攻
略
戦
で
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
を
上
ま
わ
る
90
門
の
重
砲
で
中
国
軍
を

圧
倒
し
て
い
る
（
14
）

。

九
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表 1　砲兵戦時の日本軍の編成（1939年 7 月23日～25日）

野戦重砲兵第 7連隊第 2大隊

歩兵第71連隊

歩兵第28連隊第 2大隊

工兵第23連隊

歩兵第26連隊

野砲兵第13連隊（第 1大隊欠）

第23師団捜索隊
　井置栄一中佐（28）

戦車第 3、第 4連隊
　玉田美郎大佐（25）

工兵第24連隊
　沼崎恭平中佐（28）

歩兵第72連隊
　酒井美喜雄大佐（23）

歩兵第64連隊
　山県武光大佐（26）

独立野砲兵第 1連隊
　宮尾　幹大佐（25）

野戦重砲兵第 7連隊（第 2大隊欠）
　鷹司信煕大佐（24）

野戦重砲兵第 1連隊
　三嶋義一郎大佐（28）

穆稜重砲兵連隊
　染谷義雄中佐（26）

第 1砲兵群
　畑勇三郎少将（23）

第 2砲兵群
　伊勢高秀大佐（25）

砲兵団
　内山英太郎少将（21）

砲兵情報第 1連隊
　福田一也中佐（24）

右翼隊
　須見新一郎大佐（25）

左翼隊
　小林恒一少将（22）

安岡支隊
　安岡正臣中将（18）

工兵隊
　斎藤　勇中佐（25）

予備隊
　梶川富治少佐（30）

長野支隊
　長野栄二大佐（25）

飛行第15戦隊
　安部克己大佐（28）

（　）は陸士期
高射砲第10連隊
　山岡重光中佐（27）

野砲兵第13連隊第 1大隊

第
23
師
団

小
松
原
道
太
郎
中
将（
18
）

ホ
ル
ス
テ
ン
河
右（
北
）岸

ホ
ル
ス
テ
ン
河
左（
南
）岸

九
七
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図 1　 7月23日の日満ソ蒙軍配置
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し
か
し
拡
充
の
重

は
連
隊
の
新
設
（
砲
数
の
増
加
）
に
向
け
ら
れ
、
砲
弾
量
は
日
露
戦
爭
時
の
節
約
規
準
（
基
数
）
を
適
用
し
つ
づ
け
、

欧
米
流
へ
発
想
を
切
り
え
る
気
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

不
安
材
料
は
他
に
も
あ
っ
た
。
後
知
恵
で
は
あ
る
が
、
虎
の
子
の
重
砲
二
個
連
隊
は
「
実
戦
の
体
験
者
が
皆
無
に
近
く
、
訓
練
も
精
到

と
称
す
る
に
は
程
遠
い
実
情
（
15
）

」
で
は
あ
っ
た
と
畑
は
洩
ら
し
て
い
る
。

そ
の
せ
い
か
、
土
地
勘
の
乏
し
い
砲
兵
団
に
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
側
を
苦
し
め
て
き
た
不
利
な
地
形
条
件
は
、
さ
し
て
念
頭
に
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
図
1
は
砲
兵
団
の
配
置
状
況
を
示
す
が
、
最
前
方
の
砲
兵
陣
地
か
ら
ハ
ル
ハ
左
岸
の
至
近
目
標
ま
で
6
〜
10
㎞
、
最
奥
部
ま

で
は
17
〜
18
㎞
と
推
測
さ
れ
た
。
砲
撃
の
基
準

は
ハ
マ
ル
ダ
バ
高
地
に
立
つ
ス
ン
ブ
ル
・
オ
ボ
の
石
柱
（
ソ
軍
は
砲
撃
戦
が
始
ま
る
と
撤

去
）
と
し
た
が
、
五
〇
ｍ
の
比
高
を
持
つ
左
岸
台
上
の
砲
分
布
は
わ
が
觀
測
所
か
ら
の
見
通
し
が
き
か
な
い
。

そ
れ
に
対
し
ソ
連
側
は
五
月
い
ら
い
の
戦
歴
か
ら
、
東
岸
の
わ
が
歩
砲
兵
陣
地
周
辺
の
デ
ー
タ
は
知
悉
し
て
い
て
、「
ノ
モ
ン
ハ
ン

（
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
）
以
西
の
地
区
は
左
岸
か
ら
丸
み
え
（
16
）

」
も
同
然
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
「
建
軍
い
ら
い
」
と
誇
称
す
る
大
砲
兵
戦
は
、
予
定
よ
り
二
日
お
く
れ
た
七
月
二
十
三
日
朝
に
発
動
さ
れ
る
。
約
二
時
間
の

「
猛
射
」
の
あ
と
歩
兵
三
個
連
隊
（
歩
26
、
64
、
71
）
の
前
進
が
始
ま
っ
た
。

大
砲
兵
戦
（
Ⅱ
）

野
戦
重
砲
に
よ
る
左
岸
砲
撃
の
初
動
状
況
を
、
畑
第
一
砲
兵
群
長
の
手
記
か
ら
引
用
し
た
い
。

六
時
三
十
分
、
敵
砲
火
を
誘
致
し
て
そ
の
位
置
を
確
認
す
る
目
的
で
、
ま
ず
我
が
野
砲
兵
隊
の
射
撃
を
開
始
す
る
や
、
敵
砲
兵
は
挙

九
九
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げ
て
盛
ん
に
応
戦
発
火
し
た
。

敵
砲
兵
の
発
火

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
、
予
定
目
標
の
現
状
を
十
分
に
確
認
掌
握
し
て
、
同
七
時
三
十
分
か
ら
全
砲
兵
一
斉
に
対
砲
兵
戦
を
開
始
し
、

砲
声
殷い
ん
い
ん々

と
し
て
ハ
ル
ハ
河
畔
の
天
地
に
と
ど
ろ
き
、
蒙
北
の
砂
原
を
震
動
し
、
我
が
第
一
線
歩
兵
隊
は
、
待
望
の
威
力
重
砲
兵
の
連

続
猛
射
に
よ
る
大
爆
音
と
敵
陣
地
内
に
上
が
る
大
砂
塵
を
望
見
し
て
歓
喜
の
声
を
上
げ
雀
躍
の
拍
手
を
呈
し
た
…
…
敵
砲
兵
を
圧
倒
し

0

0

0

、

沈
黙
す
る

0

0

0

0

を
散
見
し
、
十
一
時
か
ら
我
が
歩
兵
は
勇
躍
し
て
攻
撃
前
進
を
開
始
し
…
…
（
17
）

右
の
う
ち
傍

部
分
を
說
明
す
る
と
、「
発
火
」
は
、
地
形
的
に
敵
砲
兵
の
位
置
を
視
認
で
き
な
い
た
め
、
わ
が
砲
撃
に
応
射
す
る
時

の
閃
光
で
測
定
す
る
手
法
を
指
す
。
そ
れ
で
も
奥
行
き
ま
で
は
計
測
で
き
な
い
弱

は
残
っ
た
。「
敵
砲
兵
の
沈
黙
」
と
は
我
が
砲
弾
に

よ
る
命
中
破
砕
の
た
め
だ
ろ
う
と
喜
ん
だ
が
、
そ
れ
は
目
視
可
能
な
左
岸
台
上
の
河
岸
陣
地
に
限
ら
れ
、
そ
の
間
に
奥
地
へ
陣
地
変
換
し

た
ら
し
い
ソ
軍
の
砲
兵
は
ま
も
な
く
砲
撃
を
再
開
し
た
こ
と
を
指
す
。

わ
が
重
砲
陣
は
稜
線
に
遮
ら
れ
た
低
地
に
放
列
し
て
い
た
た
め
、
直
撃
弾
で
破
壊
さ
れ
た
砲
は
少
な
か
っ
た
が
、
川
又
に
向
け
昼
間
の

前
進
行
動
に
移
っ
た
歩
兵
部
隊
は
ソ
軍
の
集
中
砲
火
を
浴
び
て
動
き
が
と
れ
ず
死
傷
者
が
続
出
し
た
。

歩
64
Ⅲ
大
隊
の
一
小
隊
長
は
、「
壕
を
出
て
攻
撃
前
進
を
開
始
す
る
と
、
も
の
の
四
、
五
十
メ
ー
ト
ル
も
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
の
す

ご
い
機
関
銃
弾
と
戦
車
砲
弾
で
す
。
友
軍
の
重
砲
が
三
、
四
時
間
も
撃
っ
た
ん
だ
か
ら
も
う
撃
滅
し
た
と
思
っ
た
敵
の
砲
兵
が
全
然
衰
え

て
い
な
い
。
後
続
部
隊
は
壕
を
出
る
に
出
ら
れ
ず
…
…
わ
れ
わ
れ
も
射
す
く
め
ら
れ
た
よ
う
な
形
で
、
頭
も
上
げ
ら
れ
な
い
（
18
）

」
と
回
想
し

て
い
る
。

他
の
連
隊
も
似
た
り
よ
っ
た
り
の
苦
境
に
立
ち
、
夜
襲
に
切
り
か
え
て
川
又
を
め
ざ
し
た
が
、
守
る
ソ
軍
も
一
段
と
防
備
を
固
め
て
い

一
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表 2　日ソ両軍の砲兵力
Ⅰ　日本軍 （1939年 7 月23日現在）

ａ．部隊名 ｂ．砲種×砲数 ｃ．準備弾数 ｄ．7/23 ～ 7/25
の射耗

ｅ．最大射程
（ｍ） ｆ．目標

1　野重第 1連隊 96式15榴×16（ 2 ） 4,000 3,116 11,900 西岸

2　野重第 7連隊 92式10加×16（ 3 ） 4,800 4,562 18,200 〃

3 　穆稜重砲連隊 89式15加× 6 900 1,172 18,100 〃

4 　独立野砲第 1連隊 90式野砲× 8（ 1）
（75ミリ）

4,000 4,674 14,000 〃

5 　野砲第13連隊 38式75ミリ×24（ 4 ）
野砲

12,000 5,654 8,350 東岸

6　　　 〃 38式12榴×12 3,600 1,310 5,650 〃

計 29,300 20,488

15榴＝15センチ榴弾砲（曲射）　10加＝10センチ加農砲（平射）

出所：ｂ、ｃは『関東軍〈 1〉』、ｄは14年 7 月29日付関東軍参謀長発参謀次長、陸軍次官
宛関参三電481号（陸満密大日記）

注⑴　 1～ 3は重砲（計38門）、 4～ 5は軽砲（計44門）
⑵　ｃは各 5基数
⑶ 　他に連隊砲（41式75ミリ山砲）16門（定数）、大隊砲（92式70ミリ歩兵砲）24門（定
数）があった。

⑷　ｂの（　）は損耗
⑸　 1発当りの重量は15榴が31㎏、ｃの全弾量は296トン

Ⅱ　ソ連軍

ａ．部隊名（最大射程） 76ミリ野砲
（9,300ｍ）

122ミリ榴
（11,800）

152ミリ榴
（17,000）

152ミリ加
（30,000） 計

1．第82砲兵連隊 20 16 ─ ─

2．　　 〃 ─ 12 12 ─

3 ．第175砲兵連隊 8 16 ─ ─

4．第185砲兵連隊第Ⅲ大隊 ─ ─ ─ 12

5 ．第 5狙撃機関銃旅団砲
兵大隊

4 8 ─ ─

計 32 52 12 12 108

出所：ジューコフ最終報告書 p.640
　注⑴　他に60 ～ 70門の連隊砲があった。
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た
た
め
攻
め
あ
ぐ
ね
、
死
傷
約
三
千
人
の
犠
牲
を
払
っ
て
七
月
十
二
日
の
進
出
線
を
回
復
す
る
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
も
予
定

ど
お
り
三
日
間
の
砲
撃
は
つ
づ
け
ら
れ
た
が
、
ソ
軍
砲
兵
の
応
射
は
「
依
然
猛
威
を
奮
い
、
火
力
さ
ら
に
衰
え
ず
」（
二
十
四
日
の
小
松
原

日
記
）
だ
っ
た
。

さ
す
が
に
わ
が
砲
撃
効
果
に
疑
問
を
感
じ
た
の
か
、
二
十
五
日
に
は
気
球
を
揚
げ
て
空
か
ら
の
觀
測
を
試
み
た
が
、
飛
來
し
た
敵
戦
闘

機
に
觀
測
将
校
も
ろ
と
も
撃
墜
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
日
の
午
後
、
準
備
し
た
五
基
数
の
砲
弾
を
ほ
ぼ
撃
ち
終
っ
て
「
大
砲
兵
戦
」
は
打

ち
切
ら
れ
た
。
各
砲
兵
連
隊
は
砲
撃
続
行
を
願
っ
た
が
、
砲
弾
を
補
給
し
て
も
ら
え
る
あ
て
が
な
か
っ
た
の
で
、
自
然
休
止
と
い
う
形
に

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

戦
後
に
な
っ
て
も
砲
兵
団
の
参
戦
者
に
挫
折
感
は
あ
っ
て
も
、
敗
北
意
識
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
ま
ず
ま
ず
の
成
果
は
挙
げ
て
い
た
の

に
関
東
軍
の
都
合
で
打
ち
切
ら
さ
れ
た
と
い
う
思
い
が
残
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
畑
少
将
は
砲
兵
情
報
連
隊
の
測
定
分
析
を

援
用
し
て
、「
完
全
破
壊
を
確
認
し
た
敵
砲
数
は
24
門
、
他
に
損
傷
さ
せ
た
も
の
20
余
門
で
…
…
三
日
間
で
敵
砲
兵
戦
力
を
半
減
せ
し
め

た
（
19
）

」
の
に
対
し
、
わ
が
重
砲
の
損
失
は
2
門
の
み
だ
っ
た
と
強
調
す
る
。
明
言
は
し
な
い
が
、
一
種
の
勝
利
宣
言
と
み
な
せ
よ
う
。

野
重
1
の
三
嶋
連
隊
長
は
や
や
控
え
目
な
が
ら
、
日
本
の
「
判
定
勝
ち
（
20
）

」
と
評
し
て
い
る
が
、「
我
砲
兵
の
装
備
は
貧
弱
…
…
火
砲
の

射
程
に
於
て
も
我
劣
れ
り
」「
敵
の
遮
閉
砲
兵
の
位
置
の
捕
捉
は
不
十
分
に
し
て
…
…
与
え
た
る
損
害
は
恐
ら
く
僅
少
（
21
）

」（
砲
兵
団
高
級
部

員
の
正
木
義
人
大
佐
）
と
い
う
辛
口
の
反
省
も
あ
る
。

こ
こ
で
ソ
側
か
ら
見
た
砲
兵
戦
の
実
情
と
比
較
し
た
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
問
題
意
識
が
薄
か
っ
た
せ
い
か
、
情
報
は
乏
し
い
。
表
2

は
日
ソ
両
軍
の
参
加
部
隊
名
と
部
隊
別
の
砲
力
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
比
較
す
る
と
重
砲
（
10
セ
ン
チ
以
上
）
で
は
日
本
の
38
門
に
対

し
ソ
は
76
門
だ
か
ら
約
二
倍
で
あ
る
。
射
耗
弾
量
は
ソ
連
側
の
デ
ー
タ
を
得
ら
れ
な
い
が
、
わ
が
一
発
に
対
し
三
発
（
須
見
歩
26
連
隊
長
）

一
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あ
る
い
は
五
発
（
岩
田
大
尉
）
の
割
合
で
撃
ち
返
さ
れ
た
と
の
印
象
か
ら
お
よ
そ
の
規
模
を
察
し
う
る
（
22
）

。

し
か
も
弾
量
の
過
半
を
日
本
軍
の
歩
兵
部
隊
へ
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
失
地
回
復
を
狙
う
日
本
軍
の
攻
勢
を
阻
む
と
同
時
に
、
味
方
の

右
岸
橋
頭
堡
を
援
護
す
る
と
い
う
二
重
の
目
的
を
果
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
は
、
砲
兵
戦
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
淡
々
と

記
す
。敵

砲
兵
は
優
秀
な
測
量
隊
を
持
ち
、
航
空
写
真
も
活
用
し
て
精
度
の
高
い
地
図
（
2.5
万
分
の
1
）
を
準
備
し
た
。
わ
が
方
を
し
の
ぐ

長
射
程
の
重
砲
は
、
有
利
な
觀
測
地

と
射
撃
陣
地
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
に
、
訓
練
は
不
十
分
で
、
と
り
わ
け
歩
兵
と
の
連
係
は
拙
劣

だ
っ
た
。

七
月
二
十
三
日
に
敵
砲
兵
は
わ
が
重
砲
陣
の
破
砕
を
狙
っ
て
約
一
万
発
と
推
定
さ
れ
る
大
量
の
砲
弾
を
撃
ち
こ
ん
だ
が
、
ハ
ル
ハ
河

西
岸
に
沿
っ
た
15
〜
20
㎞
に
広
く
ば
ら
ま
か
れ
、
多
く
は
空
き
地
に
落
下
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
砲
兵
陣
地
を
標
定
で
き
な
か
っ
た
た
め

か
、
一
日
か
か
っ
て
も
敵
は
一
個
砲
兵
中
隊
も
制
圧
で
き
ず
、
歩
兵
（
東
岸
の
）
に
も
損
害
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
23
）

。

ど
う
や
ら
日
本
軍
砲
兵
は
高
レ
ベ
ル
の
砲
と
觀
測
器
材
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
ソ
軍
砲
兵
の
位
置
が
つ
か
め
ず
、
弾
着
修
正
も
で
き
ぬ

ま
ま
散
漫
な
探
り
撃
ち
に
終
始
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
地
形
上
の
弱

を
補
な
う
弾
着
觀
測
の
決
め
手
は
飛
行
機
し
か
な
か
っ
た
が
、

事
前
の
共
同
訓
練
も
せ
ず
、
空
地
の
通
信
連
絡
は
不
調
だ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
れ
で
も
飛
行
第
15
戦
隊
の
九
八
式
直
協
機
が
敵
地
上
空
に
飛
び
、
あ
る
重
砲
中
隊
の
砲
撃
に
対
し
上
か
ら
弾
着
修
正
を
試
み
た
。
だ

が
射
弾
が
そ
ろ
わ
ず
バ
ラ
バ
ラ
な
の
で
、
觀
測
将
校
が
「
そ
ん
な
ヘ
タ
な
射
撃
や
め
て
し
ま
え
（
24
）

」
と
無
線
で
ど
な
り
つ
け
帰
っ
て
き
た
と

一
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い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。

日
本
軍
は
空
き
地
に
砲
弾
を
バ
ラ
ま
い
た
と
い
う
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
の
觀
察
を
裏
書
き
す
る
も
の
だ
が
、
敵
戦
闘
機
や
高
射
砲
火
を

か
い
く
ぐ
っ
て
飛
ぶ
少
数
の
直
協
機
に
頼
っ
て
弾
着
修
正
を
や
ろ
う
と
す
る
手
法
に
む
り
が
あ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

半
年
後
に
大
本
営
研
究
班
の
主
任
と
し
て
戦
訓
調
査
に
当
っ
た
小
沼
治
夫
中
佐
は
そ
の
メ
モ
で
砲
兵
団
の
弱

を
、

1
．
距
離
遠
し
（
一
万
以
上
）。

2
．
我
低
敵
高
觀
測
困
難
、
飛
行
機
偵
察
、
気
球
お
と
さ
る
。

3
．
砲
兵
将
校
能
力
劣
る
。
射
向
1
キ
ロ
ひ
ろ
が
り
、（
砲
弾
が
）
集
ま
ら
ぬ
中
隊
あ
り
。

4
．
敵
砲
兵
予
備
陣
地
や
掩
砲
所
に
か
く
れ
る
。
牽
引
車
に
て
後
へ
さ
が
る

と
総
括
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
砲
兵
戦
の
結
末
に
も
っ
と
も
落
胆
の
思
い
を
味
わ
っ
た
の
は
、
小
松
原
師
団
長
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
は
七
月
二
十
六
日
の
日

記
に
悲
痛
の
思
い
を
こ
め
て
「
砲
兵
の
効
果
予
想
に
反
せ
り
…
…
何
等
砲
兵
の
助
力
を
予
期
せ
ず
し
て
（
歩
兵
の
）
攻
撃
続
行
せ
ざ
り
し

や
を
悔
む　

我
過あ
や
ま

て
り
」
と
書
き
入
れ
た
。

す
で
に
二
十
五
日
午
後
に
小
松
原
は
、
島
貫
関
東
軍
参
謀
が
持
参
し
た
築
城
実
施
の
前
日
付
軍
命
令
を
受
け
、「
膺
懲
の
目
的
を
達
し

た
」（
第
一
項
）
と
し
て
「
師
団
は
軍
命
令
に
よ
り
、
ハ
ル
ハ
河
右
岸
残
敵
掃
滅
の
完
成
を
待
つ
こ
と
な
く
、
速
や
か
に
爾
後
の
築
城
を
準

備
せ
ん
」（
第
二
項
）
と
す
る
二
三
師
作
命
甲
第
一
四
八
号
を
下
達
し
て
い
た
（
25
）

。

主
旨
は
や
や
つ
か
み
に
く
い
が
、
小
林
歩
兵
団
長
は
「
軍
の
方
針
一
変
し
て
、
力
攻
め
せ
ず
現
地
を
確
保
し
た
る
ま
ま
陣
地
構
築
を
開

始
す
る
（
26
）

」
と
い
う
守
勢
持
久
へ
の
転
換
と
受
け
と
っ
た
よ
う
だ
。

一
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で
は
砲
兵
戦
の
終
了
と
成
果
を
確
認
し
て
か
ら
で
も
お
そ
く
な
い
の
に
、
な
ぜ
関
東
軍
は
砲
兵
戦
の
第
二
日
目
と
い
う
早
い
段
階
で
新

方
針
を
打
ち
出
し
た
の
か
。
島
貫
は
の
ち
に
「
関
東
軍
と
し
て
は
砲
兵
戦
を
開
始
す
る
前
か
ら
、
一
段
落
し
た
あ
と
ど
う
す
る
か
を
考
え
、

成
否
に
関
わ
り
な
く
越
冬
の
た
め
の
築
城
を
檢
討
し
て
い
た
の
だ
（
27
）

」
と
弁
明
す
る
。

た
し
か
に
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
の
夏
は
四
〇
度
前
後
の
酷
熱
だ
が
、
典
型
的
な
大
陸
性
気
候
の
た
め
八
月
末
に
な
る
と
深
夜
は
零
度
以
下
ま

で
冷
え
こ
む
の
も
珍
し
く
な
い
。
夏
服
で
鉄
条
網
も
張
ら
れ
て
い
な
い
粗
末
な
壕
内
に
身
を
置
き
、
戦
っ
て
い
る
兵
士
た
ち
の
越
冬
対
策

を
そ
ろ
そ
ろ
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
季
節
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
場
合
、
ハ
イ
ラ
ル
地
区
か
少
な
く
と
も
将
軍
廟
付
近
ま
で
退
い
て
、
耐
寒
設
備
の
あ
る
兵
舎
に
収
容
す
る
の
が
常
識
的
だ
っ
た
ろ

う
。
駐
ソ
大
使
館
付
の
土
居
駐
在
武
官
が
「
ハ
ル
ハ
河
よ
り
適
宜
離
隔
せ
る
位
置
に
、
至
短
時
間
に
最
も
堅
固
な
る
陣
地
を
構
築
（
28
）

」
す
べ

き
だ
と
進
言
し
た
の
も
、
そ
れ
を
示
唆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
防
勢
に
立
つ
の
な
ら
、
敵
の
砲
撃
圏
内
に
築
城
す
る
の
は
非
常
識
に

す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
係
爭
中
の
「
右
岸
地
区
を
確
保
す
る
こ
と
絶
対
必
要
な
り
（
29
）

」
と
決
意
し
て
い
た
関
東
軍
に
は
、
そ
の
種
の
選
択
は
あ
り
え
な

か
っ
た
。
島
貫
が
伝
達
し
た
築
城
命
令
も
、「
砲
兵
戦
に
よ
っ
て
敵
砲
兵
が
撃
滅
さ
れ
る
こ
と
（
30
）

」
を
前
提
に
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
そ

の
後
の
築
城
が
中
途
半
端
の
ま
ま
、
ソ
軍
の
八
月
攻
勢
を
迎
え
た
の
も
不
可
避
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
現
進
出
線
か
ら
引
き
退
る
こ
と
な
し
に
「
諸
隊
は
依
然
前
任
務
を
続
行
す
べ
し
」（
前
出
の
作
命
甲
一
四
八
号
）
と
命
じ

ら
れ
、
疲
れ
は
て
た
第
二
十
三
師
団
の
兵
士
た
ち
は
、
左
岸
重
砲
の
砲
火
を
し
の
ぎ
つ
つ
右
岸
に
張
り
つ
い
て
い
る
ソ
蒙
軍
と
戦
い
、
合

い
間
を
縫
っ
て
冬
営
用
の
築
城
工
事
を
進
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
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嵐
の
前
の
静
け
さ
？

予
定
量
の
砲
弾
を
撃
ち
つ
く
し
て
攻
勢
を
休
止
し
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
日
本
軍
に
は
、
し
ば
し
閑
散
の
日
々
が
訪
れ
た
か
に
思
え
た
。

小
松
原
日
記
に
は
「
噂
さ
れ
し
八
月
攻
勢
の
企
図
も
見
え
ず
。
戦
線
概
し
て
平
穏
な
り
」（
八
月
五
日
）、「
戦
線
平
穏
」（
同
十
二
日
）
の

よ
う
な
記
事
が
散
見
す
る
。
小
林
少
将
も
「
砲
撃
閑
散
な
り
。
本
日
よ
り
砲
兵
爆
薬
の
使
用
、
野
砲
は
一
門
十
五
発
、
九
〇
式
野
砲
は
五

発
、
そ
の
他
重
砲
は
十
五
発
内
外
に
制
限
さ
る
」（
七
月
二
十
九
日
）
と
書
い
て
い
る
。

実
は
ソ
蒙
側
に
と
っ
て
こ
の
三
週
間
余
は
休
息
ど
こ
ろ
か
、
八
月
二
十
日
の
大
攻
勢
発
動
に
向
け
た
諸
準
備
の
仕
あ
げ
過
程
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
と
覚
ら
れ
ぬ
た
め
の
配
慮
は
忘
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
築
城
工
事
を
妨
害
す
る
か
の
よ
う
に
、
第
一
線
陣
地
へ
の
砲
撃
は
続

行
す
る
が
重

な
し
に
万
遍
な
く
ば
ら
ま
い
て
い
た
。

八
月
四
日
か
ら
ノ
ロ
高
地
の
守
備
に
つ
い
て
い
た
長
谷
部
支
隊
の
あ
る
中
隊
長
は
、「
小
丘
の
斜
面
に
各
個
掩
体
を
構
築
、
來
る
日
も

來
る
日
も
、
敵
の
砲
弾
下
…
…
但
し
こ
の
砲
弾
は
数
知
れ
ず
で
し
た
が
、
中
隊
は
一
名
の
損
害
も
出
さ
な
か
っ
た
。
な
ん
で
こ
ん
な
無
駄

弾
を
撃
つ
の
か
（
31
）

」
と
、
敵
の
意
図
を
は
か
り
か
ね
て
い
た
。

ま
た
主
と
し
て
ノ
ロ
高
地
を
焦

に
ホ
ル
ス
テ
ン
南
岸
へ
、
戦
車
を
伴
う
歩
兵
が
局
地
攻
勢
を
二
度
（
八
月
一
〜
二
日
と
七
〜
八
日
）
に

わ
た
り
仕
掛
け
、
陣
地
を
固
守
す
る
日
本
軍
と
激
戦
を
交
え
て
い
る
。

長
谷
部
支
隊
の
戦
記
は
「
五
日
か
ら
八
日
ま
で
猛
攻
撃
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
都
度
こ
っ
ぴ
ど
く
撃
退
さ
れ
…
…
以
後
十
九
日
ま
で

は
陣
地
奪
取
ま
で
の
積
極
的
攻
撃
は
み
せ
ず
…
…
十
七
日
頃
に
は
ピ
ア
ノ
鋼
線
の
鉄
条
網
を
は
り
め
ぐ
ら
せ
た
数
線
の
陣
地
を
作
り
あ
げ

た
（
32
）

」
と
記
す
が
、
ソ
軍
は
威
力
偵
察
を
兼
ね
、
後
日
の
足
が
か
り
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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シ
ュ
テ
ル
ン
が
「
ハ
ン
ニ
バ
ル
に
よ
る
カ
ン
ネ
ー
包
囲
戦
の
再
現
（
33
）

」
と
揚
言
し
た
大
規
模
な
両
翼
包
囲
作
戦
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
日

本
軍
を
現
在
位
置
に
ひ
き
と
め
、「
生
か
さ
ず
殺
さ
ず
」
の
状
態
で
あ
や
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

情
報
工
作
の
分
野
で
ソ
連
が
仕
掛
け
た
布
石
は
他
に
も
あ
る
。
ひ
と
つ
は
八
月
攻
勢
の
切
迫
を
、
ハ
ル
ビ
ン
特
務
機
関
に
潜
入
さ
せ
て

い
た
工
作
員
を
通
じ
、
日
本
側
の
情
報
機
関
に
キ
ャ
ッ
チ
さ
せ
る
手
法
だ
。

「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
に
は
「
七
月
中
旬
軍
参
謀
部
第
二
課
は
敵
が
八
月
中
旬
を
期
し
攻
勢
を
執
る
の
企
図
あ
り
此
の
情
報
に
関

連
し
、
⑴
八
月
十
四
日
を
期
し
て
行
わ
れ
る
べ
し
、
⑵
敵
の
現
地
指
揮
官
は
準
備
未
完
了
を
理
由
と
し
之
が
延
期
を
申
し
出
で
あ
り
、
⑶

補
給
困
難
の
爲
敵
は
悲
鳴
を
挙
げ
つ
つ
あ
り
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
⑴
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
八
月
上
旬
、
五
〜
一
〇
日
、
中
旬
な
ど
ま
ち
ま
ち
の
情
報
が
流
れ
た
が
、
⑵
⑶
は
大
し
た
規
模
に

は
な
る
ま
い
と
緊
張
感
を
ゆ
る
め
る
作
用
を
果
し
た
。
不
可
解
な
の
は
関
東
軍
司
令
部
が
攻
勢
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
正
面
で
は
な
く
他
正
面
、

と
く
に
東
部
満
州
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
心
を
深
め
た
こ
と
で
あ
る
。

引
金
に
な
っ
た
の
は
チ
チ
ハ
ル
に
近
い
フ
ラ
ル
キ
鉄
橋
が
、
七
月
十
六
日
の
未
明
に
爆
撃
さ
れ
た
事
件
で
、
わ
ず
か
一
機
が
数
発
を
投

じ
た
だ
け
で
鉄
橋
に
被
害
は
な
か
っ
た
が
、
関
東
軍
は
過
敏
に
反
応
す
る
（
34
）

。

東
部
国
境
の
動
き
か
ら
「
蘇
極
東
全
軍
は
動
員
せ
ら
れ
た
り
（
35
）

」
と
判
断
し
た
関
東
軍
司
令
部
は
全
満
に
戦
時
防
空
令
を
発
動
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
東
満
の
第
二
、
第
四
師
団
等
を
応
急
派
兵
に
よ
り
国
境
地
区
へ
推
進
し
た
。

植
田
関
東
軍
司
令
官
は
在
チ
チ
ハ
ル
の
第
七
師
団
主
力
を
ハ
イ
ラ
ル
ま
で
前
進
さ
せ
た
ら
ど
う
か
と
提
言
し
た
り
、
秦
ハ
ル
ビ
ン
特
務

機
関
長
や
大
本
営
第
一
部
か
ら
も
同
様
の
提
言
が
届
い
て
い
た
が
、
他
正
面
の
危
機
感
に
駆
ら
れ
た
の
か
、
関
東
軍
作
戦
課
は
こ
と
ご
と

く
握
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
。

一
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そ
し
て
既
設
陣
地
を
守
り
つ
づ
け
る
第
二
十
三
師
団
に
対
し
て
は
、
死
傷
者
の
穴
埋
め
に
全
満
の
各
部
隊
か
ら
抜
い
た
四
千
人
余
の
補

充
兵
を
送
り
、
ハ
イ
ラ
ル
要
塞
の
守
備
に
つ
い
て
い
た
第
八
国
境
守
備
隊
（
八
国
）
か
ら
歩
兵
二
個
大
隊
基
幹
の
長
谷
部
支
隊
（
約
一
五
〇
〇

人
）
を
派
遣
す
る
程
度
で
す
ま
せ
た
。
一
個
師
団
の
担
任
正
面
は
七
〜
八
㎞
と
い
う
の
が
兵
術
常
識
だ
っ
た
の
に
、
北
は
フ
イ
高
地
か
ら

バ
ル
西
高
地
を
経
て
南
は
ノ
ロ
高
地
に
至
る
三
七
㎞
の
薄
い
一
線
を
守
ら
せ
、
拠

間
は
「
象
も
通
り
抜
け
る
」
ほ
ど
隙
間
だ
ら
け
の
ま

ま
八
月
二
十
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

関
東
軍
作
戦
課
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
の
防
御
固
め
に
不
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
砲
兵
戦
が
期
待
外
れ
に
終
っ
て
も
こ
り
る
こ
と
な
く
、
今

一
度
攻
勢
を
と
っ
て
ハ
ル
ハ
右
岸
の
敵
を
一
掃
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
捨
て
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

な
か
で
も
服
部
参
謀
は
九
月
上
旬
に
ハ
ル
ハ
左
岸
へ
渡
っ
て
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
部
の
あ
る
ハ
マ
ル
ダ
バ
を
占
領
し
た
ま
ま
越
冬
し
よ

う
と
す
る
奇
策
を
提
案
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
厳
冬
期
の
き
び
し
さ
を
知
る
辻
参
謀
の
反
対
で
流
れ
た
が
、
攻
勢
を
右
岸
に
と
ど
め
敵
を

一
掃
し
た
の
ち
一
部
で
右
岸
を
守
り
、
主
力
は
後
方
で
越
冬
さ
せ
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
処
理
要
綱
」（
8
月
12
日
付
）

を
定
め
、
第
二
十
三
師
団
長
に
も
下
達
し
た
（
36
）

。
予
兆
め
い
た
情
報
が
空
振
り
に
終
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
八
月
攻
勢
の
有
無
は
い
つ
し
か

彼
ら
の
念
頭
か
ら
消
え
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

折
か
ら
、
関
東
軍
の
注
意
力
を
そ
ら
せ
る
も
う
ひ
と
つ
の
事
態
が
起
き
た
。
中
間
指
揮
機
構
と
し
て
の
第
六
軍
の
新
設
で
あ
る
。

第
六
軍
の
新
設

既
設
の
中
間
司
令
部
と
し
て
は
、
東
満
州
担
当
の
第
三
軍
と
第
五
軍
、
北
満
州
担
当
の
第
四
軍
が
あ
り
、
大
本
営
は
か
ね
て
か
ら
ハ
イ

ラ
ル
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
な
ど
の
北
西
方
面
を
受
け
も
つ
第
六
軍
の
新
設
を
予
定
し
て
い
た
。
そ
れ
を
早
め
て
八
月
四
日
付
の
大
陸
命
で
編
成

一
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し
た
理
由
に
つ
い
て
稲
田
作
戦
課
長
は
、
戦
場
の
作
戦
指
揮
を
新
設
軍
に
委
せ
、
関
東
軍
に
は
大
局
的
視
野
に
立
っ
た
事
件
の
早
期
収
拾

を
望
ん
だ
か
ら
だ
と
說
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
期
待
外
れ
に
終
っ
た
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。

第
一
は
、
新
設
軍
の
幹
部
に
適
材
を
そ
ろ
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
軍
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
荻お
ぎ

洲す

立
兵
中
将
は
前
職
が
徐
州
会

戦
で
勇
名
を
は
せ
た
第
十
三
師
団
長
で
、「
精
力
的
、
積
極
的
で
一
部
の
人
々
に
は
名
誉
欲
の
強
い
人
物
（
37
）

」（
ク
ッ
ク
ス
）
と
評
さ
れ
て
い
た
。

歩
兵
か
ら
航
空
へ
転
科
し
朝
鮮
の
飛
行
団
長
か
ら
転
じ
て
き
た
参
謀
長
の
藤
本
鉄
熊
少
将
や
新
任
の
参
謀
（
五
人
）
の
う
ち
、
関
東
軍
に

勤
務
し
て
満
州
に
土
地
勘
を
持
つ
者
は
、
高
級
参
謀
の
浜
田
寿す

栄え

雄お

大
佐
だ
け
で
あ
っ
た
。
新
京
の
関
東
軍
司
令
部
に
は
二
十
数
人
の
参

謀
が
勤
務
し
て
い
た
の
に
一
人
と
し
て
横
す
べ
り
し
た
者
が
い
な
か
っ
た
の
は
、
戦
闘
継
続
中
の
人
事
と
し
て
は
理
解
し
に
く
い
。

第
二
は
、
第
六
軍
に
編
入
さ
れ
た
部
隊
が
、
戦
力
が
半
減
し
て
い
る
第
二
十
三
師
団
と
第
八
国
境
守
備
隊
、
ハ
イ
ラ
ル
第
一
、
同
第
二

陸
軍
病
院
だ
け
と
い
う
貧
弱
な
陣
容
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
八
国
か
ら
抽
出
し
た
長
谷
部
支
隊
は
、
す
で
に
第
二
十
三
師
団
へ
配

属
さ
れ
、
八
月
四
日
か
ら
ノ
ロ
高
地
の
守
備
に
つ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
追
加
兵
力
は
ゼ
ロ
も
同
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

荻
洲
軍
司
令
官
ら
は
八
月
十
二
日
、
初
度
巡
視
に
赴
き
小
松
原
師
団
長
や
小
林
歩
兵
団
長
ら
と
会
談
し
た
さ
い
、
将
軍
廟
へ
戦
闘
司
令

所
を
出
そ
う
か
と
檢
討
し
た
。
し
か
し
司
令
部
直
属
の
通
信
班
や
護
衛
兵
さ
え
い
な
い
の
で
、
指
揮
連
絡
に
不
便
す
ぎ
る
と
判
断
し
て
、

翌
日
に
は
司
令
部
の
位
置
と
決
め
た
ハ
イ
ラ
ル
へ
戻
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
後
も
新
設
早
々
の
繁
忙
さ
に
ま
ぎ
れ
、
参
謀
さ
え
派
遣
し
な
い
ま
ま
一
週
間
後
に
ソ
軍
の
大
攻
勢
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、

ジ
ュ
ー
コ
フ
か
ら
日
本
軍
の
幹
部
は
休
暇
を
と
っ
て
二
〇
〇
キ
ロ
後
方
の
ハ
イ
ラ
ル
で
遊
ん
で
い
た
、
と
か
ら
か
わ
れ
る
。

増
援
兵
力
や
装
備
な
ど
の
「
お
土
産
」
を
持
参
し
な
い
上
級
司
令
部
が
、
下
級
部
隊
か
ら
と
か
く
冷
眼
視
さ
れ
る
現
象
は
珍
し
く
な
い
。

荻
洲
の
初
度
巡
視
に
立
ち
会
っ
た
小
林
歩
兵
団
長
が
、
日
記
に
「
休
憩
所
に
て
酒
を
催
促
さ
れ
、
ち
ょ
っ
と
面
く
ら
え
り
（
38
）

」
と
さ
り
げ
な

一
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く
書
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
第
一
線
指
揮
官
た
ち
が
新
軍
司
令
官
に
抱
い
た
微
妙
な
異
和
感
が
見
て
と
れ
る
。
第
六
軍
も
せ
め
て
在

チ
チ
ハ
ル
の
第
七
師
団
主
力
を
投
入
し
て
く
れ
と
関
東
軍
へ
要
請
す
る
が
、
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
八
月
下
旬
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

第
三
に
、
関
東
軍
参
謀
た
ち
は
「
破
れ
そ
う
な
茅
屋
を
、
雨
漏
り
の
ま
ま
で
譲
る
（
39
）

」
こ
と
に
後
め
た
い
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
、
口
出

し
は
遠
慮
す
る
と
い
う
建
前
論
で
、
満
足
な
引
き
つ
ぎ
も
せ
ず
厄
介
な
仕
事
は
新
設
軍
に
丸
投
げ
し
て
し
ま
う
。
う
る
さ
い
ほ
ど
現
地
を

往
來
し
て
い
た
辻
参
謀
も
、
ぱ
っ
た
り
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
。
似
た
よ
う
な
断
絶
は
第
二
十
三
師
団
や
第
一
線
部
隊
と
の
間
に
も
起
き
、

結
果
的
に
五
万
余
の
大
兵
力
、
九
百
両
に
近
い
戦
車
・
装
甲
車
を
結
集
し
た
敵
の
大
攻
勢
を
当
日
朝
ま
で
気
づ
か
ぬ
失
態
を
招
く
が
、
予

兆
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

直
前
の
数
日
、
戦
場
一
帯
は
「
嵐
の
前
の
静
け
さ
」
を
思
わ
せ
た
。
長
谷
部
支
隊
の
「
今
日
の
戦
線
は
久
し
ぶ
り
に
静
か
」（
十
八
日
）

「
今
日
も
戦
場
は
静
か
だ
」（
十
九
日
）、
九
〇
野
砲
部
隊
の
「
銃
声
も
な
く
実
に
平
穏
な
日
」（
十
九
日
）
式
の
の
ん
び
り
し
た
記
録
が
目

に
つ
く
。

そ
の
な
か
で
ノ
ロ
高
地
東
南
方
を
守
っ
て
い
た
歩
71
は
、
ハ
ル
ハ
河
南
方
を
北
進
す
る
敵
機
甲
部
隊
の
動
き
に
気
づ
き
「
わ
が
左
翼
を

包
囲
す
る
企
図
確
実
（
40
）

」（
十
八
日
）
と
見
破
っ
て
い
る
が
、
師
団
司
令
部
が
反
応
し
た
気
配
は
な
い
。

航
空
偵
察
も
悪
天
候
の
た
め
不
活
発
で
八
月
十
日
以
後
は
ほ
と
ん
ど
飛
ん
だ
記
録
が
な
い
が
、
天
候
が
回
復
し
た
十
九
日
に
、
飛
行
11

戦
隊
の
滝
山
中
尉
編
隊
が
タ
ム
ス
ク
│
川
又
間
の
道
路
沿
い
に
約
七
〇
〇
両
の
車
両
部
隊
を
発
見
し
た
。
飛
行
15
戦
隊
の
軍
偵
も
十
九
日

午
後
、
ハ
ル
ハ
河
南
渡
付
近
と
フ
イ
高
地
周
辺
に
敵
大
部
隊
を
発
見
、
大
泉
大
尉
は
ハ
サ
ミ
状
の
包
囲
隊
形
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
報
告

し
た
が
、
や
は
り
飛
行
集
団
か
ら
の
警
報
を
、
第
六
軍
や
第
二
十
三
師
団
が
深
刻
に
受
け
と
め
た
よ
う
す
は
な
さ
そ
う
だ
（
41
）

。

つ
い
で
に
八
月
二
十
日
の
大
攻
勢
に
対
す
る
日
本
側
の
最
初
の
代
表
的
な
反
応
を
、
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

一
一
〇



第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
六
五
）

⑴
歩
71
戦
闘
詳
報
「
本
早
期
以
來
敵
は
全
線
に
わ
た
り
攻
勢
に
転
移
せ
り
」（
20
日
）

⑵
独
立
野
砲
1
連
隊
「
本
日
は
敵
の
総
攻
撃
な
ら
ん
（
42
）

」（
20
日
）

⑶
小
松
原
日
記
「
敵
軍
全
線
攻
勢
開
始
…
…
工
事
を
中
止
し
…
…
爾
後
の
攻
勢
を
準
備

0

0

0

0

0

す
」（
20
日
）

⑷
浜
田
第
六
軍
参
謀
「
い
よ
い
よ
ソ
の
反
攻
と
判
断
し
た
が
、
第
七
師
団
の
派
遣
を
要
請
す
る
の
に
三
日
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
（
43
）

。」

⑸
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
「
遺
憾
な
が
ら
（
事
前
に
）
何
等
の
情
報
を
得
る
こ
と
な
く
…
…
我
の
最
も
好
期
に
敵
が
攻
勢
に
転
じ
た
る
も

の
に
し
て
此
の
機
会
に
於
て
敵
を
捕
捉

0

0

0

0

し
得
る
も
の
と
信
じ
た
り
」

⑹
西
浦
進
中
佐
（
陸
軍
省
軍
事
課
）「
ソ
の
大
攻
勢
を
知
り
第
二
課
へ
飛
ん
で
い
く
と
、
こ
れ
は
却
っ
て
我
方
か
ら
の
逆
包
囲
の
好
機

0

0

0

0

0

0

を
与

え
る
も
の
だ
と
楽
觀
し
て
い
た
…
…
翌
日
の
朝
、
敵
の
大
攻
勢
で
総
崩
れ
と
（
44
）

」

傍

部
分
を
見
て
い
く
と
、
小
松
原
師
団
長
は
七
月
末
か
ら
八
月
上
旬
に
か
け
て
、
関
東
軍
か
ら
命
じ
ら
れ
た
攻
勢
移
転
構
想
が
棚
上

げ
さ
れ
た
あ
と
も
、
ま
だ
未
練
を
残
し
て
い
た
こ
と
、
関
東
軍
と
大
本
営
の
作
戦
参
謀
た
ち
は
い
ず
れ
も
ソ
蒙
軍
の
戦
力
を
軽
視
し
、
反

撃
し
て
逆
包
囲
す
る
好
機
だ
と
楽
觀
し
て
い
た
よ
う
す
が
わ
か
る
。
そ
の
夢
は
数
日
も
し
な
い
う
ち
に
打
ち
砕
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

目
を
転
じ
て
ソ
連
側
か
ら
見
た
大
攻
勢
の
お
膳
立
て
ぶ
り
を
眺
め
て
み
た
い
。

八
月
攻
勢
の
発
動

八
月
攻
勢
を
「
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
傑
作
」（Z

hukov's M
aster P

iece

）
と
形
容
し
た
ク
ッ
ク
ス
博
士
は
、
著
書
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
草
原
の

日
ソ
戦
』
で
、
感
慨
を
こ
め
て
「
日
本
と
ソ
連
の
資
料
は
、
次
の
二

で
は
珍
ら
し
く
も
一
致
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
九
三
九
年
八

一
一
一
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月
二
十
日
（
日
曜
）
が
快
晴
で
あ
っ
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ソ
連
軍
が
破
竹
の
勢
い
で
、
戦
端
を
開
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
45
）

」
と
書
き

だ
し
た
あ
と
、「
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
作
戦
運
用
は
…
…
周
到
な
準
備
、
詳
細
に
わ
た
る
偵
察
、
指
令
系
統
の
明
確
化
、
優
秀
な
通
信
連
絡
、

そ
し
て
兵
站
上
の
困
難
な
問
題
を
事
前
に
片
づ
け
て
お
い
た
こ
と
だ
っ
た
（
46
）

」
と
、
最
大
級
の
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
。

勝
敗
は
戦
端
を
開
く
前
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
と
の
結
論
に
筆
者
も
共
感
す
る
が
、
日
ソ
両
軍
の
比
較
で
き
わ
だ
つ
の
は
兵
站
問
題
の
格

差
だ
ろ
う
。
日
本
側
の
利

は
鉄
道
端
末
か
ら
戦
場
ま
で
の
距
離
が
短
か
い
の
に
対
し
、
弱

は
国
力
差
ば
か
り
で
な
く
大
本
営
と
の
不

和
が
影
響
し
て
、
関
東
軍
が
手
持
ち
の
兵
力
、
資
材
の
範
囲
内
で
賄
お
う
と
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
ソ
連
軍
は
中
央
の
積
極
的
支
持
を
受
け
、
三
か
月
近
く
に
わ
た
り
一
貫
し
て
兵
力
の
集
中
と
補
給
物
資
の
蓄
積
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
弱

も
あ
っ
た
。
骨
幹
と
な
る
補
給
ル
ー
ト
は
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
端
末
で
あ
る
ボ
ル
ジ
ア
＝
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
ス

ク
（
ソ
蒙
国
境
）
か
ら
バ
イ
ン
ト
ゥ
メ
ン
、
タ
ム
ス
ク
を
経
て
ハ
ル
ハ
河
に
至
る
約
七
〇
〇
㎞
の
未
舗
装
道
路
で
、
別
に
キ
ャ
フ
タ
か
ら

首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
を
経
て
タ
ム
ス
ク
に
至
る
ル
ー
ト
も
補
助
的
に
利
用
さ
れ
た
。

補
給
業
務
の
過
半
は
チ
タ
に
司
令
部
を
置
く
ザ
バ
イ
カ
ル
軍
管
区
が
引
き
受
け
た
が
、
責
任
者
の
シ
ュ
テ
ル
ン
は
「
は
か
り
し
れ
ぬ
ほ

ど
の
困
難
な
仕
事
だ
っ
た
（
47
）

」
と
強
調
し
、
そ
の
理
由
を
東
部
モ
ン
ゴ
ル
の
荒
涼
地
に
は
羊
肉
を
除
き
、
現
地
補
給
の
で
き
る
物
資
が
皆
無

だ
っ
た
か
ら
だ
と
說
明
し
て
い
る
。

攻
勢
の
た
め
必
要
な
砲
弾
、
爆
弾
、
燃
料
な
ど
約
四
万
ト
ン
を
輸
送
す
る
た
め
ト
ラ
ッ
ク
約
五
千
両
（
コ
ン
テ
ナ
ー
車
、
タ
ン
ク
車
を
ふ

く
む
）
が
必
要
な
の
に
当
初
は
二
六
〇
〇
両
の
手
持
ち
し
か
な
く
、
途
中
か
ら
一
五
〇
〇
両
を
追
加
し
て
も
ら
っ
た
が
、
な
お
不
足
で
狙

撃
師
団
の
一
部
は
数
百
キ
ロ
を
徒
歩
行
軍
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
48
）

。

こ
れ
を
日
本
側
の
補
給
力
と
比
べ
て
み
よ
う
。
自
動
車
第
一
連
隊
の
戦
闘
詳
報
な
ど
に
よ
る
と
、
ト
ラ
ッ
ク
の
動
員
数
は
六
月
段
階
で

一
一
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六
〇
〇
両
だ
っ
た
が
、
七
月
に
は
一
〇
〇
〇
両
（
可
動
七
五
〇
）
に
ふ
え
た
。
八
月
に
入
る
と
、
満
鉄
か
ら
三
〇
〇
両
な
ど
が
加
わ
っ
て

二
〇
〇
〇
両
と
な
り
、
日
量
一
五
〇
〇
ト
ン
の
輸
送
力
を
確
保
し
た
と
い
う
（
49
）

。
八
月
一
日
頃
の
ソ
軍
の
補
給
日
量
一
九
五
〇
ト
ン
と
比
べ

て
大
差
は
な
い
。

日
本
側
は
ハ
イ
ラ
ル
〜
将
軍
廟
間
を
二
日
で
往
復
し
た
の
に
対
し
、
ソ
連
側
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
無
灯
火
の
ト
ラ
ッ
ク
で
七
〇
〇
キ
ロ
を

五
日
か
け
て
往
復
し
た
の
で
、
条
件
は
は
る
か
に
ハ
ー
ド
で
、
補
給
に
か
ら
む
苦
情
や
催
促
は
日
本
側
に
も
傍
受
さ
れ
て
い
る
。
と
も
あ

れ
ソ
軍
は
少
な
か
ら
ぬ
障
害
を
克
服
し
て
攻
勢
開
始
ま
で
に
、
必
要
と
す
る
兵
力
と
物
資
を
何
と
か
確
保
し
た
と
言
え
そ
う
だ
。

こ
う
し
て
総
兵
力
は
七
月
末
い
ら
い
第
6
戦
車
旅
団
、
第
57
狙
撃
師
団
、
第
二
一
二
空
挺
旅
団
な
ど
新
鋭
の
約
一
万
八
千
人
を
加
え
て

三
個
狙
撃
師
団
を
基
幹
に
五
万
二
千
人
、
火
砲
四
八
七
門
、
戦
車
・
装
甲
車
八
二
三
両
に
達
し
た
が
（
表
3
参
照
）、
日
本
軍
に
な
い
戦

車
・
装
甲
車
で
は
圧
倒
的
に
優
勢
と
は
い
え
、
攻
者
三
倍
原
則
を
考
慮
す
る
と
、
約
五
万
と
推
定
（
実
際
は
二
万
前
後
）
し
た
日
本
の
歩
兵

戦
力
に
対
し
て
十
分
と
は
思
え
な
か
っ
た
（
50
）

。
そ
れ
を
意
識
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
と
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
急
襲
と
両
翼
包
囲
の
達
成
を
め
ざ
し
慎

重
な
準
備
計
画
を
練
る
。

す
べ
て
の
事
前
準
備
、
と
く
に
発
動
日
は
厳
秘
と
さ
れ
た
。
ソ
軍
は
受
身
で
防
御
陣
地
の
強
化
に
忙
し
い
と
思
わ
せ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な

偽
装
工
作
を
考
案
し
た
。
七
月
末
か
ら
準
備
し
た
最
終
的
な
作
戦
計
画
書
は
八
月
十
七
日
夜
に
完
成
、「
八
月
二
十
日
の
朝
、
第
一
集
団

軍
部
隊
は
、
ハ
ル
ハ
河
と
国
境
線

0

0

0

と
の
間
の
モ
ン
ゴ
ル
領
土
に
て
日
満
軍
を
包
囲
し
、
完
全
に
殲
滅
さ
せ
る
目
的
で
決
戦
に
移
る
（
51
）

」
と
の

指
令
が
各
級
指
揮
官
へ
下
達
さ
れ
た
。

こ
こ
で
言
う
国
境
線

0

0

0

と
は
ソ
蒙
が
主
張
し
て
き
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
西
側
を
南
北
に
走
る
線
を
指
す
。
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
国

防
相
は
、
そ
れ
を
進
出
の
限
界
線
と
す
る
よ
う
厳
命
し
て
き
た
た
め
、
最
終
段
階
で
作
戦
計
画
を
修
正
し
た
と
さ
れ
る
（
52
）

。

一
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表 3　ソ蒙軍兵力の一覧
（1939年8月20日現在）

部　隊　名 兵　員 火　砲 戦　車 装甲車 対戦車砲

北
部
集
団
（
シ
ェ
フ
ニ
コ
フ
大
佐
）

モンゴル 6ＫＤ（15，17） 8 18 6

（212空挺旅）

（ 9装甲旅）

（ 6戦車旅第 4大隊）

狙601連隊（82Ｄ）

7装甲旅 1,624 10 ─ 83 ─

11戦車旅（ 2大隊） 3,776 11 200（122） 22 ─

87ＡＴＫ大隊 273 18

支援重砲 60
（
ペ
ト
ロ
フ
大
佐
）

中
部
集
団

36Ｄ（24，149） 6,103 48 ─ 36 20

82Ｄ（602，603） 10,724 65 17 ─ 33

5 狙撃旅団 2,534 8 ─ 43 22

支援重砲 96

南
部
集
団
（
ポ
タ
ポ
フ
大
佐
）

57Ｄ（293，127，80） 11,816 44 14 15 33

11戦車旅（ 1大隊）

6戦車旅 2,622 4 202（78） 26 6

8 装甲旅 1,531 5 78

（狙 1連隊）

37ＡＴＫ大隊 300 18

モンゴル 8ＫＤ（22、23） 8 18 6

支援重砲 72

予　
　
　

備

212空挺旅 899 ─ ─ ─ 17

6 戦車旅第 4大隊 6

9 装甲旅 1,809 8 ─ 82（12） 4

185砲連隊 1,731 33（重砲） ─ ─ ─

狙 1連隊（152Ｄ） 2,838 12 ─ ─ 6

計（その他共） 51,950 220 438 385 180

出所：コロミーエツ p.101、ジューコフ報告書 p.641
　　　Ｄ＝師団（カッコは狙撃連隊名）、ＫＤ＝騎兵師団、ＡＴＫ＝対戦車砲
⑴モンゴル 6ＫＤと 8ＫＤの兵員は計2,260人
⑵戦車、装甲車のカッコ内は損失数
⑶シュテルン報告書によれば、総兵力は騎兵20中隊、歩兵37大隊、砲兵127中隊
⑷部隊名をカッコで示したものは 8月21日以後の参戦を示す
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二
日
前
に
は
無
線
封
止
、
前
日
は
砲
撃
休
止
が
命
じ
ら
れ
、
ハ
ル
ハ
河
を
渡
り
発
進

に
向
け
て
各
部
隊
が
最
終
移
動
し
た
の
は
前
日

夜
、
兵
士
た
ち
が
発
動
時
刻
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
三
時
間
前
と
い
う
念
の
入
れ
方
だ
っ
た
。
天
候
も
幸
運
を
運
ん
だ
。
二
十
日
朝
は
か
な

り
濃
い
朝
霧
で
部
隊
の
初
動
段
階
を
隠
し
、
ま
も
な
く
快
晴
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

南
北
55
㎞
に
及
ぶ
進
攻
正
面
は
、
北
部
、
中
部
（
ホ
ル
ス
テ
ン
川
を
挟
む
両
側
）、
南
部
の
三
集
団
に
分
割
さ
れ
た
。
主
要
部
隊
名
と
兵

力
・
装
備
は
表
3
に
示
し
た
。
概
数
で
1
万
、
2
万
、
2
万
と
い
う
配
分
だ
が
、
中
部
が
砲
撃
主
体
の
引
き
つ
け
役
を
果
し
、
最
左
翼
と

最
右
翼
の
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
師
団
が
対
す
る
満
州
国
軍
を
拘
束
し
て
い
る
間
に
、
北
翼
と
南
翼
に
配
し
た
機
甲
部
隊
を
最
外
側
か
ら
迂
回
さ

せ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
で
連
接
し
て
包
囲
環
を
形
成
す
る
の
が
第
一
段
階
と
予
定
さ
れ
た
。

つ
い
で
大
包
囲
環
の
中
に
封
じ
こ
め
た
日
本
軍
主
力
を
、
拠

ご
と
に
包
囲
し
歩
戦
砲
の
チ
ー
ム
で
徹
底
的
に
潰
し
て
い
く
の
が
第
二

段
階
と
な
る
。
計
画
ど
お
り
に
進
展
す
れ
ば
「
カ
ン
ネ
ー
の
再
來
」
も
夢
で
は
な
い
。

さ
て
攻
勢
発
動
（
八
月
二
十
日
）
の
情
景
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
や
ス
ム
シ
ュ
ケ
ビ
ッ
チ
ら
と
と
も
に
ハ
マ
ル
ダ
バ
の
司
令
部
展
望
台
か
ら
、

戦
場
を
見
守
っ
て
い
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
自
身
の
次
の
よ
う
な
回
想
か
ら
借
用
し
よ
う
。

五
時
四
五
分
、
わ
が
軍
砲
兵
は
敵
軍
の
高
射
砲
陣
地
に
対
し
不
意
打
ち
の
砲
撃
を
開
始
し
、
空
軍
の
爆
撃
目
標
に
対
し
発
煙
弾
を
射

ち
こ
み
、
待
機
す
る
爆
撃
機
一
五
〇
、
戦
闘
機
約
一
〇
〇
機
が
襲
い
か
か
っ
た
。

八
時
一
五
分
、
す
べ
て
の
火
砲
が
一
斉
に
砲
門
を
開
く
。
八
時
四
五
分
、
所
定
の
暗
号
通
信
に
よ
り
一
五
分
後
の
総
攻
撃
開
始
を
伝

え
、
赤
色
の
信
号
弾
の
合
図
と
と
も
に
九
時
き
っ
か
り
に
全
地
上
部
隊
の
前
進
が
開
始
さ
れ
た
…
…
敵
は
心
身
と
も
に
圧
倒
さ
れ
、
は

じ
め
の
一
時
間
半
、
砲
兵
は
応
射
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
総
攻
撃
は
的
確
に
作
戦
・
戦
闘
計
画
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
た
（
53
）

。

一
一
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ジ
ュ
ー
コ
フ
が
誇
る
よ
う
に
各
部
隊
の
初
動
は
予
定
ど
お
り
整
然
と
進
ん
だ
か
に
見
え
る
が
、
多
少
の
手
違
い
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら

れ
な
い
。
も
っ
と
も
進
撃
が
速
か
っ
た
の
は
南
部
集
団
だ
っ
た
。
増
水
で
第
6
戦
車
旅
団
は
ハ
ル
ハ
渡
河
が
一
日
お
く
れ
る
が
、
迂
回
任

務
を
負
っ
た
第
8
装
甲
旅
団
は
そ
の
日
の
夜
に
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
ま
で
到
達
し
た
。
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
第
8
騎
兵
師
団
は
満
軍
を
撃
破
し

た
が
、
そ
の
さ
い
石
蘭
支
隊
は
反
乱
を
起
こ
し
、
指
導
役
の
日
系
軍
官
を
殺
害
し
て
二
五
〇
人
が
モ
軍
に
投
降
し
た
（
54
）

。

拘
束
役
の
中
部
集
団
は
、
バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
高
地
と
ノ
ロ
高
地
の
日
本
軍
陣
地
に
迫
り
力
攻
め
は
控
え
た
が
、
北
部
集
団
で
は
手
順
に
狂

い
が
生
じ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
第
6
騎
兵
師
団
は
ホ
ン
ジ
ン
ガ
ン
ガ
と
シ
ャ
リ
ン
ト
ロ
ゴ
イ
に
布
陣
し
て
い
た
満
軍
を
一
撃
で
潰
走
さ
せ
た
が
、

迂
回
役
の
第
7
装
甲
旅
は
後
述
の
よ
う
に
フ
イ
高
地
攻
め
で
日
本
軍
の
猛
抵
抗
に
会
い
動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

猛
攻
と
抵
抗
の
は
ざ
ま
で

こ
こ
で
不
意
を
打
た
れ
た
日
本
軍
の
対
応
ぶ
り
を
見
て
お
き
た
い
が
、
敵
攻
勢
の
重

が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
最
初
は
見
き
わ

め
が
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
後
ま
で
と
言
い
換
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
十
一
日
の
段
階
で
第
二
十
三
師
団
は
北
翼
の

フ
イ
高
地
か
と
判
断
し
て
い
る
が
、
同
じ
日
に
第
六
軍
は
関
東
軍
へ
「
重

は
ホ
ル
ス
テ
ン
南
方
地
区
か
」
と
報
告
し
た
。
二
十
二
日
に

は
「
ソ
軍
の
攻
勢
は
各
正
面
に
兵
力
を
バ
ラ
ま
き
一
見
重

な
し
」
と
連
絡
し
て
い
る
。

本
來
な
ら
重

を
見
定
め
な
い
こ
と
に
は
、
敵
の
攻
勢
を
い
か
に
食
い
と
め
る
か
策
の
立
て
よ
う
も
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
軍
と

師
団
幹
部
の
関
心
は
以
前
か
ら
念
頭
に
あ
っ
た
攻
勢
計
画
の
発
動
に
集
中
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
ソ
側
に
先
手
を
と
ら
れ
た
以
上

は
見
合
せ
る
の
が
常
道
だ
ろ
う
が
、
な
ぜ
か
南
部
集
団
を
さ
ら
に
外
側
か
ら
包
囲
す
る
逆
攻
勢
の
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
て
し
ま
う
。

小
松
原
は
早
く
も
二
十
日
夕
方
に
「
攻
勢
移
転
準
備
」
の
命
令
を
発
し
て
い
る
が
、
攻
勢
方
向
に
つ
い
て
第
六
軍
と
の
調
整
に
手
間
ど

一
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第
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十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
七
一
）

り
、
二
十
三
日
に
な
っ
て
七
五
二
高
地
東
西
の
線
か
ら
発
進
し
て
七
八
〇
高
地
東
西
の
線
へ
進
出
し
た
あ
と
、
ハ
ル
ハ
河
ま
で
追
撃
す
る

第
六
軍
案
に
お
ち
つ
く
。
さ
す
が
に
藤
本
第
六
軍
参
謀
長
は
「
第
二
十
三
師
団
長
は
其
の
実
行
を
痛
く
渋
り
あ
り
。
か
く
の
如
き
を
駆
り

て
攻
勢
に
出
づ
る
も
其
の
成
功
を
期
待
す
る
こ
と
殆
ど
困
難
な
り
」
と
し
て
、
攻
勢
の
中
止
意
見
を
軍
司
令
官
に
具
申
し
た
が
採
用
さ
れ

な
か
っ
た
。

シ
ー
シ
キ
ン
が
「
紙
上
計
画
」
と
酷
評
す
る
こ
の
攻
勢
計
画
は
「
ソ
軍
を
深
く
わ
が
左
翼
に
誘
致
す
る
と
と
も
に
、
攻
勢
部
隊
は
あ
ら

か
じ
め
十
分
準
備
を
整
え
、
歩
砲
の
火
力
を
発
揮
し
つ
つ
一
挙
敵
の
側
背
に
向
か
っ
て
攻
撃
前
進
し
捕
捉
殲
滅
す
る
」
と
意
気
ご
み
だ
け

は
壮
だ
が
、
準
備
も
兵
力
も
不
足
の
ま
ま
に
踏
み
切
っ
て
し
ま
っ
た
（
55
）

。

投
入
し
た
手
つ
か
ず
の
新
銳
兵
力
は
歩
28
、
四
ツ
谷
大
隊
な
ど
の
三
個
大
隊
に
す
ぎ
ず
、
す
で
に
防
御
戦
闘
で
忙
し
い
守
備
陣
地
か
ら

む
り
に
引
き
抜
い
て
き
た
諸
部
隊
を
合
し
、
予
定
し
た
歩
兵
九
個
大
隊
の
う
ち
実
際
に
二
十
四
日
朝
の
総
攻
撃
に
間
に
あ
っ
た
の
は
歩
72

と
歩
28
の
五
個
大
隊
に
す
ぎ
ず
、
砲
兵
団
（
一
部
）
の
展
開
も
お
く
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
敵
情
を
把
握
せ
ず
砲
兵
の
援
護
も
欠
い
た
ま

ま
に
発
動
し
た
昼
間
の
白
兵
突
撃
は
、
そ
の
二
日
前
に
進
出
し
て
制
高

の
七
八
〇
高
地
に
堅
固
な
防
御
陣
地
を
急
造
し
待
ち
か
ま
え
て

い
た
狙
撃
80
連
隊
と
機
甲
・
砲
兵
の
猛
反
撃
に
阻
ま
れ
、
あ
っ
け
な
く
敗
退
し
て
し
ま
う
。

突
撃
に
同
行
し
て
い
た
辻
参
謀
は
、
小
林
歩
兵
団
長
、
酒
井
歩
72
連
隊
長
が
重
傷
を
負
う
状
況
を
見
て
独
断
で
師
団
命
令
を
発
し
、
残

兵
を
後
退
さ
せ
て
い
る
。
翌
日
も
攻
撃
を
再
興
し
た
が
、
結
果
は
同
様
で
歩
72
、
歩
28
は
五
割
以
上
の
死
傷
者
を
出
し
た
（
56
）

。

扇
広
参
謀
が
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
最
も
拙
劣
な
作
戦
（
57
）

」
と
酷
評
し
た
こ
の
攻
勢
移
転
の
失
敗
は
、
苦
戦
し
な
が
ら
頑
強
な
抵
抗
を
つ
づ
け

て
い
た
防
御
拠

の
急
速
崩
壊
を
も
た
ら
す
誘
因
と
な
る
。
と
く
に
砲
兵
団
を
ふ
く
む
師
団
主
力
が
布
陣
し
て
い
た
ホ
ル
ス
テ
ン
北
側
の

バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
地
区
か
ら
歩
26
と
歩
72
が
攻
勢
移
転
に
抜
か
れ
た
あ
と
、
守
備
兵
力
は
歩
64
だ
け
と
な
り
、
攻
防
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
。

一
一
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た
と
え
ば
西
側
は
歩
64
が
狙
撃
第
36
師
団
と
対
峙
し
て
い
た
の
だ
が
、
二
十
四
日
に
フ
イ
高
地
が
落
ち
る
と
、
北
部
集
団
が
南
下
し
、

二
十
七
日
に
ノ
ロ
高
地
の
長
谷
部
支
隊
が
敗
退
す
る
と
、
狙
撃
第
82
師
団
が
ホ
ル
ス
テ
ン
川
を
渡
っ
て
北
進
し
、
東
方
か
ら
も
第
9
装
甲

旅
団
が
迫
り
、
四
周
は
完
全
に
包
囲
さ
れ
る
。
逃
げ
道
の
な
い
日
本
軍
は
、
拠

ご
と
に
全
滅
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
自
衛
力
を
持
た
ぬ

砲
兵
団
は
、「
砲
兵
は
必
ず
是
（
火
砲
）
と
死
生
栄
辱
を
共
に
し
」（
砲
兵
操
典
十
一
項
）
を
守
り
、
大
多
数
が
砲
側
で
砲
と
運
命
を
共
に
し

て
い
る
。

こ
こ
で
は
数
多
い
戦
例
の
う
ち
フ
イ
高
地
、
ノ
ロ
高
地
、
バ
ル
西
高
地
の
攻
防
戦
を
日
ソ
双
方
の
記
録
で
対
照
し
て
み
る
。

フ
イ
高
地

フ
イ
高
地
（
ロ
シ
ア
名
は
バ
ー
レ
ツ
）
の
呼
び
名
は
、
標
高
の
七
二フ
　
イ一

ｍ
に
由
來
す
る
。
高
地
と
言
っ
て
も
周
辺
は
波
状
の
砂
丘
地
帯
で

比
高
は
五
〇
ｍ
以
下
な
の
で
、
遠
望
し
て
も
さ
し
て
目
立
ぬ
砂
丘
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

七
月
三
日
の
ハ
ル
ハ
左
岸
へ
の
渡
河
攻
撃
部
隊
は
フ
イ
高
地
か
ら
出
撃
し
た
が
、
そ
の
後
主
戦
場
が
ホ
ル
ス
テ
ン
川
を
挟
む
川
又
地
区

へ
移
っ
た
た
め
、
第
二
十
三
師
団
の
最
北
翼
に
孤
立
し
た
拠

と
な
っ
て
い
た
。
五
月
の
戦
闘
で
壊
滅
し
た
師
団
捜
索
隊
は
、
戦
死
し
た

東
中
佐
の
後
任
に
井
置
栄
一
騎
兵
中
佐
を
迎
え
、
再
建
を
進
め
て
い
た
が
、
七
月
十
日
に
井
置
支
隊
と
し
て
フ
イ
高
地
の
守
備
に
つ
い
た
。

当
初
は
固
有
の
二
個
中
隊
（
約
二
五
〇
名
）
と
歩
26
の
一
個
中
隊
（
九
〇
名
）
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
歩
25
、
26
、
27
、
砲
13
、

工
23
な
ど
か
ら
各
一
個
中
隊
が
配
属
さ
れ
た
。
八
月
二
十
日
現
在
の
兵
力
は
兵
員
八
〇
九
名
（
実
働
は
七
五
九
）、
野
砲
3
門
、
山
砲
4
門
、

速
射
砲
1
門
、
装
甲
車
1
両
と
、
合
計
し
て
も
一
個
大
隊
の
規
模
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
か
月
余
の
平
穏
期
を
利
用
し
て
工
兵
の

手
で
半
地
下
式
の
築
城
工
事
が
加
え
ら
れ
、
幅
一
五
〇
〇
ｍ
の
円
形
陣
地
が
完
成
し
て
い
た
。
比
較
す
れ
ば
日
本
軍
の
陣
地
で
は
も
っ
と

一
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第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
七
三
）

も
頑
丈
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

北
部
集
団
の
猛
攻
が
始
ま
る
と
、
不
安
を
覚
え
た
師
団
は
八
月
二
十
一
日
、
七
五
二
高
地
に
い
た
歩
26
連
隊
長
へ
七
三
九
高
地
を
占
領

し
て
フ
イ
救
援
の
態
勢
を
取
る
よ
う
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
攻
勢
移
転
に
参
加
す
る
た
め
歩
26
は
せ
っ
か
く
確
保
し
た
七
三
九
も
捨
て
、
ノ

モ
ン
ハ
ン
方
面
へ
転
進
さ
せ
ら
れ
た
。
フ
イ
高
地
は
「
現
陣
地
を
固
守
す
べ
し
」
と
二
十
日
夜
に
師
団
命
令
を
受
け
た
ま
ま
放
置
さ
れ
、

二
十
三
日
に
は
す
べ
て
の
砲
と
無
線
機
ま
で
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

戦
闘
詳
報
や
生
存
者
の
記
録
か
ら
、
五
日
間
に
わ
た
る
攻
防
戦
の
一
端
を
抜
き
だ
し
て
み
よ
う
（
58
）

。

「（
約
百
門
の
敵
砲
弾
は
）
測
定
に
依
れ
ば
一
秒
間
に
三
発
、
一
平
方
米
に
一
発
の
割
合
、
突
入
し
て
き
た
敵
戦
車
群
を
直
接
照
準
射
撃
と

火
炎
び
ん
で
擱
座
炎
上
さ
せ
た
」（
20
日
）

「
両
側
面
の
満
軍
が
退
却
し
、
フ
イ
高
地
は
四
周
を
包
囲
さ
れ
孤
立
。
敵
の
十
字
砲
火
は
前
日
に
倍
し
、
一
分
間
百
数
十
発
を
か
ぞ
え

た
。
突
入
し
て
き
た
敵
戦
車
と
歩
兵
を
撃
退
…
…
夜
に
歩
26
が
弾
薬
を
補
給
し
て
く
れ
た
」（
21
日
）

「
敵
砲
撃
は
一
分
間
に
二
百
数
十
発
、
壕
は
次
々
に
埋
没
、
そ
の
な
か
で
抜
刀
突
撃
を
敢
行
、
敵
戦
車
を
撃
破
、
夜
お
そ
く
副
官
が
脫

出
し
て
師
団
へ
連
絡
」（
22
日
）

「
兵
は
不
眠
不
休
、
水
、
糧
食
の
な
い
た
め
顔
色
は
土
色
に
…
…
支
隊
長
は
二
三
〇
〇
に
夜
襲
を
命
じ
出
撃
し
た
工
兵
は
帰
來
せ
ず

（
そ
の
ま
ま
脫
出
）」（
23
日
）

「
随
所
で
白
兵
戦
、
最
後
の
砲
一
門
も
破
壊
さ
れ
、
残
る
武
器
は
手
榴
弾
と
銃
剣
の
み
」（
24
日
）

井
置
支
隊
長
は
二
十
四
日
の
一
一
〇
〇
頃
、「
明
日
の
砲
撃
を
待
ち
て
無
為
に
全
滅
せ
ん
よ
り
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
至
り
、
再
起
し
た
い

一
一
九
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と
中
隊
長
た
ち
の
意
見
が
一
致
」
し
た
の
を
察
し
「
小
官
一
人
で
責
任
を
負
う
（
59
）

」
決
心
を
固
め
、
同
日
深
夜
の
戦
線
離
脫
を
命
令
す
る
。

一
列
縦
隊
で
奇
跡
的
に
包
囲
網
を
抜
け
出
た
井
置
隊
の
二
六
〇
人
余
は
二
十
五
日
朝
、
満
軍
に
収
容
さ
れ
軍
司
令
部
か
ら
オ
ボ
ネ
ー
山
の

守
備
に
つ
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
間
に
無
断
撤
退
の
か
ど
で
取
調
べ
が
始
ま
り
、
全
責
任
を
負
っ
た
井
置
中
佐
は
停
戦
直
後
の
九
月

十
七
日
に
ピ
ス
ト
ル
で
自
決
し
た
。

次
に
同
じ
戦
闘
を
ソ
蒙
側
の
視

か
ら
觀
察
す
る
。

最
左
翼
を
担
任
し
た
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
第
6
師
団
は
、
ホ
ン
ジ
ン
ガ
ン
ガ
周
辺
と
シ
ャ
リ
ン
ト
ロ
ゴ
イ
を
守
っ
て
い
た
満
州
国
軍
の
興
安

騎
兵
部
隊
を
奇
襲
し
「
国
境
線
」
ま
で
退
散
さ
せ
た
。
陣
地
に
突
入
す
る
と
「
武
器
が
散
乱
し
、
鍋
の
中
で
は
ま
だ
料
理
が
煮
た
っ
て
い

た
（
60
）

」
と
、
ダ
ン
ダ
ル
師
団
長
は
回
想
す
る
。

フ
イ
高
地
の
正
面
に
向
っ
た
の
は
第
7
装
甲
旅
と
狙
撃
601
連
隊
だ
っ
た
が
、
日
本
の
兵
力
を
二
個
中
隊
程
度
と
下
算
し
て
安
易
に
攻
め

か
か
り
、
手
ひ
ど
い
反
撃
を
受
け
、
連
隊
長
の
ス
ダ
ー
ク
少
佐
が
戦
死
し
た
。「
見
こ
み
違
い
」
を
重
視
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
手
許
の

予
備
兵
力
か
ら
第
9
装
甲
旅
団
と
第
6
戦
車
旅
団
の
第
4
大
隊
を
抜
き
、
ア
レ
ク
セ
ン
コ
大
佐
が
指
揮
す
る
特
別
兵
団
を
編
成
、
フ
イ
を

迂
回
し
て
「
国
境
線
」
沿
い
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
へ
向
け
突
進
さ
せ
た
（
61
）

。

ノ
ヴ
ィ
コ
フ
は
そ
れ
を
「
非
常
に
大
胆
な
決
心
で
あ
っ
た
」
と
評
す
が
、
ア
レ
ク
セ
ン
コ
兵
団
は
二
十
二
日
、
ウ
ズ
ル
水
付
近
の
日
本

軍
補
給
基
地
を
襲
撃
、
日
本
軍
の
補
給
源
を
断
ち
、
つ
い
で
に
守
備
隊
と
野
戦
病
院
の
負
傷
兵
を
蹂
躙
し
た
。
そ
し
て
二
十
四
日
に
南
部

集
団
の
第
8
装
甲
旅
と
握
手
し
た
あ
と
、
バ
ル
高
地
で
孤
立
し
て
い
た
砲
兵
団
陣
地
の
攻
撃
に
向
う
。

し
か
し
フ
イ
高
地
攻
囲
部
隊
は
日
本
軍
の
猛
抵
抗
に
手
こ
ず
り
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
76
ミ
リ
、
122
ミ
リ
、
152
ミ
リ
砲
の
各
一
大
隊
と
ボ
グ

一
二
〇
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ダ
ー
ノ
フ
参
謀
長
を
増
派
し
、
さ
ら
に
最
後
の
予
備
兵
力
で
あ
る
第
2
1
2
空
挺
旅
団
を
追
加
投
入
し
た
。
二
十
三
日
夜
に
占
領
し
た
と

い
う
報
告
が
届
く
が
、
実
際
に
は
日
本
軍
陣
地
内
の
掃
討
戦
は
二
十
四
日
ま
で
つ
づ
き
、
日
本
兵
の
死
体
約
六
〇
〇
体
を
引
き
だ
す
（
62
）

。

ソ
連
戦
史
は
一
様
に
井
置
支
隊
の
健
闘
を
評
価
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ソ
連
の
第
二
次
大
戦
史
は
「（
フ
イ
を
）
一
気
に
攻
略
し
よ
う
と

す
る
試
み
は
つ
い
に
成
功
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
記
す
が
、
当
時
の
第
六
軍
に
は
過
早
の
撤
退
で
師
団
主
力
の
崩
壊
を
早
め
た
と

い
う
不
満
が
残
っ
た
よ
う
だ
。

ノ
ロ
高
地

ホ
ル
ス
テ
ン
南
側
の
日
本
軍
は
西
北
か
ら
東
南
へ
長
谷
部
支
隊
主
力
、
歩
28
の
梶
川
大
隊
、
歩
71
主
力
の
順
に
布
陣
し
、
後
背
部
に
位

置
す
る
砲
兵
団
（
一
部
）
が
支
援
し
て
い
た
（
図
2
参
照
）。
中
心
的
拠

は
長
谷
部
支
隊
が
守
る
ノ
ロ
（
七
四
二
）
高
地
だ
が
、
兵
力
は
配

属
の
歩
28
梶
川
大
隊
を
加
え
て
も
一
五
〇
〇
人
前
後
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
攻
め
か
か
っ
た
ソ
軍
は
狙
撃
82
師
団
、
同
57
師
団
な
ど
圧
倒
的
な
大
兵
力
で
、
支
隊
と
歩
71
は
じ
り
じ
り
と
押
さ
れ
て

次
々
に
拠

を
失
っ
て
い
く
。
と
く
に
反
転
攻
勢
に
兵
力
を
抜
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
梶
川
大
隊
と
歩
71
の
境
界
地
域
は
手
薄
と
な
り
、

八
月
二
十
二
日
に
は
七
四
七
、
七
四
四
高
地
を
放
棄
、
二
十
三
日
に
は
三
角
山
が
全
滅
、
二
十
五
日
に
は
全
滅
寸
前
の
梶
川
大
隊
は
七
五
四

高
地
を
捨
て
ノ
ロ
高
地
へ
後
退
し
て
長
谷
部
本
隊
と
合
流
し
た
。

シ
ー
シ
キ
ン
は
ソ
軍
の
攻
撃
ぶ
り
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
口
径
の
砲
が
至
近
距
離
か
ら
直
接
照
準
に
よ
っ
て
敵
の
火

を
射
撃
し
た
。

火
焔
放
射
戦
車
は
掩
体
や
地
下
退
避
壕
か
ら
現
れ
た
兵
士
を
焼
き
つ
く
し
、
歩
兵
は
手
榴
弾
と
銃
剣
に
よ
っ
て
殱
滅
を
完
成
し
た
（
63
）

」
と
書

い
て
い
る
。

一
二
一
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二
十
六
日
に
は
長
谷
部
支
隊
は
死
傷
率
が
七
割
を
超
え
た
。
弾
薬
、
食
糧
が
尽
き
、
無
電
機
も
破
壊
さ
れ
て
鳩
通
信
に
頼
る
し
か
な
く

な
っ
た
が
、
師
団
長
か
ら
は
死
守
せ
よ
と
の
命
令
が
届
く
。

し
か
し
長
谷
部
支
隊
長
は
玉
砕
の
道
を
取
ら
ず
同
日
夜
、
北
東
三
〜
四
㎞
の
七
四
九
高
地
付
近
へ
向
う
後
退
命
令
を
出
し
た
。
ジ
ュ
ー

コ
フ
は
82
師
団
へ
二
十
七
日
午
後
の
総
攻
撃
を
下
令
し
た
の
で
、
半
日
違
い
で
か
わ
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
撤
退
は
難
澁
を
き
わ
め
る
。

す
で
に
先
ま
わ
り
し
た
ソ
軍
の
歩
兵
・
戦
車
の
間
隙
を
縫
う
形
で
各
隊
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
モ
ホ
レ
ヒ
湖
を
め
ざ
す
脫
出
行
と
な
る
。

名
目
は
「
自
主
撤
退
」
だ
っ
た
が
、
実
態
は
「
早
い
者
勝
ち
」（
扇
広
）
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ソ
連
戦
史
は
ホ
ル
ス
テ
ン
川
の
周
辺
で
、
脫
出
中
の
日
本
軍
を
二
十
七
日
の
夜
明
、
一
一
〇
〇
頃
、
一
七
〇
〇
の
三
度
に
わ
た
り
撃
滅

し
、「
敵
一
個
大
隊
の
う
ち
無
事
に
残
っ
た
の
は
わ
ず
か
数
人
（
64
）

」
と
記
録
し
て
い
る
。
長
谷
部
支
隊
と
師
団
か
ら
撤
退
命
令
を
受
け
た
歩

71
の
一
部
と
見
て
よ
い
。
の
ち
に
長
谷
部
大
佐
は
「
独
断
守
地
撤
退
」
の
責
任
を
追
究
さ
れ
、
自
決
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
ホ
ル

ス
テ
ン
南
岸
の
日
本
軍
は
す
べ
て
姿
を
消
し
、
残
る
拠

は
北
岸
の
バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
高
地
だ
け
と
な
る
。

レ
ミ
ゾ
フ
高
地

レ
ミ
ゾ
フ
高
地
は
七
月
八
日
こ
の
地
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
レ
ミ
ゾ
フ
少
佐
を
記
念
し
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
高
地
帯

の
西
端
に
近
く
、
日
本
軍
は
七
三
三
高
地
ま
た
は
バ
ル
西
高
地
と
呼
ん
で
い
た
。
歩
72
が
転
用
さ
れ
た
あ
と
は
歩
64
の
Ⅰ
（
赤
井
）
大
隊

が
南
端
部
を
、
Ⅱ
（
津
久
井
）
大
隊
が
七
三
三
を
、
Ⅲ
（
金
井
塚
）
大
隊
が
北
端
の
キ
ル
デ
ゲ
イ
水
陣
地
を
守
り
、
Ⅱ
大
と
Ⅲ
大
の
中
間
に

あ
る
七
三
一
に
歩
26
の
Ⅰ
（
生
田
）
大
隊
が
入
っ
て
い
た
。

後
背
に
は
砲
13
、
野
重
1
、
野
重
7
、
穆ム
ー
リ
ン稜
重
砲
連
隊
な
ど
砲
兵
団
の
主
力
が
歩
64
を
支
援
す
る
形
に
位
置
し
て
い
た
が
、
七
五
二
高

一
二
二
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図 2　八月攻勢時の部隊配置（ 8月20～28日）
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地
の
歩
28
が
転
進
し
た
あ
と
、
砲
兵
団
の
北
側
は
ガ
ラ
空
き
に
な
っ
て
し
ま
い
、
二
十
四
日
以
降
は
フ
イ
方
面
か
ら
南
下
し
て
き
た
狙
601

と
第
7
、
第
9
装
甲
旅
、
東
側
と
南
側
は
、
ホ
ル
ス
テ
ン
川
を
渡
っ
て
浸
透
し
て
き
た
南
部
集
団
の
狙
127
、
第
6
戦
車
旅
に
よ
っ
て
、
四

方
か
ら
包
囲
さ
れ
て
し
ま
う
。

砲
兵
に
は
至
近
ま
で
迫
っ
た
敵
歩
兵
・
戦
車
と
戦
う
手
段
は
な
い
。
各
砲
兵
連
隊
は
二
十
八
日
ま
で
に
ほ
ぼ
全
滅
し
た
。
勝
ち
ほ
こ
っ

た
ソ
連
軍
の
宣
伝
放
送
を
、
野
重
7
の
丸
山
正
已
は
前
年
に
亡
命
し
た
新
劇
女
優
の
岡
田
嘉
子
の
声
ら
し
く
次
の
よ
う
な
文
言
だ
っ
た
と

回
想
し
て
い
る
（
65
）

。

「
日
本
の
兵
隊
さ
ん
、
毎
日
お
暑
い
と
こ
ろ
ほ
ん
と
う
に
御
苦
労
さ
ま
で
す
ね
。
も
う
幾
日
も
幾
日
も
何
も
召
し
上
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

ら
な
い
の
で
、
さ
ぞ
か
し
お
腹
も
空
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
が
投
降
し
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
止
む
な
く
完
全
に
包
囲
い
た
し
ま
し

た
が
今
か
ら
で
も
お
そ
く
あ
り
ま
せ
ん
…
…
」
も
ち
ろ
ん
投
降
す
る
兵
は
一
人
も
な
く
、
三
人
の
連
隊
長
は
戦
死
し
た
が
、
脫
出
生
還
し

た
野
重
7
連
隊
長
の
男
爵
鷹
司
大
佐
は
停
職
・
華
族
の
礼
遇
停
止
処
分
を
受
け
た
の
ち
、
予
備
役
へ
編
入
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
各
砲
兵
連
隊
に
は
少
数
の
生
還
者
が
あ
り
、
最
期
の
戦
闘
状
況
も
ほ
ぼ
判
明
し
て
い
る
が
、
二
十
六
日
に
全
滅
し
た
穆
稜
の

場
合
は
染
谷
連
隊
長
ら
幹
部
の
死
を
見
届
け
た
者
も
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
66
）

。
ソ
連
戦
史
で
も
情
報
は
乏
し
い
が
、
装
備
し
て
い
た

15
セ
ン
チ
加
農
砲
6
門
の
う
ち
捕
獲
し
た
5
門
を
並
べ
た
写
真
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
シ
ュ
テ
ル
ン
報
告
書
は
、
う
ち
1
門
が
旅
順
重
砲

兵
連
隊
所
属
の
砲
だ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、「
日
露
戦
爭
の
屈
辱
を
晴
ら
し
た
と
い
う
声
も
あ
っ
た
」
と
注
記
し
て
い
る
。

一
方
、
歩
64
の
戦
線
で
は
二
十
五
日
に
生
田
大
隊
が
壊
滅
し
た
あ
と
、
攻
防
の
焦

は
レ
ミ
ゾ
フ
高
地
に
移
っ
た
。
山
県
連
隊
長
は
小

松
原
師
団
長
が
一
千
余
人
の
手
兵
を
ひ
き
い
て
「
救
出
」
に
向
う
と
連
絡
を
受
け
待
っ
て
い
た
が
、
見
込
な
し
と
判
断
し
て
、
二
十
九
日

〇
二
〇
〇
に
大
隊
ご
と
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
へ
向
け
撤
退
す
る
よ
う
命
令
を
下
達
す
る
（
67
）

。

一
二
四



第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
七
九
）

Ⅰ
大
隊
と
Ⅲ
大
隊
は
何
と
か
脫
出
に
成
功
す
る
が
、
ホ
ル
ス
テ
ン
川
沿
い
の
ル
ー
ト
を
と
っ
た
山
県
連
隊
長
と
砲
13
の
伊
勢
連
隊
長
は

夜
明
頃
に
ソ
軍
の
重
囲
下
で
自
決
し
た
。
生
還
す
れ
ば
二
人
は
無
断
撤
退
の
責
任
を
問
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

レ
ミ
ゾ
フ
高
地
は
日
本
軍
最
後
の
拠

だ
っ
た
だ
け
に
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
は
特
別
な
配
慮
を
示
し
、
二
十
八
日
夕
方
に
歴
戦
の
名
指

揮
官
と
さ
れ
て
い
た
狙
24
連
隊
長
の
フ
ェ
デ
ィ
ニ
ン
ス
キ
ー
少
佐
（
の
ち
大
将
）
へ
二
四
〇
〇
ま
で
に
高
地
頂
上
を
奪
取
す
る
よ
う
命
じ
、

狙
24
は
火
焔
放
射
戦
車
に
支
援
さ
れ
つ
つ
突
進
し
た
。

ノ
ヴ
ィ
コ
フ
は
そ
の
光
景
を
「
高
地
で
は
ま
る
で
噴
火
が
始
ま
っ
た
よ
う
だ
。
戦
車
の
吐
き
出
す
長
い
炎
の
舌
は
、
敵
を
あ
ら
ゆ
る
壕

か
ら
焼
払
い
、
日
本
軍
に
恐
怖
と
パ
ニ
ッ
ク
を
ひ
き
お
こ
し
た
」「
フ
ェ
デ
ィ
ニ
ン
ス
キ
ー
少
佐
は
途
中
で
負
傷
し
て
ブ
ル
ジ
ャ
ク
少
佐

が
代
り
、
若
い
指
揮
官
の
Ｂ
・
キ
ー
リ
ン
と
偵
察
兵
Ｂ
・
ス
ミ
ル
ノ
フ
が
頂
上
に
赤
旗
を
立
て
た
（
68
）

」
と
記
述
し
て
い
る
。

対
応
す
る
日
本
側
の
記
録
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
高
地
の
稜
線
を
守
っ
て
い
た
の
は
歩
64
の
第
Ⅱ
大
隊
（
長
は
津
久
井
明
雄
少
佐
）
だ

が
、
そ
の
最
期
を
伝
え
る
の
は
、
南
に
隣
り
あ
っ
て
い
た
第
Ⅰ
大
隊
戦
闘
詳
報
の
「
Ⅱ
大
隊
は
本
日
の
戦
闘
に
於
て
殆
ん
ど
全
滅
、（
東

側
の
山
県
）
支
隊
本
部
も
包
囲
せ
ら
れ
（
69
）

」（
28
日
）
と
い
う
記
事
だ
け
で
あ
る
。

七
三
三
の
占
領
を
確
認
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
モ
ス
ク
ワ
へ
向
け
「
当
地
時
間
の
二
二
三
〇
、
敵
の
最
後
の
拠

レ
ミ
ゾ
フ
高
地
が
一

掃
さ
れ
た
。
国
境
は
こ
こ
に
完
全
に
回
復
し
た
（
70
）

」
と
報
告
し
た
。

日
本
軍
の
最
後
を
し
め
く
く
る
か
の
よ
う
に
登
場
し
た
の
は
、
か
の
辻
政
信
参
謀
で
あ
る
。
八
月
三
十
日
第
六
軍
司
令
部
へ
か
け
つ
け

た
辻
は
、
荻
洲
軍
司
令
官
に
「
辻
君
！
僕
は
小
松
原
が
死
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
が
ど
う
か
ね
え
君
ッ
」
と
声
を
か
け
ら
れ

る
。
憤
然
と
し
た
辻
は
「
小
松
原
閣
下
と
し
て
は
数
千
の
部
下
を
失
っ
た
罪
を
死
を
以
て
償
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
…
…
そ
れ
だ
け
に
軍

一
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
〇
）

司
令
官
と
し
て
は
何
と
で
も
し
て
、
こ
の
師
団
長
を
救
い
出
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
ッ
（
71
）

」
と
ど
な
り
あ
げ
た
。

そ
の
あ
と
「
貴
官
は
万
難
を
排
し
突
破
帰
還
す
べ
し
」
と
の
軍
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
独
断
撤
退
し
た
山
県
大
佐
ら
と
数
時
間
の
差
で
行

き
ち
が
っ
た
小
松
原
は
、
七
三
三
高
地
の
近
傍
で
玉
砕
戦
闘
を
覚
悟
し
て
い
た
が
、
軍
命
令
に
よ
り
半
数
に
減
っ
た
残
兵
と
と
も
に
ソ
軍

の
重
囲
を
突
破
、
三
十
一
日
朝
に
帰
還
し
た
。

ソ
蒙
軍
側
の
戦
史
を
檢
分
し
た
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
小
松
原
自
身
が
直
率
し
た
部
隊
の
潜
入
と
脫
出
行
に
気
づ
か
ず
、
残
敵
掃
討
の
一
部

と
し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
レ
ミ
ゾ
フ
高
地
の
占
領
（
二
十
八
日
深
夜
）
を
も
っ
て
作
戦
は
終
了
し
た
と
の
思
い
こ
み

も
あ
っ
た
ろ
う
。
も
し
気
づ
い
て
い
れ
ば
小
松
原
を
倒
し
、
有
終
の
美
を
飾
ろ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

と
も
あ
れ
八
月
末
を
も
っ
て
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
地
上
戦
闘
は
実
質
的
に
終
っ
た
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。

注（
1
）　

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
三
四
四
ペ
ー
ジ

（
2
）　

前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
七
八
ペ
ー
ジ

（
3
）　

前
掲
『
昭
和
史
の
天
皇
27
』
の
高
山
談
（
二
六
二
│
六
四
ペ
ー
ジ
）

（
4
）　

ボ
リ
ス
・
ス
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
『
日
ソ
戦
爭
へ
の
道
』（
共
同
通
信
社
、
一
九
九
九
）
一
七
三
ペ
ー
ジ

（
5
）　

前
掲
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
（「
ソ
連
側
資
料
か
ら
み
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
六
四
ペ
ー
ジ
）

（
6
）　

Ｎ
・
ル
ミ
ャ
ン
ツ
ェ
フ
『
ハ
ル
ヒ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
た
ち
』（
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
八
九
）
の
平
井
友
義
訳
稿

（
7
）　

丸
山
正
已
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
回
顧
録
』（
非
売
品
、
一
九
九
九
）
六
九
ペ
ー
ジ

（
8
）　

前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
別
紙
七
四
、
な
お
、
関
東
軍
の
返
電
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
）　

六
月
下
旬
大
本
営
作
戦
課
の
有
末
中
佐
が
新
京
へ
來
て
、
在
中
国
第
五
師
団
を
「
関
東
軍
に
増
加
し
得
る
情
況
な
る
が
如
何
と
の
質
問
あ
り
し

一
二
六



第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
八
一
）

が
寺
田
参
謀
以
下
其
の
必
要
な
き
旨
答
え
た
り
」
と
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
は
記
し
て
い
る
（
九
二
ペ
ー
ジ
）。

（
10
）　

畑
勇
三
郎
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
砲
兵
戦
」（
一
九
六
五
年
版
）
五
三
ペ
ー
ジ

（
11
）　

飛
行
第
15
戦
隊
の
大
泉
製
正
中
尉
談
（『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
一
五
四
ペ
ー
ジ
）

（
12
）　

岩
田
正
孝
大
尉
（
野
重
第
3
旅
団
司
令
部
）
談
（『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
二
二
ペ
ー
ジ
）

（
13
）　

牛
島
康
允
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
全
戦
史
』（
自
然
と
科
学
社
、
一
九
八
八
）
二
四
五
ペ
ー
ジ

（
14
）　

戦
史
叢
書
『
支
那
事
変
陸
軍
作
戦
〈
2
〉』（
一
九
七
六
）
三
五
五
ペ
ー
ジ

（
15
）　

前
掲
畑
勇
三
郎
、
五
三
ペ
ー
ジ

（
16
）　

前
掲
扇
『
私
評
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
一
九
〇
ペ
ー
ジ

（
17
）　

畑
勇
三
郎
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
砲
兵
戦
」（
一
九
六
〇
年
版
、
防
研
所
蔵
）
四
七
ペ
ー
ジ

（
18
）　

町
田
三
千
男
少
尉
の
証
言
（『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
一
八
八
ペ
ー
ジ
）

（
19
）　

前
掲
畑
勇
三
郎
（
一
九
六
五
年
版
）
八
二
ペ
ー
ジ

（
20
）　

三
嶋
義
一
郎
談
（『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
一
六
三
ペ
ー
ジ
）

（
21
）　

正
井
義
人
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
於
け
る
砲
兵
」（
一
九
五
六
、
防
研
所
蔵
）

（
22
）　

前
掲
「
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
」
六
四
三
ペ
ー
ジ
に
、
砲
種
別
の
月
間
射
粍
数
が
掲
記
さ
れ
て
い
る
。
七
月
の
重
砲
（
107
ミ
リ
以
上
）
射
粍

は
三
万
一
七
〇
五
発
で
7
月
23
〜
25
日
分
は
不
明
だ
が
、
約
半
分
と
み
な
せ
ば
約
一
万
五
千
発
に
な
る
。

（
23
）　

同
右
、
六
四
四
ペ
ー
ジ

（
24
）　

大
泉
製
正
中
尉
（
飛
行
第
15
戦
隊
中
隊
長
）
の
証
言
（『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
一
五
五
ペ
ー
ジ
）

（
25
）　

七
月
二
十
四
日
発
の
関
作
命
の
原
文
は
見
当
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
受
け
て
発
令
さ
れ
た
二
十
三
師
団
の
作
命
甲
は
『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
二
六
三

│
六
四
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
五
八
六
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
26
）　

小
林
恒
一
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
出
征
記
」（
防
研
所
蔵
）

（
27
）　

前
掲
『
昭
和
史
の
天
皇
28
』
の
島
貫
回
想
（
二
六
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
関
作
命
は
、
二
十
四
日
の
関
東
軍
作
戦
会
議
で
決
定
し
た
と
も
島
貫
は
述

一
二
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
二
）

べ
て
い
る
。）

（
28
）　

8
月
12
日
在
モ
ス
ク
ワ
土
居
武
官
発
関
東
軍
参
謀
長
宛
電
（
前
掲
「
大
本
営
研
究
班
抜
粋
」）

（
29
）　

7
月
20
日
、
大
本
営
の
会
議
に
お
け
る
磯
谷
関
東
軍
参
謀
長
の
陳
述
（「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
八
〇
ペ
ー
ジ
。）

（
30
）　

前
掲
牛
島
、
二
六
七
ペ
ー
ジ

（
31
）　

鈴
木
平
五
郎
手
記
（『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
第
5
号
）

（
32
）　

谷
口
勝
久
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
高
地
独
断
撤
退
』（
旺
史
社
、
一
九
八
六
）
三
一
ペ
ー
ジ

（
33
）　

ボ
ロ
ジ
ェ
イ
キ
ン
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
空
戦
記
』（
弘
文
堂
、
一
九
六
四
）
九
四
ペ
ー
ジ
。
著
者
は
八
月
二
十
日
頃
、
ハ
マ
ル
ダ
バ
の
軍
事
会
議
で

シ
ュ
テ
ル
ン
が
揚
言
し
た
場
に
居
合
わ
せ
た
。

（
34
）　

関
東
軍
司
令
部
は
4
5
0
㎞
離
れ
た
タ
ム
ス
ク
か
ら
來
襲
し
爆
弾
8
発
（
1
発
說
も
）
を
投
下
し
て
家
屋
2
が
破
壊
さ
れ
7
人
が
負
傷
し
た
と

大
々
的
に
発
表
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
大
敗
北
を
糊
塗
す
る
た
め
か
と
コ
メ
ン
ト
し
た
が
、
7
月
23
日
の
プ
ラ
ウ
ダ
紙
は
フ
ラ
ル
キ
爆
撃
の
風
說
は

虚
構
だ
と
否
定
し
た
。
日
本
側
に
も
、
タ
ム
ス
ク
再
攻
撃
を
狙
っ
た
辻
の
大
本
営
向
け
謀
略
で
は
な
い
か
と
疑
う
声
が
あ
る
（
た
と
え
ば
前
掲

牛
島
、
二
三
三
│
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
）。

（
35
）　

前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
七
八
ペ
ー
ジ
と
別
紙
25
、
26

（
36
）　

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
五
九
一
│
九
二
ペ
ー
ジ

（
37
）　

前
掲
ク
ッ
ク
ス
上
、
四
〇
九
ペ
ー
ジ

（
38
）　

前
掲
小
林
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
出
征
記
」

（
39
）　

前
掲
辻
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ

（
40
）　

歩
兵
第
七
十
一
連
隊
戦
闘
詳
報
（
防
研
所
蔵
）

（
41
）　

戦
史
叢
書
『
満
州
方
面
陸
軍
航
空
作
戦
』、
二
七
八
ペ
ー
ジ
、『
飛
行
第
十
五
戦（
連
）隊
史
』（
一
九
八
七
）
一
四
〇
ペ
ー
ジ

（
42
）　

前
掲
『
九
〇
野
砲
兵
士
の
記
録
』

（
43
）　

浜
田
寿
栄
雄
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
回
想
録
」（
一
九
六
〇
、
防
研
所
蔵
）

一
二
八



第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す
（
秦
）

（
二
八
三
）

（
44
）　

西
浦
進
『
昭
和
戦
爭
史
の
証
言
』（
原
書
房
、
一
九
八
〇
）
八
八
ペ
ー
ジ

（
45
）　

前
掲
ク
ッ
ク
ス
下
、
七
│
八
ペ
ー
ジ

（
46
）　

同
右
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ

（
47
）　

前
掲
シ
ュ
テ
ル
ン
報
告
書
、
六
〇
三
ペ
ー
ジ

（
48
）　

ソ
軍
の
補
給
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
ジ
ュ
ー
コ
フ
六
七
八
ペ
ー
ジ
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
回
想
録
一
二
四
ペ
ー
ジ
、
前
掲
プ
レ
ブ
七
八
ペ
ー
ジ
、
前

掲
シ
ー
シ
キ
ン
五
一
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
49
）　

自
動
車
第
一
連
隊
戦
闘
詳
報
、
前
掲
島
貫
武
治
回
想

（
50
）　

八
・
二
〇
攻
勢
時
の
日
本
軍
兵
力
数
に
つ
い
て
は
、
信
頼
性
の
高
い
公
式
デ
ー
タ
を
見
か
け
な
い
。
推
計
と
し
て
は
二
万
数
千
（
中
山
隆
志
）、

二
万
二
千
（
小
沼
治
夫
）、
一
万
四
千
（
秦
＝
森
田
勉
、
た
だ
し
後
方
部
隊
を
含
ま
ず
）、
八
千
（
牛
島
康
允
、
後
方
部
隊
を
含
ま
ず
）
な
ど
が

あ
る
。

（
51
）　

前
掲
鎌
倉
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
に
ロ
シ
ア
軍
事
史
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
指
令
書
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）　

前
掲
シ
ュ
テ
ル
ン
最
終
報
告
書
、
六
一
二
ペ
ー
ジ

（
53
）　

前
掲
ジ
ュ
ー
コ
フ
回
想
録
、
一
二
八
ペ
ー
ジ

（
54
）　

石
蘭
支
隊
の
反
乱
に
つ
い
て
は
前
掲
『
満
洲
国
軍
』、
蘭
星
興
安
会
『
私
た
ち
の
興
安
回
想
』（
一
九
九
九
）、
前
掲
プ
レ
ブ
、
八
六
ペ
ー
ジ

（
55
）　

攻
勢
移
転
を
め
ぐ
る
軍
と
師
団
の
論
爭
過
程
は
前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
六
四
〇
│
四
三
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
藤
本
参
謀
長
の
意
見
具
申
（
日

付
不
明
だ
が
二
十
二
日
か
二
十
三
日
と
推
定
）
は
小
沼
メ
モ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）　

八
月
二
十
四
日
の
損
害
を
ソ
連
戦
史
は
死
傷
二
八
五
人
、
戦
車
四
両
と
記
録
し
て
い
る
。
対
応
す
る
日
本
軍
の
死
傷
者
は
七
〇
一
人
。

（
57
）　

前
掲
扇
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ

（
58
）　

フ
イ
高
地
の
戦
闘
状
況
に
つ
い
て
は
、
捜
索
隊
の
「
戦
闘
業
務
詳
報
」（
玉
渕
軍
医
中
尉
作
成
、
防
研
所
蔵
）、
戦
闘
詳
報
に
準
じ
る
鬼
塚
智
応

（
初
義
）『
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
夕
映
え
』（
一
九
八
八
）
等
、
工
兵
中
隊
の
離
脫
事
情
は
『
軍
人
早
瀬
多
喜
男
│
そ
の
美
し
き
決
断
を
偲
ん
で
』（
非

売
品
、
一
九
八
八
）
を
参
照

一
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
四
）

（
59
）　

井
置
が
九
月
十
四
日
付
で
第
六
軍
参
謀
長
へ
提
出
し
た
「
フ
イ
高
地
放
棄
顚
末
書
」（
前
掲
鬼
塚
の
二
五
七
│
五
八
ペ
ー
ジ
）

（
60
）　

前
掲
プ
レ
ブ
、
七
二
ペ
ー
ジ

（
61
）　

前
掲
シ
ュ
テ
ル
ン
報
告
書
、
六
一
六
ペ
ー
ジ

（
62
）　

前
掲
「
ソ
連
側
資
料
か
ら
み
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
参
照
。
な
お
攻
勢
発
起
時
の
北
部
集
団
長
シ
ェ
フ
ニ
コ
フ
大
佐
は
直
後
に
解
任
さ
れ
、
ア

レ
ク
セ
ン
コ
大
佐
に
交
代
し
た
が
、
そ
の
日
付
は
明
確
で
な
い
。

（
63
）　

前
掲
シ
ー
シ
キ
ン
、
七
〇
ペ
ー
ジ

（
64
）　

前
掲
「
ソ
連
側
か
ら
見
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
一
〇
九
ペ
ー
ジ

（
65
）　

前
掲
丸
山
、
一
二
一
ペ
ー
ジ

（
66
）　

一
九
八
九
年
、
関
係
者
に
よ
っ
て
『
穆
稜
重
砲
兵
連
隊
史
』（
非
売
品
）
が
刊
行
さ
れ
、
戦
況
の
一
部
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。

（
67
）　

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
六
九
一
ペ
ー
ジ

（
68
）　

前
掲
「
ソ
連
側
か
ら
見
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
一
一
二
ペ
ー
ジ

（
69
）　
「
歩
兵
第
64
連
隊
第
Ⅰ
大
隊
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
闘
詳
報
」（
防
研
所
蔵
）、
な
お
陸
上
自
衛
隊
普
通
科
43
連
隊
『
歩
兵
第
六
十
四
連
隊
史
』（
一
九
七
四
）

に
は
第
Ⅱ
大
隊
第
五
中
隊
の
戦
闘
記
録
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

（
70
）　

前
掲
鎌
倉
、
二
〇
四
ペ
ー
ジ

（
71
）　

前
掲
辻
、
二
〇
八
│
一
〇
ペ
ー
ジ

一
三
〇



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
八
五
）

図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ

│
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
二
六
│
一
六
九
二
）
が

ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
国
に
勤
務
し
た
時
代
（
一
六
四
六
│
一
六
六
四
）
に
お
け
る
経
歴
の
諸
相

│

ハ
ン
ス
─イ
エ
ル
ク
・
ル
ー
ゲ

川　

又　
　
　

祐　
　
　

訳

　
　

目　
　

次

　
ま
え
が
き 

IV

重
要
省
略
記
号
一
覧 

VI

序
論 

1

第
一
章　

ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
宮
廷
に
任
用
さ
れ
る
ま
で
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
活
状
況
（
一
六
二
六
│
一
六
四
六
） 

8
原
典
頁
数

翻　

訳

一
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
六
）

　

第
一
節　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
幼
年
期
と
青
年
期 

8

　

第
二
節　

一
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
に
お
け
る
官
庁
組
織
の
基
盤 

10

第
二
章　

エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
宮
廷
で
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
任
用
と
、
そ
の
後
の
指
導
的
国
家
官
僚
へ
の
昇
進 

13

　

第
一
節　

図
書
館
員
、
小
ホ
ー
フ
ユ
ン
カ
ー

姓
、
侍

カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
（
一
六
四
六
│
一
六
五
一
） 

13

　

第
二
節　

宮ホ
ー
フ廷

・
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
へ
の
昇
任
と
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
執
筆
（
一
六
五
一
│
一
六
五
五
／
五
六
） 

17

　

第
三
節　

宮ホ
ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
な
ら
び
に
イ
エ
ナ
宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
五
六
│
一
六
六
三
） 

19

　

第
四
節　

ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
国
勤
務
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
経
歴
の
最
高
潮
（
一
六
六
三
│
一
六
六
四
） 

26

第
三
章　

ザ
ク
セ
ン
・
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
・
ツ
ァ
イ
ツ
公
国
宰カ
ン
ツ
ラ
ー

相
か
ら
新
設
ハ
レ
大
学
総カ

ン
ツ
ラ
ー

長
へ

　
　
　
　
　

│
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
没
す
る
ま
で
の
そ
の
後
の
生
活
状
況
の
概
観
（
一
六
六
四
│
一
六
九
二
） 

30

要
約
と
研
究
の
見
通
し 

33

注
記 

35

原
典
・
文
献
一
覧 

44

添
付
資
料
一
覧 

57

説
明

〔
修
了
論
文
〕
論
旨

一
三
二



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
八
七
）

ま
え
が
き

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
人
物
紹
介
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
ま
ず
、
行
政
史

の
問
題
に
対
す
る
著
者
の
一
般
的
関
心
に
起
因
し
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
（G

othaer S
taatsarchiv

）
の
一
員
と
し
て
筆
者
は
、

大
部
分
、
今
で
は
も
は
や
存
在
し
な
い
国
家
官
庁
で
の
行
政
活
動
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
公
文
書
館
資
料
に
毎
日
触
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
公
文
書
機
関
の
開
設
な
ら
び
に
私
た
ち
の
施
設
の
歴
史
は
、
結
局
、
一
六
四
〇
年
か
ら
四
一
年
の
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
分
割
契
約
に
関

連
し
た
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
の
成
立
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

エ
ル
ン
ス
ト
一
世
・
敬
虔
公
（E

rnst der F
rom
m
e

）
の
下
で
、
総
合
的
・
徹
底
的
な
（
新
）
国
家
建
設
が
多
く
の
段
階
で
行
わ
れ
た
。

そ
の
際
実
行
さ
れ
た
変
革
は
、
早
く
か
ら
歴
史
家
た
ち
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
て
き
た
。
歴
史
家
た
ち
は
、
と
り
わ
け
一
七
世
紀
ド
イ
ツ

の
国
制
・
行
政
史
〔
研
究
〕
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
そ
の
頃
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
上
級
官
僚
と
し
て
、
何
よ
り
も

ま
ず
行
政
法
上
、
重
要
な
措
置
を
主
に
支
え
た
人
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
六
四
年
の
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
彼
の
活

動
時
期
に
は
数
多
く
の
未
解
決
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
よ
り
詳
細
に
彼
の
伝
記
に
取
り
組
む
理
由
が
あ
る
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
本
年
〔
一
九
九
二
年
〕
一
二
月
一
八
日
は
、
彼
の
没
後
三
〇
〇
年
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

著
者
は
こ
の
機
会
に
、
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
に
感
謝
し
た
い
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
・
ヘ
ル
ト
哲
学
博
士
（D

r. sc. 

phil. W
ieland H

eld

）
は
、
計
画
に
最
初
か
ら
賛
同
し
て
く
だ
さ
り
、
い
く
つ
も
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
ゴ
ー
タ
と
ラ

イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
の
空
間
的
距
離
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
著
者
は
、
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
員
に
対
し
て
、
そ
の
刺
激
的
で
専
門
的
な
議
論
を
し
て
く
れ
た
こ
と
、
調
査
を
支
援
し
て
く
れ

一
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
八
八
）

た
こ
と
、
な
ら
び
に
、
相
応
し
い
公
文
書
館
資
料
を
用
意
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館
（F

orschungs- und L
andesbibliothek G

otha

）
の
職
員
の
み
な
さ
ん
に
対
し
て
、
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
示
唆
、
継
承
さ
れ
て
き
た
古
文
書
や
印
刷
物
の
提
示
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
そ
れ
ら
が
当
地
ゴ
ー
タ
の
ど
こ
に
も
な
い
と
き
、
図

書
館
借
用
に
よ
っ
て
文
献
を
入
手
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
へ
の
尽
力
に
感
謝
し
た
い
。

 

一
九
九
二
年
一
一
月
一
二
日　

ハ
ン
ス
─イ
エ
ル
ク
・
ル
ー
ゲ

重
要
省
略
記
号
一
覧

A
nm
. 

A
nm
erkung　

注

begr. 
begraben　

埋
葬

d. 
denar 

（P
fennig

）　

ペ
ニ
ヒ

f. 
fl oren 

（G
ulden

）　

グ
ル
デ
ン

F
L
B
 

F
orschungs- und L

andesbibliothek G
otha　

ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館

F
orts. 

F
ortsetzung　

続
き

g. 
groschen　

グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン

geb. 
geboren　

誕
生

G
eh. A

. 
G
eheim

es A
rchiv　

枢
密
公
文
書
館

gest. 
gestorben　

逝
去

hg. 
herausgegeben　

編
纂

一
三
四



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
八
九
）

R
Q
u. 

R
echnungsquartal　

会
計
四
半
期

R
S
 

R
ückseite　

裏
面

S
tA
 

S
taatsarchiv　

国
家
公
文
書
館
（
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
中
央
国
家
公
文
書
館
、
ゴ
ー
タ
分
館
）

unfol. 
unfoliiert　

丁
付
け
さ
れ
て
い
な
い

V
erm
. 

V
erm
ählung　

婚
姻

序
論

官
僚
、
政
治
家
そ
し
て
学
者
と
し
て
の
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
個
々
の
時
期
を
た
ど
る
と
す
る

と
、
再
三
、
次
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
業
績
は
、
一
七
世
紀
ド
イ
ツ
の
き
わ
め
て
重
要
な
政
治
・
経
済
・
哲
学
・
宗

教
、
そ
し
て
す
べ
て
の
精
神
思
潮
を
大
き
く
映
し
出
す
鏡
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
個
別
に
、
そ
れ
ら
を
検
討

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
経
歴
が
開
始
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
時
期
を
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
考
察
さ
れ
る
の
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
（
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
）
の
エ
ル
ン
ス
ト
一
世
・
敬
虔
公
、
統
治
期
間

は
一
六
四
〇
年
か
ら
一
六
七
五
年
ま
で
、
に
仕
え
た
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
六
四
年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
は
そ
の
間
に
、
彼
の
最
重
要
な
著
作
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』（T

eu
tsch

er F
ü

rsten
-S

tat

）
を
公
刊
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
初
版
、

一
六
五
六
年
）。
同
書
に
よ
っ
て
彼
は
、
当
時
の
専
門
家
た
ち
の
中
で
、
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
の
行
政
実
務
界
で
、
一
挙
に
有
名
に

な
っ
た
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
連
の
き
わ
め
て
多
様
な
出
版
物
と
評
価
と
が
あ
る
。
始
ま
り
は
あ
る
意
味
、

一
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
〇
）

彼
の
死
後
（
一
六
九
二
年
）
に
行
わ
れ
た

│
伝
承
に
よ
る
と
こ
ろ
の

│
弔
辞
で
あ
る
（
1
）

。

多
少
と
も
詳
細
に
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
全
業
績
も
し
く
は
伝
記
に
捧
げ
ら
れ
た
、
一
八
世
紀
刊
行
の
記
述
の
う
ち
、
と
り
わ
け
シ
ュ

レ
ー
バ
ー
（S

chreber （2
）

）
と
シ
ュ
レ
ッ
ク
（S

chröckh （3
）

）、
そ
し
て
ま
た
ク
ラ
ー
ル
ム
ン
ト
（C

larm
und （4

）
）
の
そ
れ
が
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
の
概
観
を
ナ
ー
ゼ
マ
ン
（N

asem
ann （5

）
）、
テ
ィ
レ
マ
ン
（T

ilem
ann （6

）
）、
そ
し
て
ク
ラ
イ
ン

ハ
イ
ヤ
ー
（K

leinheyer （7
）

）
の
論
文
が
幼
年
期
か
ら
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
、
一
八
世
紀
の
重
要
な
基
本
書
、
事
典
の
中
で
考
慮
さ
れ
て
い
っ

た
（
8
）

。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。

と
り
わ
け
学
説
の
歴
史
的
展
開
を
考
慮
し
て
い
る
、
国
家
学
お
よ
び
法
律
学
の
領
域
に
お
け
る
よ
り
広
範
囲
な
出
版
物

│
一
部
は
モ

ノ
グ
ラ
フ

│
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
名
前
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
（
10
）

。
ド
イ
ツ
行
政
理
論
、
行
政
学
（
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
）
の
形
成
に
対

す
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
意
義
を
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
11
）

。
他
の
論
文
で
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
業
績
が
も
っ
と
強

烈
に
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。
さ
ら
に
別
の
論
述
で
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
教
育
学
（
13
）

、

敬
虔
主
義
（
14
）

、
修
辞
学
（
15
）

、
そ
し
て
社
会
学
（
16
）

へ
の
影
響
が
テ
ー
マ
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
出
版
物
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
印
刷
さ
れ
た
著
作
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
著
作
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
利
用
さ
れ
た
伝
記
陳
述
は
、
大
抵
、
旧
来
の
記
述

│
弔
辞
、
な
ら
び
に
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
、
シ
ュ
レ
ッ
ク
、
ク
ラ
ー
ル

ム
ン
ト
の
論
文

│
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
公
文
書
館
の
原
典

│
継
承
さ
れ
て
き
た
官
公
庁
文
書
の
形
で
あ
れ
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ

や
彼
の
同
時
代
人
の
そ
の
他
の
文
書
遺
産
の
形
で
あ
れ

│
を
用
い
た
著
述
家
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
ん
の
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

一
三
六



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
九
一
）

事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
た
と
え
ば
ミ
ハ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
（M

ichael S
tolleis

）
で
あ
る
（
17
）

。

公
文
書
館
お
よ
び
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
き
た
手
書
き
の
一
次
資
料
を
も
熱
心
に
用
い
た
著
述
家
に
は
、
と
り
わ
け
エ
ル
ン
ス
ト
・

ロ
ッ
ツ
ェ
（E

rnst L
otze （18

）
）、
ホ
ル
ス
ト
・
ク
レ
ー
マ
ー
（H

orst K
raem

er （19
）

）、
そ
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ュ
ト
ケ
（W

ilhelm
 L
üdtke （20

）
）

が
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
依
然
と
し
て
、
記
録
文
書
研
究
を
基
礎
に
し
て
作
成
さ
れ
た
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
関
す
る
論
文
（
21
）

と
い
え

ば
、
大
抵
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
パ
ー
ナ
ー
（R

ichard P
ahner （22

）
）
の
筆
に
由
来
し
た
も
の
と
な
る
。
パ
ー
ナ
ー
の
つ
と
に
教
育
学
上
の
問
題
に

向
け
ら
れ
た
学
位
論
文
は
、
も
ち
ろ
ん
、
と
う
に
一
八
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ナ
ー
は
、
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
（
23
）

の

原
典
を
こ
の
上
な
く
利
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
原
典
は

│
他
の
数
多
く
の
原
典
と
並
ん
で

│
本
記
述
に
お
い
て
も
閲
覧
さ
れ
て
い
る
。

上
述
の
状
況
は
あ
る
意
味
で
は
理
解
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
著
述
家
と
し
て
の
業
績
に
取
り
組
む
こ
と
に
価
値
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
人
物
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
そ
し
て
こ
の
人
物
自
身
を
よ
り
よ
く
評
価
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

可
能
な
限
り
彼
の
生
活
や
活
動
の
多
く
の
側
面
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
り
深
く
、
具
体
的
に
伝
記
に
踏
み
込
ま

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
当
時
の
職
務
の
進
展
経
路
も
ま
た
よ
り
正
確
に
顧
慮
・
追
跡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
よ
り
も
、
有
能
で
、

多
方
面
に
わ
た
っ
た
関
心
を
持
ち
、
教
養
あ
る
若
者
と
し
て
見
な
さ
れ
る
べ
き
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
場
合
、
公
文
書
館
所
在
地
に
目
を
向

け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
だ
や
っ
と
二
〇
歳
と
い
う
年
齢
で
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
の
宮
殿
に
お
い
て
当
時

の
状
況
で
は
恵
ま
れ
た
地
位
を
得
て
、
そ
の
後
の
一
八
年
間
を
か
け
て
、
一
六
六
四
年
に
つ
い
に
辞
任
を
懇
請
す
る
ま
で
、
自
分
の
官
僚
経

歴
の
頂
点
に
到
達
し
て
い
っ
た
。
そ
の
頂
点
〔
到
達
〕
は
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
大
き
さ
の
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
期
間
に
は
、
平
和
令
締
結
を
と
も
な
う
三
〇
年
戦
争
の
最
終
段
階
と
復
興
事
業
の
最
初
の
期
間
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
人
生
を
よ
り
詳
細
に
観
察
す
る
場
合
、
最
初
に
、
ゴ
ー
タ
の
宮
殿
で
の
指
導
的
官
吏
の
中
で
彼
の
地
位
を
、
利
用

一
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
二
）

で
き
る
原
典
を
基
盤
に
し
て
、
可
能
な
限
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
と

い
う
場
所
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
研
究
は
、
お
も
に
他
の
業
績
を
通
じ
て
有
名
と
な
っ
た
歴
史
的
人
物
の

官
僚
人
生
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
テ
（Johann W

olfgang von G
oethe （24

）
）

に
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
か
ら
、
著
者
は
、
自
分
自
身
の
論
点
に
対
す
る
一
連
の
刺
激
が
与
え
ら
れ
た
。
同
様
に
、

ワ
イ
マ
ー
ル
の
古
典
時
代
と
関
連
は
あ
る
が
、
始
め
か
ら
ゲ
ー
テ
だ
け
に
〔
焦
点
を
〕
合
わ
せ
て
は
い
な
い
刊
行
物
に
も
そ
れ
は
当
て
は

ま
っ
て
い
る
（
25
）

。

本
記
述
に
お
い
て

│
本
来
的
な
目
的
に
反
し
て

│
、
ゴ
ー
タ
の
状
況
を
よ
り
強
烈
に
ド
イ
ツ
官
僚
制
史
か
ら
の
観
点
で
見
る
こ
と

も
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
当
時
存
在
し
て
い
た
出
版
物
（
26
）

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
ち
ょ
う
ど
良
い
枠
組
み
を
形
成

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
他
種
の
参
照
資
料
を
含
め
る
こ
と
も
、
一
般
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
到
着
す
る

前
の
ほ
ん
の
数
年
間
に
発
生
・
独
立
（
一
六
四
〇
／
四
一
年
）
し
た
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
の
状
況
に
集
中
す

る
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
国
は
、
そ
の
後
の
お
よ
そ
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
間
、
と
り
わ
け
国
家
・
行
政
構
造
の
基
盤
の
構
築
に

取
り
組
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
と
そ
の
時
代
を
論
じ
た
、
地
域
史
の
標
準
書
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
お
お
む
ね
一
八
、
一
九
世
紀
か
ら
で
あ
る
（
27
）

。

と
く
に
国
制
史
、
行
政
史
に
捧
げ
ら
れ
た
、
そ
し
て
そ
の
際
相
変
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ゴ
ー
タ
領
邦
を
観
察
し
た
の
で
は
な
く
、
テ
ュ
ー

リ
ン
ゲ
ン
の
状
況
全
体
に
従
事
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
論
文
に
は
、
と
り
わ
け
新
し
い
日
付
の
も
あ
る
（
28
）

。

こ
れ
と
の
関
連
で
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ス
（U

lrich H
eß

）
の
刊
行
物
は
、
と
り
わ
け
言
及
に
値
す
る
。
彼
は
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の

│
そ
し
て
と
く
に
ゴ
ー
タ
の

│
行
政
史
の
展
開
に
対
し
て
多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
。
一
九
六
二
年
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
公
刊
さ

一
三
八



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
九
三
）

れ
た
彼
の
著
作
『
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
国
家
に
お
け
る
枢
密
参
議
会
お
よ
び
内
閣
』（G

eh
eim

er R
at u

n
d

 K
abin

ett 

in
 d

en
 ern

estin
isch

en
 S

taaten
 T

h
ü

rin
gen

s

）
は
、
行
政
史
の
側
面
か
ら
本
論
に
枠
組
み
を
与
え
て
く
れ
た
（
29
）

。

一
七
世
紀
（
お
よ
び
一
八
世
紀
）
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
史
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
最
近
の
包
括
的
論
述
に
は
、
な
か
ん
ず
く
一
九
八
八

年
、
社
会
学
的
・
民
族
学
的
に
作
成
さ
れ
た
、
ヘ
ル
ガ
・
ラ
シ
ュ
ケ
（H

elga R
aschke

）
の
研
究
が
あ
る
（
30
）

。

本
論
文
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
主
た
る
原
典
は
、
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
（
31
）

の
蔵
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ス
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
蔵
書
一
覧
（
32
）

に
由
来
し
な
が
ら
、
考
慮
に
値
す
る
保
管
資
料
は
、
整
理
さ
れ
、
そ
し
て
彼
が
想
定
し
た
内
容
に
応
じ
て

選
択
さ
れ
、
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
原
則
的
に
、
除
外
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
蔵
書
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
次
の
も
の
は
き

わ
め
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
枢
密
公
文
書
館
（G

eheim
es A

rchiv

）、
財
務
会
計
書
（K

am
m
errechnungen

）、
な
ら
び
に

ゴ
ー
タ
財カ

ン

マ

ー

務
庁
（K

am
m
er G

otha

）。
そ
れ
に
対
し
て
副
次
的
な
意
義
を
、
ゴ
ー
タ
高
等
宗
務
庁
「
ゲ
ネ
ラ
リ
ア
」（O

berkonsistorium
 

G
otha. G

eneralia

）、
な
い
し
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
・
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ヌ
ム
（G

ym
nasium

 E
rnestinum

）
の
蔵
書
が
獲
得
し
て
い
る
。
残
念
な
が

ら
、
枢
密
公
文
書
館
の
非
常
に
重
要
な
蔵
書
は
、
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
（G

eheim
er R

atskollegium

）
お
よ
び
ラ
ン
ト
コ
レ
ー
ギ
エ

ン
（L

andkollegien

）
の
文
書
を
含
ん
で
い
た
が
、
す
で
に
一
八
五
五
年
、
場
所
の
不
足
か
ら
破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
原
典
基
盤
は
、
ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
手
書
き
遺
稿
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
と
り
わ
け
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
と
彼
と
同
時
代
の
人
々
と
の
間
の
手
紙
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
例
外
な
く
、
ゴ
ー
タ
か
ら
の

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
退
職
後
の
時
期
（
一
六
六
四
年
）
以
降
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
第
三
章
で
短
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。

目
が
通
さ
れ
た
最
後
の
一
次
資
料
は
、
ゴ
ー
タ
市
教
会
行
政
部
（S

tadtkirchenverw
altung G

otha

）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
教
会
文
献
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
六
五
〇
年
か
ら
一
六
五
四
年
に
集
中
し
て
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ゼ
ッ
ケ

一
三
九



政
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
四
）

ン
ド
ル
フ
の
最
初
の
結
婚
な
い
し
二
人
の
娘
の
誕
生
と
の
関
連
で
、
い
く
つ
か
の
情
報
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

転
記
の
問
題
に
つ
い
て
、
原
文
中
の
つ
づ
り
は
、
今
日
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
規
則
に
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
外
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
、
著
作
表
題
の
再
現
、
引
用
箇
所
、
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
名
字
で

あ
る
。
必
要
と
み
な
さ
れ
る
個
々
の
具
体
的
事
例
で
、
こ
の
こ
と
は
相
応
に
強
調
し
て
あ
る
。

第
一
章 　

ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
宮
廷
に
任
用
さ
れ
る
ま
で
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
活
状
況
（
一
六
二
六
│
一
六
四
六
）

第
一
章
第
一
節　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
幼
年
期
と
青
年
期
（
33
）

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
古
い
貴
族
一
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
六
二
六

年
一
二
月
二
〇
日
、（
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
近
郊
）
ヘ
ア
ツ
ォ
ー
ゲ
ン
ア
ウ
ラ
ハ
（H

erzogenaurach

）
で
誕
生
し
た
。
彼
の
幼
年
期
を
す
で
に
特

徴
づ
け
た
の
は
、
三
〇
年
戦
争
の
恐
怖
で
あ
っ
た
。
彼
の
父
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（Joachim

 

L
udw
ig von S

eckendorff . 1591-1642

）
は
、
ま
ず
ア
ム
ト
マ
ン
（A

m
tm
ann

）
と
し
て
、
後
に
と
り
わ
け
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
の
将
校
と
し

て
勤
務
し
た
。
彼
は
、
裏
切
り
の
嫌
疑
を
受
け
た
後
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
法
会
議
に
よ
り
死
刑
の
判
決
が
下
さ
れ
、
一
六
四
二
年
二
月
三

日
、
ザ
ル
ツ
ヴ
ェ
ー
デ
ル
（S

alzw
edel

）
に
お
い
て
処
刑
さ
れ
た
（
34
）

。

か
く
し
て
若
き
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ほ
と
ん
ど
父
が
い
な
い
ま
ま
、
と
り
わ
け
母
マ
リ
ア
・
ア
ン
ナ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
、

旧
姓
シ
ェ
ル
テ
ル
（
シ
ェ
ル
テ
リ
ン
）・
フ
ォ
ン
・
ブ
ル
テ
ン
バ
ハ
（M

aria A
nna von S

eckendorff , geb. S
chertel

﹇in

﹈ von B
urtenbach. 

1605-1650

）
の
庇
護
の
も
と
、
成
長
し
た
。
彼
女
は
全
部
で
八
人
の
子
供
、
三
人
の
娘
と
五
人
の
息
子
（
そ
の
う
ち
の
二
人
は
幼
く
し
て
亡

一
四
〇



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
九
五
）

く
な
っ
た
）、
を
生
ん
だ
。
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
弟
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
（H

einrich G
ottlob. 1637-1675

）
も
、
後
に

ゴ
ー
タ
宮
殿
で
職
を
見
つ
け
て
い
く
。
彼
の
一
番
下
の
妹
ア
ン
ナ
・
ゾ
フ
ィ
ア
（A

nna S
ophia

）
は
、
父
が
処
刑
さ
れ
た
お
よ
そ
三
週
間

後
、
一
六
五
二
年
二
月
末
に
誕
生
し
た
（
35
）

。
一
六
三
四
年
、
家
族
は
故
郷
フ
ラ
ン
ケ
ン
を
離
れ
て
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
方
に
安
全
と
保
護

を
求
め
て
い
っ
た
。
休
息
地
と
な
っ
た
の
は
と
く
に
、
コ
ー
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
、
エ
ア
フ
ル
ト
の
都
市
で
あ
り
、
フ
ァ
イ

ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
そ
れ
ら
の
地
の
別
々
の
学
校
に
通
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
部
分
的
に
は
自
分
の
母
親
か
ら
、
と
く
に
ラ
テ
ン
語
、

修
辞
学
、
数
学
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
も
ら
っ
た
（
36
）

。

一
六
三
九
年
、
後
の
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
エ
ル
ン
ス
ト
が
ワ
イ
マ
ー
ル
で
才
能
あ
る
若
者
に
気
づ
い
た
。
程
な
く
し
て
ゼ
ッ
ケ
ン
ド

ル
フ
は
コ
ー
ブ
ル
ク
宮
廷
に
や
っ
て
来
て
、
二
人
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
皇
子
と
一
緒
に
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
交
際
は
相
互

に
や
や
困
難
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
両
親
に
、
コ
ー
ブ
ル
ク
か
ら
彼
を
呼
び
戻
し
て
も
ら
う
よ
う

つ
い
に
頼
ん
だ
（
37
）

。

一
六
四
一
年
初
め
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
最
初
の
ゴ
ー
タ
滞
在
が
証
明
で
き
る
。
二
月
六
日
以
降
彼
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
・
イ
ル
ス
ト

レ
（G

ym
nasium

 illustre

）
の
正
式
に
登
録
さ
れ
た
生
徒
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
そ
の
校
長
で
あ
っ
た
の
は
、
き
わ
め
て
有
名
な
教

育
家
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ラ
イ
ヘ
ア
（A

ndreas R
eyher

）
で
あ
っ
た
。
続
く
二
学
期
も
そ
れ
相
応
の
登
録
が
見
つ
か
る
（
38
）

。

一
六
四
二
年
春
、
彼
は
ギ
ム
ナ
ジ
ム
を
去
り
、
そ
の
間
、
彼
は
父
を
失
っ
た
。
父
の
戦
友
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
将
校
カ
ス
パ
ー
・
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
・
モ
ル
テ
ー
ヌ
（C

aspar C
ornelius M

ortaigne

）
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
は
、
一
六
四
二
年
一
〇
月
一
一
日

│
満
一
六
歳
に
な
る
前
に

│
当
時
評
判
の
良
か
っ
た
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
に
入
る
こ
と

が
で
き
た
。

一
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
六
）

そ
こ
で
は
と
り
わ
け
哲
学
、
歴
史
、
法
律
の
分
野
を
聴
講
し
た
（
39
）

。
一
六
四
五
年
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
自
分
の
学
業
を
エ
ア
フ
ル
ト

で
終
了
す
る
た
め
に
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
を
去
っ
た
。
短
期
間
、
彼
は
一
六
三
六
年
の
初
め
、
ヘ
ッ
セ
ン
・
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
方
伯
ゲ

オ
ル
ク
二
世
（L

andgraf G
eorg II. von H

essen-D
arm
stadt

）
の
親
衛
隊
准
士
官
（F

ähnrich in der L
eibgarde

）
と
し
て
の
地
位
を
保
持

し
た
。
お
そ
ら
く
、
同
年
半
ば
彼
は
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
か
ら
エ
ア
フ
ル
ト
へ
の
周
遊
の
途
次
、
ゴ
ー
タ
宮
廷
に
滞
在
し
た
。
そ
の
際
、

エ
ル
ン
ス
ト
公
が
、
宮
廷
説
教
師
ク
リ
ス
ト
フ
・
ブ
ル
ン
コ
ア
ス
ト
（C

hristoph B
runchorst

）
に
対
し
て
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
ザ
ク

セ
ン
・
ゴ
ー
タ
で
の
勤
務
に
就
く
よ
う
提
案
さ
せ
た
に
違
い
な
い
（
40
）

。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
つ
い
に
承
諾
し
た
。
か
く
し
て
、
フ
ァ
イ

ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
新
し
い
人
生
の
一
時
節
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
に
大
き
な
成
功
、
そ
し
て
い

く
つ
か
の
暗
転
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
章
第
二
節　

一
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
に
お
け
る
官
庁
組
織
の
基
盤

一
六
四
〇
／
四
一
年
の
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
分
割
契
約
は
、
な
か
ん
ず
く
、
最
初
の
支
配
者
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
一
世
の
下
、
ザ
ク
セ

ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
の
成
立
に
つ
な
が
っ
た
。
今
や
そ
の
具
体
的
面
積
と
ア
ム
ト
構
成
と
で
成
立
し
た
領
邦
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
の
で
、

新
し
い
適
切
な
国
家
管
理
の
基
盤
を
作
る
こ
と
が
早
急
に
必
要
と
思
わ
れ
た
（
41
）

。

す
で
に
一
六
四
一
年
春
、
最
終
的
な
分
割
契
約
締
結
の
前
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
ゴ
ー
タ
の
中
央
行
政
の
構
築
に
着
手
し
た
。
遅
く
と
も

三
月
に
は
、
教
会
事
項
、
学
校
事
項
の
た
め
の
中
央
官
庁
と
し
て
宗
コ
ン
ジ
ス
ト
リ
ウ
ム

務
庁
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
後
す
ぐ
に
、
統レ

ギ
ー
ル
ン
ク

治
院
と
財カ

ン

マ

ー

務
庁
が
作
ら

れ
た
。
前
者
は
、
司
法
と
行
政
を
所
管
し
、
同
時
に
、
ゴ
ー
タ
公
国
の
レ
ー
ン
裁
判
所
と
し
て
も
重
要
性
を
持
っ
た
。
後
者
は
、
と
り
わ

け
森
林
と
領
邦
君
主
の
レ
ガ
リ
エ
ン
と
か
ら
な
る
ド
メ
ー
ネ
ン
財
産
を
管
理
し
た
。
そ
の
手
本
は
、
一
七
世
紀
前
半
に
こ
う
し
た
三
部
構

一
四
二



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
九
七
）

造
が
形
成
さ
れ
て
い
た
ザ
ク
セ
ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
行
政
構
造
の
構
築
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
初
代
宰カ
ン
ツ
ラ
ー

相
で
あ
っ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ラ
ン
ツ
ケ
（G

eorg 

F
rantzke

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
職
務
を
一
六
四
一
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
執
行
し
た
（
添
付
資
料
1
参
照
）。

新
し
い
中
央
官
庁
が
効
果
的
に
機
能
し
て
い
く
の
に
必
要
な
基
盤
を
形
成
し
た
の
は
、
程
な
く
し
て
、
す
べ
て
一
六
四
二
年
に
公
布
さ

れ
た
宗コ
ン
ジ
ス
ト
リ
ウ
ム

務
庁
令
、
カ
ン
ツ
ラ
イ
令
、
そ
し
て
財カ

ン

マ

ー

務
庁
令
で
あ
っ
た
。

エ
ル
ン
ス
ト
公
の
相
応
の
条
令
を
基
礎
と
し
て
、
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
が
一
六
五
一
年
一
〇
月
一
日
付
発
効
で
設
置
さ
れ
た
。
こ

の
新
し
い
官
庁
は
ま
ず
、
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ
ケ
と
い
う
人
間
に
合
わ
せ
て
調
整
さ
れ
た
。
彼
は
、
亡
く
な
る
ま
で
唯
一
の
正
規
構
成

員
で
あ
っ
た
。

枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
は
以
後
、
内
政
問
題
・
外
交
問
題
の
処
理
や
、
他
の
重
要
な
領
邦
問
題
を
所
管
し
た
。
会
議
は
、
エ
ル
ン
ス

ト
公
が
出
席
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
他
の
中
央
行
政
〔
機
関
〕
の
代
表
者
が
、
処
理
す
べ
き
問
題
に
応
じ
て
出
席
し
た
（
42
）

。
だ
か

ら
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
の
国
制
に
お
い
て
、
そ
れ
が
支
配
的
地
位
を
占
め
た
の
は
、
か
な
り
早
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
つ
も
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
が
自
分
の
宮
廷
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
努
め
た
の
は
、
彼
の
領
邦
内
で
上
級
職
、
そ
し
て
最
高
職
を
引
き
受

け
、
そ
れ
を
果
た
す
能
力
が
十
分
に
あ
る
相
応
の
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
先
を
見
通
し
な
が
ら
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
注
意
を
寄
せ

た
若
い
野
心
的
人
物
に
〔
能
力
〕
証
明
の
機
会
や
昇
進
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
稀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
小
ホ
ー
フ
ユ
ン
カ
ー

姓
、
侍

カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
と

し
て
始
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
や
そ
の
他
ま
で
に
も
登
用
さ
れ
て
い
っ
た
（
添
付
資
料
1
参
照
）。
フ
ァ
イ
ト
・

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ゴ
ー
タ
宮
廷
で
の
彼
の
滞
在
は
、
今
や
続
行
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
二
九
八
）

第
二
章　

エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
宮
廷
で
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
任
用
と
、
そ
の
後
の
指
導
的
国
家
官
僚
へ
の
昇
進

第
二
章
第
一
節　

図
書
館
員
、
小

ホ
ー
フ
ユ
ン
カ
ー

姓
、
侍

カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
（
一
六
四
六
│
一
六
五
一
）

非
常
に
困
難
な
が
ら
も
、
ゴ
ー
タ
宮
殿
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
最
初
の
勤
務
時
代
を
、
資
料
上
、
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
こ
と
は
、
問
題
と
な
る
、
そ
し
て
ゴ
ー
タ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
す
べ
て
を
著
者
が
閲
読
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い

な
い
。
例
と
し
て
は
、
図
書
館
員
と
し
て
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
活
動
の
証
拠
も
未
整
理
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
の
関
心
が
書
籍
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
一
六
六
二
年
の
継
承
さ
れ
て
き
た
（
数
少
な
い
）
記
録
を
一
旦
除
け
ば
（
43
）

、
著
者
は
、

そ
れ
を
指
摘
し
た
最
も
古
い
日
付
の
も
の
を
、
牧
師
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
（M

artin L
eißringen

）
に
よ
る
一
六
九
三
年
一
月

八
日
の
弔
辞
に
見
つ
け
た
（
44
）

。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
は
図
書
館
の
「
承
諾
」
権
限
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
ま
た
、
彼
に
は
、
語
学
や
そ
の
他
の
学
問
研
究
に
対
す
る
か
な
り
大
き
な
活
動
余
地
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
宿
や
食
事
を
最
初
、

彼
は
宮
廷
説
教
師
ク
リ
ス
ト
フ
・
ブ
ル
ン
コ
ア
ス
ト
の
と
こ
ろ
で
取
っ
て
い
た
。
宮
廷
に
は
、
彼
は
、
日
曜
日
や
説
教
日
、
そ
し
て
決
め

ら
れ
た
機
会
に
行
く
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
折
に
触
れ
て
彼
は
、
自
分
の
研
究
の
進
行
に
つ
い
て
、
学
術
的
説
明
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、

公
爵
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
。
フ
リ
ー
デ
リ
ヒ
・
ル
ド
ル
フ
ィ
（F

ri

﹇e

﹈derich R
udolphi

）
も
ま
た
、
彼
の
『
ゴ
ー
タ

公
文
書
』（G

oth
a d

iplom
atica

）
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
図
書
館
に
対
し
て
責
任
を
有
し
て
い
て
、
整
理
綱

要
を
導
入
し
て
い
っ
た
（
45
）

。
そ
の
綱
要
は
、
彼
に
よ
る
根
本
基
準
の
中
で
も
、
現
代
ま
で
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
（
46
）

。

三
〇
年
戦
争
の
終
結
段
階
で
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
二
度
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
将
軍
ウ
ラ
ン
ゲ

ル
（W

rangel

）
と
の
交
渉
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
と
り
わ
け
、
軍
隊
行
進
、
宿
営
、
軍
税
な
ど
の
結
果
に
よ
る
損
失
を
ゴ
ー
タ
領

一
四
四



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
二
九
九
）

邦
か
ら
回
避
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
派
遣
団
が
オ
ー
ア
ド
ゥ
ル
フ
（O

hrdruf

）
に
宿
営
し
た
一
六
四
七
年
二
月
、

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
公
爵
の
他
の
二
人
の
官
吏
、
ハ
ン
ス
・
カ
ス
パ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ル
テ
ィ
ッ
ツ
（H

anß C
aspar von M

iltitz. 1608-

1670

）
そ
し
て
猟

イ
エ
ー
ガ
ー
マ
イ
ス
タ
ー

兵
隊
長
ハ
ン
ス
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
ハ
イ
ム
（H

annß L
udw
ig von W

angenheim

）（
添
付
資
料
1

参
照
）
と
一
緒
に
ウ
ラ
ン
ゲ
ル
の
許
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
二
月
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
も
う
一
度
同
様
の
任
務
を
受
け
た
（
47
）

。
一
六
四
六

年
半
ば
以
降
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
公
爵
の
官
吏
の
一
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
財
務
勘
定
書
（K

am
m
errechnungen

）
か
ら

分
か
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
、
一
六
四
五
／
四
六
年
度
の
会
計
四
半
期
に
最
初
の
俸
給
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
実
際
、
一
六
四
六
年
七
月
か
ら
九
月
（
末
）
に
合
致
し
た
。
彼
は
初
め
か
ら
、
中
で
も
宰

カ
ン
ツ
ラ
ー相

に
成
る
べ
き
、
個
々
の
中
央
行
政
〔
機

関
〕
の
長
た
ち
が
属
す
る
官
僚
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
た
（
添
付
資
料
1
、
続
き
1
参
照
）。
四
〇
年
代

│
お
よ
び
一
部
は
五
〇
年
代

│
の
会
計
証
拠
類
に
は
そ
の
数
が
か
な
り
継
続
的
に
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
五
人
か
ら
一
八
人
の
間
で
揺
れ
て
い
た
が
、
国
家
が
ど

の
よ
う
に
統
合
し
、
経
済
力
や
収
入
が
増
え
て
い
っ
た
か
に
は
っ
き
り
と
対
応
し
て
、
そ
れ
は
後
に
二
〇
人
以
上
と
な
っ
た
。
俸
給
の
高

さ
も
次
第
に
、
三
〇
年
戦
争
の
終
わ
り
に
は
す
で
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
は
、
各
一
人
一
人
の
構
成
員
に
対
す
る
俸
給
の
高
さ
に
あ
っ
た
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
別
の
グ
ル
ー
プ

で
行
わ
れ
た
官
吏
た
ち
へ
の
支
払
例
は
、
こ
の
総
括
的
な
推
量
に
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
全
く
単
純
に
、
ゴ
ー
タ
国
家

の
指
導
的
官
僚
を
考
え
て
い
る
。
彼
ら
だ
け
は
、
当
時
の
簿
記
の
順
番
で
他
の
人
た
ち
か
ら
際
立
っ
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
そ
れ
自
体
の
中

で
は
、
頂
点
に
い
る
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

に
始
ま
り
（
48
）

、
後
継
者
有
力
メ
ン
バ
ー
団
と
も
呼
べ
る
比
較
的
若
い
構
成
員
た
ち
ま
で
、
か
な
り
強
烈
な
序
列
も

証
明
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
団
は
、
彼
ら
の
出
世
の
最
初
に
位
置
し
、
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
任
務
で
ま
ず
試
さ
れ
、
そ
し
て

〔
そ
の
能
力
を
〕
実
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
49
）

。

一
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
〇
）

一
六
四
八
年
一
二
月
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
将
来
、
宮
廷
で
生
活
す
る
と
い
う
条
件
で
、

小ホ
ー
フ
ユ
ン
カ
ー

姓
に
任
命
さ
れ
た
（
50
）

。
け
れ
ど
も
具
体
的
な
任
務
を
彼
は
そ
の
時
、
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
51
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
は
ど

う
や
ら
、
時
間
を
多
岐
に
わ
た
る
勉
学
に
利
用
し
た
ら
し
い
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
比
較
的
小
さ
な
原
稿
、
写
し
、
印
刷
物
が

あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
部
は
確
実
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
由
来
、
も
し
く
は
彼
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ

れ
ら
に
は
日
付
が
全
部
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
個
々
の
品
に
は
、
短
い
論
究
「
最
後
の
晩
餐
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
思

想
（C

hristliche G
edancken vom

 H
och-H

eiligsten A
bendm

ahl

）」（
日
付
は
一
六
四
八
年
一
月
三
〇
日
）、
あ
る
い
は
も
っ
と
有
名
な
イ
ン
ゼ

ル
ス
ベ
ル
ク
の
詩
「
イ
ン
ゼ
ル
ベ
ル
ク
讃
歌
（L

ob-R
ede des H

einssel-B
ergs

）」（
一
六
四
九
年
の
手
書
き
自
筆
原
稿
な
ら
び
に
一
七
〇
二
年
の

印
刷
物
）
が
含
ま
れ
る
（
52
）

。

一
六
四
九
年
一
一
月
七
日
付
領
邦
君
主
へ
の
請
願
書
に
お
い
て
、
宮
廷
で
の
自
分
の
役
割
に
関
す
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
不
満
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
彼
は
、
自
分
に
将
来
、
本
物
の
職
責
が
与
え
ら
れ
、
給
料
が
少
し
増
額
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
俸
給
の
懇
願
は
か
な
り
早
く
か
ら
叶
え
ら
れ
た
け
れ
ど
も
（
53
）

、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
彼
の
地

位
は
、
依
然
と
し
て
か
な
り
不
遇
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
若
き
皇
子
の
養
ホ
ー
フ
マ
イ
ス
タ
ー

育
官
を
引
き
受
け
る
よ
う
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
バ

イ
ロ
イ
ト
辺
境
伯
（M
arkgraf von B

randenburg-B
ayreuth

）
の
提
案
が
よ
う
や
く
、
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
え
る
。
エ
ル
ン
ス
ト

敬
虔
公
は
、
中
で
も
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
の
職
を
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
約
束
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
宮
廷
に
引
き
続
き
縛
り
つ
け
る
あ
か
ら
さ
ま

な
努
力
を
し
た
（
54
）

。
早
く
か
ら
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
勤
務
に
留
ま
り
、
大
公
の
明
確
な
許
可
が
な
け
れ
ば
他
の
職
務

を
受
諾
し
な
い
と
、
あ
る
証
文
で
誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
文
書
は
、
一
六
五
〇
年
七
月
一
五
日
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
（
55
）

。

一
六
五
〇
年
に
も
、
お
そ
ら
く
暦
年
最
後
の
四
半
期
を
も
っ
て
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、

一
四
六



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
〇
一
）

侍カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
の
称
号
を
有
し
た
。
こ
れ
は
、
新
し
い
具
体
的
な
任
務
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
で
も
彼
に
は
お
そ
ら
く
完
全
な
満
足
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
財
政
的
に
変
化
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
参
照
、
添
付
資
料
1
、
一
六
四
九

／
五
〇
年
度
欄
以
下
）。

と
こ
ろ
で
、
財
務
会
計
簿
の
「
尊
崇
費
」
や
「
食
糧
お
よ
び
旅
行
費
」（G

nädige V
erehrungen und Z

ehrung und R
eisekosten der 

K
am
m
errechnungesbände

）
の
欄
（
添
付
資
料
2
と
3
参
照
）
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
自
分
の
職
務
の
最
初
の
年
、
上

位
の
地
位
を
得
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
載
っ
て
い
る
。

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
、
母
を
一
六
五
〇
年
三
月
三
〇
日
に
亡
く
し
た
こ
と
、
に
言
及
し
な
い

わ
け
に
は
い
け
な
い
。
彼
女
は
、
四
五
歳
を
迎
え
て
数
週
間
後
、
エ
ア
フ
ル
ト
で
亡
く
な
っ
た
。
彼
女
は
八
人
の
子
供
に
生
を
授
け
た
の

で
あ
る
（
56
）

。

第
二
章
第
二
節　

宮ホ
ー
フ廷

・
司ユ

ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
へ
の
昇
任
と
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
執
筆
（
一
六
五
一
│
一
六
五
五
／
五
六
）

一
六
五
一
年
八
月
一
三
日
、
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
の
形
成
（
一
〇
月
一
日
）
の
数
週
間
前
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
お

よ
び
司
ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
へ
の
任
命
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
領
邦
統レ

ギ
ー
ル
ン
ク

治
院
の
一
員
と
な
っ
た
。
彼
の
任
務
は
、
任
命
資
料
の
中
に

書
か
れ
て
い
た
（
57
）

。
そ
こ
か
ら
と
り
わ
け
、
既
存
条
令
の
改
良
な
ら
び
に
総
合
的
な
あ
る
い
は
個
別
的
な
種
類
の
将
来
的
な
条
令
編
纂
（
領

邦
条
令
ま
で
）
に
参
加
す
る
義
務
が
導
き
出
さ
れ
る
。
一
六
五
一
／
五
二
会
計
年
度
の
最
初
の
三
か
月
で
、
彼
は
他
の
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
と
同

じ
俸
給
を
得
て
い
た
（
添
付
資
料
1
）。
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
一
六
四
一
年
い
わ
ゆ
る
「
参
議
官
の
義
務
」（R

äthe P
fl icht

）
を
公
布
し
た
。

こ
れ
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
一
六
五
一
年
八
月
一
三
日
に
、
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

フ
ラ
ン
ツ
ケ
、
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
フ
ォ
ム
・
ハ
ー
ゲ
ン
（vom

 H
agen

）、

一
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
二
）

宮ホ
ー
フ廷

・
宗コ

ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
ラ
ー
ト

務
庁
参
議
官
ロ
ー
プ
ハ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
（L

obhardtsberger

）
な
ら
び
に
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
（A

vem
ann

）
の
眼
前
で

宣
誓
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
58
）

。
後
に
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
と
い
う
資
格
で
、
彼
は
、
他
の
職
員
の
宣
誓
に
証
人
と
し
て
参
加
す
る
権
利
も
有
し
て

い
っ
た
（
59
）

。

彼
の
収
入
を
著
し
く
改
善
さ
せ
た
宮
廷
で
の
新
し
い
地
位
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
と
う
と
う
結
婚
の
機
会
を
与
え
た
。
一
六
五
一
年

一
一
月
一
六
日
彼
は
女
カ
ン
マ
ー
ユ
ン
グ
フ
ラ
ウ

官
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ユ
リ
ア
ネ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
パ
ハ
（E

lisabeth Juliane von V
ippach

）
と
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク

で
結
婚
し
た
（
60
）

。
残
念
な
が
ら
、
一
家
の
長
と
し
て
は
幸
福
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
最
初
の
娘
ア
ン
ナ
・
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
（A

nna 

E
lisabeth

）（
一
六
五
二
年
一
〇
月
一
五
日
誕
生
）
は
、
生
ま
れ
て
六
週
間
で
亡
く
な
っ
た
（
61
）

。
二
番
目
の
娘
カ
タ
リ
ー
ナ
・
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト

（C
atharina E

lisabeth

）（
一
六
五
四
年
八
月
四
日
誕
生
）
も
、
数
か
月
後
の
一
六
五
四
年
一
〇
月
二
九
日
死
去
し
て
い
る
（
62
）

。
こ
の
結
婚
生
活

で
は
そ
れ
以
外
の
子
供
の
誕
生
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

二
人
の
娘
の
誕
生
と
埋
葬
と
の
関
連
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
家
に
与
え
ら
れ
た
財
政
的
配
分
金
（
添
付
資
料
3
、
続
き
1
）
は
、
公
国
に
お

い
て
は
当
時
一
般
的
に
通
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
領
邦
君
主
の
職
員
だ
け
に
該
当
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
配
分
金
が
関
連
す

る
原
因
は
様
々
で
あ
っ
た
。

宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
、
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
へ
の
任
命
に
よ
っ
て
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
公
務
出
張
は
大
き
く
増
大
し
て
、
そ
れ
は
財
務
会
計
書
を
通
し

て
証
明
が
で
き
た
（
添
付
資
料
2
、
続
き
1
）。
し
か
し
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
し
ば
し
ば
、
一
六
五
一
年
の
終
わ
り

か
ら
一
六
五
六
年
の
終
わ
り
ま
で
の
期
間
に
四
回
は
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

一
六
五
二
年
二
月
か
ら
三
月
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
に
お
い
て
包
括
的
な
ゲ
リ
ヒ
ト
巡
察
（G

erichtsvisitation

）
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
を
依
頼
さ
れ
た
の
が
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
（S

chröter

）
と
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
（B

rückner

）
並
び
に
宗コ
ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
ラ
ー
ト

務
庁
参
議
官
お
よ
び

一
四
八
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三
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宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
フ
ォ
ン
・
ミ
ル
テ
ィ
ッ
ツ
（von M

iltitz

）
で
あ
っ
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
参
加
は
文
書
を
見
て
も
明
ら
か
で
は

な
い
（
63
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
そ
の
当
時
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
か
ら
ゴ
ー
タ
国
家
の
描
写
を
行
う
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
、
他
の
領
邦
国
家
の
状
況
に
適
合
し
た
、
自

国
行
政
構
造
の
形
成
に
応
用
で
き
る
可
能
性
を
提
供
せ
よ
、
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
っ
た
（
64
）

。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
は
当
時
、
一
方
で
は
行
政
実
務
処
理
に
参
加
す
る
可
能
性
、
他
方
で
は
そ
こ
で
得
ら
れ
た
経
験
や
知
識
を
理
論
的

に
消
化
し
て
い
く
余
地
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か
く
し
て
彼
が
、
一
六
五
三
年
の
新
し
い
領
邦
条
令
の
採
択
に
関
与
し
た
の
は
確
実
で

あ
る
（
65
）

。
だ
が
、
彼
の
実
務
的
・
知
的
研
究
の
主
た
る
成
果
は
、
一
六
五
五
年
に
完
成
し
、
一
年
後
公
刊
す
る
こ
と
が
で
き
た
著
作
『
ド
イ

ツ
君
主
国
（
66
）

』
で
あ
る
。
出
版
の
時
点
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
三
〇
歳
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
、
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
の
在
職
は
わ
ず
か

に
四
年
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
『
君
主
国
』
発
行
に
対
す
る
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
側
の
承
認
で
お
そ
ら
く
、
一
六
五
六
年
春
（
67
）

、
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
へ
の
任
命
が
付

け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
六
六
三
年
ま
で
彼
は
、
宮ホ
ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
と
い
う
称
号
を
名
乗
り
、
高
い
給
料
を
受
け
取
っ
た
（
添
付
資
料
1
、
続
き
3
）。

第
二
章
第
三
節　

宮ホ
ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
な
ら
び
に
イ
エ
ナ
宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
五
六
│
一
六
六
三
）

一
六
五
七
年
半
ば
、
こ
れ
ま
で
の
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
共
通
の
イ
エ
ナ
宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
の
死
去
に
よ
り
、
当
該
職
の
新
任
問
題
が

起
き
た
後
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
公
（H

erzog F
riedrich W

ilhelm
 von S

achsen-

A
ltenburg

）、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
の
・
エ
ル
ン
ス
ト
公
、
ザ
ク
セ
ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
公
（H

erzog W
ilhelm

 von 

一
四
九
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S
achsen-W

eim
ar

）
の
間
で
相
応
の
合
意
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
、
ゴ
ー
タ
の
宮ホ

ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
で
あ
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
そ

れ
を
依
頼
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
。
本
職
へ
の
任
命
は
一
六
五
七
年
六
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
宮
廷
裁
判
所

会
議
が
イ
エ
ナ
で
設
定
さ
れ
て
い
た
時
で
あ
っ
た
（
68
）

。
そ
れ
に
関
連
す
る
昇
給
は
も
ち
ろ
ん
、
財
務
会
計
書
に
よ
っ
て
跡
付
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
（
添
付
資
料
1
、
一
六
五
六
／
六
七
〔sic

〕
年
度
以
下
参
照
（
69
）

）。

一
六
七
〇
年
一
月
七
日
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
の
エ
ル
ン
ス
ト
公
に
対
す
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
申
請
に
お
い
て
、
彼
は
本
職
〔
イ
エ

ナ
宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
〕
の
免
除
を
願
い
出
た
。
そ
れ
は
彼
が
一
二
年
半
以
上
、
本
職
を
行
っ
て
い
た
後
の
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
彼
は
、

絶
え
間
な
く
増
え
る
（
職
務
上
の
）
負
担
と
同
時
に
「
体
力
の
減
少
」
の
た
め
と
弁
明
し
た（70
）

。
大
公
た
ち
の
相
互
の
合
意
に
よ
り
、
ゼ
ッ

ケ
ン
ド
ル
フ
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
。
新
し
い
宮
廷
裁
判
官
が
選
任
さ
れ
た
の
は
、
数
年
が
経
過
し
て
後
の
事
で
あ
っ
た
（
71
）

。

エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
の
習
わ
し
に
は
、
自
分
の
息
子
た
ち
に
よ
い
教
育
を
行
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
長
じ
た
と
き
、

│

と
り
わ
け
西
方
の

│
外
国
へ
研
修
旅
行
を
実
施
す
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
最
も
頻
繁
に
旅
行
の
目
的
地
と
さ
れ

た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ
た
。
公
の
長
子
で
王
位
継
承
者
の
ヨ
ハ
ン
・
エ
ル
ン
ス
ト
（Johann E

rnst. 1641-57

）
は
、
一
六
五
七
年
九

月
半
ば
、
自
身
四
度
目
と
な
る
オ
ラ
ン
ダ
旅
行
を
開
始
し
た
。
そ
れ
は
な
か
ん
ず
く
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
（F

rankfurt 

am
 M
ain

）、
マ
イ
ン
ツ
（M

ainz

）、
ケ
ル
ン
（K

öln

）、
ニ
ム
ヴ
ェ
ー
ゲ
ン
（N

ym
w
egen

）、
ハ
ー
グ
（H

aag

）、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

（A
m
sterdam

）
を
回
っ
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
（U

trecht

）
ま
で
、
そ
し
て
帰
り
は
も
う
一
度
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
回
っ
て
ゴ
ー
タ
へ
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
旅
行
は
一
六
五
七
年
の
九
月
一
五
日
か
ら
一
〇
月
三
一
日
ま
で
か
か
っ
た
。

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
こ
の
旅
で
は
皇
子
の
常
任
随
行
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
ペ
ン
か
ら
詳
細

な
旅
行
報
告
が
生
ま
れ
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
エ
ル
ン
ス
ト
公
に
対
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、

一
五
〇
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旅
行
団
と
エ
ル
ン
ス
ト
公
と
の
間
で
は
広
範
囲
に
わ
た
る
文
書
の
や
り
取
り
や
、
日
誌
風
の
記
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
72
）

。
リ
ヒ
ャ
ル

ト
・
パ
ー
ナ
ー
は
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
に
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
記
録
に
言
及
し
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
、
一
七
世
紀
の
風
俗
史
、
文
化

史
へ
の
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
と
説
明
し
た
（
73
）

。
そ
の
記
録
は
公
刊
が
待
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
の
あ
る
個
所
で
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ

付
き
の
ユ
ン
カ
ー
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
宮
殿
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
弟
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
の
存
在
を
示
唆
す
る
最
初
の
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
（
74
）

。

後
者
は
、
こ
の
時
点
で
お
よ
そ
二
〇
歳
で
あ
っ
た
。
彼
の
地
位
は
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
相
当
の
尽
力
に
き
わ
め
て
大
き
く

帰
せ
ら
れ
る
。
財
務
会
計
書
を
調
べ
る
と
彼
は
、
一
六
六
〇
／
六
一
年
度
に
初
め
て
侍
カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
こ
と
は
当
然
、
す
き

ま
だ
ら
け
の
継
承
物
に
よ
っ
て
、
五
〇
年
代
末
と
限
定
さ
れ
る
。
別
の
箇
所
で
彼
は
、
一
六
五
九
年
以
降
、
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
75
）

。

後
年
、
彼
は
「
若
き
支
配
者
」（
皇
子
）
の
養

ホ
ー
フ
マ
イ
ス
タ
ー

育
官
、
侍

カ
ン
マ
ー
ユ
ン
カ
ー

従
、
そ
し
て
宗
務
庁
員
（C

onsistorialassessor

）
へ
と
昇
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
は
そ
の
地
位
を
一
六
六
四
年
中
ご
ろ
放
棄
し
た
。
そ
の
後
す
ぐ
、
彼
に
兄
が
続
い
た
の
で
あ
る
。（
添
付
資
料
1
、
一
六
六
〇
／
六
一
│

一
六
六
三
／
六
四
年
度
参
照
）。

ゴ
ー
タ
宮
殿
で
数
年
を
過
ご
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
次
第
に
、
責
任
の
重
い
任
務
を

代
行
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
、
ど
う
や
ら
当
初
か
ら
、
指
導
的
国
家
官
吏
グ
ル
ー
プ
の
中
の
一
員
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
皇
子
の
養
ホ
ー
フ
マ
イ
ス
タ
ー

育
官
と
い
う
身
分
で
彼
は
、
様
々
の
旅
行
で
皇
子
に
付
き
添
っ
た
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
ヒ
オ
プ
・
ル
ド
ル
フ
（H

iob 

L
udolff 

）
と
一
緒
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
二
つ
の
比
較
的
大
き
な
企
画
が
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先
ず
、
一
六
六
一
年

八
月
か
ら
一
〇
月
に
わ
た
る
皇
子
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（F

riedrich

）
と
ア
ル
ベ
ル
ト
（A

lbert

）
の
ウ
ィ
ー
ン
旅
行
で
あ
っ
た
（
76
）

。
そ
の
次
に
、

皇
子
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
三
回
目
）、
ア
プ
レ
ヒ
ト
（A

brecht

）（
二
回
目
）、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
（B

ernhard

）（
一
回
目
）
の
費
用
の
か
さ
む
オ
ラ

一
五
一
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ン
ダ
旅
行
が
、
一
六
六
二
年
七
月
、
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
六
六
三
年
二
月
に
ゴ
ー
タ
で
終
了
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
比
較
的
長
い
旅
行
報
告
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
77
）

。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
弟
の
ゴ
ー
タ
時
代
に
関
す
る
乏

し
い
報
告
を
終
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
に
言
及
し
て
お
く
。
彼
は
一
六
六
〇
年
九
月
か
ら
一
六
六
一
年
三
月
ま
で
、
エ
ル
ン

ス
ト
公
の
指
示
で
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
領
低
地
諸
国
に
滞
在
し
た
（
78
）

。

一
六
五
八
年
春
、
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
は
、
広
範
囲
の
ア
ム
ト
巡
察
（Ä

m
tervisitation

）
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、

│
現
地
調
査
に

由
来
し
な
が
ら

│
国
家
建
設
の
更
な
る
強
化
、
具
体
的
に
は
ア
ム
ト
、
ゲ
リ
ヒ
ト
、
都
市
に
お
け
る
行
政
（
ポ
リ
ツ
ァ
イ
）
と
司
法
の

改
良
、
に
役
立
っ
た
。

最
高
の
官
吏
た
ち

│
宰カ

ン
ツ
ラ
ー

相
フ
ラ
ン
ツ
ケ
を
例
外
と
し
て

│
で
あ
る
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
・
宗コ

ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
ラ
ー
ト

務
庁
参
議
官
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
（
最
高
責
任
者
）、

宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
、
そ
し
宮ホ

ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
、
が
所
属
す
る
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
（
79
）

。

全
般
の
活
動
や
個
々
の
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
に
対
す
る
厳
密
な
指
図
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
命
じ
ら
れ
た
各

宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
は
特
定
の
ア
ム
ト
に
対
し
て
巡
察
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

五
月
一
二
日
付
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
対
す
る
命
令
に
は
、
あ
る
個
所
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
彼
へ
の
任
務
が
記
述
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

「
貴
下
は
、
今
般
、
わ
が
ア
ム
ト
で
あ
る
ヴ
ァ
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
イ
ヒ
タ
ー
ス
ハ
ウ
セ
ン
、
ト
ン
ド
ル
フ
の
全
官
吏
を
、
そ
の
地
に
存

す
る
村
の
学
校
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
一
定
の
時
間
、
ど
こ
の
場
所
に
あ
っ
て
も
、
ア
ム
ト
庁
舎
に
来
さ
せ
る
べ
し
。
そ
し
て
貴
下
は
指

定
の
時
間
に
赴
き
、
最
初
に
、
出
頭
し
た
官
吏
そ
し
て
彼
ら
の
村
の
学
校
問
題
に
対
し
て
、
言
及
さ
れ
た
文
書
で
そ
の
必
要
性
を
激
し
く
、

一
五
二



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
〇
七
）

そ
し
て
詳
細
に
不
満
を
表
明
さ
れ
た
し
（
80
）

。」

こ
う
し
た
措
置
を
実
行
す
る
の
に
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
他
の
そ
れ
に
関
与
す
る
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
と
同
様
に
、
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
最
高
責
任
を
無
視
し
て
も
、
一
般
的
な
仕
事
の
割
り
振
り
に
相
違
は
認
識
で
き
な
い
。

一
六
六
二
年
の
大
き
な
第
二
回
ア
ム
ト
巡
察
と
の
関
連
で
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
直
接
参
加
し
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
認
識
で
な

か
っ
た
（
81
）

。
だ
が
実
際
そ
う
〔
＝
不
参
加
〕
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
う
一
つ
の
原
典
が
、
お
そ
ら
く
説
明
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ

う
。
文
献
で
は
、
こ
の
時
点
で
の
ゲ
リ
ヒ
ト
巡
察
へ
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
関
与
が
、
再
三
再
四
、
言
及
さ
れ
て
い
る
。

一
六
五
九
年
一
月
一
五
日
、
長
年
宰カ
ン
ツ
ラ
ー

相
で
あ
っ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ラ
ン
ツ
ケ
が
亡
く
な
っ
た
。
後
継
者
と
な
っ
た
の
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
（W

ilhelm
 S
chröter

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
同
様
に
、
自
分
が
亡
く
な
る
一
六
六
三
年
ま
で
こ
の
職
に
あ
っ
た
。

一
六
六
〇
年
以
降
、
彼
は

│
当
分
の
間
、
唯
一
の
官
吏
と
し
て

│
、
同
じ
よ
う
に
死
ぬ
ま
で
、
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
の
称
号
を
有
し
た
。
彼

の
後
任
が
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
、
彼
は
こ
の
称
号
を
受
け
継
い
だ
。
も
ち
ろ
ん
た
だ
ち
に
で
は
な
か
っ
た
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
彼
は
、

枢
密
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
と
名
乗
っ
た
（
添
付
資
料
1
、
一
六
六
二
／
六
三
年
度
の
欄
。
第
二
章
第
四
節
参
照
）。
も
っ
と
詳
細
に
こ

の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
よ
り
遠
く
へ
は
ず
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
い
る
重
要
な
文
書
は
、
と

り
わ
け
、
一
六
六
〇
年
一
月
二
三
日
の
宣
言
と
、
一
六
六
八
年
一
二
月
一
二
日
の
枢
密
参
議
会
条
令
で
あ
る
（
82
）

。

一
六
六
〇
年
一
月
一
三
日
、
宮ホ
ー
フ廷

・
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン

法
・
宗コ

ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
ラ
ー
ト

務
庁
参
議
官
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
宰

カ
ン
ツ
ラ
ー相

と
し
て
の
宣
誓
で
は
、
証
人
と

し
て
、
宮ホ
ー
フ廷

・
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン
ラ
ー
ト

法
参
議
官
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
や
ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ
（H

eidenreich

）
と
並
ん
で
、
宮ホ

ー
フ廷

・
司

ユ
ス
テ
ィ
ツ
ィ
ー
ン

法
・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
そ
し
て

イ
エ
ナ
総
合
宮
廷
裁
判
所
裁
判
官
で
あ
っ
た
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
出
席
し
た
。
こ
こ
で
は
、
添

一
五
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
〇
八
）

付
資
料
1
（
一
六
六
〇
／
六
一
年
度
以
下
）
の
記
述
と
は
一
致
し
て
い
な
い
全
体
の
称
号
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
こ
と
に
起

因
す
る
は
ず
で
あ
る
。
財
務
会
計
簿
（K

am
m
errechnungsbücher

）
の
管
理
で
は
一
般
的
に
、
称
号
を
完
全
に
列
挙
す
る
こ
と
は
明
ら
か

に
断
念
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
六
六
〇
年
初
め
の
ゴ
ー
タ
公
国
に
お
け
る
指
導
的
国
家
官
僚
の
中
で
の
実
際
上
の
序
列
の
問

題
と
の
関
連
で
、
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
こ
れ
ら
証
人
チ
ー
ム
の
中
で
、
添
付
資
料
1
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ

の
間
で
登
場
す
る
（
83
）

。
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
証
人
と
し
て
は
二
度
、
他
の
高
級
官
吏
の
雇
用
の

際
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
ず
、
一
六
六
〇
年
七
月
四
日
、
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
ヒ
オ
プ
・
ル
ド
ル
フ
の
宣
誓
の
時
で
あ
る
。
順
序
は
、

改
め
て
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
あ
る
。
二
番
目
の
登
録
は
一
六
六
四
年
九
月
八
日
の
日
付
で
、
彼
が

ゴ
ー
タ
に
お
け
る
職
務
を
辞
す
る
直
前
で
あ
っ
た
。
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
と
し
て
彼
は
、
こ
の
登
録
で
は
ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ
と
ル
ド
ル
フ
の
前
で

第
一
位
を
占
め
て
い
る
。
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

五
〇
年
代
の
末
頃
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
今
ま
で
に
も
増
し
て
職
務
旅
行
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
伝
え
ら
れ
る
一
六
五
六
／
五
七
年
度
財
務
会
計
簿
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
（
添
付
資
料
2
）。

そ
の
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
か
ら
の
委
任
旅
行
を
彼
は
行
っ
た
。
ド
レ
ス
デ
ン
（
一
六
五
七
年
の
一
月
、
二
月
）、
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
（
一
六
五
九

年
一
月
）、
ワ
イ
マ
ー
ル
と
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
（
一
六
六
〇
年
末
）、
エ
ア
フ
ル
ト
（
一
六
六
〇
年
九
月
と
一
六
六
一
年
一
月
）、
カ
ッ
セ
ル

（
一
六
六
一
年
一
〇
月
）、
ク
ア
マ
イ
ン
ツ
と
ヘ
ッ
セ
ン
・
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
一
六
六
二
年
七
月
）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン

と
マ
イ
ン
ツ
（
一
六
六
二
年
秋
）、
そ
し
て
一
六
六
二
年
末
以
降
数
回
の
エ
ア
フ
ル
ト
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
、
ゴ
ー
タ
宮
廷

に
お
け
る
彼
の
地
位
が
恒
常
的
に
良
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
五
四



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
〇
九
）

六
〇
年
代
初
め
以
降
彼
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
宰

カ
ン
ツ
ラ
ー相

職
を
務
め
る
最
後
ま
で
、
上
か
ら
三
番
目
の
俸
給
を
得
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
宮
廷
裁
判
所
で
の
職
務
に
対
す
る
報
酬
を
一
緒
に
計
算
は
し
て
い
な
い
。
一
六
六
〇
年
一
〇
月
そ
し
て
一
六
六
一
年
八
月
彼

は
、
二
度
比
較
的
多
額
の
援
助
金
を
受
け
取
っ
た
（
添
付
資
料
3
、
続
き
1
参
照
）。
だ
が
全
体
と
し
て
、
彼
が
こ
の
時
点
で
、
エ
ル
ン
ス

ト
敬
虔
公
宮
廷
で
占
め
て
い
た
本
当
の
地
位
像
は
、
依
然
と
し
て
不
完
全
に
思
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
働
き
に
関
す

る
更
な
る
原
典
を
開
拓
し
、
同
時
に
、
彼
の
活
動
分
野
に
お
け
る
そ
の
他
の
上
級
公
務
員
た
ち
に
も
同
様
に
徹
底
的
に
取
り
組
め
ば
、
そ

の
輪
郭
が
よ
り
精
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
添
付
資
料
1
は
も
っ
と
完
全
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
方
向
へ
の
一
歩
は
添

付
資
料
1
が
表
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
ひ
と
は
、
こ
れ
ら
の
細
部
調
査
に
よ
っ
て
、
同
時
に
い
よ
い
よ
、
一
官
僚
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル

フ
の
伝
記
と
い
う
立
場
を
捨
て
て
、
官
僚
制
史
な
い
し
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
行
政
史
に
移
る
で
あ
ろ
う
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
へ
の
枢
密
宮ホ
ー
フ廷

・
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
、
な
い
し
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
招
聘
後
、
お
よ
そ
一
六
六
三
年
春
以
降
の
彼
の
地
位
は
議

論
の
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
に
と
っ
て
首
席
の
官
吏
へ
と
昇
進
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
第
四
節 　

ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
国
勤
務
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
経
歴
の
最
高
潮
（
一
六
六
三
│
一
六
六
四
）

今
や
、
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
活
動
を
扱
う
べ
き
本
節
は
、
本
研
究
に
お
い

て
、
彼
へ
の
論
述
の
内
容
や
方
法
を
通
じ
て
、
多
く
の
点
で
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
本
節
は
、
あ
る
点
で
は
、
本
来
的
な
結
論
を

形
成
し
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
第
三
章
に
し
て
最
終
章
は
、
新
し
く
開
拓
さ
れ
た
原
典
資
料
の
利
用
に
そ
れ
ほ
ど
基
づ
い
て
は
い
な
い

か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
主
に
、
第
一
章
で
概
略
開
始
さ
れ
た
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
伝
記
の
継
続
と
完
成
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
節
で

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
二
年
間
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
一
六
年
半
に
も
及
ぶ
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
宮
廷
で
の
ゼ
ッ
ケ

一
五
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
〇
）

ン
ド
ル
フ
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
行
路
と
比
較
し
て
も
、
本
節
に
と
っ
て
、
現
存
の
継
承
さ
れ
て
き
た
原
典
文
書
の
ほ
う
が
重
要
と
な
る
。

原
典
資
料
の
豊
富
さ
は
と
り
わ
け
、
前
宰カ
ン
ツ
ラ
ー

相
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
死
後
一
六
六
三
年
初
め
に
獲
得
し
た
〔
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
〕
指
導
的
地

位
に
起
因
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
任
務
は
そ
の
範
囲
が
と
て
も
増
大
し
た
。
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
た
め

に
彼
が
旅
に
出
た
数
々
の
使
命
は
、
国
政
上
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
そ
れ
相
応
に
詳
細
に
文
書
類
に
反
映
さ

れ
て
い
る
。

全
資
料
を
調
べ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
研
究
の
枠
組
み
を
超
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
そ
れ
を
課
題
に
設
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
別
の
論
究
に
留
保
し
て
お
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
、
単
に
、
重
要
な
い
く
つ
か
の
鍵
と

な
る
デ
ー
タ
が
言
及
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
再
度
、
も
っ
と
濃
密
に
文
献
に
も
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
死
後
、
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

職
は
さ
し
あ
た
り
、
再
び
配
置
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
、
と
（
84
）

。
ヘ
ス
は
、
あ
る
文
書
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
一
六
六
三
年
春
、
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
が
将
来
ゴ
ー
タ
行
政
内
で
ど
の
職
に
就
く
べ
き
か
、
熟
慮
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
六
六
三
年
三
月
二
七
日
付
と
な
っ
て
い
る
（
85
）

。

そ
の
後
、
彼
は
後
に
任
命
さ
れ
る
べ
き
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

に
昇
格
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
外
交
政
策
、
家
計
事
項
、
そ
し
て

│
宰カ

ン
ツ
ラ
ー

相
の
任
命
ま

で
は

│
領
邦
事
項
へ
の
権
限
、
を
主
要
任
務
と
し
た
。
さ
ら
に
彼
に
対
し
て
財カ

ン

マ

ー

務
庁
の
指
導
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
も
ち
ろ
ん
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
、
一
六
六
三
年
一
一
月
二
五
日
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
の
任
命
で

よ
う
や
く
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
お
よ
そ
一
年
半
後
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
86
）

。
今
や
彼
に
、
枢
密
ラ
ー
ト
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
お
よ
び
財カ

ン

マ

ー

務
庁

の
監
督
が
依
頼
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
参
議
官
中
で
最
高
の
地
位
が
確
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
添
付
資
料
1
、
続
き
5
、
一
六
六
二

／
六
三
年
度
以
降
の
欄
参
照
）

一
五
六



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
一
一
）

既
に
、
第
二
章
第
三
節
で
次
の
こ
と
に
言
及
し
た
。
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
す
で
に
一
六
六
二

年
の
末
か
ら
た
び
た
び
、
エ
ア
フ
ル
ト
に
滞
在
し
た
、
と
。
と
り
わ
け
、
ザ
ク
セ
ン
宗
家
と
マ
イ
ン
ツ
選
帝
侯
国
と
の
、
エ
ア
フ
ル
ト
市

に
対
す
る
領
邦
高
権
（
ラ
ン
デ
ス
ホ
ー
ハ
イ
ト
）
を
巡
る
交
渉
と
の
関
連
で
、
一
六
六
三
年
と
一
六
六
四
年
、
ゴ
ー
タ
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
フ
ォ

ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
外
交
の
席
上
に
登
場
し
て
い
る
。
彼
は
、
集
中
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
彼
の
筆
に
よ
る
遺
稿
は
少
な

く
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
部
分
的
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
か
、
部
分
的
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
だ
け
か
で
あ
る
（
87
）

。
こ
れ
ら
文
書
の

大
半
は
、
学
術
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
（
88
）

。

ゴ
ー
タ
で
の
彼
の
最
後
の
勤
務
年
に
は
、
公
爵
か
ら
彼
に
依
頼
さ
れ
た
用
件
を
処
理
す
る
た
め
の
出
張
業
務
は
さ
ら
に
増
え
て
い
っ
た
。

確
定
し
て
い
た
退
職
の
数
日
前
で
す
ら
、
彼
は
、
三
人
の
職
員
を
連
れ
て
、
エ
ア
フ
ル
ト
市
の
将
来
の
運
命
に
関
す
る
新
交
渉
の
た
め

ツ
ァ
イ
ツ
と
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
へ
向
か
っ
た
（
添
付
資
料
2
、
続
き
2
と
3
参
照
）。

一
六
六
四
年
夏
、
彼
に
も
う
一
度
、
王
位
継
承
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
皇
子
に
付
き
添
い
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
行
く
機
会
が
あ
っ
た
。
皇
子

は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
勉
学
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
そ
の
任

務
を
引
き
受
け
て
い
た
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
（G

ünther von G
rieszheim

）
に
皇
子
の
養

ホ
ー
フ
マ
イ
ス
タ
ー

育
官
と
し
て
、
勉
学
滞

在
期
間
を
共
に
護
衛
す
る
よ
う
約
束
さ
せ
た
。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
の
短
期
滞
在
後
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
経
由
で
ゴ
ー
タ
へ
の
帰
路
に
就
い
た
（
89
）

。

そ
の
後
す
ぐ
彼
は
、
辞
表
を
提
出
し
た
。
八
月
末
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
留
ま
っ
て
い
る
息
子
に
そ
の
こ
と
を
伝

え
た
。
二
人
は
そ
れ
を
受
け
取
り
、
大
き
く
驚
い
た
。
一
六
六
三
年
一
一
月
、
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
の
任
命
の
際
す
で
に
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、

明
白
に
辞
職
の
意
思
を
表
明
し
て
い
た
（
90
）

。

一
五
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
二
）

正
確
な
動
機
に
つ
い
て
、
現
在
で
も
明
確
な
、
原
典
で
証
明
さ
れ
る
供
述
は
な
い
。
そ
れ
が
俸
給
の
高
さ
の
せ
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い

こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
。
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
と
し
て
彼
は
、
彼
の
前
任
宰カ

ン
ツ
ラ
ー

相
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
ケ
と
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
二
人
よ
り
も
多
く
も

ら
っ
て
い
た
（
参
照
、
添
付
資
料
1
）。
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
解
釈
は
二
つ
の
方
向
に
向
か
う
。
一
つ
は
、
ゴ
ー
タ
辞
去
の
原
因
を
、

職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
最
後
の
数
年
間
増
え
続
け
た
負
担
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
術
研
究
の
時
間
が
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
に
見

る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

│
官
吏
と
し
て
の
性
格
に
お
け
る

│
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
と
、
最
上
級
の
雇
主
と
し
て
の
エ
ル
ン
ス

ト
公
と
の
間
で
の
い
く
つ
か
の
い
ざ
こ
ざ
を
そ
れ
ら
し
く
考
え
る
も
の
、
で
あ
る
（
91
）

。
こ
れ
ら
の
説
明
は
、
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
し
、

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
き
た
人
生
像
に
合
っ
て
い
る
。
新
し
い
原
典
の
解
明
が
お
そ
ら
く
最
終
的
に
は
、
そ
れ
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
一
六
六
四
年
九
月
末
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ザ
ク
セ
ン
・

ゴ
ー
タ
で
の
国
家
勤
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
お
よ
そ
三
か
月
後
、
彼
は
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
お
よ
び
宰

カ
ン
ツ
ラ
ー相

と
し
て
ア
ル
ベ
ル
ト
系
ザ
ク
セ
ン
・
ナ

ウ
ム
ブ
ル
ク
・
ツ
ァ
イ
ツ
の
モ
ー
リ
ッ
ツ
公
（H

erzog M
oritz von S

achsen-N
aum
burg-Z

eitz

）
の
も
と
で
新
し
い
地
位
に
就
い
た
。

第
三
章 　

ザ
ク
セ
ン
・
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
・
ツ
ァ
イ
ツ
公
国
宰カ

ン
ツ
ラ
ー

相
か
ら
新
設
ハ
レ
大
学
総カ

ン
ツ
ラ
ー

長
へ

 

│
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
没
す
る
ま
で
の
そ
の
後
の
生
活
状
況
の
概
観
（
一
六
六
四
│
一
六
九
二
）

一
六
六
四
年
ク
リ
ス
マ
ス
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
自
分
の
新
し
い
主
君
モ
ー
リ
ッ
ツ
公
か
ら
、

枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
お
よ
び
宰

カ
ン
ツ
ラ
ー相

と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
彼
に
責
任
が
生
じ
た
の
は
一
六
六
五
年
一
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
92
）

。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
ゴ
ー
タ
退
職
後
も
、
彼
と
エ
ル
ン
ス
ト
公
と
の
間
に
は
、
合
意
に
基
づ
い
た
関
係
が
支
配
し
て
い
た
。
一
六
七
五

年
の
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
死
亡
後
、
彼
は
新
君
主
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
の
格
別
の
願
い
で
、
父
君
へ
の
弔
辞
を
執
筆
し
た
（
93
）

。

一
五
八
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マ
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ラ
ー
ト
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参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
一
三
）

一
六
七
六
年
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
騎
士
領
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
獲
得
し
た
（
94
）

。
そ
れ
は
彼

に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
晩
年
、
彼
の
学
問
研
究
の
最
も
重
要
な
避
難
所
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
地
所
を
得
た
こ
と
で
彼
は
、
ザ
ク
セ

ン
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
公
国
の
騎
士
委
員
会
委
員
（M

itglied des A
usschusses der R

itterschaft

）
と
な
り
、
一
六
七
六
年
、
ザ
ク
セ

ン
・
ゴ
ー
タ
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
に
よ
っ
て
、
こ
の
隠
遁
所
の
前
任
長
官
が
亡
く
な
っ
て
程
な
く
し
て
、
ア
ル
テ

ン
ブ
ル
ク
地
方
長
官
（L

andschaftsdirektor

）
に
任
命
さ
れ
た
。
四
年
後
に
は
さ
ら
に
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
高
等

租
税
徴
収
官
庁
（O

bersteuereinnahm
behörde

）
の
監
督
引
き
継
ぎ
が
行
わ
れ
た
（
95
）

。

一
六
八
四
年
九
月
二
五
日
、
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
妻
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ユ
リ
ア
ー
ネ
（E

lisabeth Juliane

）
が

六
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
二
人
の
結
婚
生
活
は
お
よ
そ
三
三
年
間
で
あ
っ
た
（
96
）

。
彼
が
一
六
八
五
年
ゾ
フ
ィ
ー
・
ズ
ザ
ン
ネ
・
フ
ォ
ン
・
エ

ン
デ
（S

ophie S
usanne von E

nde. 

一
六
五
三
年
三
月
二
四
日
〜
一
七
一
〇
年
四
月
一
〇
日
）
と
入
っ
た
新
し
い
結
婚
で
も
、
ず
っ
と
子
供
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
六
八
八
年
七
月
四
日
に
生
ま
れ
た
娘
は
同
日
に
亡
く
な
っ
た
。
息
子
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（
ジ
ュ
ニ
ア
）

は
自
分
の
父
親
が
没
し
た
後
も
生
き
た
が
、
四
歳
半
で
亡
く
な
っ
た
（
一
六
九
〇
年
九
月
一
四
日
〜
一
六
九
五
年
三
月
一
八
日
（
97
）

）。

一
六
八
一
年
一
二
月
四
日
モ
ー
リ
ッ
ツ
公
逝
去
の
直
後
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ツ
ァ
イ
ツ

に
お
け
る
全
職
務
を
辞
し
て
、
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
所
領
へ
引
き
上
げ
た
。
そ
こ
で
彼
は
つ
い
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
独
立
し
て
学
問

研
究
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
序
論
で
詳

し
く
検
討
さ
れ
た
文
献
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
ツ
ァ
イ
ツ
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
間
も
、
彼
が
あ
る
意
味
で
は
自
由
に
活
動
し
て
い
た
間
も
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ

ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
と
ゴ
ー
タ
と
の
結
び
つ
き
は
途
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
継
承
さ
れ
て
い
る
か
な
り
広
範
囲
な
手
紙
が
裏
付
け

一
五
九
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研
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第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
四
）

て
い
る
。
そ
の
一
部
は
、
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
（
98
）

そ
し
て
ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館
（
99
）

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

文
書
は
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
評
価
は
、
今
後
の
研
究
に
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

一
六
九
一
年
九
月
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

三
世
（K

urfürst F
riedrich III. von B

randenburg

）
か
ら
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
年
、
新
設
さ
れ
た
ハ
レ
大
学
総カ

ン
ツ
ラ
ー

長
へ

の
選
任
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
一
六
九
二
年
一
〇
月
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
ハ
レ
へ
転
居
し
た
。
だ
が
、
彼
が
そ

こ
で
の
仕
事
を
き
ち
ん
と
引
き
受
け
る
前
に
、
彼
は
突
然
思
い
も
か
け
ず
、
一
六
九
二
年
一
二
月
一
八
日
ハ
レ
で
亡
く
な
っ
た
（
100
）

。

一
二
月
二
九
日
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
亡
骸
は
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
へ
移
送
さ
れ
（
101
）

、
一
六
九
三

年
一
月
八
日
に
埋
葬
が
行
わ
れ
た
（
102
）

。

要
約
と
研
究
の
見
通
し

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
で
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
六
四
年
ま
で
公
務
に
服
し
た
期
間
を
調
査
す
る
こ
と
に
困
難
が
あ

る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
第
二
章
第
四
節
で
妥
当
し
た
諸
制
限
を
考
慮
し
て
も
、
他
の
個
所
で
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。

第
一
章
、
第
三
章
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
新
し
い
資
料
を
公
文
書
館
で
開
拓
す
る
こ
と
は
後
ろ
に
退
い
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
そ
し
て
ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館
が
、
一
六
四
六
年
以
前
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
活
期
間
と
、
と
り
わ
け

一
六
六
四
年
以
後
の
生
活
期
間
の
必
要
書
類
を
保
管
し
て
い
る
こ
と
は
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
学
術
研
究

に
よ
る
解
明
が
多
少
た
り
と
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
資
料
は
、
そ
の
意
味
内
容
に
基
づ
い
て
、
彼
の
人
物
紹
介

に
新
し
い
認
識
を
も
た
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
目
下
ま
だ
議
論
の
余
地
の
あ
る
多
く
の
問
題
を
解
明
す
る
の
に
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で

一
六
〇



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
一
五
）

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
補
完
し
て
く
れ
る
の
が
他
地
域
の
諸
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
ゴ
ー
タ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
だ
け
を
基

礎
に
し
て
で
き
る
以
上
に
、
ゴ
ー
タ
時
代
の
な
い
し
は
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
の
ゴ
ー
タ
公
国
時
代
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
活
動
を
詳
細
に

解
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書
館
資
料
、
遺
稿
な
ど
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
。

│
文
献
に
は
そ
の
使
用
例
が

数
多
く
あ
る

│
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
規
模
な
研
究
領
域
が
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
陳
述
は
、
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
六
四
年
ま
で
の
ゴ
ー
タ
そ
の
も
の
に
継
承
さ
れ
て
き
た
文
書
に
も
お
と
ら
ず
当
て
は
ま
る
。

そ
れ
ら
の
文
書
は
、
本
研
究
の
主
要
部
分
と
し
て
調
査
さ
れ
、
残
念
な
が
ら
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
分
析
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ゴ
ー
タ
郡
・
市
公
文
書
館
（K

reis- und S
tadtarchiv G

otha

）
の
蔵
書
類
は
、
今
の
と
こ
ろ
完
全
に
無
視
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
も
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
折
を
見
て
、
埋
め
合
わ
せ
が
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
第
二
章
の
論
述
で
最
終
的
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
自
分
の
領
主
も
し
く
は
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
国
の
（
高
級

そ
し
て
最
高
）
官
僚
と
し
て
勤
務
し
た
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
利
用
原
典
が
可
能
に
し
て
く
れ
た
場
合
は
、
く
り
か
え

し
、
そ
の
他
の
指
導
的
官
僚
と
の
比
較
に
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
で
も
、
単
に
、
小
さ
く
開
始
で
き
た
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
方
向
へ
の
継
続
研
究
は
同
時
に
ま
す
ま
す
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
経
歴
か
ら
、
ド
イ
ツ
絶
対
主
義
初
期
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー

タ
公
国
の
（
上
級
）
官
僚
制
度
史
も
し
く
は
国
制
・
行
政
史
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
記（

文
献
情
報
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
、
最
初
に
挙
げ
る
際
は
、
こ
れ
を
長
い
表
題
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
断
念
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

必
要
な
場
合
に
は
、
文
献
一
覧
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。）

一
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（
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六
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（
1
） 

四
人
の
異
な
る
著
者
た
ち
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
、
共
通
の
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
追
悼
説
教
集
。
本
書
の
表
題
は
、『
現
世
と
永
遠
世
界
に
お

け
る
天
空
の
飽
和
』（D

ie H
im

m
lisch

e S
ättigu

n
g in

 Z
eit u

n
d

 E
w

igkeit ...

）
で
、
そ
れ
に
は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ユ
ス
ト
．
ブ
ラ
イ
ト
ハ
ウ
プ

ト
（Joachim

 Just. B
reithaupt

）
に
よ
る
説
教
が
前
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ
ス
（C

hristian T
hom
as

﹇ius

﹈）、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
（M

artin L
eißringen

）
そ
し
て
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
（Johann V

alentin S
chultze

）

が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
詳
細
に
ラ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
（
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
牧
師
）
が
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
涯
を
検
討
し
て
い

る
。
同
様
に
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
人
物
に
よ
る
そ
の
外
の
弔
辞
は
、
伝
記
作
成
に
は
あ
ま
り
有
益
で
は
な
い
。

（
2
） D

aniel G
otfried S

chreber: H
istoria vitae et m

eritoru
m

 perillu
stris d

om
[in

i] V
iti L

u
d

ovici a S
ecken

d
orff. L

eipzig 1733.

（
3
） Johann M

attias S
chröckh: A

bbild
u

n
gen

 u
n

d
 L

eben
sbesch

reibu
n

gen
 berü

h
m

ter G
eleh

rten
. B
d.1-3. L

eipzig 1764-1769. 

本

書
は
残
念
な
が
ら
著
者
の
手
元
に
な
か
っ
た
。

（
4
） A

dolph C
larm
und: V

itae clarissim
oru

m
 in

 re literaria V
ioru

m
 （...

）, 8. T
eil, W

ittenberg 1709, S
. 165-186.

（
5
） O

. N
asem

ann: V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , in: P
reu

ßisch
e Jah

rbü
ch

er, 12. B
d. 1863. S

. 257-272.

（
6
） H

einrich T
ilem
ann: V

eit L
udw
ig von S

eckendorff , in: A
rch

iv fü
r R

eform
ation

sgesch
ich

te, 40. Jg. 1943. S
. 200-220.

（
7
） G

erd K
leinheyer: V

eit L
udw
ig von S

eckendorff  

（1626-1692

）, in: D
eu

tsch
e Ju

risten
 au

s fü
n

f Jah
rh

u
n

d
erten

. H
eidelberg 

1989, S
. 251-253.

（
8
） V

gl. C
om

pen
d

iöses G
eleh

rten
-L

exicon 

（...
）, nebst einer V

orrede v. Joh. B
urchard M

enckens. L
eipzig 1715, S

palte 2069 f. 

D
es H

eil[igen
] R

öm
[isch

en
] R

eich
s G

en
ealogisch

-H
istorisch

es A
d

els-L
exicon 

（...

）, hg. v. Johann F
riedrich G

auhen, 1 B
d., 

L
eipzig 1719, S

palte 1601-1605. 

A
llgem

ein
es H

istorisch
es L

exicon 

（...

）, 2. A
ufl ., 4. T

eil, L
eipzig 1722, S

. 303.

A
llgem

ein
es G

eleh
rten

-L
exicon 

（...

）, hg. v. C
hristian G

ottlieb Jöcher, 4. T
eil, L

eipzig 1751, S
palte 464-466.

（
9
） 

な
か
ん
ず
く
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。T

h

﹇eodor

﹈ K
olde: S

eckendorff , V
eit L

udw
ig von, in: A

llgem
ein

e D
eu

tsch
e B

iograph
ie, 

33. B
d., L

eipzig 1891, S
.519-521. 

一
六
二



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
一
七
）

D
ers.: S

eckendorff , V
eit L

udw
ig von, in: R

ealen
cyklopäd

ie fü
r protestan

tisch
e T

h
eologie u

n
d

 K
irch

e, B
d. 18, L

eipzig 1906, 

S
. 110-114. 

Josef S
tam
m
ham
m
er: S

eckendorff , V
eit L

udw
ig von, in: H

an
d

w
örterbu

ch
 d

er S
taatsw

issen
sch

aften
, 5. B

d. Jena 1893, S
. 619. 

H
anns H

ubert H
ofm
ann: S

eckendorff , H
erren 

（...

）, in: B
iograph

isch
es W

örterbu
ch

 zu
r d

eu
tsch

en
 G

esch
ich

te, 2. A
ufl ., 3. 

B
d., M

ünchen 1975, S
palte 2607-2612. 

M
ichael S

tolleis: S
eckendorff , V

eit L
udw
ig von, in: H

an
d

w
örterbu

ch
 zu

r d
eu

tsch
en

 R
ech

tsgesch
ich

te, 4. B
d., B

erlin 1990, 

S
palte 1589 f.

（
10
） 

な
か
ん
ず
く
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。H

erm
ann F

riedrich W
ilhelm

 H
inrichs: G

esch
ich

te d
er R

ech
ts- u

n
d

 S
taatsprin

zipien
 

seit d
er R

eform
ation

 bis au
f d

ie G
egen

w
art 

（...

）, B
d. 2. L

eipzig 1850. S
.189-235.

H
orst K

raem
er: D

er deutsche K
leinstaat des 17. Jahrhunderts im

 S
piegel von S

eckendorff s ''T
eutschen F

ürstenstaat'', in: 

Z
eitsch

rift d
es V

erein
s fü

r T
h

ü
rin

gisch
e G

esch
ich

te u
n

d
 A

ltertu
m

sku
n

d
e. N
.F
. 25. B

d., Jena 1922/24. S
. 1-98.

G
ustav K

lem
ens S

chm
elzeisen: D

er verfassungsrechtliche G
rundriß in V

eit L
udw
ig von S

eckendorffs ''T
eutschen 

F
ürstenstaat'', in: Z

eitsch
rift d

er S
avign

y-S
tiftu

n
g fü

r R
ech

tsgesch
ich

te, G
erm
anist. A

bt., 87. B
d., W

eim
ar 1970. S

. 190-223.

Jutta B
rückner: S

taatsw
issen

sch
aften

, K
am

eralism
u

s u
n

d
 N

atu
rrech

t. M
ünchen 1977. S

. 9-32.

M
ichael S

tolleis: V
eit L

udw
ig von S

ckendorff , in: S
taatsd

en
ker im

 17. u
n

d
 18. Jah

rh
u

n
d

ert. F
rankfurt am

 M
ain 1987. S

. 

148-171.

D
ers.: G

esch
ich

te d
es öffen

tlich
en

 R
ech

ts in
 D

eu
tsch

lan
d

. 1. B
d. M
ünchen 1988. S

. 352-354.

（
11
） V
gl. G

ustav M
archet: S

tu
d

ien
 ü

ber d
ie E

n
tw

ickelu
n

g d
er V

erw
altu

n
gsleh

re in
 D

eu
tsch

lan
d

 von
 d

er zw
eiten

 H
älfte d

es 

17. bis zu
m

 E
n

d
e 18. Jah

rh
u

n
d

erts. M
ünchen 1885. S

. 1-78.

H
ans M

aier: D
ie ältere d

eu
tsch

e S
taats- u

n
d

 V
erw

altu
n

gsleh
re. 2. A

ufl . M
ünchen 1980. bes. S

. 139-151.

R
einer S

chultze: P
olicey u

n
d

 G
esetzgebu

n
gsleh

re im
 18. Jah

rh
u

n
d

ert. B
erlin 1982. bes. S

. 56-59. 

一
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D
eu

tsch
e V

erw
altu

n
gsgesch

ich
te. B

d. 1. S
tuttgart 1983. bes. S

. 112-115.
（
12
） 

な
か
ん
ず
く
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。Joh

an
n

 P
eter von

 L
u

d
ew

igs O
econ

om
isch

e A
n

m
ercku

n
gen

 ü
ber S

ecken
d

orffs 

F
ü

rsten
-S

taat （...

）, hg. v. C
hristian E

hrenfried K
lotz. F

rankfurt 

﹇am
 M
ain

﹈, L
eipzig 1753. S

. 1-130. u. S
. 398-414.

W
. R
oscher: Z

w
ei sächsische S

taatsw
irthe im

 sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, in: A
rch

iv fü
r d

ie S
äch

sisch
e 

G
esch

ich
te. 1. B

d. L
eipzig 1863. S

. 376-397.

K
urt Z

ielenziger: D
ie alten

 d
eu

tsch
en

 K
am

eralisten
. Jena 1914. S

. 335-371.

F
riedrich B

icker: D
as S

taatssch
u

ld
en

problem
 in

 d
er L

eh
re d

er C
am

eralistik 

（S
ecken

d
orff, J

u
sti, S

on
n

en
fels

）.  D
iss. 

G
ießen 1928. bes. S

. 25-34.

F
ritz B

laich: D
ie E

poch
e d

es M
erkan

tilism
u

s. W
iesbaden 1973. bes. S

. 64 f.

D
ie D
issertation von H

. B
anholzer 

（V
eit L

u
d

w
ig von

 S
ecken

d
orff als K

am
eralist. Innsbruck 1964

）. 

本
書
を
著
者
は
残
念
な
が

ら
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

（
13
） R

ichard P
ahner: V

eit L
u

d
w

ig von
 S

ecken
d

orff u
n

d
 sein

e G
ed

an
ken

 ü
ber E

rzieh
u

n
g u

n
d

 U
n

terrich
t. In

au
g.-D

iss. 

L
eipzig 1892.

W
ilhelm

 L
üdtke: V

eit L
udw
ig von S

eckendorff, ein deutscher S
taatsm

an und V
olkserzieher des 17. Jahrhunderts, in: 

Jah
rbü

ch
er d

er A
kad

em
ie gem

ein
n

ü
tziger W

issen
sch

aften
 zu

 E
rfu

rt. N
. F
. H
. 54. E

rfurt 1939. S
. 39-137.

（
14
） E

rnst L
otze: V

eit L
u

d
w

ig von
 S

ecken
d

orff u
n

d
 sein

 A
n

teil an
 d

er pietistisch
en

 B
ew

egu
n

g d
es X

V
II. Jah

rh
u

n
d

erts. 

In
au

g.-D
iss. Q

uedlinburg. 1911.

（
15
） G
eorg B

raungart: H
ofbered

sam
keit. T

übingen 1988. bes. S
. 255-288.

（
16
） H
ans L

﹇orenz

﹈ S
toltenberg: G

esch
ich

te d
er d

eu
tsch

en
 G

ru
ppw

issen
sch

aft (S
oziologie) m

it beson
d

erer B
each

tu
n

g ih
res 

W
ortsch

atzes. L
eipzig 1937. S

. 75-81.

（
17
） M

ichael S
tolleis: S

eckendorff . S
palte 1590 

（vgl. A
nm
. 9

）.

一
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ハ
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ラ
ー
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参
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（
川
又
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（
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一
九
）

（
18
） V

gl. A
nm
. 14.

（
19
） V

gl. A
nm
. 10.

（
20
） V

gl. A
nm
. 13.

（
21
） V

gl. K
urt Z

ielenziger, S
. 452. A

nm
. 1.

（
22
） V

gl. A
nm
. 13.

（
23
） 

残
念
な
が
ら
次
の
重
要
な
論
文
は
著
者
の
手
元
に
は
な
か
っ
た
。K

urt W
öhe : V

eil L
udw
ig von S

eckendorff . E
in S
taatsm

ann und 

G
elehrter des 17. Jahrhunderts, in: Z

eitzer H
eim

at. S
onderheft 9. 1957.

Ｋ
．ヴ
ェ
ー
エ
は
高
度
に
、
公
文
書
館
資
料
を
利
用
し
た
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
ツ
ァ
イ
ツ
時
代
の
も
の
は
よ
り
そ
う

で
あ
る
。

（
24
） 

と
り
わ
け
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。F
ritz H

artung: G
oethe als S

taatsm
ann, in: Jah

rbu
ch

 d
er G

oeth
e-G

esellsch
aft, 9. B

d. 

W
eim
ar 1922. S

. 295-314.

G
oeth

es am
tlich

e S
ch

riften
, hg. u. bearb. v. W

illy F
lach, H

elm
a D
ahl, 4 B

de. W
eim
ar 1950-1987.

W
illy F

lach: G
oeth

eforsch
u

n
g u

n
d

 V
erw

altu
n

gsgesch
ich

te. G
oeth

e im
 G

eh
eim

en
 C

on
siliu

m
 1776-1786. W

eim
ar 1952.

U
lrich H

eß: G
oethes am

tliche T
ätigkeit und ihre dokum

entarische Ü
berlieferung, in: A

rch
ivm

itteilu
n

gen
, 32. Jg. 

（1982

）. S
. 

94-100 

（S
. 99. bes. auch die A

nm
erkungen 2, 7 und 8

）.

（
25
） 

な
か
ん
ず
く
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。W

olfgang H
uschke: D

ie B
eam
tenschaft der w

eim
arischen Z

entralbehörden beim
 E
intritt 

G
oethes in den w

eim
arischen S

taatsdienst 

（1776

）, in: F
orsch

u
n

gen
 au

s m
itteld

eu
tsch

en
 A

rch
iven

. B
erlin 1953. S

. 190-218.

D
ers.: F

orschungen zur G
eschichte der führenden G

esellschaftsschicht im
 klassischen W

eim
ar, in: F

orsch
u

n
gen

 zu
r 

th
ü

rin
gisch

en
 L

an
d

esgesch
ich

te. W
eim
ar 1958. S

. 55-114.

さ
ら
に
は
、F

elix P
ischel: D

ie E
ntw
icklung der Z

entralverw
altung in S

achsen-W
eim
ar bis 1743, in: Z

eitsch
rift d

es V
erein

s 

fü
r T

h
ü

rin
gisch

e G
esch

ich
te u

n
d

 A
ltertu

m
sku

n
d

e. N
. F
. 20. u. 21. B

d. Jena 1911 u. 1913. S
. 237-305 u. S

. 125-170.

一
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U
lrich H

eß: G
oethes am

tliche T
ätigkeit, A

nm
erkungen. S

. 99 f.

を
参
照
せ
よ
。

（
26
） 
主
に
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。A

lbert L
otz: G

esch
ich

te d
es d

eu
tsch

en
 B

eam
ten

tu
m

s, 2. A
ufl . B

erlin 1914.

H
enning Z

w
irner: P

olitisch
e T

reu
pfl ich

t, B
aden-B

aden 1987. bes. S
. 101-116.

E
rich W

yluda: L
eh

n
rech

t u
n

d
 B

eam
ten

tu
m

, B
erlin 1969.

H
ans H

attenhauer: G
esch

ich
te d

es B
eam

ten
tu

m
s, K
öln u. a. 1980.

M
ichael S

tolleis: G
rundzüge der B

eam
tenethik 

（1550-1650

）, in: D
ie V

erw
altu

n
g, B
d. 13 

（1980

）. S
. 447-475.

D
ietm
ar W

illow
eit: D

ie E
ntw
icklung des öff entlichen D

ienstes, in: D
eu

tsch
e V

erw
altu

n
gsgesch

ich
te, B

d. 1. S
tuttgart 1983. 

S
. 346-360.

B
ernd W

under: G
esch

ich
te d

er B
ü

rokratie in
 D

eu
tsch

lan
d

, F
rankfurt am

 M
ain 1986.

（
27
） F

riderich R
udolphi: G

oth
a d

iplom
atica, F

rankfurt am
 M
ain, L

eipzig 1715-1717.

Johann H
einrich G

elbke: H
erzog E

rn
st d

er E
rste 

（...

）, G
otha 1810.

A
ugust B

eck: E
rn

st d
er F

rom
m

e, W
eim
ar 1865.

（
28
） 

こ
こ
で
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
な
い
し
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
を
細
分
化
せ
ず
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
表
題
を
簡
単
に
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

D
ie L

an
d

esgesetze d
es H

erzogth
u

m
s S

ach
sen

-G
oth

a in
 d

er F
olgeord

n
u

n
g ein

es W
örterbu

ch
es, zusam

m
engestellt v. M

﹇oritz

﹈ B
rückner, 2. A

usg. G
otha 1867.

F
riedrich F

acius: S
taat, V

erw
altu

n
g u

n
d

 W
irtsch

aft in
 S

ach
sen

-G
oth

a u
n

ter H
erzog F

ried
rich

 II (1691-1732), G
otha 1932.

K
urt D

ülfer: S
tudien zur O

rganisation des fürstlichen R
egierungssystem

s in der obersten Z
entralsphäre im

 17. und 18. 

Jahrhundert, in: A
rch

ivar u
n

d
 H

istoriker, B
erlin 1956. S

. 237-253.

H
elm
ut R

oob: V
erfa

ssu
n

gsgesch
ich

te G
oth

a
s von

 d
en

 A
n

fä
n

gen
 im

 13. J
a

h
rh

u
n

d
ert bis zu

r B
ild

u
n

g d
es L

a
n

d
es 

一
六
六



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
二
一
）

T
h

ü
rin

gen
 am

 1. M
ai 1920. In

au
g.-D

iss. Jena 1958.

H
ans-S

tephan B
rather: D

er räum
liche U

m
fang der G

othaischen Ä
m
ter, in: D

er F
ried

en
stein

, G
otha 1962, H

. 4. S
. 87-98.

G
regor R

ichter: D
ie ern

estin
isch

en
 L

an
d

esord
n

u
n

gen
 u

n
d

 ih
re V

orläu
fer von

 1446 u
n

d
 1482, K

öln, G
raz 1964. bes. S

. 77 ff .

W
olfgang H

uschke: S
achsen-G

otha 1640/41-1680, in:  G
esch

ich
te T

h
ü

rin
gen

s, B
d. 5.1.1. K

öln, W
ien 1982. S

. 209-251.

（
29
） 

次
の
も
の
も
参
照
せ
よ
。U

lrich H
eß: G

esch
ich

te d
er B

eh
örd

en
organ

isation
 d

er T
h

ü
rin

gisch
en

 S
taaten

 u
n

d
 d

es L
an

d
es 

T
h

ü
rin

gen
 von

 d
er M

itte d
es 16. Jah

rh
u

n
d

ert bis zu
m

 Jah
re 1952, T

eil 1, P
otsdam

 1958 

（= L
ehrbrief der F

achschule für 

A
rchivw

esen

）. 

興
味
深
い
比
較
可
能
性
を
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ス
の
も
う
一
つ
の
論
文
が

│
こ
こ
で
は
利
用
し
て
い
な
い
も
の
の

│
確
か
に
提
供
し
て
く
れ
る

で
あ
ろ
う
。F

orsch
u

n
gen

 zu
r V

erfassu
n

gs- u
n

d
 V

erw
altu

n
gsgesch

ich
te d

es H
erzogtu

m
s S

ach
sen

-C
obu

rg-M
ein

in
gen

 1680-

1829. 4 B
de. o. O

. 1954, M
aschr.

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
な
い
し
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
の
国
家
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
場
合
に
は
、
本
書
は
絶
対
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
30
） H

elga R
aschke: K

lassen
 u

n
d

 S
ch

ich
ten

 von
 1640 bis 1740 in

 G
oth

a, D
iss (A

). B
erlin 1988.

（
31
） 

数
年
来
、
ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
は
独
立
の
組
織
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
分
館
と
し
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
中
央
国
家
公
文
書
館
の
下
に
置
か

れ
て
い
る
。
公
式
の
名
称
は
、「
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
中
央
国
家
公
文
書
館
、
ゴ
ー
タ
分
館
」
で
あ
る
（T

hüringisches 

H
auptstaatsarchiv W

eim
ar. A

ußenstelle G
otha

）。

（
32
） U

lrich H
eß 

（B
earb.

）: Ü
bersich

t ü
ber d

ie B
estän

d
e d

es L
an

d
esarch

ivs G
oth

a, W
eim
ar 1960.

（
33
） 

本
来
の
主
題
（
第
二
章
）
へ
の
よ
り
よ
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
本
節
で
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
経
歴

デ
ー
タ
だ
け
が
記
載
し
て
あ
る
。
よ
り
詳
細
な
叙
述
は
、
と
り
わ
け
次
の
も
の
に
見
ら
れ
る
。M

artin L
eißringen, S

. 157-160. R
ichard 

P
ahner, S

. 6-9. W
ilhelm

 L
üdtke, S

. 46-48. M
ichael S

tolleis: V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 149-151.

（
34
） 

次
の
も
の
も
参
照
せ
よ
。R

einhold B
rode: D

ie schw
edische A

rm
ee nach dem

 P
rager F

rieden und der E
nthauptung des O

bristen 

一
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
二
）

Joachim
 L
udw
ig von S

eckendorff , in:  Jah
rbü

ch
er d

er K
ön

igl. A
kad

em
ie gem

ein
n

ü
tziger W

issen
sch

aften
 zu

 E
rfu

rt, N
. F
. H
. 

22 
（1896

）. S
. 113-155.

（
35
） V

gl. B
artholom

aeus E
lßner: C

h
ristlich

e L
eich

en
pred

igt (...),  fü
r F

rau
 M

aria-A
n

n
a von

 S
ecken

d
orff  

（...

）, G
otha 1650. S

. 

﹇41-50
﹈.

（
36
） V

gl. M
artin L

eißringen, S
. 158 f.

（
37
） E

benda, S
. 159.

（
38
） 

ゴ
ー
タ
国
家
公
文
書
館
（
以
下
、S

tA

）、G
ym
nasium

 E
rnestinum

, N
r. 67. S

. 48

（
現
行
で
は
、N

r. 302

）, S
. 86

（
現
行
で
は
、N

r. 

335

）u. S
. 114

（
現
行
で
は
、N

r. 392

）. R
ichard P

ahner, S
. 7 f.

も
参
照
せ
よ
。

（
39
） V

gl. M
ichael S

tolleis: V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 150. R

ichard P
ahner, S

. 8 f.

（
40
） M

artin L
eißringen, S

. 160.

（
41
） 

以
下
の
説
明
で
著
者
は
と
り
わ
け
次
の
論
文
を
拠
り
所
に
し
た
。F

riedrich F
acius, S

. 25 ff .; U
lrich H

eß, Ü
bersich

t ü
ber d

ie 

B
estän

d
e, S
.10, 36, 40 u. 44.; ders.: G

eh
eim

er R
at, S

. 50 ff .; W
olfgang H

uschke: S
achsen-G

otha, S
. 209 ff .

〔
注（
28
）参
照
〕

（
42
） 

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
協
議
の
議
事
録
や
、
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
の
他
の
文
書
資
料
類
は
、
も
は
や
継
承
さ
れ
て
い
な
い
（vgl. 

E
inleitung, B

l. 5

）。〔
本
訳
一
三
九
頁
参
照
〕

（
43
） S

tA
, G
eheim

es A
rchiv

（
以
下
、G

eh. A
.

）, X
X
 V
I 42.

（
44
） M

artin L
eißringen, S

. 160 f.

（
45
） F

riderich R
udolphi, T

eil 2, S
. 198.

（
46
） V
gl. G

erhard P
achnicke: G

oth
aer B

iblioth
ekare, G

otha 1958. S
. 6.

（
47
） V
gl. F

riderich R
udolphi, T

eil 1, S
. 215 f. 

S
tA
, G
eh. A

. W
W
 I 113.

（
48
） 

添
付
資
料
1
前
書
き
（V

orbem
erkung

）
も
参
照
せ
よ
。
添
付
資
料
1
に
つ
い
て
、
数
字
に
（　

）
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
会
計
上
の
順
番

一
六
八



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
二
三
）

の
た
め
で
あ
る
。
省
略
さ
れ
た
一
連
の
数
字
（
一
般
に
は
二
つ
か
ら
三
つ
の
順
位
）
は
、
本
叙
述
の
目
的
に
照
ら
し
て
手
を
つ
け
ず
と
も
良
い
人
た

ち
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
大
抵
は
、
そ
れ
ら
が
内
容
の
充
実
化
に
貢
献
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
必
要
な
個
別
の
叙
述
に
基
づ
く
と
そ
の
全
体
像

が
混
乱
し
て
し
ま
う
あ
る
種
の
特
殊
事
例
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
添
付
資
料
1
は
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
の
形
式
で
十
分
に
典
型
を
示
せ
て
い
る

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
六
五
一
／
五
二
年
度
か
ら
は
「
後
継
官
僚
（N

achw
uchsbeam

ten

）」（
大
抵
は
二
、
三
人
）
が
、
紙
幅

の
理
由
か
ら
表
中
に
採
録
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
制
約
が
つ
い
て
い
る
。

│
た
と
え
ば
、（
ヒ
オ
プ
・
ル
ド
ル
フ
の
よ
う
に
）
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
と

し
て

│
後
で
最
初
に
出
て
く
る
も
の
は
、
も
う
一
度
考
察
さ
れ
て
い
る
。

宮
廷
医
師
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
グ
ラ
ス
（H

ofm
edicus B

althasar G
laß

）
は
、
財
務
会
計
書
に
一
六
六
四
／
六
五
年
度
で
も
扱
っ
た
。
彼
の
俸

給
は
一
六
六
〇
／
六
一
年
度
以
降
、
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
六
六
一
／
六
二
か
ら
一
六
六
四
／
六
五
ま
で
の
年
度
の
表
中
に
彼
を
続
け
て

扱
う
こ
と
は
控
え
て
あ
る
。

（
49
） 

個
々
の
人
物
の
簡
単
な
伝
記
記
述
は
、
中
で
も
次
の
も
の
に
あ
る
。W

olfgang H
uschke: S

ach
sen

-G
oth

a, S
. 209 ff .

〔
注（
28
）参
照
〕
次

の
も
の
も
参
照
せ
よ
。H

elga R
aschke, B

l. 28 f.

（
50
） S

tA
, K
am
m
er ''Insgem

ein'', N
r. 1531, B

l. 12. V
gl. M

artin L
eißringen, S

. 161.

（
51
） V

gl. L
ob-R

ed
e d

es H
eu

n
ßel-B

ergs 

（...
）, hg. v. I. G

lück, G
otha 1702, V

orrede, S
. /I/f.

（
52
） S

tA
, G
eh. A

., M
M
M
III N

r. 1 

（1-7

）.

（
53
） 

一
六
四
九
年
最
後
の
四
半
期
に
も
、
彼
は
高
額
の
俸
給
を
受
け
取
っ
た
。
一
六
四
六
／
四
七
年
度
と
、
一
六
四
七
／
四
八
年
度
そ
し
て
一
六
四
八

／
四
九
年
度
に
お
け
る
差
額
は
、
以
後
彼
が
宮
廷
で
食
事
を
し
た
の
で
、
小
ホ
ー
フ
ユ
ン
カ
ー姓
職
を
与
え
ら
れ
た
彼
に
は
食
費
が
支
払
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
に
起
因
す
る
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。

（
54
） V
gl. M

artin L
eißringen, S

. 162.

（
55
） S
tA
, G
eh. A

., U
U
 I 1, B

l. 9.

（
56
） B

artholom
aeus E

lßner, S
. /50/.

（
57
） S

tA
, G
eh. A

., U
U
 I, B

l. 12-15.

俸
給
証
明
書
類
で
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
一
六
五
一
／
五
二
年
度
以
降
、
単
に
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
と
つ
け

一
六
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
四
）

ら
れ
て
い
る
。V

gl. S
tA
, K
am
m
er ''Insgem

ein'', N
r. 1531, B

l. 64.
（
58
） V

gl. S
tA
, G
eh. A

., U
U
 4a, unfol.

（
59
） E

benda. 

日
付
は
一
六
五
三
年
三
月
一
七
日
。

（
60
） Johann H

einrich H
erm
ann: D

as beste L
eben

 von
 (...),  F

r. E
lisabeth

 Ju
lian

en
 von

 S
ecken

d
orff 

（...

）, Z
eitz 1684. S

. 36. 

M
artin L

eißringen, S
. 162.

（
61
） Johann H

einrich H
erm
ann, S

. 39 f.

S
tadtkirchenverw

altung G
otha, A

ugustinerkirche, B
d. T
rauungen, B

estattungen 1617-1658. S
. 251.

現
行
で
は
、N

r. 65.

こ
れ
に

は
、
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
子
息
（
明
白
に
間
違
い
）
が
一
六
五
二
年
一
二
月
一
三
日
に
埋
葬
さ
れ
た
と
あ
る
。
命
日
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
添
付
資
料
3
、
続
き
1
を
参
照
せ
よ
。

（
62
） Johann H

einrich H
erm
ann, S

. 40.

S
tadtkirchenverw

altung G
otha, ebenda, S

. 266, N
r. 45.

添
付
資
料
3
、
続
き
1
を
参
照
せ
よ
。

（
63
） S

tA
, G
eh. A

., JJ V
II 3.

（
64
） 

中
で
も
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。W

ilhelm
 L
üdtke, S

. 50 f.

M
ichael S

tolleis: V
eil L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 153.

（
65
） 

F
ü

rstlich
e S

äch
sisch

e revid
irte u

n
d

 verm
eh

rte L
an

d
esord

n
u

n
g, G
otha 1653.

（
66
） V

eit L
udw
ig von S

eckendorff: T
eu

tsch
er F

ü
rsten

-S
tat, O

d
er: G

rü
n

d
lich

e u
n

d
 ku

rtze B
esch

reibu
n

g, W
elch

er gestalt 

F
ü

rsten
th

ü
m

er, G
raff- u

n
d

 H
errsch

aften
 im

 H
[eiligen

] R
öm

isch
en

 R
eich

 T
eu

tsch
er N

ation
 

（...

）, F
rankfurt am

 M
ain 1656.

こ

こ
で
は
、 『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
内
容
上
の
問
題
に
さ
ら
に
入
っ
て
い
く
こ
と
は
し
な
い
。

（
67
） S
tA
, G
eh. A

., U
U
 I 1, B

l. 31.

普
通
、
文
献
で
は
一
六
五
五
年
が
記
さ
れ
て
い
る
（z. B

. H
orst K

raem
er, S

. 7; M
ichael S

tolleis: 

V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 161.

）。
会
計
文
書
類
も
一
六
五
六
暦
年
第
二
四
半
期
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
彼
は
初
め
て
、

宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
、
財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
と
さ
れ
て
い
る
（
添
付
資
料
1
、
続
き
3
、
一
六
五
五
／
五
六
の
欄
）。V

gl. K
am
m
er ''Insgem

ein'', N
r. 1531, 

一
七
〇



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
二
五
）

B
l. 136.

（
68
） S

tA
, G
eh. A

., M
 ☾
 IX
 1, B

l. 27-30. 

E
benda, U

U
 I 1, B

l. 31.

（
69
） 
宮
廷
裁
判
官
職
の
俸
給
に
関
す
る
指
摘
は
、
次
の
も
の
に
あ
る
。S
tA
, G
eh. A

., M
 ☾
 IX
 1, B

l. 6.

そ
れ
は
一
六
六
二
年
七
月
三
日
付
で
あ
る
。

（
70
） E

benda, B
l. 12.

（
71
） E

benda, B
l. 13 ff .

（
72
） S

tA
, G
eh. A

., E
 IV
 ☉
 N
r. 2a, B

l. 346 ff . E
 IV
 ☉
 N
r. 2b, B

l. 27 ff .

（
73
） R

ichard P
ahner, S

. 12 f.

（
74
） S

tA
, G
eh. A

., E
 IV
 ☉
 N
r. 2b, B

l. 90.

（
75
） S

tA
, K
am
m
er ''Insgem

ein'', N
r. 1531, B

l. 185, 214 und 217; N
r. 1532, B

l. 6.

こ
こ
で
彼
の
俸
給
状
況
に
関
す
る
追
加
情
報
も
得
ら
れ
る
。

（
76
） S

tA
, G
eh. A

., E
 IV
 ☉
 N
r. 2a, B

l. 591 ff .; N
r. 3c, B

l. 

﹇10

﹈ ff .

（
77
） E

benda, N
r. 2a, B

l. 380 ff .; N
r. 4, unfol.

（
78
） S

tA
, G
eh. A

., A
A
A
 II N

r. 3.

K
am
m
errechnungen 1660/61, B

l. 107 R
S
; vgl. auch B

l. 115 R
S
.

（
79
） S

tA
, G
eh. A

., JJ V
II 4.

（
80
） E

benda, unfol.

（
81
） V

gl. ebenda, JJ V
II 5.

（
82
） V
gl. H

orst K
raem

er, S
. 37 ff .

F
riedrich F

acius, S
. 28 f.

U
lrich H

eß: G
eh

eim
er R

at, S
. 53 ff .

（
83
） S

tA
, G
eh. A

., U
U
 4a, unfol.

一
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（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
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六
）

（
84
） U

lrich H
eß: G

eh
eim

er R
at, S

. 54.
（
85
） S

tA
, G
eh. A

., U
U
 I 1, B

l. 22 ff .
（
86
） E

benda, B
l. 31 ff . E

ntw
urf, B

l. 69 ff . 

謄
本
。

V
gl. U

lrich H
eß: G

eh
eim

er R
at, S

. 54.

（
87
） 

Ju
sttitia protection

is （...

）, 1663.

R
epetita et n

ecessaria d
e/

fen
sio 

（...

）, 1664.

中
で
も
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。M

ichael S
tolleis: V

eit L
udw
ig von S

eckendorff , S
. 163.

（
88
） V

gl. S
tA
, G
eh. A

., K
 ☾
 N
r. 70 ff .

（
89
） V

gl. R
ichard P

ahner, S
. 14 f.

パ
ー
ナ
ー
は
、
一
〇
〇
年
前
、
ゴ
ー
タ
の
公
文
書
館
蔵
書
類
を
相
応
に
利
用
し
た
。（
今
日
で
は
次
の
通
り
。

S
tA
, G
eh. E

 IV
 ☉
 N
r. 5, unfol.

）

（
90
） R

ichard P
ahner, S

. 15.

M
ichael S

tolleis: V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 163.

（
91
） 

中
で
も
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。R

ichard P
ahner, S

. 16.

M
ichael S

tolleis: V
eit L

udw
ig von S

eckendorff , S
. 163.

（
92
） V

gl. R
ichard P

ahner, S
. 17.

（
93
） V

gl. A
ugust B

eck, S
. 819.

R
ichard P

ahner, S
. 16 f.

（
94
） 

地
所
全
体
に
か
か
わ
る
詳
細
な
記
述
は
次
の
も
の
に
あ
る
。B

au
- u

n
d

 K
u

n
st-D

en
km

äler T
h

ü
rin

gen
s, bearb. v. P

﹇aul

﹈ L
ehfeldt, 

B
d.: H

erzogth
u

m
 S

ach
sen

-A
lten

bu
rg, 1. B

d. Jena 1895. S
. 208 ff .

（
95
） M

artin L
eißringen, S

. 165.

R
ichard P

ahner, S
. 17.

一
七
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図
書
館
員
か
ら
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ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
二
七
）

W
olfgang H

uschke: D
ie gothaischen N

achfolgestaaten 1680-1775, in: G
esch

ich
te T

h
ü

rin
gen

s, B
d. 5. 1. 1, S

. 390 f.
（
96
） Johann H

einrich H
erm
ann, S

. 48.
（
97
） M

artin L
eißringen, S

. 168.

K
atalog d

er fü
rstlich

 S
tolberg-S

tolberg’sch
en

 L
eich

en
pred

igten
-S

am
m

lu
n

g, L
ieferung 33. L

eipzig 1932. S
. 287 f.

（
98
） 

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
枢
密
公
文
書
館
の
所
蔵
品
で
あ
る
。

（
99
） 

す
で
に
こ
の
点
は
、
別
の
個
所
で
指
摘
し
て
あ
る
。
利
用
し
た
未
刊
行
原
典
一
覧
も
参
照
せ
よ
。

（
100
） 

な
か
ん
ず
く
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。R

ichard P
ahner, S

. 23 f.

（
101
） 

弔
辞
（K

lag- und T
rauer-R

ede

）
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ
ス
（C

hristian T
hom
as

﹇ius

﹈）
が
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
で
も
次
の
も

の
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。D

ie H
im

m
lisch

e S
ättigu

n
g in

 Z
eit u

n
d

 E
w

igkeit （...

）, S
. 25-36.

（
102
） 

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
パ
ー
ナ
ー
は
、
埋
葬
日
を
一
六
九
二
年
一
二
月
三
〇
日
と
示
し
て
い
る
（
二
五
頁
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
六
九
三
年
一
月
八

日
で
あ
る
。
そ
の
日
に
、
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
（
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
一
門
の
屋
敷
の
あ
っ
た
）
オ
ー
バ
ー
ツ
ェ
ン
の
教
会
で
相
互
に
並
行
し
て
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
ス
リ
ン
ゲ
ン
牧
師
と
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
牧
師
に
よ
っ
て
追
悼
説
教
が
行
わ
れ
て
い
る
。V

gl. D
ie 

H
im

m
lisch

e S
ättigu

n
g in

 Z
eit u

n
d

 E
w

igkeit （...

）, S
. 73-173 u. 193-227.

原
典
・
文
献
一
覧

1
．
原
典

1
．1
．
未
刊
行
原
典

　
　

a）　

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
中
央
国
家
公
文
書
館
。
ゴ
ー
タ
分
館

一
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
八
）

　
　
　
　
　

所
蔵
品　

以
下
、
省
略

　
　

b）　

ゴ
ー
タ
研
究
・
州
立
図
書
館

　
　
　
　
　

所
蔵
品　

以
下
、
省
略

　
　

c）　

ゴ
ー
タ
市
教
会
行
政
部

　
　
　
　
　

教
会
文
書　

以
下
、
省
略

1
．2
．
刊
行
原
典

F
ü

rstlich
e S

äch
sisch

e revid
irte u

n
d

 verm
eh

rte L
an

d
es-O

rd
n

u
n

g/
 D

es D
u

rch
leu

ch
tigen

, H
och

geborn
en

 F
ü

rsten
 

u
n

d
 H

errn
, H

errn
 E

rn
sten

, H
ertzogen

 zu
 S

ach
sen

, J
ü

lich
, C

leve u
n

d
 B

ergen 

（...

）, G
otha 1653.

H
errn V

eit L
udw
igs von S

eckendorff , A
u

sfü
h

rlich
e H

istorie d
es L

u
th

erth
u

m
s, u

n
d

 d
er h

eilsam
en

 R
eform

ation
, 

W
elch

e d
er th

eu
re M

artin
 L

u
th

er bin
n

en
 d

reyßig Jah
ren

 glü
cklich

 au
sgefü

h
ret, au

s d
em

 L
atein

isch
en

 in
 

D
eu

tsch
e ü

bersetzt, n
eu

geord
n

et, m
it A

n
m

erku
n

gen
 u

n
d

 ein
em

 R
egister versh

en
 sow

ie erw
eitert v. E

lias F
rick, 

L
eipzig 1714.

S
eckendorff , V

eit L
udw
ig von: C

om
m

en
tariu

s H
istoricu

s et A
pologeticu

s d
e L

u
th

eran
ism

o, sive d
e R

eform
ation

e 

R
eligion

is d
u

ctu
 D

. M
artin

i L
u

th
eri in

 m
agn

a G
erm

an
iae parte （...

）,  T
eil  1,  F

rankfurt  ﹇am
 M
ain

﹈ u.  L
eipzig  1692.

D
ers.: L

ob-R
ed

e d
es H

eu
n

ßel-B
ergs, in

sgem
ein

 In
sel-B

ergs 

（...
）, erstm

als gedruckt u. m
it A
nm
erkungen versehen v. 

I. G
lück, G

otha 1702.

一
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図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
二
九
）

D
ers.: T

eu
tsch

e R
ed

en
, an

 d
er Z

ah
l V

ier u
n

d
 V

ierzig, w
elch

e er A
. 1660. biß 1685. (...) abgelegt. L

eipzig 1686.

D
ers.: T

eu
tsch

er F
ü

rsten
-S

tat. O
d

er: G
rü

n
d

lich
e u

n
d

 ku
rtze B

esch
reibu

n
g, W

elch
er gestalt F

ü
rsten

th
ü

m
er, G

raff- 

u
n

d
 H

errsch
aften

 im
 H

. R
öm

isch
en

 R
eich

 T
eu

tsch
er N

ation
 (...) besch

affen
 zu

 seyn
 

（...

）, F
rankfurt am

 M
ain 

1656.

D
ers.: T

eu
tsch

er F
ü

rsten
-S

tat, 3. d
u

rch
geseh

en
d

e A
u

fl ., m
it: A

d
d

ition
es O

d
er Z

u
gaben

 u
n

d
 E

rleu
teru

n
gen

 Z
u

 d
em

 

T
ractat d

es T
eu

tsch
en

 F
ü

rsten
-S

tats, F
rankfurt am

 M
ain 1665 

﹇1666

﹈.

2
．
文
献

2
．1
．
文
献
目
録
、
文
献
情
報
、
そ
の
他

B
ibliograph

ie zu
r th

ü
rin

gisch
en

 G
esch

ich
te, 2 B

de., bearb. v. H
ans P

atze u.a., K
öln, G

raz 1965.

F
orschungen zur G

eschichte T
hüringens 1945-1965 

（L
iteraturbericht

）, in: W
issen

sch
ftlich

e Z
eitsch

rift d
er 

F
ried

rich
-S

ch
iller-U

n
iversität Jen

a, G
esellsch

afts- u
n

d
 sprach

w
issen

sch
aftlich

e R
eih

e, hg. v. G
ünther D

refahl

（R
ektor

）, Jena 16. Jg. 

（1967

）, H
. 2/3, S

. 160-395.

K
atalog d

er fü
rstlich

 S
tolberg-S

tolberg’sch
en

 L
eich

en
pred

igten
-S

am
m

lu
n

g, B
d. 1 ff ., L

eipzig 1927 ff .

M
entz, G

eorg: E
in

 Jah
rh

u
n

d
ert th

ü
rin

gisch
e G

esch
ich

tsforsch
u

n
g, Jena 1937.

R
oth, F

ritz: R
estlose A

u
sw

ertu
n

gen
 von

 L
eich

en
pred

igten
 u

n
d

 P
erson

alsch
riften

 fü
r gen

ealogisch
e Z

w
eck, 10 B

de., 

B
oppard, R

hein 1957-1980, S
elbstverlag.

一
七
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四
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（
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（
三
三
〇
）

Z
eitsch

rift d
es V

erein
s fü

r T
h

ü
rin

gisch
e G

esch
ich

te u
n

d
 A

ltertu
m

sku
n

d
e, hg. v. W

illy F
lach, G

ünther F
ranz, 

Inhaltsverzeichnis zu B
and 1-40 

（1852-1937

）, Jena 1941.

そ
の
他
：

利
用
文
献
の
書
誌
説
明
に
は
と
り
わ
け
、D

eu
tsch

e V
erw

altu
n

gsgesch
ich

te 

（B
d. 1

）、ハ
ン
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
、そ
し
て
ミ
ハ
エ
ル
・

シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
が
あ
る
。

Z
entralstelle für G

enealogie L
eipzig, N

achw
eism
ittel 

（K
artei etc.

）.

2
．2
．
文
献
お
よ
び
同
時
代
の
記
述

A
llgem

ein
es G

eleh
rten

-L
exicon

, D
arin

n
e d

ie G
eleh

rten
 aller S

tän
d

e sow
oh

l m
än

n
- als w

eiblich
en

 G
esch

lech
ts, 

w
elch

e vom
 A

n
fan

ge d
er W

elt bis au
f ietzige Z

eit gelebt, u
n

d
 sich

 d
er geleh

rten
 W

elt bekan
n

t gem
ach

t 

（...

）, hg. 

v. C
hristian G

ottlieb Jöcher, 4. T
eil: S

-Z
, L
eipzig 1751, S

palte 464-466.

A
llgem

ein
es H

istorisch
es L

exicon
, in

 w
elch

em
 d

as L
eben

 u
n

d
 d

ie T
h

aten
 d

erer P
atriarch

en
 

（...

）, 2. verm
ehrte 

A
ufl ., 4. T

eil: R
-Z
, nebst A

nhang, L
eipzig 1722, S

. 303.

A
rch

ivar u
n

d
 H

istoriker. S
tu

d
ien

 zu
r A

rch
iv- u

n
d

 G
esellsch

aftsw
issen

sch
aft. Z

u
m

 65. G
ebu

rtstag von
 H

ein
rich

 

O
tto M

eisn
er, hg. v. der S

taatlichen A
rchivverw

altung, B
erlin 1956.

B
arth, H

ans: R
ech

tsgesch
ich

tlich
e u

n
d

 rech
tsph

ilosoph
isch

e B
etrach

tu
n

gen
 zu

 S
ecken

d
orffs '' F

ü
rsten

staat'' , 

In
au

g.-D
iss. d

er ju
r. F

aku
ltät d

er U
n

iversität E
rlan

gen
, E
rlangen 1947.

一
七
六
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ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
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参
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官
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（
川
又
）

（
三
三
一
）

B
au

- u
n

d
 K

u
n

st-D
en

km
äler T

h
ü

rin
gen

s, bearb. v. P

﹇aul

﹈ L
ehfeldt, H

erzogth
u

m
 S

ach
sen

-A
lten

bu
rg, 1. B

d.: 

V
erw

altu
n

gsbezirk A
lten

bu
rg (O

stkreis),  A
m

tsgerich
tsbezirke A

lten
bu

rg, R
on

n
ebu

rg, S
ch

m
ölln

, Jena 1895.

B
eck, A

ugust: E
rn

st d
er F

rom
m

e, H
erzog zu

 S
ach

sen
-G

oth
a u

n
d

 A
lten

bu
rg. E

in
 B

eitrag zu
r G

esch
ich

te d
es 

siebzeh
n

ten
 Jah

rh
u

n
d

erts, 2 B
de., W

eim
ar 1865.

B
eck, F

riedrich: Z
ur E

ntstehung der zentralen L
andesfinazbehörde im

 ernestinischen S
achsen im

 16. und 17. 

Jahrhundert, in: A
rch

ivar u
n

d
 H

istoriker, B
erlin 1956, S

. 288-307.

B
icker, F

riedrich: D
as S

taatssch
u

ld
en

problem
 in

 d
er L

eh
re d

er C
am

eralistik (S
ecken

d
orff, Ju

sti, S
on

n
en

fels),  

D
iss., G

ießen 1928.

B
laich, F

ritz: D
ie E

poch
e d

es M
erkan

tilism
u

s, W
iesbaden 1973.

B
og, Ingom

ar: D
er R

eich
sm

erkan
tilism

u
s. S

tu
d

ien
 zu

r W
irtsch

aftspolitik d
es H

eiligen
 R

öm
isch

en
 R

eich
es im

 17. 

u
n

d
 18. Jah

rh
u

n
d

ert, S
tuttgart 1959.

B
rather, H

ans-S
tephan: D

er räum
liche U

m
fang der G

othaischen Ä
m
ter, in: D

er F
ried

en
stein

. M
on

atsblätter d
es 

D
eu

tsch
en

 K
u

ltu
rbu

n
d

es K
reisleitu

n
g G

oth
a, G
otha 1962, H

. 4, S
. 87-98.

B
raungart, G

eorg: H
ofb

ered
sa

m
k

eit. S
tu

d
ien

 zu
r P

ra
xis h

öfisch
-p

olitisch
er R

ed
e im

 d
eu

tsch
en

 

T
erritorialabsolu

tism
u

s, T
übingen 1988.

B
reithaupt, Joachim

 Just.: D
ie H

im
m

lisch
e S

ättigu
n

g in
 Z

eit u
n

d
 E

w
igkeit, A

u
ß d

en
 S

ch
lu

ß-W
orten

 d
es X

V
IIten

 

P
salm

s, G
ed

äch
tn

ispred
igt fü

r V
eit L

u
d

w
ig von

 S
ecken

d
orff (...),  geh

alten
 am

 22. Jan
u

ar 1693 zu
 H

alle, Z
eitz 

一
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（
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一
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月
）

（
三
三
二
）

1693, S
. 1-23. 

　
　

次
も
収
録
：

S
. 25-36. 

 T
hom
as

（ius

）, C
hristian: K

lag- und T
rauer-R

ede 

（...

）, gehalten für V
eit L

udw
ig von S

eckendorff  

am
 29. D

ezem
ber 1692 zu H

alle.

S
. 73-173. 

 L
eißringen, M

artin: E
ines G

ottseeligen M
inisters G

röste und beste H
errligkeit 

（...

）, 

G
edächtnispredigt für V

eit L
udw
ig von S

eckendorff , gehalten am
 8. Januar 1693 in der K

irche zu 

M
euselw

itz.

S
. 193-227. 

 S
chultze, Johann V

alentin: A
lles dort am

 selgen O
rth 

（...

）, G
edächtnispredigt für V

eit L
udw
ig von 

S
eckendorff , gehalten am

 8. Januar 1693 in der K
irche zu O

berzenn.

B
rode, R

einhold: D
ie schw

edische A
rm
ee nach dem

 P
rager F

rieden und der E
nthauptung des O

bristen Joachim
 

L
udw
ig von S

eckendorff , in:  Jah
rbü

ch
er d

er K
ön

iglich
en

 A
kad

em
ie gem

ein
n

ü
tziger W

issen
sch

aften
 zu

 E
rfu

rt, 

N
. F
., H
eft 22, E

rfurt 1896, S
. 113-155.

B
rückner, G

.: D
ie unter H

erzog E
rnst d

﹇em

﹈ F
r

﹇om
m
en

﹈ verfaßten A
m
tsbeschreibungen, besonders nach ihrer 

rechtlichen N
atur, in: Z

eitsch
rift fü

r d
eu

tsch
e K

u
ltu

rgesch
ich

te. B
ild

er u
n

d
 Z

ü
ge au

s d
em

 L
eben

 d
es d

eu
tsch

en
 

V
olkes, hg. v. Johannes M

üller, Johannes F
alke, N

ürnberg 4. Jg. 

（1859

）.

B
rückner, Jutta: S

taatsw
issen

sch
aften

, K
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eralism
u

s u
n

d
 N

atu
rrech

t. E
in

 B
eitrag zu

r G
esch
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te d
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W
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aft im
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tsch
lan

d
 d
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n
d
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h
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rh
u

n
d
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B
runner, O

tto: N
eu

e W
ege d

er S
ozialgesch

ich
te. V

orträge u
n

d
 A

u
fsätze, G

öttingen 1956.

C
hristian T

hom
asius. P

erson und W
erk in S

chrift, B
uch und B

ild, in: T
h

ü
rin

gisch
-S

äch
sisch

e Z
eitsch

rift fü
r 

G
esch

ich
te u

n
d

 K
u

n
st, X

V
II. B

d., H
alle a.d.S

. 1928, S
. 167-198.

C
larm

und, A
dolph: V

ita
e cla

rissim
oru

m
 in

 re litera
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 V
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m
. D

a
s ist: L

eben
s-B

esch
reibu

n
gen

 etlich
er 

H
au
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rten

 M
än

n
er 

（...

）, 8. T
eil oder der 2. C

enturie 4. T
eil, W

ittenberg 1709, S
.165-186: X

IV
. V
eit 

L
udw
ig von S

eckendorf.

C
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d

iöses G
eleh

rten
-L

exicon
 （...

）, nebst einer V
orrede von Joh. B

urchard M
enckens, L

eipzig 1715, S
palte 2069 f.

C
om

pen
d

iöses G
eleh

rten
-L

exicon
 （...

）, nach Joh. B
urch. M

enckens 

（+

）, 3. A
ufl ., hg. v. C
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ottlieb Jöcher, B

d. 

2, L
eipzig 1733, S

palte 1159 f.

D
eu

tsch
e J
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risten
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u

s fü
n

f J
a
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n
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erten
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ra
p
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e E
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 d
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te d
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R
ech

tsw
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ufl ., hg. v. G

erd K
leinheyer, Jan S

chröder, H
eidelberg 1989. 

小
林
孝

輔
監
訳
『
ド
イ
ツ
法
学
者
事
典
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
三
年
。
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tsch
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n
gsgesch
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te, hg. v. K

urt G
. A
. Jeserich, H
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nruh, B
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S
pätm
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n
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e d
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eich

es, S
tuttgart 1983.

D
ülfer, K

urt: S
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n
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auptbibliothek der F
ranckischen S

tiftungen in H
alle a. S
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m
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E
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 d
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 d
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S
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F
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riedrich: S
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n
d
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s m
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t d
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e D
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 D
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e S
ch

riften
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lach, H
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a D
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de., W
eim
ar 1950-1987.

G
oth

a. D
as B

u
ch
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eu
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en
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urt S
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a u
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 d
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 d
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n
d

e d
es 18. Jah
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w
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r d
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ech
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ich
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d. 1-4, B
erlin 1971-1990.
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artung, F
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 d
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oeth
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] R
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] R
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-H
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d
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（...

）, hg. v. Johann F
riedrich G

auhen, 

1. B
d., L

eipzig 1719, S
palte 1601-1605.

H
erm
ann, Johann H

einrich: D
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 von

 D
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d

 H
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E
d
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en
 F
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, F
r. E

lisabeth
 Ju
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d
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 V
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r d

ie W
itw

e V
eit L

u
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 d
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 d
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）.
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e d
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r d
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esch
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D
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H
eim
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elt u. hg. v. V

alentin F
röhlich, H

erzogenaurach 1949, S
. 196-201.

H
uschke, W

olfgang: D
ie B
eam
tenschaft der w

eim
arischen Z

entralbehörden beim
 E
intritt G

oethes in den w
eim
arischen 

S
taatsdienst 

（1776

）, in: F
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u
n
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s m
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en
 A
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iven

, B
erlin 1953, S

. 190-218.

D
ers.: F

orschungen zur G
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esellschaftsschicht im
 klassischen W
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u
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ü
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econ
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 d
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Z
u
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収
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 V
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 D
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er fü
rstlich

 S
tolberg-S

tolberg’sch
en

 L
eich
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 D
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 d
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 d
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 d
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. F
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ゴ
ー
タ

　
没
　
16
54
年
10
月
29
日
　
ゴ
ー
タ

父
　
不
明

母
　
不
明

婚
姻
不
明

2
回
目
の
婚
姻
　
16
85
年
3
月
2
日

娘 　
生
　
16
88
年
7
月
4
日

　
没
　
16
88
年
7
月
4
日

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（
ジ
ュ
ニ
ア
）

　
生
　
16
90
年
9
月
14
日
　
不
明

　
没
　
16
95
年
3
月
18
日
　
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ

ゾ
フ
ィ
ー
・
ズ
ザ
ン
ネ
・
フ
ォ
ン
・
エ
ン
デ

　
生
　
16
53
年
3
月
24
日
　
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
ブ
ル
ク
？

　
没
　
17
10
年
4
月
10
日
　
オ
ベ
ル
ン
チ
ェ
チ
ュ

そ
れ
以
外
に
2
人
の
娘

一
九
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
四
六
）

ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学

学
科
群
：
哲
学
、
歴
史
学
、
図
書
館
学

研
究
場
所
：
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ

履
修
教
育
課
程
：
公
文
書
学

 

提
出
：
ハ
ン
ス
─イ
エ
ル
ク
・
ル
ー
ゲ

 

一
九
九
二
年
一
二
月
一
二
日
、
ゴ
ー
タ

修
了
論
文
論
旨
：

表
題
： 『
図
書
館
員
か
ら
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ

│
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
二
六
│
一
六
九
二
）

が
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
国
に
勤
務
し
た
時
代
（
一
六
四
六
│
一
六
六
四
）
に
お
け
る
経
歴
の
諸
相
』

〔
論
旨
〕

1
．
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
二
六
年
一
二
月
二
〇
日
、
ヘ
ア
ツ
ォ
ー
ゲ
ン
ア
ウ
ラ
ハ
に
誕
生
、

一
六
九
二
年
一
二
月
一
八
日
、
ハ
レ
に
て
没
）
は
、
一
七
世
紀
の
国
家
学
、
行
政
学
（
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
）、
官
房
学
、
教
会
史
（
宗
教
改
革
史
）

の
領
域
で
有
名
な
ド
イ
ツ
人
学
者
に
所
属
し
て
い
る
。

彼
の
幼
年
時
代
そ
し
て
青
年
時
代
に
は
、
三
〇
年
戦
争
の
恐
怖
と
混
乱
が
決
定
的
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。
彼
の
家
族
は
、
三
〇
年

戦
争
の
間
に
、
故
郷
フ
ラ
ン
ケ
ン
を
離
れ
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
方
に
赴
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
六
四
二
年
、
一
家
は
父
を
失
い
、

一
六
五
〇
年
に
は
母
が
亡
く
な
っ
た
。

一
九
二



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
四
七
）

ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
の
お
よ
そ
三
年
間
の
通
学
滞
在
期
（
一
六
四
二
│
一
六
四
五
）、
ヘ
ッ
セ
ン
・
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
お
け
る
短

期
間
の
雇
用
期
、
そ
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
─プ
ロ
イ
セ
ン
で
責
任
を
負
っ
た
時
期
（
一
六
九
一
│
一
六
九
二
）
を
除
い
て
、
ヴ
ェ
ッ

テ
ィ
ン
系
領
邦
が
、
彼
の
人
生
の
う
ち
主
要
な
活
動
場
所
を
形
成
し
て
い
っ
た
（
一
六
四
六
│
一
六
九
一
／
九
二
）。
端
緒
を
開
い
た
の
は
、

比
較
的
小
さ
な
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
、
公
法
学
者
（P

ublizist

）
そ
し
て
政
治
家

（S
taatsm

ann

）
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
い
知
名
度
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
そ
こ
に
一
六
六
四
年
ま
で
留
ま
っ
た
。

エ
ル
ン
ス
ト
一
世
・
敬
虔
公
（
一
六
四
〇
│
一
六
七
五
）
こ
そ
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
最
高
領
主
で
あ
っ
た
。

2
．
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
は
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
自
分
の
宮
廷
に
任
用
し
た
初
期
の
時
点
の

ほ
ん
の
数
年
間
で
、
一
六
四
〇
│
四
一
年
の
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
分
割
協
定
（T

eilungsverträge

）
に
よ
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
国
家

構
造
の
頂
点
に
就
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
姿
、
形
で
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
領
邦
条
令

（
第
一
版
一
六
五
三
年
、
第
二
版
一
六
六
六
年
）
並
び
に
他
の
、
個
別
分
野
・
領
域
に
関
す
る
条
令
が
生
み
出
さ
れ
る
ま
で
、
と
り
わ
け
行

政
構
造
・
機
構
に
関
す
る
新
秩
序
〔
構
築
〕
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
徹
底
的
な
現
状
調
査
（
巡
察 

﹇V
isitationen

﹈、
そ

の
他
）
と
、
そ
し
て
そ
の
際
得
ら
れ
た
認
識
と
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
最
善
の
決
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
複
雑
で
ほ
や
ほ
や
の
課
題
に
、
公
は
、
経
験
豊
か
で
、
現
実
的
に
も
理
論
的
に
も
才
能
の
あ
る
官
吏
を
必
要
と
し
た
。
同

時
に
彼
は
、
若
く
て
、
多
方
面
に
才
能
豊
か
な
官
僚
を
か
な
り
早
い
う
ち
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
の
問
題
に
投
入
す
る
こ
と
に
も
配
慮
し
た
。

後
者
に
属
す
る
の
が
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
あ
り
、
彼
は
一
六
四
六
年
中
頃
に
ゴ
ー
タ
に

や
っ
て
来
た
の
で
、
ま
だ
二
〇
歳
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
四
八
）

3
．
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
ゴ
ー
タ
で
任
用
さ
れ
た
最
初
の
数
年
間
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
す
る

こ
と
は
、
資
料
状
態
が
悪
い
た
め
に
ま
っ
た
く
簡
単
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
一
般
的
イ
メ
ー
ジ

は
、
も
し
追
悼
説
教
か
ら
出
発
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
と
り
わ
け
彼
の
人
物
像
に
関
す
る
最
初
の
伝
記
的
出
版
物
と
の
脈
略

で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
涯
が
閉
じ
ら
れ
た
後
に
、
そ
し
て
彼
が
一
般
に
、
公
的
生
活
で

世
間
に
認
め
ら
れ
た
、
つ
ま
り
彼
の
出
版
物
を
通
し
て
有
名
な
人
物
と
な
っ
た
後
で
、
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
彼
の
最
初
の
ゴ
ー
タ
に
お
け
る
数
年
間
は
、
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
残
っ
て
い
る
痕
跡
全
体
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

疑
問
の
余
地
な
く
、
一
六
四
六
年
以
前
に
公
が
若
き
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
一
連
の
才
能
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
、
目
を
か
け
ら
れ
た
地
位
に
つ
い
て
、
資
料
に
目
を
通
し
た
評
価
で
は
、
簡
単
に

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
余
人
に
は
依
頼
さ
れ
な
か
っ
た
一
連
の
特
殊
な
任
務
を
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が

│
原
則
的
に
他
の

職
員
と
同
様
に

│
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
上
級
官
吏
は
、
特
別
の
問
題
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
、
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
五
一
年
ま
で
の
数
年
間
、
宮
廷
に
お
け
る
自
分
の
役
割
に
つ
い
て
恵

ま
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
不
満
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
、
ほ
ぼ
そ
れ
で
、
ゴ
ー
タ
を
去
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

4
．
一
六
五
一
年
宮ホ

ー

フ

ラ

ー

ト

廷
参
議
官
へ
の
任
命
と
共
に
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
公
国
の
指
導
的
国

一
九
四



図
書
館
員
か
ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
四
九
）

家
官
吏
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
移
動
し
て
い
っ
た
。
彼
の
給
料
は
今
や
、
責
任
に
匹
敵
し
て
、
他
の
高
級
官
吏
の
そ
れ
に
調
和
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、〔
そ
れ
は
〕
相
も
変
わ
ら
ず
、
依
怙
贔
屓
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
均
一
に
平
準
化
か
ら
始
め
ら

れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
五
〇
年
代
の
前
半
で
彼
が
特
別
の
任
務
、
す
な
わ
ち
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
の
描
写
を
執
筆
す
る
こ
と
を

負
っ
て
い
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
通
例
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
公
が
気
づ
い
て
い
た
彼
の
学
術
研
究

や
出
版
活
動
へ
の
傾
斜
と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
創
作
活
動
の
成
果
こ
そ
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
で
あ
り
、
そ
れ
は

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
三
〇
歳
に
な
ら
な
い
年
齢
で
公
刊
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

5
．
本
書
が
収
め
た
成
果
は
、
当
然
、
宮
廷
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
地
位
の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
表
れ
に
は
、
た
と
え
ば
、

財カ

ン

マ

ー

ラ

ー

ト

務
庁
参
議
官
へ
の
追
加
的
任
命
（
一
六
五
六
年
）、
そ
し
て
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
ン
家
共
通
の
イ
エ
ナ
宮
廷
裁
判
所
に
お
け
る
宮
廷
裁
判
官

へ
の
任
用
（
一
六
五
七
年
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
特
別
的
な
地
位
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
認
識
で
き
な
い
。
編
纂
さ
れ
て
い
る
公
文
書
館

資
料
を
手
掛
か
り
に
し
て
も
、
そ
れ
を
少
な
く
と
も
裏
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

五
〇
年
代
前
半
よ
り
も
明
ら
か
に
強
烈
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
五
〇
年
代
末
ご
ろ
に
は
、
国
家
指
導
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日

常
的
任
務
を
処
理
す
る
こ
と
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

折
に
ふ
れ
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
公
国
に
世
論
の
注
目
を
浴
び
せ
た
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
公
刊
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
が
、
ゼ
ッ
ケ

ン
ド
ル
フ
に
特
別
の
関
心
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
考
え
と
し
て
は
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
残
り
の
高
級
国
家
官
僚
に
対
し
て
特
別
の
地
位
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

一
九
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
五
〇
）

6
．
長
年
に
わ
た
り
功
績
の
あ
っ
た
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

フ
ラ
ン
ツ
ケ
（
在
職
期
間
、
一
六
四
一
│
一
六
五
九
年
）
の
死
に
よ
っ
て
、
空
席
と
な
っ
た
そ
の

職
を
受
け
継
い
だ
の
は
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
は
な
く
、（
確
か
に
、
年
齢
、
経
験
、
業
績
の
問

題
か
ら
も
）
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
当
時
、
指
導
的
官
僚
の
序
列
で
は
、
宮ホ

ー
フ廷

・

宗コ
ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
ラ
ー
ト

務
庁
参
議
官
（
宗
コ
ン
ジ
ス
ト
リ
ア
ル
プ
レ
ジ
デ
ン
ト

務
庁
長
官
）
ア
ー
ヴ
ェ
マ
ン
に
次
ぐ
、
第
三
位
を
占
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

7
．
一
六
六
三
年
春
、
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

シ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
亡
く
な
る
と
、
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
、
ザ
ク
セ

ン
・
ゴ
ー
タ
国
の
指
導
者
官
僚
に
昇
進
し
た
。
そ
れ
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
の
官
吏
た
ち
に
対
し
て
そ
れ
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
な
い

高
さ
の
給
料
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
宰
カ
ン
ツ
ラ
ー相

へ
の
任
命
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
六
六
三
年
秋
、
枢ゲ

ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
の
選
任
が
行
わ
れ
た
。
ゼ
ッ

ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
自
分
が
念
願
と
す
る
目
標
は
ど
う
や
ら
達
成
し
た
の
で
、
同
時
期
に
、
本
気
で
近
い
う
ち
に
ゴ
ー
タ
を
離
れ
る
徴
候

が
初
め
て
明
白
に
現
れ
た
。
最
終
的
に
そ
う
な
っ
た
正
確
で
完
全
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
で
も
や
は
り
、
明
確
な
陳
述
は
不
可
能
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

訳
者
あ
と
が
き

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
公
文
書
館
か
ら
全
文
入
手
し
た
未
公
刊
の

H
ans-Jörg R

uge, V
om

 B
iblioth

ekar zu
m

 G
eh

eim
en

 R
at. A

spekte d
er beru

flich
en

 L
au

fbah
n

 V
eit L

u
d

w
ig von

 

S
ecken

d
orffs (1626-1692) in

 d
en

 Jah
ren

 sein
er A

n
stellu

n
g im

 sach
sen

-goth
aisch

en
 S

taatsd
ien

st (1646-1664) . G
otha. 
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ら
枢ゲ
ハ
イ
マ
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ラ
ー
ト

密
参
議
官
へ
（
川
又
）

（
三
五
一
）

1992. A
bschlußarbeit.

で
あ
る
。
本
稿
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
、
学
科
群
：
哲
学
、
歴
史
学
、
図
書
館
学
、
研
究
場
所
：
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
履
修
教

育
課
程
：
公
文
書
学
、
の
修
了
論
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（H

um
boldt-U

niversität zu B
erlin. F

achbereich P
hilosophie, 

G
eschichte, B

ibliothekw
issenschaft. S

tudienort L
eipzig. S

tudiengang A
rchivw

issenshcaft. A
bschlußarbeit

）。

本
論
は
、
表
題
・
目
次
他
六
頁
、
本
文
（
序
論
、
全
三
章
、
要
約
と
研
究
の
見
通
し
、
注
記
、
原
典
・
文
献
一
覧
）
五
六
頁
、
添
付
資
料
一
九

頁
、
説
明
一
頁
、
論
旨
四
頁
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
原
典
・
文
献
一
覧
中
、
煩
雑
と
思
わ
れ

る
部
分
と
、
添
付
資
料
4
（
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
系
図
）
を
除
い
た
添
付
資
料
は
、
残
念
な
が
ら
省
略
し
た
。
訳
文
中
の
〔　

〕
部
分
は
訳

者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
誤
記
と
思
わ
れ
る
個
所
は
訳
者
の
責
任
で
訂
正
し
て
い
る
。

ル
ー
ゲ
氏
は
、
公
文
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
原
典
を
渉
猟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
経
歴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

彼
が
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
一
六
四
六
年
か
ら
一
六
六
四
年
ま
で
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
で
あ
る
。
論
旨
に
つ
い
て
は
最
後
に
七
項
目

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
今
回
明
ら
か
に
さ
れ
た
部
分
と
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
明
瞭
と
な
っ
た
。
後
者
に
関

し
て
、
訳
者
の
個
人
的
関
心
か
ら
す
る
と
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
を
ど
う
や
っ
て
準
備
し
、
い
か
に
出
版
者
を
選
定

し
て
、
ど
の
よ
う
に
公
刊
し
た
の
か
、
は
今
回
、
論
述
の
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
惜
し
ま
れ
る
。
さ
ら
に
は
、「
要
約
と
研
究
の
見
通

し
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
手
が
着
け
ら
れ
て
い
な
い
研
究
領
域
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
も
、
ル
ー
ゲ
氏
の
論
稿
は
、
今
後
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
研
究
の
新
た
な
出
発
点
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。

ル
ー
ゲ
氏
は
、
一
九
五
三
年
一
月
二
〇
日
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
ツ
ィ
ン
メ
ル
ン
ズ
ー
プ
ラ
（Z

im
m
ernsupra

、
エ
ア
フ
ル
ト
の
西
方
）

に
生
ま
れ
た
。
大
学
卒
業
後
、
公
文
書
館
員
と
し
て
勤
務
し
、
そ
の
間
、
一
九
九
〇
年
に
イ
エ
ナ
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。

一
九
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二
〇
〇
九
年
か
ら
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
生
涯
と
著
作
と
を
紹
介
す
る
私
設
の
「
シ
ラ
ー
博
物
館
」（S

chiller gestern und 

heute.
）
を
ツ
ィ
ン
メ
ル
ン
ズ
ー
プ
ラ
に
開
い
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ル
ー
ゲ
氏
に
は
こ
の
他
に
次
の
編
著
が
あ
る
。

E
rn

st d
er F

rom
m

e (1601-1675) . S
ta

a
tsm

a
n

n
 u

n
d

 R
eform

er. W
issen

sch
a

ftlich
e B

eiträ
ge u

n
d

 K
a

ta
log zu

r 

A
u

sstellu
n

g. hg. v. R
osw
itha Jacobsen und H

ans-Jörg R
uge. B

ucha 2002.

本
書
に
は
、
今
回
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
添
付
資
料
1
（
続
き
1
か
ら
5
ま
で
）
が
「
ゴ
ー
タ
公
国
の
選
抜
官
僚
給
与
一
覧
、

一
六
四
五
／
一
六
四
六
会
計
年
度
ミ
カ
エ
ル
祭
か
ら
一
六
六
四
／
一
六
六
五
会
計
年
度
ミ
カ
エ
ル
祭
ま
で
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る

（H
ans-Jörg R

uge, Ü
bersicht über die B

esoldung ausgew
ählter B

eam
ter des H

erzogtum
s G
otha in den R

echnungsjahren M
ichaelis 

1645/46 bis M
ichaelis 1664/65. S

.121-126.
）。
ま
た
本
書
に
は
、
第
二
章
や
論
旨
7
に
関
連
し
て
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
、
一
六
六
三
年

一
一
月
二
一
日
付
、
辞
職
す
る
理
由
を
直
筆
し
た '' U

rsachen w
elche m

ich bew
egen, einen abschid von H

off  zu nehm
en...''  

が

ヤ
コ
ブ
セ
ン
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（S

.117-120
）。

最
後
に
、
訳
出
の
許
可
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
ば
か
り
か
、
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
ル
ー
ゲ
氏
の
親
身
な
ご
協
力
に
対

し
て
心
か
ら
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
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選挙制度による財政政策の相違と
経済パフォーマンス

坂　井　　吉　良
坂　本　　直　樹

1 ．序

2 ．理論モデルによる分析

3 ．データと実証分析モデル

4 ．実証分析結果

5 ．むすび

1 ．序

憲法上の特徴と財政政策に関する最近の研究の「一般的な理論予想

は、比例制選挙と議院内閣制度は、より多くの公共財、より広範な福

祉プログラム、そして全体的により大きな政府規模と結びついている」

（Persson and Tabellini（2004）、p.25）、というものである。このような理

論予想の下において、1962 － 1998 年間の民主主義国における政府の形

を議院内閣制から大統領制へ移行した国は、2 ヵ国があり、選挙制度を

多数制度から比例制度への改革が 12 ヵ国、逆の比例制度から多数制度

への改革が 4 ヵ国ある（Persson（2005））。注目すべきことは、選挙制度

の理論的予想に関わらず、各国の改革の方向は同じではなく、相反す

る改革が選択されていることである。このように国の選択が根本的に

異なる理由としては、理論が予想する帰結だけでなく、改革による

様々な効果を踏まえた総合的な効果の存在やその効果の帰結が国に

よって異なっていること、さらには理論予想に基づく選択ではなく、

説　論

1

二
三
八
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民主主義のルールに基づいた国民の選択によることが考えられる⑴。

本稿の目的は、民主主義の基本的な特徴をモデル化した代表的な政

治経済学の理論モデルに基づき、各国の異なる民主主義制度、特に選

挙制度の相違が、政府の規模、財政政策、税収やレントの決定にいか

なる影響を与えているかを明らかにするとともに、その理論モデルか

ら導かれる制度的特徴と財政政策および経済パフォーマンスとの関係

について、2000 年代のＯＥＣＤ諸国のクロスセクションデータを用い

て実証分析することである。

国民（principal）が政治家（agent）に政策決定を託すという民主主義

制度には、国民と政治家との間にある種の契約が成立している。しか

し、この契約は不完備契約 incomplete contract であり、政治家が国民

にとって最適である政策を提示するかどうかは不明確であり、その政

策の実行や実現についても不確かである。言い換えれば、いかなる民

主主義国家においても、政府の政策は国民の選好と accountability を満

たしている、という主張には疑問の余地があると考えられる⑵。

Persson and Tabellini（2000）は、さまざまな選挙モデルを検討し、有

権者の視点から政治家が最適な政策をアナウンスするように候補者を

動機づけているかどうかは、どのような選挙競争がとられているかの

特別な仮定に依存していることを明らかにしている。選挙モデルは、

選挙制度による異なる選挙競争が、政府の規模、公共財、課税やレン

ト等について、政治家に異なる政策選択を誘導させている。その一つ

の強力な命題は、選挙制度によって異なる最小勝利提携 minimum 

wining coalition（岡田（2011）、p.354）が、異なる政府規模と異なる財政

政策を生み出すということである。それは、比例選挙制度よりも多数

制の下では、一般公共財の供給は少なく、特定の地域や集団をター

ゲットした政策選択を行い、政府の規模を小さくする傾向にあるとい

うものである。この命題は、「比例選挙での国会議員は、人口の幅広い

提携からの支持を見だすような強いインセンティブを政党に与えてい

る大きな（ときには国・州）選挙区において選ばれている」（Persson and 
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Tabellini（2004）、p.25）、という選挙区の大きさからも導かれる。しかし、

レントについては、モデルによって相反する命題が導かれている。

Persson and Tabellini（2003）は、選挙制度がレントに有意な影響を与

えているという実証分析から、「デビルが民主主義の細目の中にいる」

（p.202）と表現している。このことは民主主義制度のある側面が、国民

に便益を与えているのではなく、犠牲を課していることを意味してい

る。レントは経済効率や経済成長とは負の関係にあることが予想され

ることから、憲法に基づき制度設計されている民主主義制度は、経済

成長に対して正と負のどちらの効果を与えているかは、理論的には明

確とはなっていない⑶。

民主主義が経済成長に与える効果に関する Barro（1996）、（1997）の

実証研究では、両者の間には非線形関係が存在していることを明らか

にしている。また、両者の間に正の関係があることを指摘した研究と

しては、Rodrik（1999）、Rodrik and Wacziarg（2005）、Acemoglu、et al

（2005）、Persson and Tabellini（2006）、（2008）、（2009）、Giavazzi and 

Tabellini（2005）、Paoaionnou and Siourounis（2008）などがあげられる。

一方、負であるという研究には、Helliwell（1994） と Tavares and 

Wacziarg（2001）がある。さらに、憲法上の特徴である選挙制度と政府

の形が経済成長に与える効果についての研究においては、Persson and 

Tabellini（2003）、Persson（2005） は、 議 院 内 閣 制 が 正 で あ る が、

Persson and Tabellini（2006）では負となっている。また、Persson and 

Tabellini（2003）、（2006）では、比例制と多数制の選挙制度に関する憲

法上の効果は確認されていない。

このような実証分析結果の相違は、モデル、データ（標本期間や対

象国）及び実証分析方法が異なっていることに基づいている。また、

選挙制度と経済的パフォーマンスに関する実証分析からは、明確な因

果関係は確認されていない。その主な理由は、多数制と比例制の両者

には、経済的パフォーマンスに与える効果が正と負の両方の効果があ

り、その全体効果が不明確となるからである。すなわち、多数制は比

3
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例制よりも小さな政府となるが、選挙区が小さくなるために政治参入

コストが高くなることから、有権者はある程度レントを許容しなけれ

ばならない。しかし、多数制は比例制よりも accountable であるがゆえ

にレントの引き出しは制約されることになる。さらに、多数制は選挙

サイクルという強い憲法上の効果が予想されている。それは、最小勝

利提携から多数制の候補者は、選挙前に有権者を喜ばせるというイン

センティブが強くなるからである。このような政治家のインセンティ

ブは、明らかに政策選択を歪めることが予想される（Persson and 

Tabellini（2000）、p.233）。しかし、多数制の選挙サイクル、すなわち、

選挙前の減税や支出増加という理論的予想に対して、実証分析の結果

からは、明確な因果関係は得られていない⑷。これらの選挙制度の諸要

因が経済に与える全体効果は明らかとはなっていない。まさにこれら

の効果を分離し、その効果を把握することが実証分析の重要なテーマ

である（Persson and Tabellini（2003）、p.22）。

有権者にとって良い政策は、レントを引き出すインセンティブを政

治家に与えながら、少ないレントとともに低い税と高い便益を実現す

る政策である。本稿は、このような政策を実現する選挙モデルを提示

し、そのモデルから導かれる選挙競争（選挙制度）と政策との関係に

ついての実証分析を行うことにより、選挙制度改革の議論に貢献する

ことを意図している。

まず、第 2 節では、Persson and Tabellini（2000）をはじめとして提

案されているさまざまな選挙モデルを検討して、選挙競争の現実的妥

当性が高く、そして特に、政治家が有権者にとってより良い（最適な）

政策をアナウンスする選挙モデルについて考察する。第 3 節では、実

証分析モデルとデータについて説明し、第 4 節では実証分析結果を提

示する。そして、最後に簡単な要約と課題について述べる。

4

二
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
八
八
）

2 ．理論モデルによる分析

本節では、実証分析に先立ち、Persson and Tabellini（2000）に基づ

く投票モデルを用いて、選挙制度の違いがいかなる政策の違いとなっ

て表れるかを明らかにする⑸。投票モデルは、政治家の公約が拘束力

enforceability を持つかどうか、すなわち、政治家が事前に政策にコ

ミットメント commitment できるかどうかにより、事前投票モデル pre-

election model と事後投票モデル post-election model に分けられる。以

下では、これら 2 つの投票モデルそれぞれについて、選挙制度が比例

制であるか多数制であるかにより、どのように政策が異なりえるかを

整理する。なお、Persson and Tabellini（2000）では、必ずしも明示的

に解を示していないが、本稿ではできる限り明示的な解を得ることを

試みる。また、選挙の過程を確率的に定式化し、これを事前投票モデ

ルと事後投票モデルに一貫して用いるという方法をとることにする。

この方法により、モデル間での比較が可能となる。

2 ．1 ．モデルの諸仮定と社会的最適

3 つのグループからなる社会を考え、各グループを J＝1，2，3 で表す。

各グループの人口は連続変量として捉えられ、その規模はどのグルー

プも 1 とする。したがって、この社会の総人口は 3 である。各グルー

プの個人（有権者または投票者）は、私的財 xJ と公共財 g を消費し、そ

の選好は準線形効用関数 wJ＝xJ＋H（g）で表されるものとする。ただ

し、H（g）は Hgg（g）＜0＜Hg（g）および Hg（0）＝∞ を満たすものとする。

ここで、Hg（g）と Hgg（g）はそれぞれ H（g）の 1 階導関数と 2 階導関数

を表す。また、各個人の所得はグループによらず 1 とする。

政府が実行する政策は、すべての個人に共通の税率τP および公共財

gP、グループによって異なる所得移転 f J 
P、政治的レント rP である。こ

れらを政策ベクトル qP として以下のように表し、すべての非負の値を

とるものとする。ただし、下付き文字の P は政権にある政党を表す。
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（ 1 ）　qP＝［τP, ｛f J 
P｝, gP, rP］ 0

政策ベクトル qP は、以下の政府の予算制約式は満たさなければなら

ない。ただし、税率τP は 1 以下とする。また、政治的レントは税収の

一部として政権を獲得した政党により私的に費やされるものとしてい

る。

（ 2 ）　3τP－
J

f J 
P－gP－rP＝0

（ 3 ）　1－τP 0

また、政策ベクトル qP を効用関数に代入した政策選好関数 policy 

preference function は、以下のようになる。

（ 4 ）　WJ（qP）＝1－τP＋f J 
P＋H（gP）

ベンチマークとなる社会的最適解を求めよう。それは以下の社会厚

生関数（平均効用）W＊を政策ベクトル qP で最大化する以下の最適化問

題を解くことにより得られる。

（ 5 ）　max
qP

W＊≡
1
3 J

WJ（qP）  s.t.（ 1 ）, （ 2 ）, （ 3 ）

最適解と最適値は容易に求められ、それぞれ以下のようになる。た

だし、τP と｛f J 
P｝の最適解はユニークには定まらない。

（ 6 a）　3τ＊ 
P －

J

f J＊ 
P ＝H－1 

g
1
3

（ 6 b）　g＊ 
P ＝H－1 

g
1
3

（ 6 c）　r＊ 
P ＝0

（ 6 d）　W＊＝1－
1
3

H－1 
g

1
3

＋H H－1 
g

1
3

ただし、最適解の下で平均可処分所得が正であることを保証するた

め、次の仮定をおく。
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（ 7 ）　1－
1
3

H－1 
g

1
3

＞0

2 ．2 ．事前投票モデル

事前投票モデルでは、政党または政治家が選挙時に掲げる政策（公

約）にコミットする状況が想定される。すなわち、選挙において勝利

した政党は公約を遵守する。いま、2 つの政党による選挙を考える。各

政党を P ＝ A, B で表す。各政党はレントシーカー rent-seeker であり、

次式で定式化する期待利得 EvP を最大化するように政策 qP を決定し

て選挙に臨む。この期待利得は、政権を獲得すればレントが得られる

が、そうでなければレントが得られないことを表現している。

（ 8 ）　EvP＝pP・（γrP＋R）

ここで、pP は政党 P が政権を獲得する確率であり、R は選挙に勝利

して政権の座に就くことにより得られる外生的レントである。Persson 

and Tabellini（2000）ではこの外生的レントのことを ego rent と呼んで

いる。また、γは内生的レントに関する取引費用 transaction cost を表

すパラメータであり、0 γ 1 であるとする。γはその値が小さいほ

ど、政党がレントを獲得するための取引費用が大きいことを表す。

選挙は確率的に定式化する。グループ J の投票者 i は、次式が成り

立つとき、政党 A に投票するものとする。

（ 9 ）　WJ（qA）＞WJ（qB）＋δ＋σiJ

ここで、δはすべての投票者に共通する確率変数であり、政党 A に

対する政党 B の相対的な人気 popularity を表す。δは閉区間［－1/2

ψ, 1/2ψ］に一様分布するものとする。ψは一定の値をとる確率密度

であり、それが大きいほど分散は大きい。また、δの平均はゼロとな

る。一方、σiJ はグループ J の投票者 i が個人的にもっている政党に

関する選好（イデオロギーなど）を表すパラメータである。このパラ

メータの分布はグループによって異なるものとし、以下の閉区間に分
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布する一様分布であるとする。

（10）　 －
1

2φJ＋σJ, 
1

2φJ＋σJ

ここで、σJ は平均、φJ は密度であり、これらがグループごとに異

なる選好を特徴づけるパラメータとなる。さらに、便宜上、これらの

パラメータに関して次の仮定をおく。

（11a）　σ1＜σ2＜σ3

（11b）　σ2＝0

（11c）　φ3＜φ1＜φ2

（11d）　σ1φ1＋σ3φ3＝0

（11a）から（11c）により、グループ 2 の有権者は政治的に中立的で

あり、高い密度で分布する。また、（11c）と（11d）により、後の計算

が容易になる。

このような政治的な選好の分布に基づき、任意のδについて、グ

ループ J が政党 A に投票する割合πA, J（人口規模を 1 としていることか

ら投票数でもある）を計算すると、以下のようになる。

（12）　πA, J＝Pr［σiJ＜WJ（qA）－WJ（qB）－δ］

　　　　　＝φJ（WJ（qA）－WJ（qB）－δ－σJ）＋
1
2

事前投票モデルは、次のような段階ゲームとして表現される。はじ

めに、政党 A と B がそれぞれ政策 qA と qB をアナウンスする。次に、

人気δが実現して選挙が行われる。最後に、当選した政党の政策がア

ナウンスどおり実行される。各政党がアナウンスする政策を決定する

段階では、人気δは未だ確定していない確率変数であるから、各グ

ループから得られる投票数も（12）に基づく確率変数である。した

がって、各政党はランダムに変化する得票数を考慮して、自らの期待

利得を最大化するように選挙時にアナウンスする政策を決定しなけれ
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ばならない。

2 ．2 ． 1 ．比例制

単純化すれば比例制は、政党を投票の対象として一国一選挙区で選

挙を行い、得票率に応じて政党の議席を按分する選挙制度であり、50%

以上の得票を得た政党が政権を獲得する。このように比例制を単純化

して捉えると、われわれの想定の下では、社会全体の人口が 3 で政党

数が 2 であるから、各政党が政権を獲得するために必要な得票は 3/2

である。したがって、政党 A が政権を獲得する確率は以下のように計

算される。なお、pB＝1－pA である。

（13）　pA＝Pr
J

πA, J
3
2

＝Pr δ
1

3φ J

｛φJ（WJ（qA）－WJ（qB））｝

　　　　
　　0 if －

1
2 Ω

＝　Ω＋
1
2
　if　－

1
2 Ω

1
2

　　1 if Ω
1
2

（14a）　Ω≡ ψ
3φ J

｛φJ（WJ（qA）－WJ（qB）｝

（14b）　φ≡
1
3 J

φJ

なお、（13）の第 2 式から第 3 式の変形において（11a）と（11d）を

用いている。これにより、（13）が単純な形になっている。

政党 A が選挙時にアナウンスする政策を決定する問題は次のように

なる。ただし、（ 1 ）、（ 2 ）、（ 3 ）に関しては、P＝A としている。

（15）　max
qA

 pA・（γrA＋R）  s.t.（ 1 ）, （ 2 ）, （ 3 ）, （13）

この問題のクーン・タッカー条件は以下のとおりである。ただし、

λとμはそれぞれ（ 2 ）と（ 3 ）に関するラグランジュ乗数である。
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また、（13）は目的関数に代入しているものとしている。なお、τA と

gA は必ず正値をとるため、非負制約を表記していない。

（16a）　τA：－（γrA＋R）ψ＋3λ－μ＝0

（16b）　f J 
A：

（γrA＋R）ψφJ

3φ
－λ 0, f J 

A 0, f J 
A

（γrA＋R）ψφJ

3φ
－λ ＝0, J＝1, 2, 3

（16c）　gA：（γrA＋R）ψHg（gA）－λ＝0

（16d）　rA：pAγ－λ 0, rA 0, rA（pAγ－λ）＝0

（16e）　λ：3τA－
J

f J 
A－gA－rA＝0

（16f）　μ：1－τA 0, μ 0, μ（1－τA）＝0

はじめに、τA＜1 と仮定すると、（16f）よりμ＝0 であり、（16a）

よりλ＝（γrA＋R）ψ/3 である。これを（16b）に代入するとφJ φ
が得られるが、（11c）より、すべての J についてφJ φを満足するこ

とはできない（φ2＞φ）。ゆえに、税率は 1 である。

（17）　τp 
A＝1

なお、上付き文字の p（proportional election の頭文字）は比例制の最適

解を表す。

また、（16b）において、σiJ の密度φJ の最も高いグループ 2 につい

て、f 2 
A＞0 であるとすると、（11c）より、f 1 

A＝f 3 
A＝0 である。他方、f 2 

A

＝0 としても同様に f 1 
A＝f 3 

A＝0 である。ゆえに、次式が得られる。

（18）　f 1p 
A ＝f 3p 

A ＝0

残りの変数は f 2 
A、gA、rA である。Hg（0）＝∞より gp 

A＞0 であるから、

検討すべきケースは f 2 
Aと rA が正値をとるかゼロをとるかに関する 4 通

りとなる。しかしながら、以下では、Persson and Tabellini（2000、p.211）

にならって、f 2 
A＞0 を仮定する。なお、均衡において f 2 

A＞0 となるため

の十分条件に関しては後述する。
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f 2 
A＞0 とすると、（16b）より、λ＝（γrA＋R）ψφ2/3φが得られる。

これを（16c）に代入して整理すると、次式を得られる。

（19）　gp 
A＝H－1 

g
φ2

3φ （＜g＊ 
A ）

f 2 
A＞0 かつ rA＞0 とすると、（16b）と（16d）から、次式が得られる。

ただし、政党 A と政党 B が完全に対称であることから、ナッシュ均衡

において qp 
A＝qp 

Bとなるため、（13）に基づき pA＝1/2 としている。

（20）　rp 
A＝

1
ψ

3φ
2φ2－

R
γ

最後に、f 2 
Aについては、（16e）に（17）から（20）を代入すること

により、次のようになる。

（21）　f 2p 
A ＝3－H－1 

g
φ2

3φ －
1
ψ

3φ
2φ2－

R
γ

ただし、以下では、f 2p 
A ＞0 かつ r p 

A＞0 であるとし、かつ、R＝0 で

あっても r p 
A＜3 であるとして議論を進める。そのための十分条件は

（20）、（21）より以下のようになる。なお、（22）の最左辺の第 1 項は

（ 7 ）より負値をとる。

（22）　－ 3－H－1 
g

φ2

3φ ＋
1
ψ

3φ
2φ2＜

R
γ＜

1
ψ

3φ
2φ2＜3

このように、事前投票モデルにおける比例制の均衡解は、（22）の仮

定の下で、（17）から（21）で表される。均衡においては、政党 B もこ

れらと同じ政策をアナウンスし、1/2 の確率でどちらかの政党が選ばれ

政権の座につく。この均衡を社会的最適と比較すると、比例制は過少

な公共財供給、政治的に中立なグループへの所得移転で特徴付けられ

る。また、内生的レントが発生する可能性があり、（20）より、それは

φ1、φ3、γの増加関数、φ2、ψ、R の減少関数である。

2 ．2 ． 2 ．多数制

多数制の下では、あらかじめ設定した複数の選挙区から議員を選出
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し、議会において多数派を構成する政党が政権を獲得する。われわれ

のモデルでは、イデオロギーなどの政党への選好が異なる 3 つのグルー

プを設定しているが、以下では、このグループを選挙区とみなして多

数制の分析を行う。各選挙区から 1 名の議員を選出し、合計 3 名から

構成される議会を想定する。各政党はこの議会において過半数である 2

を占めることができれば政権の座に就くことできる。

政党 A と政党 B は各選挙区に議員候補を 1 名ずつ立候補させるもの

とする。選挙区（グループ）J において政党 A に投票する割合はすでに

（12）で与えられている。人気δは選挙区を問わず同じ値をとるから、

各党の政策を所与とすると、各選挙区における政党 A への投票割合は、

政党への選好分布を規定するパラメータφJ、σJ のみに依存する。

（11a）より、政党 A が選挙区 2 において 1/2 以上の得票が得られれば、

選挙区 1 でも自ずと 1/2 の得票が得られ、議会において多数派を構成

することができる。同様に、政党 B についても、選挙区 2 で勝利すれ

ば、選挙区 3 でも勝利し、政権を獲得することができる。ゆえに、多

数制の下では、政治的に中立な、あるいは、政党への選好が中位に位

置する選挙区の支持を得る確率がそのまま政権を獲得する確率となる。

したがって、政党 A が政権を獲得する確率は次のように計算される。

（23）　P′A＝Pr πA, 2
1
2

＝Pr［δ W 2（qA）－W 2（qB）］

　　　 　
　　0 if －

1
2 Ω′

＝　Ω′＋
1
2
　if　－

1
2 Ω′

1
2

　　1 if Ω′
1
2

（24）　Ω′≡ψ（W 2（qA）－W 2（qB））

多数制のナッシュ均衡は比例制と同様に求めることができる。そこ

で、導出過程は省略し、以下に解のみを示す。上付き文字の m
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（majoritarian election の頭文字）は多数制の均衡解であることを表す。

（25）　τm 
A＝1（＝τp 

A）

（26）　f 1m 
A ＝f 3m 

A ＝0（＝f 1p 
A ＝f 3p 

A ）

（27）　gm 
A＝H－1 

g（1）（＜gp 
A）

（28）　rm 
A＝max 0, 

1
2ψ－

R
γ （＜rp 

A）

（29）　f 2m 
A ＝3－H－1 

g（1）－max 0, 
1

2ψ－
R
γ （＞f 2p 

A ）

多数制は比例制と比較すると、税率は同じであるが、公共財供給量

は少なくなり、政治的に中立なグループ（選挙区）2 に対する所得移転

は多くなる。一方、内生的なレントは比例制に比べて少なくなり、γ
の増加関数、ψ、R の減少関数である。特に（1/2ψ）（R/γ）のと

きには、内生的レントがゼロになる。

2 ．3 ．事後投票モデル

次に、事後投票モデルを用いて、比例制と多数制を比較する。事後

投票モデルは、政権を選択する選挙が終了してから次の選挙までの期

間を定式化している。事前投票モデルでは選挙に際して公約を掲げる

政党の行動が定式化されたが、事後投票モデルでは選挙時に掲げた公

約が拘束力を持たない状況が仮定され、政権に就いた政党は選挙後に

再度政策を決定しなおすことができる。その一方で有権者は、次の選

挙で現政権を再選するルールを設定する。このルールは効用水準の閾

値で表され、有権者は政策により実現する効用水準がこの閾値より低

ければ、現政権を再選しないという行動をとる。

現政権は政党 A であるとしよう。政党 A は次の選挙で再選をかけて

政党 B と戦うものとする。ゲームは次のように進む。はじめに、有権

者が次の選挙で政党 A を再選するルール（効用水準の閾値）を決定する。

次に、政党Aが政策ベクトルqA を決定し、人気δが確定する。最後に、
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選挙が行われ、政党 A の再選の可否が決定する。この段階ゲームの下

で、政党 A の期待利得 E~vA は以下のように表すことができる。

（30）　E~vA＝γrA＋~pAR

ここで、~pP は政党 A が再選される確率が表す。

選挙は事前投票モデルと同様に確率的に定式化する。グループ J の

投票者 i は、次式が成り立つとき、政党 A を再選するものとする。

（31）　WJ（qA）＞ω＋δ＋σiJ

ここで、ωは再選ルールを表す効用水準の閾値である。この閾値は

グループ間で異なることを想定してモデル化すべきであるが、ここで

は簡単化のため、すべてのグループが協力的に共通の閾値を決定する

ものとする。ただし、この閾値が共通であっても、σiJ で表される政

党に対する選好がグループ間で異質性であることから、現政権の再選

に投票する割合はグループごとに異なる。なお、δとσiJ は事前投票

モデルと同様に分布しているものする。δを所与とすると、グループ

J が政党 A の再選に投票する割合 ~πA, J は次のようになる。

（32）　 ~πA, J＝φJ（WJ（qA）－ω－δ－σJ）＋
1
2

2 ．3 ． 1 ．比例制

比例制の下で、政党 A が再選されるためには、人口が 3 の半数であ

る 3/2 以上の得票が必要である。したがって、政党 A が再選される確

率は次のように計算される。

（33）　~pA＝Pr
J

~πA, J
3
2

　　0 if －
1
2

~Ω

＝　 ~Ω＋
1
2
　if　－

1
2

~Ω
1
2

　　1 if ~Ω
1
2
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（34）　 ~Ω≡ ψ
3φ J

｛φJ（WJ（qA）－ω）｝

（34）より ~Ωは WJ（qA）の単調変換であるから、有権者は政党 A に

可能な限り高い ~Ωとなる政策を実行させたい。一方で、政党 A は ~Ω
1/2 となる政策を決定すると確実に再選することができる。したがって、

政党 A が確実な再選をめざすならば、以下の問題を解く。

（35）　max
qA

 γrA＋R  s.t.（ 1 ）, （ 2 ）, （ 3 ）, ~Ω
1
2

クーン・タッカー条件は以下のとおりである。ただし、λ、μ、θ
はそれぞれ（ 2 ）、（ 3 ）および ~Ω 1/2 に関するラグランジュ乗数で

ある。

（36a）　τA：3λ－μ－3θφ＝0

（36b）　f J 
A：－λ＋θφJ 0, fA

J 0, f J 
A（－λ＋θφJ）＝0, J＝1, 2, 3

（36c）　gA：－λ＋3θφHg（g）＝0

（36d）　rA：γ－λ 0, rA 0, rA（γ－λ）＝0

（36e）　λ：3τA－
J

f J 
A－gA－rA＝0, λ＞0

（36f）　μ：1－τA 0, μ 0, μ（1－τA）＝0

（36g）　θ：
J

｛φJ（WJ（qA）－ω）｝－3φ
2ψ 0, θ 0, θ

J

｛φJ（WJ（qA）－ω）｝－3φ
2ψ ＝0

はじめに、θ＝ 0 であるとすると、（36c）を満足しない。ゆえに、

θ＞0 である。さらに、τA＜1 であるとすると、（36f）より、μ＝ 0 で

ある。これを（36a）に代入すると、λ＝θφが得られる。さらに、こ

れを（36b）に代入するとφJ φが得られるが、（11c）より、これを

すべての J について満足することはできない（なぜならばφ2＞φ）。ゆ

えに、税率は 1 である。

（37）　τA＝1

また、（36b）において、（11c）に注意すると、確率密度φJ の低いグ
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ループは端点解となることがわかる。

（38）　f 1 
A＝f 3 

A＝0

次に、f 2 
A＞0 かつ rA＞0 であるとすると、λ＝γとθ＝γ/φ2 が得ら

れる。これを（36c）に代入することにより、次式が得られる。

（39）　gA＝H－1 
g

φ2

3φ

（37）から（39）を（36g）に代入し、θ＞0 に注意すると、次式が得

られる。

（40）　f 2 
A＝

3φ
2ψφ2＋

3φ
φ2ω－

3φ
φ2H H－1 

g
φ2

3φ

さらに、（37）から（40）を（36e）に代入すると、次式が得られる。

（41）　rA＝3－
3φ

2ψφ2－
3φ
φ2ω＋

3φ
φ2H H－1 

g
φ2

3φ －H－1 
g

φ2

3φ

ここまでで、政党 A が再選をめざす場合の政策ベクトルがすべて求

められた。この政策ベクトルの下で、各グループの有権者の効用水準

は以下のようになる。

（42）　W 1＝W 3＝H H－1 
g

φ2

3φ

（43）　W 2＝
3φ

2ψφ2＋
3φ
φ2ω－

3φ
φ2H H－1 

g
φ2

3φ ＋H H－1 
g

φ2

3φ

グループ 1 と 3 の効用水準は再選ルールから独立であるが、グルー

プ 2 の効用水準は再選ルールに依存し、効用水準の閾値が高いほど、

高い値をとる。ゆえに、有権者にとっては、できるだけ高い閾値を設

定することが望ましい。しかしながら、あまりにも閾値が高くなると、

政党 A が再選を諦めて暴挙に出る可能性がある。これは ~Ω －1/2 の

ときに対応する。このとき、政党 A はτA＝1、f 1 
A＝f 2 

A＝f 3 
A＝0、gA＝0、

rA＝3 という政策を実行し、有権者の効用水準は W 1＝W 2＝W 3＝0 と

なる。したがって、政党 A が再選を諦めずに再選を目指して行動する
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ための条件は以下のようになる。

（44）　γ 3－
3φ

2ψφ2－
3φ
φ2ω＋

3φ
φ2H H－1 

g
φ2

3φ －H－1 
g

φ2

3φ ＋R 3γ

有権者は（44）を満足する最大のωを設定する。それは以下のとお

りである。

（45）　ω＝－
1

2ψ＋H H－1 
g

φ2

3φ －φ2

3φH－1 
g

φ2

3φ ＋ φ2R
3φγ

以上から、部分ゲーム完全均衡は、有権者が再選ルールとして（45）

の閾値を決定し、この再選ルールの下で政党 A が再選を目指して政策

を決定するということとなる。したがって、事後投票モデルで定式化

した比例制における政策は次のようになる。

（46）　 ~τp 
A＝1

（47）　
~
f 1p 

A ＝
~
f 3p 

A ＝0

（48）　
~
f 2p 

A ＝
R
γ－H－1 

g
φ2

3φ

（49）　~gp 
A＝H－1 

g
φ2

3φ

（50）　~rp 
A＝3－

R
γ

2 ．3 ． 2 ．多数制

多数制の下では、2 つ以上の選挙区（グループ）から支持が得られれ

ば再選できるが、これは、政党に対する選好分布の仮定より、選挙区 2

からの支持が得られることと同値である。ゆえに、多数制の下での再

選確率は次のようになる。

（51）　~p′A＝Pr ~πA, 2
1
2

　　0 if －
1
2

~Ω′

＝　 ~Ω′＋
1
2
　if　－

1
2

~Ω′
1
2

　　1 if ~Ω′
1
2
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（52）　 ~Ω′≡ψ（W 2（qA）－ω）

比例制との差異はこの再選確率のみであり、部分ゲーム完全均衡は

比例制と同様に求めることができるため、導出過程は割愛する。均衡

解は以下のとおりである。

（53）　 ~τm 
A＝1（＝ ~τp 

A）

（54）　
~
f 1m 

A ＝
~
f 3m 

A ＝0（＝
~
f 1p 

A ＝
~
f 3p 

A ）

（55）　
~
f 2m 

A ＝
R
γ－H－1 

g（1）（＞
~
f 2p 

A , ＜f 2m 
A ）

（56）　~gm 
A＝H－1 

g（1）（＜~gp 
A）

（57）　~rm 
A＝3－

R
γ（＝~rp 

A）

2 ．4 ．理論モデルから得られる知見

ここまでは、政権獲得を目的とする政党が不確実性の伴う選挙を戦

う状況を想定し、政党が公約にコミットする事前投票モデル、および、

コミットできない事後投票モデルについて、比例制と多数制の均衡解

を導出した。その結果は下表のようにまとめられる。

表 1 は、以上の理論分析を要約したものである。まず、比例制であれ、

多数制であれ、公約の拘束力がなくなると、厚生水準が低下するとい

うことである。また、比例制も多数制も公共財の過少供給をもたらす

が、多数制はさらに公共財が過少に供給される。ただし、公共財の供

給量は公約のコミットメントの有無に関わらず一定である。所得移転

に関しては、多数制がより大きくなる。これは多数制の場合、政治的

に中立な有権者の支持を得ることが不可欠であることから生じるもの

と思われる。この結論は Persson and Tabellini（2003）とは異なってい

る（p.31）。また、選挙制度に関わらず、公約のコミットメントが欠如

すると、所得移転が減少する。さらにレントに関しても、公約のコ

ミットメントが欠如している場合、レントが増加する⑹。したがって、
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選挙公約が破棄されるとすれば、所得移転の減少、レントの増大とい

う帰結が理論的に確認される。最後に、厚生の高さに基づいて、望ま

しい選挙制度に言及するとすれば、公約に拘束力が働くかどうかに関

わらず、公共財がより最適に近い形で供給される比例制が望ましいと

考えられる。

表 1　理論モデルの結果
選挙制度 比例制 多数制

モデル 事前投票 事後投票 事前投票 事後投票

所得移転の大きさ ？ ④ ① ？

公共財の多さ ① ① ③ ③

レントの少なさ ② ③ ① ？

厚生の高さ ① ？ ？ ④

注 1 ．①、②、③、④は、順位を表し、？は順位が定まらないことを表す。
注 2  ．各ケースの厚生水準（平均効用）は以下のようになる。表中の順位は（22）に基づく。

　　比例制（事前投票）：Wp＝ H H－1 
g

φ2

3φ － 1
3

H－1 
g

φ2

3φ ＋ 1
3

R
γ＋3－

1
ψ

3φ
2φ2

　　比例制（事後投票）： ~W p＝ H H－1 
g

φ2

3φ － 1
3

H－1 
g

φ2

3φ ＋ 1
3

R
γ

　　多数制（事前投票）：Wm＝ H（H－1 
g（1））－ 1

3
H－1 

g（1） ＋ 1
3

R
γ＋3－

1
2ψ

　　多数制（事後投票）： ~W m＝ H（H－1 
g（1））－ 1

3
H－1 

g（1） ＋ 1
3

R
γ

3 ．データと実証分析モデル

3 ．1 　データ

本研究は、OECD 加盟国の 2000 年代の経済・財政・人口・民主主義

等に関するデータを利用している。主要なデータ出所は、OECD の

Web site（OECD Economic Outlook No.81 Annex Table）であり、データの

詳細は付録 A に示されている。

本節での目的は、前節で考察した選挙制度の特徴に基づき、財政政

策と経済成長とを比較することである。そのデータは、主に

OECD34 ヵ国 2000-2010 年の年平均データである。

まず、民主主義のデータは、Persson and Tabellini（2003）、（2004）
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の先行研究に基づき、Freedom House による Gastil index（政治的権利

と市民権の平均）：Gastil を利用している。この指標は 1 と 7 の間の値を

とり、小さい値が良い民主主義である。また、世界の政治体制を格付

けしている Polity Ⅳ：Polity は－10 から＋10 の値をとり、大きい値が

良 い 民 主 主 義 国 家 で あ る。 さ ら に、Economist Intelligent Unit 

Limited （2010）から民主主義の指標 Democracy Index 2010（demoinde）

を利用している。この指標は、選挙プロセスと社会的価値の多様性、

政府の機能、政治参加、政治的文化、市民の自由の 5 つの指標の平均

であり、0 と 10 の間の値をとり、大きい値がよい民主主義である。

憲法上の特徴は、Persson and Tabellini（2003）、（2004）、Persson（2005）

等に基づき、2 つのダミー変数：maj と pres を用いて分類している。

立法府（下院）の選挙が多数制選挙制度を採用している国は maj＝1、

比例制を採用している国は maj＝0 であり、混合型の選挙制度は比例制

に分類している。日本は 1994 年中選挙区制から小選挙区比例代表並立

制に選挙制度改革を行っている。

この日本の改革は、議席配分（5 対 3）を踏まえると、小選挙区に近

い改革と思われるが、池田（2012）は、小選挙区比例並立制の選挙制度

改革おける重複立候補制の問題点について、政策的妥当性の観点から

以下の 3 つのことを指摘している。小選挙区と比例制の議席配分の稀

薄化、有権者の意思を正確に反映しない選挙結果、さらには、有権者

の意思とは全く異なる政策選好を反映する可能性のある、ということ

である。最後の指摘は、選挙を逸脱した「深刻な矛盾」であることを

強調している（p.177-8）。

また、この日本の選挙制度改革の労働生産性に与える効果を推定し

た坂井・岩井（2011）の分析結果は、正と負の効果が確認されている。

この負の効果は、個人が熟練を蓄積し、企業が資本蓄積をし、産出を

生み出す経済環境を決定する制度や政府の政策である、社会的基礎資

本の蓄積が後退したことを意味している⑺。池田（2012）の指摘と坂

井・岩井（2011）の実証分析結果は、部分的ではあるが整合的である。
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本研究では Persson and Tabellini（2004）、Persson（2005）に基づき、

日本の選挙制度改革を多数制から比例制への改革と位置づけている。

また、ニュージーランドも 1996 年、多数制から比例制に変更し、フラ

ンスは 1986 年多数制から比例制に、1988 年比例制から多数制に変更し

ている（Persson（2005）、表 4（a））。なお、Persson and Tabellini（2003）

では、日本の 1994 年の選挙制度改革について、すべての衆議院議員を

プルラリティルールによって候補者個人を選出する制度から、全部で

はなく一部の議員が政党名簿と比例制によって選出されているドイツ

型の混合システムに移行したと説明している（p.83、及び池田（2012）、

p.193）⑻。

1994 年の日本の多数制と比例制の混合型である選挙制度改革につい

て、池田（2012）は、「相対多数代表法が、政府の規模、社会保障・社

会福祉支出、そしてとりわけ財政赤字の削減に資するものであるとし

たら、小選挙区比例代表並立制への移行は時代の変化と要請にあった

合理的な制度改革であったといえようし、今後も、相対多数代表法の

特性をより鮮明にする方向へと少しずつ歩みを進めていくのが最も

リーズナブルな選択といえる」（p.194）、と述べている。多数制は

accountability を満たすが、representativeness を犠牲にしている。他方、

比例制はその逆のことが指摘できる。従って、その混合型は

accountability と representativeness を同時に満たすが、一方で、両者

を犠牲にしていることも予想される。池田（2012）が指摘しているよう

に、一歩一歩進める改革により、将来、われわれは、国民の便益が最

大（国民の犠牲が最小）となる最適な選挙制度に行きつくことができる。

そのプロセスは長い民主主義の歴史的経過を必要とすることも予想さ

れる。したがって、政治経済学はその最適解を見出すことが課題であ

り、その最適解を実現するための最適な制度改革を提案することが必

要である。われわれの選挙制度を踏まえた最適解を導出する理論モデ

ルから導かれた最適解の一つが、第 2 節で検討した多数性と比例制の

モデルである。
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政府の形は、大統領制の国は、pres＝1、議院内閣制の国は pres＝0

である。フランスやフィンランドは直接選挙によって選ばれた大統領

制であるが、議院内閣制に分類している。その理由は、大統領（行政

府）は国会に対して accountable であり、逆にスイスは直接選挙によっ

て選ばれた大統領ではないが、大統領（行政府）は国会に対し

accountable でなく、大統領は国会（下院）の議決によって行政権を失

うことはないからである（Persson and Tabellini（2003）、4.4.1、及び（2004）、

p.28）。以上の選挙制度と国の形の分類は付録 B の表に示している。

財政政策の選択に関して、まず、政府の規模 sizegov は、政府最終消

費支出の名目 GDP の割合である。財政赤字 gdefi t は、一般政府の財政

赤字の名目 GDP の割合であり、社会保障支出 ssw は、中央政府の社

会保障支出の名目 GDP の割合である⑼。さらに、市場開放度 trede は

貿易シェア：（名目輸出＋名目輸入）÷名目 GDP を利用している。

制度の多様性を説明するために、歴史、文化や地理などの変数を利

用する場合がある。（例えば、Persson and Tabellini（2003）、（2004））。本稿

では、民主主義の誕生年 demoage と民主主義の経過年数 age の 2 つの

歴史変数と人口規模 lpop および生産年齢人口 pro1564 や 65 歳以上

pro6005 等の人口構成割合を利用している。

他のデータとしては、一人当たり実質 GDP 初期値 inigdp、所得分

配の公平・不公平の尺度のジニ係数 gini、人的資本 educa、実質総固

定資本形成成長率 kdot、物的資本投資率 invesha、等を利用している。

そして、制度の経済的パフォーマンスの尺度として一人当たりの実

質 GDP の対数 lyp とその成長率 gdpdot を用いている。表 2 は、基礎

データを要約したものである。

OECD34 ヵ国の選挙制度は多数制 6 カ国、比例制 28 カ国、政府の形

は大統領制 5 カ国、議院内閣制 29 カ国である。OECD 諸国の民主主義

制度は、圧倒的に比例制選挙制度と議院内閣制度の政府の形を採用し

ている。

表 2 の 3 つの民主主義指標による各国の民主主義に関する評価は、
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demoinde による大統領制が議院内閣制よりも若干劣る程度であり、有

意な差は確認されないが、polity と gastl の 2 つの民主主義による評価

では、いずれも統計的に有意な格差があり、選挙制度では多数制が比

例制よりも、政府の形の選択では、大統領制よりも議院内閣制が良い

民主主義となっている。また、民主主義の歴史については、政府の形

における制度間には格差はみられないが、多数制は比例制度と比較し

て、長い民主主義の歴史がある。

表 2　基礎データ

demoinde polityⅣ gastil demoage age
政府規模 財政赤字 社会保障 輸出入

憲法特徴 sizegov gdefi t ssw trade

標　本 指数 指数 指数 年 指数 シェア シェア シェア シェア

総平均34 8.27 9.73 1.24 1928.48 0.37 19.47 -1.82 19.55 44.80

多数制6 8.43 9.75 1.11 1883.3 0.6 18.66 -2.19 18.28 24.22

比例制28 8.22 9.55 1.27 1943.0 0.302 19.72 -1.45 20.19 51.06

maj=pro -0.70 -2.65a 3.97a 2.59b -2.60b 1.84c 1.30 2.75a 11.77a

大統領5 8.00 9.34 1.45 1923.8 0.396 13.06 -0.52 11.89 31.26

議院内29 8.31 9.64 1.20 1929.12 0.369 20.57 -1.73 21.11 46.88

pres=parl 0.81 2.13b -3.11a 0.13 -0.13 16.35a -1.59 10.43a 5.22a

一人当たり
実質GDP

Real 実質資
本形成

人口 人口 人口 ジニ係数 人的資本 一人当たり
実質GDPGDP lpop 15-64 65以上 gini educa

成長率 成長率 成長率 千人 シェア シェア 指数 シェア 初期値10＄

総平均 1.56 2.48 2.18 34360.36 67.30 14.18 0.31 24.46 2764.5

多数制6 1.12 2.23 2.89 76775.35 66.62 13.81 0.354 33.64 2547.8

比例制28 1.69 2.56 1.96 21951.70 67.51 14.29 0.301 21.48 449.9

maj=pro 1.66c 1.08 -0.98 -5.47a 4.37a 1.14 -2.16c -10.63a 5.61a

大統領5 1.86 2.82 3.36 94297.2 67.53 10.10 0.393 27.25 2759.4

議院内29 1.51 2.42 1.97 24333.03 67.26 14.88 0.30 23.87 630.5

pres=parl -0.79 -0.99 -1.25 -4.80a -0.55 9.00a -2.31c -1.92c -3.65a

注 　maj＝pro と pres＝parl は、帰無仮説が多数制＝比例制、大統領制＝議院内閣制であり、
その数値は t 値であり、a は 1％、ｂは 5％、c は 10％で有意である。なお、ここでは不
均一分散の両側検定である（SAS/STAT 9.1, p.4784-8.）。
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表 2 の基礎データから、理論が予想するように比例制と議院内閣制

度の財政政策の選択は、政府の規模が大きく、社会保障支出も大きい

ことが確認できる。選挙制度間の格差は、数値的には大きな格差では

ないが、統計的に有意な格差が確認できる。

このような格差は、65 歳以上の高齢者が人口に占める比率と正の相

関関係となっていることが確認できる。すなわち、高齢者の占める人

口比率が高い国は、政府の規模と社会保障支出を増加させていること

が予想される。高齢者の占める人口比率において、大統領制と議院内

閣制との間には、有意な差が確認できる。また、市場開放度は比例制

と議院内閣制が高く、統計的に有意である。財政赤字は多数制と議院

内閣制が大きく、制度間に大きな格差が存在していることが確認でき

るが、しかし、制度間に有意な差は存在していない⑽。人的資本の蓄積

は多数制と大統領制が高く、人口規模については多数制と大統領制が

大きい。所得分配の公平・不公性については、政府の形では比例制が

多数制よりも、選挙制度間では、比例制が多数制よりも公平性が高い

社会を形成している。この所得分配の公平性が高い国は、社会保障支

出の高い国という、強い相関がみられる。

経済パフォーマンに関しては、選挙制度による実質 GDP 成長率には、

0.33% の格差であるが、1 人当たりの実質 GDP 成長率については、比

例制が 0.57％高いという格差が確認できる。また、政府の形における

差は、実質 GDP 成長率と 1 人当たりの実質 GDP 成長率のいずれも大

統領制が、約 0.4％高くなっている。このような年 0.3～0.6％前後とい

う成長率の格差は、経済的にも政治的にも深刻な問題とはなり得ず、

その格差の経済的・制度的背景要因を解明する研究テーマの重要性は

低いという指摘も可能である。多数制と比例制との間には、10％でか

ろうじて有意（p 値 0.098）という成長率の格差であるが、年 1.12% と

1.69％の成長率は、10 年間では、現在の所得がそれぞれ 1.1 と 1.2 倍と

なり、両者の間には大きな格差は生じない。しかし、50 年間ではそれ

が、1.7 倍と 2.3 倍、1 世紀では 3.0 倍と 5.3 倍となる。国際間の経済的
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格差は、市場メカニズムによってある程度解消できる余地もある。し

かし、このような格差が民主主義制度によって引き起こされているの

であれば、民主主義制度の選択は、国民にとって極めて重要なテーマ

となる。

3 ．2 　実証分析モデル

民主主義制度と市場経済の相互関係は複雑である。国民が選挙に

よって依頼した政治代表者（大統領や内閣）が行う政策は、新しい資源

配分と所得分配を実現する。すなわち、新しい市場成果が実現する。

この新しい市場成果の下で、新しい国民の構成員とその構成員の新し

い選好や新しい政治集団が再構成される。そして、以上の市場成果や

国民の選好に基づいた選挙結果によって形成される新政権の政策選択

が、新たな資源配分と所得分配が実現する（Acemoglu, et al（2005）、p.392）。

このような民主主義と市場とのダイナミックな相互依存関係は、憲法

の下においてなされているが、その憲法も国民の選択によって変化し

うるものであり、事実変化している（Persson（2005））。このような憲法

（政治）ないしは民主主義制度と経済の相互関係のモデルは、Persson 

and Tabellini（2003）、Acemoglu（2005）、Acemoglu, et al（2005）、Hall 

and Jones（1999）が参考になる。本稿では先行研究の政治と経済の相

互依存モデル及び第 2 節の選挙モデルに基づき、以下のモデルを推定

する。

（58）　yi＝α＋βDi＋γ1maj＋γ2 pres＋Ziδ＋ei

（59）　Di＝η＋μyi＋φ1maj＋φ2 pres＋Xiθ＋ui

このモデルは yi と Di は内生変数であり、前者が経済的パフォーマ

ンス（一人当たりの実質 GDP（対数）lyp とその成長率 gdpdot）であり、後

者が民主主義の指標であり、demoinde、gastil、polity を利用している。

maj と pres は、選挙制度と政府の形のダミー変数であり、Zi と Xi は
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コントロール変数のベクトルである。

Di の デ ー タ は、Hall and Jones（1999） の 社 会 的 基 礎 資 本 social 

infrastructure の代理変数である。民主主義（社会的基礎資本）が物的・

人的資本の蓄積を促進し、それによって高い生産性を備えた生産要素

を確保することにより、高い労働生産性、すなわち、良好な経済的パ

フォーマンスを実現するというメカニズムの存在を前提としている。

すなわち、（58）式の構造方程式は、各国の民主主義制度 Di が社会的

基礎資本であり、その社会的基礎資本と選挙制度や政府の形及び、コ

ントロール変数 Zi が各国の経済的パフォーマンスを決定していること

を示している。この Zi 変数は、実質固定資本の成長率 kdot、貿易シャ

ア trade、政府の規模 sizegov、財政赤字 gdefi t、社会保障支出 ssw 等

の経済成長要因や政策変数である。そして（59）式は、各国の民主主

義ないし社会的基礎資本が、各国の選挙制度や政府の形、経済的パ

フォーマンス yi や歴史 age、人口 lpop、文化などのコントロール変数

Xi に依存して形成されていることを示している⑾。

4．実証分析結果

4 ．1 　OLS推定

表 3 は、政策変数である人的資本 educa と市場開放度 trade の 2 つ

の変数の係数が、統計的に有意ではなく、それらを除いた（58）と

（59）式の OLS による推定結果である。3 つの民主主義の指標を利用

した（58）式の 3 つのモデル（58.1）、（58.2）、（58.3）の符号は整合的

であるが、民主主義の質的改善は、経済成長に対して正ではなく、負

の関係がみられる。この 3 つの民主主義の指標を従属変数とする（59）

式の（59.1）、（59.2）、（59.3）のモデルの推定結果の符号は、選挙制度

maj、民主主義の歴史変数 age と 65 歳以上の人口比率の 2 つについて

は整合的ではない。このことは、3 つの民主主義の指標が各国の民主主

義の評価を客観的なデータに基づいて作成されている、ということに

ついて疑問があることを示唆している。
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表 3　民主主義制度と経済成長の関係の推定結果（OLS）
モデル （58.1） （58.2） （58.3） モデル （59.1） （59.2） （59.3）

従属変数 lypdot lypdot lypdot 従属変数 demoinde gastil polity

切　片 12.571 7.4465 10.3888 切　片 -13.0849 9.8263 -3.9788

民主主義
-0.5264

（0.237）b
0.1848

（0.5704）
-0.2574

（0.3357）
lypdot

0.0772
（0.0929）

-0.0866
（0.0688）

0.2038
（0.1066）c

maj
-0.551

（0.4165）
-0.7796

（0.528）
-0.8116

（0.4588）b
maj

-0.291
（0.2644）

-0.186
（0.1957）

-0.0066
（0.3063）

pres
0.5754

（0.5496）
0.5408

（0.6163）
0.5925

（0.6208）
pres

0.3866
（0.3608）

-0.2874
（0.267）

0.4713
（0.4134）

kdot
0.3656

（0.0882）a
0.4451

（0.1054）a
0.4136

（0.1034）a
age

0.4198
（0.4665）

-0.0164
（0.3453）

-0.0149
（0.5394）

gdefi t
-0.0917

（0.0517）c
-0.1678

（0.0434）a
-0.1648

（0.0425）a
lpop

-0.0005
（0.0002）a

0.0002
（0.0001）

-0.0002
（0.0002）

ssw
-0.1111

（0.0349）a
-0.0973

（0.0389）b
-0.1136

（0.0421）b
inigdp

2.0914
（0.4102）a

-0.7094
（0.3036）b

1.1417
（0.477）b

gini
-18.7646

（4.7719）a
-17.2338

（5.9311）a
-17.6909

（5.5925）a
prop65

-0.0587
（0.031）

-0.0404
（0.023）c

0.0969
（0.0382）b

sizegov
0.0227

（0.0536）
-0.0019

（0.0587）
-0.016

（0.0638）
sizegov

0.0527
（0.0286）

-0.0359
（0.0211）

0.0248
（0.0341）

Arsq 0.7533 0.6909 0.6993 Arsq 0.7936 0.5727 0.5245

F値 11.3 8.54 8.56 F値 14.45 5.69 4.72

標本 28 28 27 標　　本 29 29 28

注：民主主義の係数の（58.1）は demoinde、（58.2）は gastil、（58.3）は polity である。
注：（　）内の値は標準誤差であり、a は 1%、b は 5%、c は 10% で有意である。
注：Arsq は自由度調整済み決定係数。

以上の推定結果の興味ある事実は、（59）式は 1 人当たりの所得の上

昇 lypdot、すなわち、豊かさが民主主義を改善するが、（58）式は民主

主義の改善が豊かさ（経済成長）を犠牲にしている可能性が見られると

いうことである。（58.2）と（58.2）のモデルは、他のモデルの符号と

は逆であるが、gastil 指標は、小さい値が良い民主主義と対応してい

るので、（58）の民主主義の係数と（59）の lypdot の係数の符号は、

すべて整合的となっている。また、（58）のモデルの maj と pres の係

数から、多数制と議院内閣制は、比例制と大統領制との比較において、
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経済成長を抑制していることが示されている。（59）のモデルの pres

の係数から、大統領制は議院内閣制よりも、民主主義を改善すること

において優れた政府の形であることが予想される。

経済的パフォーマンス（経済成長）と政策変数との関係は、財政赤字

gdefi t とは正、すなわち、緊縮財政は経済成長を抑制している。社会

保障支出 ssw の増加は経済成長に負の効果が、また、政府の規模は正

と負の効果が見られる。そして、資本形成の成長 kdot と所得分配 gini

の公平性の改善は、経済成長に与える効果が極めて強力であることを

示している。特に、実質固定資本形成の 1％増加が経済成長率を年約

0.4％、ジニ係数 0.01 の改善が、同年約 0.2％上昇させるという関係が

見られる。以上の OLS の推定結果がロバストであるかどうかを以下で

検討する。

4 ．2 　2SLS 推定

表 4 は 2SLS の推定結果である。まず、民主主義の成長に与える効

果は、3 つの民主主義の指標とも負であり、かつ、demoinde の係数は

1％で、polity の係数は 5% で統計的に有意である。そして、gastil の

推定値の p 値は、18.5% であった。このような推定結果は、民主主義は

経済成長に対して正の効果を伴うというよりも、負の影響を与えてい

る可能性が高いということができる。そして、その逆の因果関係であ

る経済成長の民主主義に与える効果は、demoinde、gastil と polity の

3 つの指標はともに正であるが、統計的に有意ではなく、この推定結果

は、OECD 諸国においては、経済成長（豊かさ）が民主主義を改善する

という主張を支持する実証的根拠を見いだすことはできていないこと

を示している。

この前者の経済成長に関する民主主義の効果と後者の民主主義に関

する経済成長（所得）の効果の議論とを区別しなければならない。前者

の最近の研究である Giavazzi and Tabellini（2005） や、Pesson and 

Tabellini（2006）、（2008）、（2009）では、民主主義の経済成長効果が確
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認されている。しかし、これらの研究は独裁政治から民主主義への移

行による効果を推定したものであり、先進国を分析対象としたTavares 

and Wacziarg （2001）では、民主主義の所得に与える効果は、負である

という実証分析結果である。これらの研究や Barro（1996）、（1997）の

研究及び本研究結果を踏まえると、民主主義の成長効果は確実に存在

するが、それは民主主義の初期段階であり、民主主義が強固な制度と

して確立した段階では、その効果は正ではなく負である可能性が高い

ことを示唆している。

表 4　民主主義制度と経済成長の関係の推定結果（2SLS）
モデル （58.1） （58.2） （58.3） モデル （59.1） （59.2） （59.3）

従属変数 lypdot lypdot lypdot 従属変数 demoinde gastil polity

切　片 18.194 8.4092 23.6748 切　片 -14.3208 9.4372 -2.0593

民主主義
-1.0983

（0.3564）a
3.6518

（2.6539）
-1.3539

（0.7737）c
lypdot

0.1123
（0.1527）

-0.0733
（0.147）

0.1422
（0.1781）

maj
-0.1979

（0.4971）
1.0267

（1.5725）
-0.388

（0.6307）
maj

-0.2818
（0.2676）

-0.1858
（0.2011）

-0.0203
（0.3118）

pres
0.6291

（0.6286）
0.8182

（1.0759）
0.8572

（0.7988）
pres

0.2934
（0.4021）

-0.2987
（0.3022）

0.5852
（0.4638）

kdot
0.2572

（0.11）b
0.0663

（0.3246）
0.225

（0.1716）
age

0.4574
（0.474）

-0.0195
（0.3562）

-0.0528
（0.5513）

gdefi t
-0.0045

（0.0689）
-0.0902

（0.0927）
-0.1351

（0.0564）b
lpop

-0.0006
（0.0002）b

0.0002
（0.0001）

-0.0002
（0.0002）

ssw
-0.1243

（0.0403）a
-0.0661

（0.0704）
-0.1292

（0.0539）b
inigdp

2.1963
（0.5291）a

-0.6744
（0.3976）

0.9765
（0.6092）

gini
-21.4348

（5.5605）a
-34.6242

（16.0216）b
-24.339

（8.0755）a
prop65

-0.0505
（0.0353）

-0.0392
（0.0265）

0.085
（0.0443）c

sizegov
0.0495

（0.0623）
-0.0029

（0.1008）
-0.0203

（0.0805）
sizegov

0.0521
（0.0289）ｃ

-0.036
（0.0217）

0.0266
（0.0348）

Arsq 0.7126 0.3873 0.5918 Arsq 0.7768 0.4413 0.3314

F値 9.37 3.13 5.71 F値 12.74 3.67 2.61

標本 27 27 26 標　　本 27 27 26

注：表 3 注参照

後者の効果は、Lipset/Ariatole 仮説であり、この仮説の検証を行っ
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た Barro（1999）は、仮説を支持する実証分析を提示している。一方、

棄却した最近の研究結果に Acemoglu, et al, （2008）があげられる。彼ら

は 1990 年代を除き、2 つの民主主義指標と 1970-1990 及び 1900-2000

の一人当たりの成長率との間には、正の相関はみられなく、過去百年

については、民主主義に関する一人当たりの所得の成長率の効果の事

実を見出せないという実証分析結果を明らかにしている（p.827）。特に、

貯蓄率や貿易相手という操作変数を利用した場合も、所得が民主主義

に与えるという因果関係は存在しない、という実証分析結果を示して

いる。また、500 年の長い歴史スパーンでは、明確な正の相関関係が存

在している（p.832）。しかし、この正の相関関係についても、初期の政

治的制度と宗教変数（イスラム、プロテスタントやカソリックの信者の比率）、

そして、1500 年の人口密度を含めたモデルでは、所得が民主主義に与

えるという関係が無くなっている。このような実証分析結果から、彼

らは所得と民主主義との間には相関関係みられるが、所得が民主主義

に与えるという因果関係は、存在しないと結論づけている⑿。われわれ

の実証分析は、Barro（1999）と同様に正の関係を得たが、有意ではなく、

Barro と Acemoglu, et al, （2008）の分析結果のいずれも積極的に支持す

ると結果とはなっていない。

選挙制度の多数制の経済成長に与える効果は、2 つのモデルが負、1

つのモデルが正、また、政府の形の大統領制の経済成長に与える効果

は、いずれも正であるが、有意ではない。また、各国の選挙制度と政

府の選択が民主主義に与える効果も、統計的に有意ではない。このよ

うな推定結果は、各国の選挙制度と政府の選択の経済成長と民主主義

に与える効果は有意ではなく、制度選択による経済的パフォーマンス

に与える優劣に意味ある格差はないように思われる。したがって、制

度間によって引き起こされるレントの抽出も、有意な差を生じていな

いことを意味している。しかし、（58.2）と（59.2）のモデルを除き、

多数制の経済成長と多数制の民主主義に与える両者の効果が負である

ことは、多数制選挙制度がレントを多く抽出、転用政策を推進してい
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る可能性があることを示唆している。すなわち、選挙の理論モデルか

らは、多数制と比例制の一方の制度が他の制度よりも、レントが多く

なる場合と逆に少なくなる場合とが導かれる。われわれの実証分析は、

この対立する理論に対して、データによる根拠を与えることはできな

いが、多数制が比例制選挙制度よりも成長を犠牲にしている可能性が

高いということである。そして、政府の形についても、（58）と（59）

のモデルの pres の係数から、議院内閣制と大統領制との経済成長と民

主主義に与える効果について、実証分析から明確な結果は得られない

が、経済成長の促進と民主主義の改善ということに関して、議院内閣

制は大統領制との比較において、劣る政府の形である可能性を持って

いるということである⒀。

この選挙制度と政府の形の経済効果に関する最近の実証分析として、

2006 年の OECD 諸国にクロスセクションデータを利用した（坂井

（2012））がある。選挙制度の符号は負であり、政府の形の符号は正の推

定結果となっている。このことは、多数制選挙制度が比例制選挙制度

よりも、成長率を低くし、大統領制が議院内閣制よりも成長率を高く

していることを意味している。Persson（2005）では、議院内閣制が正、

大統領制が負、比例制が正である。また、Persson and Tabellini（2006）

は大統領制が正、議院内閣制が負、選挙制度は有意ではない、という

推定結果である⒁。

OLS 推定では、実質総固定資本形成の成長率 kdot が、経済成長に

有意でかつ大きな影響力を与えていた。しかし、2sls の結果は、（58.1）

のモデル以外は不安定であり、その係数も小さくなっている。物的資

本の蓄積が経済成長を促進する強力な要因ではないことを示している。

政府の政策選択の一つである財政赤字 gdefi t の推定結果は、財政赤

字と経済成長が必ずしも、正の関係とはなっていないことを示してい

る。統計的に有意なモデルは（58.3）のみである。OLS はすべてのモ

デルが有意であった。財政赤字は民間経済が黒字でかつ、公共資本の

蓄積による財政赤字である場合には、正の効果が期待できる。本研究

31

二
〇
八



選
挙
制
度
に
よ
る
財
政
政
策
の
相
違
と
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
坂
井
・
坂
本
）

（
三
六
一
）

の推定結果は、ケインズ的な政策が経済に正の効果を与えていないこ

とを示唆している。

OLS の推定結果から福祉支出の拡大は、経済成長と負の関係が確認

された。2sls でも、2 つのモデルが統計的に有意な結果を得た。（58.2）

モデルの係数は負であるが、小さく有意ではない。この推定結果は、

過大な福祉支出が、国民の市場参加に対するインセンティブを変更さ

せ、経済成長を抑制させているメカニズムの可能性を示唆している。

所得分配の公平・不公平性の指標であるジニ係数 gini の符号は負で

あり、統計的に有意である。そして、その係数は大きく、ジニ係数

0.01 ポイントの引き下げが、経済成長率を年 0.2～0.3% 引き上げる強力

な効果のあることを示している。この値は ols の結果よりも大きく、民

主主義制度の所得再分配制度と物的資本（貯蓄）や人的資本蓄積（貯蓄）

への予算配分、そしてそのような政策が国民のインセティブに影響を

与えるというメカニズムが、経済成長を推進させる強力かつロバスト

な要因となっていることを示唆している。

最後に、政府の規模 sizegov の民主主義に与える効果は、3 つのモデ

ルがすべて正であり、モデル（59.1）は 10％で有意であり、モデル

（59.2）の係数のp値が11.4％であり、政府の規模の拡大（公共財の提供）

が民主主義の改善に寄与しているものと考えられる。しかし、その政

府の規模が経済成長に与える効果の推定結果は、統計的に有意ではな

いが、正が 1 つ、他の 2 つは負である。政府の規模の拡大とともに公

共財も同時に提供されるが、そのような財政政策が必ずしも豊かさと

結びつかないということが、この推定結果が意味していることである。

5 ．むすび

本稿では、選挙制度による財政政策の相違を検討すべく、まず理論

モデルを用いた分析を行った。具体的には、公約が拘束力を持つかど

うかによって定式化が異なる事前投票モデルと事後投票モデルを用い

た分析を試みた。その結果、公約に拘束力があるかどうかに関わらず
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厚生の観点からみると、比例制のほうが望ましい選挙制度であるとい

う結論を得た。また、比例制に対して多数制は、少ない公共財供給と、

より多くの所得移転という政策的帰結をもたらすということも確認す

ることができた。

さらに、本稿では、この理論的結果を受けて実証分析を試みた。

2000 年代の OECD 諸国のデータから、1 人当たりの実質 GDP 成長率

において、比例制と多数制を選択している国々の間に、前者が約年

0.57% 高いという格差が存在していた。本稿において、この格差が、選

挙制度と政府の形という民主主義制度の選択によるものであるかどう

かの実証分析を試みた。われわれの実証分析結果は、その格差を選挙

制度と政府の形によって説明することは困難であるということである。

本稿における実証分析は、1 人当たりの成長率が制度の選択する政策に

大きく依存しており、福祉支出の規模が大きい国は成長率が低く、所

得分配の公平性が確保されている国は、成長率が高いというものであ

る。福祉支出は所得再分配政策の重要な柱であるが、その福祉政策に

偏った資源配分やその福祉支出が所得分配の公正を歪めるような場合

には、国民は大きな犠牲を強いられることになる、ということが本稿

の実証分析から得られた一つ目の結果である。

また、民主主義の質的改善が経済成長を促進させ、経済成長が民主

主義の質的改善を実現させるという、メカニズムは確認することがで

きず、後者は正であることが予想されるが、前者の効果は正でなく、

むしろ負である可能性が高いということが、本稿の実証分析から得ら

れた 2 つ目の結果である。そして、民主主義の改善は、政府の規模が

強い予測力をもっている可能性があるけれども、その政府の規模の拡

大が経済成長を推進させるという、正の関係になっていないというこ

とが、本稿の 3 つ目の実証分析結果である。

資源の希少性という制約から、公共財も希少性を伴っており、各国

の国民は、公共財が十分供給されているという認識とは異なるものと

考えられる。したがって、多数制・大統領制度は、比例制や議院内閣
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制よりも公共財の供給が少なくなるという、政治経済学の理論予想に

基づくならば、各国の国民の支持・選択する選挙制度と政府の形は、

比例・議院内閣制度の民主主義制度となる。この理論予想を支持する

ように、本研究の研究対象国 34 カ国の 3 分 2 に当たる 23 カ国が、比

例・議院内閣制度を採用している。そして、多数制・大統領制は 2 カ

国のみである。また、比例・大統領制 3 カ国、多数・議院内閣制 6 カ

国がある⒂。本稿の基礎データでは、1 人当たりの実質 GDP 成長率は、

比例制の国が、多数制の国よりも高いが、比例制の国は、多数制の国

よりも質的に劣る民主主義となっている。

本稿の分析結果と政治経済学の理論（公共財の過少供給）を踏まえる

ならば、民主主義制度は、政府規模の拡大を必然的に追い求めること

になる。この避けられない宿命は、豊かさを犠牲にする可能性がある。

われわれは、今後、この犠牲を負うことのない民主主義制度と市場制

度の枠組みについての研究に挑戦したいと考えている。

注
⑴ Persson（2005）は、この期間において、国の形では 131 の改革があり、

議会制民主主義への改革が 52、大統領制への改革が 79 であることを明ら
かにしている。その改革の選挙制度の改革の 67 が比例制、64 が多数制へ
の改革である。また、民主主義国への改革は 77、民主主義を放棄した改革
も 55 あり、一時的な改革は 82、民主主義への恒久的改革が 50 となってい
る。1994 年の日本の小選挙区比例並立制の選挙制度改革は、多数制度から
比例制度への改革と位置付けられている（表 4）。

⑵ 本稿における accountability と representativeness については、Persson 
and Tabellini（2003）に基づき、以下のように理解している。「代替的な
憲法上の特徴は、政治システムに関して 2 つの望ましい特徴をもつ異なる
組 み 合 わ せ を 生 み 出 し て い る 」、 と い う。 そ の 望 ま し い 特 徴 は
accountability と representativeness であり、「政治制度が accountability を
持つと言われているならば、これは、有権者にとってそのシステムの下で
は、誰が政策決定について責任があるかを確認することができること、そ
して、有権者はその政策のパフォーマンスが不十分であることを見いだし
た場合には、その責任者を追放することができることを意味している。も
し、政治体制が代表制 representativeness をもつと言われているならば、
その体制の下での政策決定が、有権者の幅広い層の選好を反映しているこ
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とを意味している」。そして、「accountability と representativeness との間
のトレードオフは、選挙制度の場合において、非常に厳しいものである。
すなわち、プルラリティルールは、政治家の accountability を守る方向と
立法過程において異なる有権者を代表している方向の議院内閣制とが連動
させられている」（p.12）、と述べている。また、井堀・土居（1998）、p.212）
参照。

⑶ 憲法上の特徴である選挙制度と政府の形と財政政策および経済パフォー
マンスの関係についての理論的および実証分析結果については、Persson 
and Tabellini（2003）の表 2.1、p.31、表 9.1、p.270。および坂井・岩井

（2011）、表 1、p.93、参照。
⑷ 選挙サイクルに関する研究は、Persson and Tabellini（2003）、表 8.7～9、

表 9.1、坂井（2012）、p.21 参照。また、斎藤（2010）や井堀・土居（1998）
も参考になる。

⑸ Persson and Tabellini（2005）のモデルを利用した日本の選挙制度や政
府の形に関する研究としては、小西（2009）と小林（2003）がある。

⑹ Persson and Tabellini（2000）の事後モデルでは、レントは比例制が多
数制よりも少ない（Chap.9）。

⑺ 社会的基礎資本については、Hall and Jones（1999）、p.84。及び坂井・
岩井（2011）、pp.87-88. 参照。

⑻ Persson and Tabellini（2003）によると、ドイツやハンガリーのような
完全な混合型選挙制度（厳密に多数制でも厳密に比例制でない制度）を採
用しいている国は、85 カ国中 8 カ国、日本やイタリアのような準混合型の
国が 9 カ国ある。表 4.2 参照。

⑼ 財政データは、中央政府のデータが一般政府のデータよりも信頼できる
と思われるが、本稿では、一般政府の消費支出を利用している（Persson 
and Tabellini（2004）、p.29）。

⑽ 財政赤字 gdefi t や実質総固定資本形成の成長率 kdot は、平均値に大幅
な格差がみられるが、標準偏差も大きな値であった。gdefi t と kdot の選
挙制度と政府の形の標準偏差はそれぞれ、4.07、5.34、4.07、5.17、7.04、9.82、
7.21、9.54 であった。なお、表 1 の基礎データの平均値の差の仮説検定は、
各データの標本期間や欠損値により、標本数が異なっている。34 ヵの
2000 年 -2010 年のデータでは、標本数が 374 であるが、2000 年代の平均
値であるジニ係数や民主主義の経過年数 age の標本は 34 である。

⑾ このコントロール変数には、大陸、緯度、植民地の歴史、英語を話す国
民の割合等が考えられるが、本稿ではこれらの変数を考慮していない

（Persson and Tabellini（2003）、5.4 及び（2004）、p.28 参照）。
⑿ Acemoglu, et al,（2005）では、教育が民主主義に不可欠であるという事

実は、OLS とクロスセクションデータに基づく事実であって、パネルデー
タではロバストとはなっていない。
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⒀ Persson and Tabellini （2003）は、経済的パフォーマンスの実現に関し
て、大統領制が議会制民主主義よりも劣る制度であるという、実証分析結
果を提示している（ch.7, 表 9.11）。特に、議会制民主主義でかつ歴史のあ
る民主主義国家についてはロバストであり、大統領制の負の効果は、悪い
民主主義国家に限られていることも示している（ch.7）。

⒁ Persson （2005）は、1960-2000 年、140 ヵ国、131 の体制変化と民主主
義の効果を DD による分析である。Persson and Tabellini（2006）は、
1960-2000 年、150 ヵ国、140 の体制変化と民主主義の効果を DD による分
析であり、議院内閣制は大統領制と比較して 1 人当たりの所得成長率を
1.5％減少させるという結果を提示している。

⒂ Persson（2005）の研究対象である 1990 年代 85 カ国の選択比率は、多
数・大統領制度 13%、多数・議院内閣制度 23%、比例・大統領制度 26%、
比例・議院内閣制度 38% となっている。

付録A　データと出所
OECD の主要データは、Web site（http://www.oecd.org/document/0,3746,

en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html）を利用している。以下は、本
稿において利用したデータと出所の詳細である。

demoinde：Democracy Index 2010, Electoral process and pluralism（選挙プ
ロセス社会的な価値の多様性）、Functioning of government（政府の機能）、
political participation（政治参加）、Political culture（政治的文化）、Civil 
liberties（市民の自由）の 5 つの指標の平均、0～10。大きい値がよい民主
主義。Economist Intelligent Unit Limited 2010.

gastil：Gastil Index：Political rights（政治的権利）と Civil rights（市民権）
の平均、2000-2010 年の平均、1～7。小さい値がよい民主主義、Freedom 
House（2011）、（2007）、Freedom in the World,

polity：Polity Ⅳ : -10～+10。-10 は強固な独裁国家、+10 は強固な民主国家。
2000-2010 年の平均。http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

lyp：一人当たり実質 GDP（対数）：2005 年価格、2001-2010 平均、OECD.
Stat（2012）。

gdpdot：実質 GDP 成長率（％）（2005 年価格）：2000-2010 年平均、OECD 
Annex Table 1.  Real GDP.

kdot：実質総固定資本形成成長率（％）（2005 年価格）。2000-2010 年平均、
OECD Annex Table 5.  Real total gross fi xed capital formation.

trade：貿易シェア（％）：（名目輸出＋名目輸入）÷名目 GDP（％）：2001-
2008 年平均、ISSN 2074-3920 - © OECD 2010。

cpi：消費者物価上昇率（％）：2000-2010 年平均 . OECD、Annex Table 18.  
Consumer price indices。

def：GDP デ フ レ ー タ ー 上 昇 率（ ％）：2000-2010 年 平 均 OECD  Annex 

36

二
〇
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
五
六
）

Table 16.  GDP defl ators
invesha：物的資本投資率（％）：名目総固定資本形成÷名目 GDP、2004-

2010 平均、OECD - ISSN 2074-384x - © OECD 2012、
lypdot：一人当たり実質 GDP 成長率（%）：2002-2010 年平均。
sizegov：政府の規模（％）：名目政府最終消費支出÷名目 GDP、2004-2010

平均、OECD National Accounts Statistics （database）
gdefi t：一般政府の財政赤字（％）：一般政府の財政赤字÷名目 GDP、2001-

2010 平均、OECD Annex Table 27. General government fi nancial balances.
ssw：一般政府の社会保障支出（％）：一般政府の社会保障支出÷名目 GDP、

2001-2010 平均。OECD Social Expenditure Statistics （database）
ingdp：一人当たり実質 GDP 初期値：2001 年（2005 年価格）、100 億ドル、

OECD. Stat（2012）。
gini：ジニ係数：Income distribution - Inequality, Total population, 2000 年

代後半、OECD. Stat（2012）。
educa：人的資本（%）：人口 25-64 歳に占める第 3 教育機関に卒業者に占め

る割合、2000-2006 年の平均、Education: Key tables from OECD - ISSN 
2075-5120 - © OECD 2009

lpop：人口（百万人）：2000 年代の平均、OECD Factbook 2011: Economic, 
Environmental and Social Statistics.

prop1564：生産年齢人口比率（％）、2000 年代の平均、OECD.Stat（2012）。
prop6505：65 歳以上の人口比率（％）、2005 年、OECD Factbook 2011
prop6510：65 歳以上の人口比率（％）、2010 年、OECD Factbook 2011
demoage：民主主義の成立年（西暦）、Pesson and Tabellini（2003）、表 4.1
age：民主主義の経過年数：指数＝（2005-demoage）÷ 205（：）、Pesson and 

Tabellini（2003）、p.81.

付録B　OECD諸国の選挙制度と政府の形
Country maj pres Country maj pres Country maj pres Country maj pres

Australia 1 0 France 1 0 Korea 0 1 Slovenia 0 0

Austria 0 0 Germany 0 0 Luxembourg 0 0 Spain 0 0

Belgium 0 0 Greece 0 0 Mexico 0 1 Sweden 0 0

Canada 1 0 Hungary 0 0 Netherlands 0 0 Switzerland 0 1

Chile 1 1 Iceland 0 0 New Zealand 0 0 Turkey 0 0

Czech Re 0 0 Ireland 0 0 Norway 0 0 Kingdom 1 0

Denmark 0 Israel 0 0 Poland 0 0 United States 1 1

Estonia 0 0 Italy 0 0 Portugal 0 0

Finland 0 0 Japan 0 0 Slovak Re 0 0

注：Persson and Tabellini （2004）、p.43, Persson （2005）表 4 （a） より作成
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